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第 1 章 序文 
 

 今日のような急激な環境変化と激動する社会・経済・技術の下では、企業はいかに進む

べき方向性を決定し、どのように組織や管理を変えていったらよいかという企業の戦略的

変革の問題を常に抱えている。ただ企業の戦略的変革といっても、やみくもにそれを行え

ば、企業の内部にいる人々を納得させることができないばかりか、人々を統合することが

できずに、いずれ離散してしまう。人間個人が行動判断をする場合にも、個々人のもつ価

値観のあり方が重要であるのと同様に、経営者の経営理念は、企業のとるべき行動基盤と

して示され、その共有が強いほど経営成果も強く出てくると言われる。それゆえ、企業に

とって、本来の企業目的を達成するためには、人々のエネルギーを結集させる経営理念の

構築と浸透が重要である。ここでの経営理念とは、経営者個人が抱く哲学や信念だけでな

く、従業員の欲求や動機、社会的環境の要請を含めた 3 つの要素が相互に作用することか

ら創出される企業の価値観・目的および指導原理であると理解する。そして、現代企業に

おいて、経営理念は経営者のもつ哲学や信念を中核に、さらなる関連要素を加えることが

不可欠であり、さらに深遠な吟味を通して内容の充実と進展をはからなければならないの

である。 

 経営理念と経営目的は経営学研究にとっては基本問題である。企業に発生する経営問題

を探究し、考えを突き詰めていけば、いつもこの経営理念にぶつかり、これについてなん

らかの意見の調整なり、統合なりを行っていかなければならない。ときには、激しい意見

の対立もあり、これを掘り下げていくと、つまるところ、経営理念の相違に帰することも

多いのである。経営問題の研究に本格的に打ち込む際は、結局、その根本問題としての経

営理念に直面せざるを得ないということである。要するに、経営理念および経営目的に関

する研究こそ経営学研究の基本であるということを痛感するのである。さらに、このよう

な基本問題を、とくに近年における激動社会、また激しい環境変化に企業が直面する時、

研究のテーマとして取り上げざるを得なかったのは、あまりにも基本的問題であるがゆえ

に、すでに議論され一応の結論が出されているとの前提から、しごく当然のこととして、

多くの企業経営者や経営学研究者の興味対象からはずれてきたのであるが、いまや想像を

越えたグローバルな変化が現われてきていることを思えば、再度この基本問題に立ち帰る

必要があるのではないかという反省からである。すなわち、これまでどおりの経営理念で

よいのかどうかという気持ち、少なくとも、この際もう一度、はっきりと経営理念を検討

し直して、共有した経営理念のもとでの経営目的の再認識と行動基準を獲得し、迷うこと

のない経営実践ができるようにしたいという企業行動の構築に対する要望はきわめて強く、

明確にあらわれてきているのである。 
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 それというのも、経営理念の変化、反省はともかくとしても、経営の実践は、いまや、

まったく過去の想像を絶するほどの激変をはじめており、急速なテンポで社会・経済環境

の変化と発展が起こっていることが指摘できる。ところが、それにともなう経営の革新が

適切に対応し、適合することを同じように急速に実行することには困難な状況である。技

術革新とも言われる変革、宇宙時代とも言われる新展開、コンピュータのユートピアとス

マホなどの新興産業の台頭が問題となる時代は、さらに加速度性をもって急進展をとげつ

つあるのが世界の実情である。この段階において、経営の基本にある理念と目的をどのよ

うに評価し、変革すべきであるのか。理念および目的が哲学や信念を中核に構成された共

有の理念であり、経営行動の基盤であるから、変化はなく、変化するものは単なる現象形

態にすぎないとして、再検討の必要を否定できるものではない。逆に、世の中が変化した

から経営理念も変更するべきであるとして、安易な新理念を持ち出すことも現実的ではな

く、かえって危険をもたらすことになる。そこで、そうした矛盾を解決することから、経

営理念の本質と役割を理解し、その成果を現代企業経営に役立てるためにも、歴史的な視

点を基盤に、時代を代表する経営理念論を選択することから、その経営理念論をさらに理

論的な視点からその特徴を明確にし、経営理念の理論的・歴史的視点からの進展過程を統

合的に検討する必要があると考えられる。こうした考察を踏まえて、現代社会における企

業経営を基盤として支える新たな経営理念とはどのような哲学や信念に基づき、どのよう

な要素を加味することが求められているのかという過去・現在・未来を貫く経営理念の構

築過程とその相関関係を研究課題の中心に置くことにしたい。 

 以上のような問題意識を持ちながら、本論文は次のような各章によって構成することか

ら問題解決への接近を試みることにしたい。 

 

 第１章では、本研究の問題意識と全体構想を述べる。研究の目的と方法を明らかにする。

そして、本論文の構成および要約について整理する。 

 第 2 章では、経営理念研究のための基礎的考察を検討したい。まず、「企業」と「経営」

の概念を明確に区別するために、ドイツ経営経済学とアメリカ経営学の 2 つの領域におい

て整理する。そして、「企業の主体」と「経営の主体」の内容とその変遷を明らかにする。

それまでの論述としては、企業は体制関連的存在であり、その主体は株主あるいは所有者

さらには企業自体であるのに対して、経営は体制無関連的存在であり、その主体は所有経

営者から専門経営者へと移行していることから、企業の目的が利潤極大化であるのは当然

であるとしても、経営の目的は、単純に利潤極大化そのものであると言えないことは容易

に理解できるのである。それゆえに、専門経営者に追求される経営の単一目的であれ、多

目的であれ、経営の主体として経営者が目的を達成する過程で持つ経営哲学、経営理念が
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重要な役割を持つことになることを指摘しようとしている。なお、経営哲学の定義と分類

とは何か、経営理念の概念は何かについての基礎的考察も行うことにしている。 

 第 3 章では、経営理念と経営目的の相関を中心として経営理念に関する学説概観につい

て検討したい。経営理念は、それぞれの時代、その時代の現状を背景に企業の目的を達成

するための経営の拠り所としての役割と責務を果たしてきたことは明らかである。歴史的

な時間の流れにそって、代表的な経営理念に関する学説を企業主体型と社会関連型の経営

理念に区分して概観することから、その内容と特色を明らかにしてみたいと思う。その場

合、各学説の内容と特質を形成する基盤ともなる背景、すなわち、経営理念や経営哲学の

形成に影響をあたえる歴史的な特殊性を持った経済的・社会的背景や著者の人生的・社会

的経験との関連にも注意を払っていくことにしたい。さらには、学説ごとの内容と特質を

整理するだけでなく、各学説間の内容的関連を考察することから経営理念に関する内包的

充実と外延的発展を基礎に、経営理念に内在する安定性と変化という矛盾を克服する糸口

を探りたいと思っている。それゆえ、企業主体型経営理念と社会関連型経営理念を分類に

して、それぞれに代表的な人物の学説を概観することから、その特徴を検討し、明確にし

たい。 

 第 4 章では、企業環境論の台頭と経営理念論の衰退について検討する。企業は、本来経

営理念を基盤にして企業行動を行なってきたのである。経営理念をベースにしない企業行

動は、経営の拠り所を失うことから、統一性を維持できなくなる。その結果、企業目的を

達成できなくなると言える。ところがその傾向を示す典型的な事例が環境概念の拡散であ

り、流行的な社会的責任の主張であると考えられる。本来、経営者は企業の目的、つまり

利潤を追求する過程で、企業の直接的利害関係者に対して社会的責任を負うべきであるが、

今日にいたっては、社会的責任そのものに大きな注目が寄せられている。経営理念の衰退

や企業の社会的責任の拡充などの問題は「社会の公器」と言われる企業経営の環境問題と

密接な関連をもっているのである。そのためにも、企業活動の拠り所である経営理念の安

定と変化という視点から経営理念論の衰退を企業環境概念の拡散と企業環境論の台頭を議

論の対象に置き、それらを批判的な立場から検討することにしたい。 

 第 5 章では、「企業と社会」論の展開と経営理念の再構築について検討する。21 世紀にお

ける新しい資本主義社会において、社会構造や経営構造が変化しているということである。

すなわち、従来の資本主義社会では経営利益体としての企業を前提として、企業の目的、

経営理念、経営環境を考察してきた。ところが、企業環境論の台頭以来、環境自体に焦点

が移動することによって、経営利益体としての企業経営との間に矛盾が発生することにな

ったと言える。それゆえ、新しい資本主義と社会構造を基盤に、企業活動における経営理

念の意義と役割を再認識し、考え直すことが不可欠とならざるを得ない。加えて、株主や
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取引先、債権者などとともに共生し、地域社会と調和し、消費者に支持される「共生型企

業」の創造が主張されることになる。それを実現する前提条件として、企業環境論を超え

た「企業と社会」の関係についてさらなる詳細な検討を試みる必要がある。それゆえ、第 5

章では、資本主義社会の質的変化や社会構造の変化を基礎に経営構造の類型化を考察する

ことによって、新たな経営構造の形成を支える企業価値の創造と共有、さらには経営倫理

論や経営共生体理論の主張という視点から経営理念の本質的役割の安定性と再構築の必要

性について検討する。 

 第 6 章では、結語にかえてである。企業の最高責任者である経営者は、経営の進むべき

方向性やあり方といった重大な判断することから、この判断が企業経営の将来を決定する

ことになる。その時代その時代の特別な背景を条件としながら理論的に説明される経営学

説の歴史的な視点から見た時、企業の主体・経営の主体と経営目的は「所有と経営の分離」

を基礎に「資本の論理」を無視することなく経営者の経営理念や哲学に変更を余儀なくし

てきたと言える。そこに、経営理念が経営活動の決定に果たす役割の度合から見た連続と

非連続あるいは継続と断絶が存在したと言える。 

 企業に中心を置いた企業からの論理、すなわち企業と社会の関係は依然として企業に重

点が置かれてきた経営利益体社会に矛盾と限界が表面化する時、その解決策として学説的

にも経営者資本主義の到来、企業環境論の台頭、企業の社会的責任論の強調などが浮上し

たと言える。経営利益体のままで、企業に対する社会からの強い要請がなされ、その内容

が企業の存続と発展を決定づける要因であるとの認識は、当然ながら利益体概念の内容と

は矛盾することから限界に直面することは必然的であった。資本の論理に基づく費用と収

益のバランス概念から見れば、社会からの要請に答えることは多分に費用にあたるもので

あった。経営者資本主義の到来とともに経営構造や社会構造の変革がともなわないような

企業と社会の関係は、ドイツの共同決定法でも問題視される損失や利潤が思うように実現

できない場合に企業と社会の間に亀裂や争いが起きることになる。人間が構成する経営構

造や社会構造、さらには契約であり約束ごとである制度や規則は、それ自体が意思を持っ

て目的を達成するように主体的な判断をすることはあり得ない。そこにはかならずと言っ

ていいほど、人間が介在しなければならない。資本主義経済の質的変遷や社会構造、経営

構造の変化が利害関係者集団、企業環境、社会的責任といった概念を生み出してきたとは

いえ、そうした要因をいかに認識し、理解し、判断することから、企業経営にどのように

取り入れるかを意思決定するのは、経営者であり人間である。とすれば経営者はどのよう

にしてそうした決断をするのであろうか、社会が求めているから、社会が求めていると言

われているから、それに従って経営活動を適合させてゆくのであろうか。そうした企業が

継続的企業として存在・発展できないことは明白である。経営者資本主義や協成体・共生
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体社会が指摘されるこれからの時代、経営者は経営活動の拠り所とするべき自己の経営理

念や哲学がこれまで以上に必要とすることになる。 
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第 2 章 経営理念研究のための基礎的考察 
 

Ⅰ はじめに 

 

 経営理念を研究するにあたって、まず、次のような問題点に対して特に焦点を置いて考

察をすることにしたい。 

第 1 に、経営理念という場合の経営ということについてである。経営という概念は、し

ごく新しいものである。企業という従来の用語に対し、これがいかなる相違をもつのか、

経営の主体と企業の主体は同じであるのかどうか、さらに経営という場合、経営者という

主体者を同意に理解するかどうかも明確でなくてはならない。それは、企業概念において

も、企業者と企業そのものとの区別を明らかにする必要があるのと同様である。企業と経

営、企業の主体と経営の主体の区別をはっきりさせることが、経営理念や経営目的に関す

る研究を進める上での問題意識としてまず問われるのである。 

 第 2 に、経営理念という用語の不明確性についてである。通念的に何となく理解された

ように思われ、広く普及した日常用語として用いられるのである。近年、経営学に関する

専門雑誌や書籍によく見られる用語でもあるが、一方では「経営哲学」という言葉が頻繁

に使用されることもある。それでは経営哲学と経営理念にはどのような関係があるのか、

その言葉の相違ほどには意味内容に違いはないのであろうか。そうした疑問を解決するた

めにも、経営理念とは何かを学問的に明らかにすることは決して簡単ではないにしても、

経営理念の概念と役割の内容的解明が問われることになる。 

 第 3 に、経営理念の内容をどうみるかである。さしあたり、従来、理念の内容として理

解されてきた、極大利潤の追求とか、営利性原理の追求を経営目的の問題としてその相関

関係を詳細にみる必要がある。この利潤の追求に対して、現代企業ではしばしば経営の社

会的責任が論ぜられる。また、社会性とか、公共性などという経営目的の問題が論議せら

れるが、歴史的に各学説の経営理念の内容と時代の流れと背景にともなって経営理念の変

化を理解することが必要と考えられる。その上で、理論的視点と歴史的視点を基盤とした

経営理念と経営目的の相関関係を明らかにすることが問われる。 

 以上のような問題意識を持ちながら、本章では経営理念と経営目的の相関関係に関する

理論的・歴史的研究に焦点を置くための基礎的考察を試みている。この基礎的考察を基礎

に、歴史的な経営理念の変化を理論的な経営理念の特性分析に結合することから経営理念

のもつ本質的な意味を解明することができれば、今後の企業が将来にわたりゴーイングコ

ンサーンとして継続的に発展・維持していくためにどのような経営理念と経営目的を模索

し、持つべきかを考察する重要な判断基盤を提供することになると思われる。 
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Ⅱ 「企業」と「経営」の概念 

 

 「企業」と「経営」はよく同じように使われる言葉であるが、実際はまったく異なる意

味内容を持っているのである。両者は概念的に明確に区別されている。両者の間にいった

いどのような違いがあるのかを、ドイツ経営経済学とアメリカ経営学の領域においてまず

整理しておこう。 

  1．ドイツ経営経済学における企業と経営の概念 

 ドイツの経営学において「企業」と「経営」の概念をみる場合、企業の概念は一義的で

あると言えるが、経営の概念は多義的であると言える 1)。経営をめぐって概念規定がわかれ、

それによって学派がわかれるのである。諸説は、経営を組織体とみる点ではおおむね一致

しているが、それをいかなる組織体とみるかによって学派がわかれるのである。例えば、「処

理の方法および合目的性」、「存在および事象」、「事象および関係」といった問題設定に従

って 3 つの学派に分けられている 2)。また、学説の根底にある科学観に基づいて、規範論学

派、現実論学派（技術論学派、理論学派）に分類されている 3)。 

 ところで、人々の目の前にまず具体的な組織として出現したのは、工場の技術的組織で

あった。それゆえ初期の文献においては、経営は技術の組織体と規定されることが多かっ

た。W.リーガー（W. Rieger）によれば、『私経済学入門』（1928）において、資本主義の出

現とともに生まれた歴史的・経済的概念である企業が私経済学の認識対象であり、経営は

それを用いて経済が行われる技術の単位であるとしている 4)。企業は利潤を追求する仕組で

あり、経済の単位である。経営が経済体制を問わずに常に人類とともに存在するのに対し、

企業の存在は資本主義経済体制に限られるのである。それゆえ W.リーガーにおいては、技

術単位としての経営は経済学の対象から排除されることになると主張している。 

 W.リーガーに対立する見解は H.ニックリッシュ（H. Nicklisch）に見ることができる。

H.ニックリッシュは、自己の信念に立脚した人類愛に充ちた人間であり、規範論学派の代

表者として評価されることからも、経営経済学の対象は経営と称せられる経済単位の生活

であるとする。経済単位とは家政と企業を意味しており、家政が本源的経営、企業は派生

的経営であるとする。H.ニックリッシュは家政を中心において企業を考え、家政あっての

企業という立場を貫いている。企業は特殊な経営であり、その特殊性の 1 つは、市場危険

を負担することであるとしている。そして、「経営とは道具及び原料を備え、自己の欲求充

当のため自ら設定したところの目的を実現せんとしている仕事場における人間である」と

した経営に対する有名な定義を残している。また、「企業とは、経営が独立して、その目的

を達成するのに果たして達せられるや否についての危険を蔵しつつ経営されるところのも
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のである」としている 5)。 

 F.シェーンプルーク（F. Schonpflug）は、経営は技術の単位でもなく、経済の単位でも

なく、その他の単位でもないとする。しかし、技術の単位、経済の単位あるいはその他の

単位は事情によって経営の形式をとるという見解である。さすれば、経営は何の単位であ

るのか。F.シェーンプルークは組織一般の単位であるとするとともに、経営を社会学の対象

であるとしている。すなわち、経営は人間共同生活のすべての領域に例外なく存在するも

のであり、人間共同生活の如何なる過程も経営の緊衣をぬぐことができないものであると

して、経営概念を純粋形式的に規定されるべきものとしている 6)。1956 年版『経営経済辞

典』の「経営」の項目では、この概念規定が採用されている。こうした F.シェーンプルー

クの経営概念が次第に一般的なものとして理解されるようになったと思われる。そこでは

経営は英語のフォーマル・オーガニゼイション（formal organization）に近いものとなっ

ている。それでは企業と経営との関係はどのようになっているのであろうか。F.シェーンプ

ルークによれば、企業は内容であり、経済学的概念である。企業は事情によって経営の形

式をとるのである。そして、経営の形式をとることによって、経営経済学すなわち組織経

済学の対象となるとしている。 

 また、ドイツの有名な経営経済学者である E.グーテンベルク（E. Gutenberg）は、経営

経済学に関する第一の著書『経営経済学原理』において、理論的経営経済学ないし経営経

済的理論の原理的可能性を基本的に問題としている。グーテンベルク経営経済学の対象が

何かを理解するためには、経営経済学の対象に関する E.グーテンベルクの論述に注意を払

う必要がある。それは、「……経営活動は、体制関連的事実からのみ、つねにその意味を与

えられる……」という主張である。この体制関連的事実が確認されるときにのみ、それぞ

れの経済体制がその歴史的発展とその現在の状況とのうちに提示する経営的形成体の全貌

が明らかとなる、ということである 7)。E.グーテンベルクの著書の基本的思考は、経営経済

的理論に関して一般に何が重要でありうるか、特に個別経済としての企業はどのようにし

てそうした理論の対象でありうるかを究明することであったといえる。 

 E.グーテンベルクによれば、企業とは、市場経済、自由主義・資本主義体制にとって特

徴的であり、典型的であり、そして代表的である経営類型を意味する。企業は、体制無関

連的事実と体制関連的事実との結合によって特質づけられたある特殊的な経営類型である

としている。すなわち企業とは、市場経済体制下の経営類型なのである。企業は経済的、

社会的、および技術的要素の単なる総合体ではない。むしろ類型として、それはその時代

の精神的基礎から形成されているのである。それというのも、１つの経済体制にとって特

徴的な経営類型は、つねに、その体制を基礎づける精神的ならびに社会的諸前提のあらわ

れにすぎないからである、と E.グーテンベルクは主張している 8)。 
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 さて、E.グーテンベルクによれば、体制無関連的事実(systemindifferente Tatbestände)

および体制関連的事実(systembezogene Tatbestände)は、ともに経済体制、すなわち市場

経済体制および計画経済体制と関連をもつ概念である。まず市場経済体制とは、個人主義・

生産手段の私的所有を精神的・社会的基礎とし、価格機構の自由活動を介して生産と需要

との調和が図られる体制を意味する。そこで E.グーテンベルクは、こうした経済体制の精

神的・社会的基礎に依存しない経営的事実、ないし経済体制の如何を問わず存在する経営

的事実を体制無関連的事実と称し、これに対して、こうした経済体制の精神的・社会的基

礎に依存する経営的事実、ないし経済体制の如何に左右される経営的事実を体制関連的事

実と規定したのである。さすれば、市場経済体制下の経営類型としての企業は、体制無関

連的事実と市場経済体制関連的事実との結合によって特質づけられた、有意味な１つの機

能力ある経営的統一体にほかならないということになる 9)。 

 個々の企業そのものが、自然科学の素材とは異なり、所与のものではなくて、人間の形

成力と構成力との直接的創造物であり、しかもそれがすべて一回性ないしまさに個性的で

あることによって特徴づけられているところから、きわめてその存続と発展は困難視され

ることとなる。すなわち、現実には他の企業とその要素のすべてにわたって同一であるよ

うな企業が決して存在しないために、経営経済的生活の出現の可能性が測り知れないほど

存在する。なぜかといえば、経営経済的生活の出現のこうした多様化と不規則化とにも拘

らず、そこに出現する諸事象のすべてにおいて、１つの普遍的範疇としてなんらかの形で

経営経済的なものが存在することになるからである。これらの諸事象は、この普遍的範疇

に所属することによってはじめて、経営経済的意味と性格とを付与されるのである。E.グ

ーテンベルクによれば、認識対象の思考的形成を可能ならしめるものは、経営経済的諸事

象のすべてがこの普遍的範疇としての経営経済的なものに関連をもっていることになる。

言い換えれば、これらの諸事象は、経営経済を特徴づける究極的根源に基礎をおいている

ことによってはじめて、経営経済的意味と性格とを付与されることとなるのである。それ

ではここにすべての経営経済的諸事象に経営経済的意味と性格とを付与する、究極的根源

ないし経営経済的なものとは、そもそも何を意味するのであろうか。E.グーテンベルクに

よれば、経営経済が生きるためのいわば神経系統を形づくる「規則性」を主張している 10)。

この「規則性」は企業全体の展開を可能にする統一的基礎として要求され、企業が本質的

にもつ経営経済的根本過程、すなわち経営そのものであると言える。 

  2．アメリカ経営学における企業と経営の概念 

 上述のドイツ経営経済学に対して、アメリカ経営学の対象は主に「経営」に置かれてい

る。「企業」とは資本主義組織体制に持有の組織体であり、企業とは何か、企業の目的とは

何かを問うことは無意味なものであると考えられてきた。まさに「企業」は体制関連的な



 10

営利目的を持って設立される組織体としている。それゆえ、「企業」の概念よりも「経営」

の概念が注目されることになった。このことに関して、後藤幸男教授は『経営学』の中で、

「経営」に関する学説は昔からいろいろあるが、現在もっともよく使われている経営の概

念の主張は、工場、会社、商店などの「生産的な経済活動を営む主体」のことであるとし

て、次のように述べている。 

 「ここで、「生産」という言葉も、以前と比べてみると内容がかなり変化し、かつ広範に

なっている。有形の財貨（goods）をつくることばかりでなく、ホテルや飲食店などでのサ

ービス（用役）の提供や交通機関での輸送、さらにはコンピュータのプログラム作成や情

報通信システムの構築、その他知識やアイディアのシステム化等々、無形の財貨の提供も

広く生産の範疇に入っている。したがって今日の生産とは、「物財やサービスの価値（有用

性）を増加させる行為」あるいは「消費者や利用者の満足や利便性を増加させる一連のプ

ロセス」と定義することができる。わかりやすくいえば、「消費しやすくすること」「消費

（利用）に近づける一連の過程」、といいかえてもよい。このように考えると、「経営」と

は、この生産過程において営まれる経済活動の主体、もしくは個別の生産経済単位の行動

のことであると言える。 

 人間は生活していくためにいろいろの財貨やサービスを消費するが、消費の前にまず生

産をしなければならない。この生産単位または生産のプロセスが上述の経営にほかならな

いが、これは、どのような経済体制の下でも不変である。これは「経営」そのものが持つ

重要な特徴の１つである。つまり、原始共産社会であれ、封建体制下であれ、あるいは資

本主義経済体制下でも、さらには社会主義経済体制の下でも変わらない。ドイツ経営経済

学において指摘されたように、これを体制無関連という。このようにいかなる経済体制と

も関係なく、超歴史的に存在する単位体が「経営」であるということになる。 

 それでは、「経営」に対して「企業」はどのような位置と関連をもつのであろうか。「企

業」は私的利潤の追求を広く認める資本主義経済体制下で現れた経営組織体のことである

とする。つまり営利経済の単位と言うことができる。この企業の特質についてもいろいろ

な見方が存在しているが、まず、全体経済または国民経済と対立する「個別経済体」とし

て、全体経済の中で活動する独立の存在としての特質をもっている。さらには家計のよう

な消費経済の単位体と対立的に把えて、上述のような「生産」の機能をもつ「生産経済の

単位体」でもある。そして、独立して経済活動を行う主体である以上、できるだけ大きい

利益の獲得を目的とする「営利経済体」である。 

 ここでいう「利益」とは、言うまでもなく収益と費用の差のことである。「収益」は、資

本や労働、情報といったいろいろの要素や資材などの経営資源を結合して生産活動を行い、

その結果得られる「効用または満足」のことである。これに対して「費用」は、この収益
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を得るために消耗される「価値の犠牲」のことである。したがって、利益＝収益−費用とい

う式が成り立つことになる。企業は、この利益をできるだけ大きくするように合理的に意

思決定をし、またそれに従っていろいろの行動をとる。現資本主義社会では、この計算が

資本の論理によって行われることから、企業は、貨幣的利益の極大化を志向する個別の独

立した生産経済体あるいは生産組織体と言い換えることができる。」11) 

 「企業」と「経営」の概念を根源に立ち戻って振り返れば振り返るほど、現代社会にお

ける経営とは何かを知る必要は、いまわれわれにとって切実なものがあると思われる。し

かし、いまさら経営論議をやるまでもなく、経営という概念は古くから存在し、常識とし

ても理解されているし、事実、多数の経営者が現実に経営しているのではないかと考える

人も多いであろう。ただ、このような経営という見方や現実の活動は、経営という言葉の

普及ほどにはまだまだその中味が十分常識化されていないし、一般化されてもいないし、

理解されてもいないである。経営という行為は、世界的にいってもその生成はきわめて新

しいものであり、第１次世界大戦後、1920 年代の所産とみるべきであり、さらに、ここ何

十年来のものとも言える。したがって、経営を俗語的に解釈し、数百年あるいは 2 千年も

前の兵書や伝記が経営学であるかのごとく誤解すること、すなわち、昔から使ってきた世

俗で常識的な経営論はここでいう経営ではない、という主張がなされることにもなる 12)。

「経営」には、新しく生成した経営であっても急速な発展と充実のためには変化が見られ

ることから、この発展のプロセスにおける古い経営と、新しい経営との比較が存在するこ

とになる。とくに近年は、この新しい経営における新しい傾向を持った近代経営理論が展

開され、これを、古典派とか伝統的経営学に対比して説明されることが多いのも事実であ

る。このようにアメリカ経営学における「経営」の概念はまさに体制無関連的要因であり、

その特徴として、多様性と発展性を持っているのであるが、その背景には経営を遂行する

主体の論理が重要な影響と役割を果たしてきたのであり、今後も果たすことになるのであ

る。 

 

Ⅲ 「企業の主体」と「経営の主体」 

 

  1．2 つの「企業の主体」説 

 企業と経営の区別を明らかにすることから、その違いを理解することによって、両者の

主体もそれぞれに相違し、同じものではないことを理解することになる 13)。 

 企業は誰のものなのか。企業の主体は誰であろうか。この問題に関して、ほぼ 2 つの見

解がある。ひとつは所有者あるいは株主主体説であるが、もうひとつは企業そのものが企

業の主体という説である 14)。本来、企業は所有者・出資者が資金を出して作られたもので
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ある。資本主義経済社会の通念的な資本の論理に従えば、企業は資本を提供した所有者の

ものであり、企業の主体は所有者あるいは株主主体説をとることは、しごく自然であり、

説得力のある主張と言える。それゆえ、企業の目的は、株主の利益を守ることを第 1 に、

利潤の追求を目指すことになることも容易に理解できるのである。 

 ところが、企業規模を拡大させ、生産量を増大させるにともない、企業を運営するため

に必要な資金が膨大になってくることから、特定の出資者のみでは負担できなくなる。こ

のため、たくさんの人から多くの資金を集めなければならない。つまり株式会社制度の出

現と発展が多くの株主を生み出すことになった。企業は出資者、すなわち株主のものであ

るとすれば、企業の主体は莫大な数の株主のものということになる。こうした所有者であ

る株主の総数が拡大することは、いかに特定の大株主が存在するにしても、総株主数に対

する持ち株数の比率は低下することになり、従来の所有者という概念が通用しなくなるだ

けでなく、これまでのような所有者いわれる人々が事実上存在しない状態をもたらせるこ

とになった。企業は所有者である株主のものであることは拒否できない反面、莫大な数に

なる株主 1 人 1 人を所有者として認識し、企業の主体とすることは現実的とは言えない。

こうした状況のもとで、所有者である株主の権利を守り、株主の総意としての企業それ自

体の存続と発展に人格を与える企業主体説が主張されるのである。ゴーイングコンサーン

（継続的企業）としての企業の存在と発展それ自体が、本来所有者たる株主の利益につな

がるということでは、企業の目的は、利潤の追求であるこから、所有者（株主）主体説と

相違はないと言える。 

  2．「経営の主体」と「所有と経営の分離」 

 企業の主体とともに経営の主体は誰であるか。これはバーリ・ミーンズ（Adolphe  A. 

Barle, Jr. and Gardiner C. Means）による研究「所有と経営の分離」が参考になる。バ

ーリ・ミーンズがアメリカの 200 社を類型化し、その支配関係、所有関係を明らかにした

ことは、あまりにも有名である 15)。 

 一般に所有と経営の分離とは、単一または少数の資本所有者による経営支配から、資本

所有者が分散し、経営機能を専門にする、いわゆるプロフェッショナルな経営者にこれを

委ね、専門的経営者による経営支配へと移行するそのプロセスを意味している。 

 企業が小規模なうちは、企業家は企業の所有者であると同時に経営の支配者でもあった。

企業家は利潤獲得の動機に導かれて経営を行ない、危険も同時に負うものであった。しか

し、市場の拡大、競争関係の激化や複雑化が進展することから、企業は膨大な資金調達と

運用を必要とし、そのために有限責任制を基盤とした譲渡可能な株式を発行することによ

って、資本を広く大量に外部より調達するようになった。発行された株式を引き受ける大

多数の出資者たちは、少数の大株主は例外として、株価の上昇といった株式価値や配当に
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のみ関心を寄せ、企業そのものに対する経営権や経営支配には関心を持つこともなく、干

渉もしないという特徴を持ったのである 16)。 

 そのため、大規模化した企業は単一または少数の所有者から多数の出資者たちによって

所有されるということになる。いわゆる資本（株式）の分散といわれる現象である。しか

し、株主たちは持分に応じて配当、増資その他経済的、財務上の決定に関しては株主総会

を通じて法律的には議決権をもつことから、完全に経営支配から分離していないという主

張もある。そこには法律的形式論ではあれ株主総会は経営者を任免する支配者としての地

位を占めていることである。さらに実質的な支配者は、形式的な支配者である株主総会の

議決を実質的に左右する株主であることが指摘される。加えて、企業の資本には、出資者

資本（自己資本）のほかに債権者資本（他人資本）が存在しており、債権者資本は単に利

息を受け取るに過ぎない無機能資本としてのみに留まらず、しばしば機能資本として企業

の経営に介入することが行われる。資本（所有）と経営の実質的分離を主張するためには、

経営者の出資者からの実質的解放のみならず、債権者からの実質的解放をもまた論証する

ことの必要が主張される 17)。 

 しかし、企業規模の拡大と経営の複雑化とともに、株式の分散が高度化すればするほど

経営の支配は相対的に少数の資本所有者や経営能力に優れた者に集中する傾向になる。な

ぜならば多くの株主たちは、優れた経営者に経営を信託することによって、より多くの配

当を期待するからである。 

 それゆえ、当初の企業所有者であっても相対的に資本所有の割合が低くなり、経営の才

能に恵まれない者は実質的に経営支配力が弱くなり、経営に関与しない無機能資本家にな

ってしまうのである。それに代わって経営能力のある者は株式が少数であっても、また株

式を所有しなくとも経営者として指名され、株主の信託を受けて経営執行に当たることに

なる。それゆえ、現代企業においては、取締役会を構成する経営者たちは概してこれらの

専門的経営者であり、それぞれの専門的能力を補完しあって経営の責任に当たっていると

理解されている。こうした説明の流れは、J.バーナム（J.Burnham）の『経営者革命論』

を取り上げざるを得なくする 18)。J.バーナムは、株式会社における「所有と経営の分離」

事実を重視するとともに、そうした事実の発展の中に、社会革命の進展を見出そうとして

いた。J.バーナムの主張は、経営が所有から分離する必然性を強調するのではなく、逆に、

所有者による経営の歴史的必然性を主張することにあった。すなわち、経営を内容としな

い所有は不完全な所有であり、こうした不完全な所有の存在は、歴史的には一時的な異常

事態の発現であり、社会革命の過程として理解するのである。そして資本家が所有し、経

営者が経営する現代は、資本家が所有者として生産手段を管理する資本家社会から、経営

者が所有者として生産手段を管理する経営者社会(Managerial Society)への革命の過程に
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あり、経営者社会の成立によって、この社会革命は完成するとしている。J.バーナムは、所

有を法律的・形式的所有ではなく、社会的・実質的所有として理解し、所有者の管理を肯

定するとともに、所有者が資本家から経営者に移行することを主張するところに「経営者

革命論」の特質を置いていたといえる。 

バーリ・ミーンズの研究は、株式の高度な分散化により、経営者支配型として株式所有

の比率が小さな専門的経営者によって指揮されている企業が著しく増加してきたことを明

示したものであった。他方、J.バーナムは、所有者の歴史的変遷に関する歴史的・社会学的

理論を基盤とした経営者社会の成立という社会革命を主張したものであった。こうした 2

つの研究理論が導き出した専門経営者による経営支配の形態が、今日の大企業経営の典型

であることは言うまでもない。「企業の主体」における株主主体説から企業主体説への主体

の変化傾向が見られることもうなずけるところである。 

 株式の高度な分散化が進むことから、現代企業の所有と経営の分離による専門経営者の

役割が重要になればなるほど、また経営者社会の成立という社会革命が進むほど、経営の

主体は企業経営を実質的に遂行する専門経営者ということになる。それでは、「経営の主体」

としての専門経営者は、経営に対する意思決定をいかなる原則あるいはルールに基づいて

判断し、遂行するのであろうか。資本主義経営たる企業の本質的指導原理は、あくまでも

営利原則であることに変わりはないが、企業維持の原理を具体的な意味として内包する経

営的営利原則を理解することになる 19)。ここに「経営の主体と環境」という問題の出現を

認識せざるを得ないのである。 

 経営者を取り巻く環境には、大きく分けては内部環境と外部環境が存在する。内部環境

には、企業の経営活動の遂行に直接関係があり、経営者のコントロールが直接効く要因が

含まれ、株主や従業員などの利害関係者が含まれる。一方で、外部環境には、取引相手で

ある企業、労働組合、供給業者、販売業者、消費者、政府、地域社会および自然など、本

来、経営者の直接的なコントロールがききにくいものが含まれる。もし企業を荒海の中で

航行している船にたとえれば、経営の主体、すなわち、経営者は船の位置と方向を決めて

いく舵取りであり、船長ということができる。内部環境は船長と船体そのものと船員、外

部環境は海や波、天気などの要素と見なすことができる。まさに「経営」は企業の経営活

動とその方向性を定め、企業という特殊性の根源、すなわち、利潤の追求を経済目標とし

て求めることになる。そのためにはできるだけ視野の広い考察をする必要が求められるこ

とから、経営の主体である経営者に求められる基本的資質は環境を分析し、理解し、対応

するための基礎的で基本的な考え方や見方を持つ能力、すなわち経営哲学と経営目標を明

確にする能力ということになる。一人ひとりの経営者が持つ経営哲学と経営目標が相違す

るからこそ、同じ環境のもとであっても、それぞれの経営者の目から見た経営環境は同じ
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ではないはずである。言い換えれば、企業経営の環境は主体の持つ考え方によって異なる

意味を持つことになる。「企業の主体」における株主主体説から企業主体説への移行と、「経

営の主体」の所有者主体から専門経営者主体への移行がもたらす「企業の主体」と「経営

の主体」に見られる変化がもたらす影響と役割は、現代企業経営にとって非常に重要な意

味を持つことになるのである。 

  3．「経営の主体」と経営目的 

 企業を経営する目的、目標は何であろうか。これは企業、特に「経営の主体」が環境を

どう見るかという考え方、すなわち、所有経営者であれ専門経営者であれ、いわゆる経営

者による企業観や哲学の相違に大きく依存している。一般的には企業観や哲学に基づく経

営の目的の分類については、主として次のような 4 つの説が主張される。 

  1）株主の利益極大化説 

 この説は「企業の主体」を株主主体説に求める英米で多く主張されている説である。特

に英米法の法人と個人を別人格と見なす考え方に由来している。つまり法人であれ、個人

であれ、出資者ないし株主は、自己の富または投資価値、すなわち出資資本、株価の価値

増大と配当の増加などをできるだけ大きくする目的で企業に出資している。一方、経営者

は、そうした目的を持つ出資者や株主に雇われている使用人に過ぎず、彼らから委託され

た資本を効果的に運用し、また企業内部の管理をできるだけ合理的かつ能率的に行うこと

から、株主の富を増大させる責務を課されている、とする考え方に基づいている。ここに

は英米流の資本主義経済特有の合理主義的思考が顕著に表われている。 

 確かに英米における現行商法や株式会社法などの基本的な考え方はこのとおりであるが、

企業は単に株主のみのものではなく、労働組合や取引先、金融機関、消費者等々、企業に

利害関係をもついろいろなステークホルダーが多数存在する現在、企業はこれらのグルー

プに対しても何らかの形での配慮を払わなければならない。また、企業が株主を中心とし

た自己の利益の追求に走り過ぎて公害の発生やその他の自然的・社会的環境破壊などを直

接、間接に発生させるといういわゆる社会的に無視できない弊害をもたらすようになるに

従って、企業の社会的責任を問う声も強く出てくる。このような状況をみると、現時点に

おいてこの説に直ちに賛意を表することはできない。今日ステークホルダーへの対応や社

会的責任論の重要性が強く主張されるのも、この株主の利益極大化説に対する厳しい批判

の表われであると同時にその限界を示していると言える。 

  2）企業それ自体の利益極大化説 

 この説は株主の利益を考慮する前に、まず企業それ自体の利益極大化を図るべきである、

とする日本企業などに典型的な「企業主体説」にそった主張である。企業は決して 1〜2 年

で廃業する短期的な存在ではなく、ゴーイングコンサーン（継続企業）として長期的に経
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営活動を行う存在であるから、まずその長期の安定的な利益の極大化を目指し、その上で

得られた利益を利害関係者にその貢献度に応じて分配すべきである、とする考え方に基づ

いている。この考え方には、極論すれば他のすべてを犠牲にしてもまず企業の独占的な利

益の追求をはかるというニュアンスも含まれているため、近年非常に強い非難を浴びたと

ころである。その結果、公害防除投資が推進されたり、いわゆるエコ活動など環境への配

慮が強くなされたり、また消費者の健康や福祉の増進等々にもできるだけの考慮が払われ

たりしているが、これらのことは、企業の長期的利益追求のために必要不可欠な制約条件

であるから、企業は資本主義経済体制という現経済体制下では、これらの条件を満たすた

めの各種の「社会的コスト」を支払って企業の社会的責任に配慮することから、結局は企

業自体の利益極大化を目指して経営活動を行っているということができる。企業主体説で

あれ企業の存続と発展を目的に利潤の追求を極大化することは否定できないであるが、利

潤の追求の方法として、経営の主体である専門経営者の哲学や理念を基礎に拡大される利

害関係者に適切に対応する手段として社会的責任の遂行が、不可欠とならざるを得ないの

である。 

  3）付加価値極大化説 

 この説は、英米の文献ではあまり見かけないが、日本ではかなり強く主張されている。

この考え方の基礎になっている思想は、経済学上で重要とされる問題が生産から分配に移

っていることや、経営者の行動が現実に株主のためにのみなされているわけではないこと

に起因している。確かに企業は、資本や労働あるいは情報といった経営上不可欠の経営資

源のほか、国や地方自治体による制度的な支援や制限、さらには生産設備の量と質といっ

たさまざまな要因を合理的にムダなく活用して活動を行っていくことから、その結果得ら

れた経営成果は、それぞれの要因の貢献度に応じて分配されるべきである、そして分配の

前に、まず分配の資源となるべき付加価値をできるだけ大きくする必要がある、という考

え方に基づいている。 

 しかし、この付加価値極大化を企業目的とするにはいくつかの難点が存在している。例

えば、下請企業を上手に利用すれば、企業は労せずして付加価値を高めることができたり、

赤字企業でもベースアップをして人件費が増加したり、経営に失敗して高利の借入れをし

て多額の利息を払っても付加価値が増加することになるし、金融機関などではどのように

して付加価値を測定するのか、という問題があるなど、不合理な面が多々存在しているこ

とが指摘される。日本では昔から利益 3 分法といって、企業の利益は株主、従業員、企業

それ自体の 3 者に等分すべきであるという考え方があり、実務の分野では付加価値説の同

調者が少なくない。 

 以上のように株主の利益極大化、企業それ自体の利益極大化、付加価値極大化という 3
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つの経営目標説を概観する時に見られる共通点は、企業を経営する目標の中心はただ 1 つ

とする考え方であり、利益とか付加価値とか、何か１つの目的値をできるだけ大きくする

「極大化原理」に従っているところである。このような経営目的説は単一目的説と一般的

に言われているものである。 

  4）満足達成説 

 満足達成説というのは、満足原理を根拠思想として、企業は一定水準以上または以下の

利益、成長、安定性、公共責任などの同時的達成を目的とする考え方である。満足達成説

は単一目的説に対して多目的説と言われる。多目的説では、現実の経営者の行動から見て、

彼らは必ずしも利益極大化のみを志向して行動しているわけではないし、どこに極大利益

が存在するのか、何が極大利潤なのかを現実の不確実性の多い社会では事前にそれを知る

ことは容易ではないとする。それゆえ、経営者は企業の利益以外にも、その社会的責任や

成長、安定性増加なども同時に達成しようとして行動しているから、単なる極大利潤では

なく、必要不可欠な満足利潤を目的として、各種さまざまな利潤獲得に必要な活動をも同

時に遂行し、達成しようとすることから、経営目標は複数である、としている。 

 この場合利益をできるだけ大きくしようとして、例えば公害防除投資を削減すれば社会

的責任を果たすことができなくなるし、資源のリサイクルのために人手やコストを余分に

かければそれだけ利益を減小することになり、相互に矛盾する結果となる。したがってこ

ういった場合、利益はこの程度で満足しなければならない、公害防除投資はここまで、リ

サイクルなどへのコスト支出はこれくらいまでというように、費用と収益のバランスを常

に考慮しながら一定の水準以上または以下にその均衡をとりながら満足を追求することに

なる。利潤追求と社会的責任に代表される多目的を同時に達成するために、収益と費用の

均衡をとることは現実には困難な作業と言える。満足する利潤の水準が社会的責任説の多

目的に必要とする費用を上回る状況では、専門経営者にとっても、この満足達成説は理想

的な考え方である。逆に利潤の追求以上に社会的責任の遂行にかかる費用が増大したり、

利潤の低下によって、社会的責任にかかる費用を削減したりしなければならないときには、

企業経営に大きなマイナスの影響を与えることになる。今日、議論がはじまりかけた企業

の果たす社会的責任（論）の限界がそれであり、満足利潤達成説という多目的説にも大き

な欠陥が存在していることは否定できない。 

 以上のように企業は体制関連的であり、その主体は株主あるいは所有者さらには企業自

体であるのに対して、経営は体制無関連的で、その主体は所有経営者から専門経営者へと

移行しているとすれば、企業の目的が利潤極大化であるのは当然であるとしても、経営の

目的は、単純に利潤極大化そのものであると言えないことは容易に理解できるのである。

それゆえ、専門経営者に追求される経営の単一目的であれ、多目的であれ、経営の主体と
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して経営者が目的を達成する過程で持つ経営哲学、経営理念が重要な役割を持つことにな

る。経営哲学は経営者の思想、考え方である。同じ企業であっても、経営者が異なれば経

営哲学が相違する。昨今では、優れた経営者が成功する重要な原因の 1 つに、優れた経営

理念を持っていたことが指摘される。経営者の経営哲学と経営理念が企業の経営行動と発

展方向を決めることになるからであった。 

 それでは、「経営哲学」というのはどのようなものであろうか。「哲学」とは、つまりは

ものの見方・考え方である。「経営哲学」というのは、経営者の信念・理想であると言える。

企業経営の最終目的を達成するためには、各実行段階での目標を作らなければならない。

その経営目標の設定は経営の主体である経営者の経営哲学を基盤とした経営理念に依存す

るものなのである。 

 

Ⅳ 経営哲学の分類と経営理念の概念 

 

  1．経営哲学の分類 

 経営哲学、英語で言えば、Philosophy of Management または Management Philosophy

である。経営哲学は、特定の経営者個人の経営観、企業観、市場観、社会観などと結びつ

けられた経営理念を包括してそう呼ぶことが多い。不確実性の高い今日、経営者のリーダ

ーシップの必要性とともに、経営哲学の重要性は高まっている。ところが、経営哲学はひ

とつではない。経営哲学に含まれる範囲と内容によって幾つかの定義が見られるのである

20)。第 1 の定義は、経営者の経営哲学として、経営者の経営理念ないし経営信条に限定す

るもの。第 2 の定義は、主体を経営者に限定せず、経営の諸機能に関する原理的かつ実践

的考究をするもの。第 3 の定義は、原理的研究の態度を実践性から中立させ、理論性に支

点を置いて広く経営体の基本的原理を哲学的に考究するもの。第 4 の定義は、以上のよう

な下位概念を包括し、新たな経営学として経営哲学を体系化するもの。これらの定義を概

観するとき、経営哲学には「経営学の哲学」と「経営の哲学」、言い換えれば「学としての

哲学」と「行動理念としての哲学」から成り立っていることが理解できるのである。実践

の学としての経営学の性格上、理論と実践の統合を追及しなければならないことを考えれ

ば、2 つの哲学は重なり合うというだけではなく、統一的実在として理解しなければならな

いものでもある 21)。こうした経営哲学の定義を基礎に、実践の哲学としての経営理念を考

察するためにも経営哲学を一般的に次のような 4 種類に分けて説明することにしたい 22)。 

① 経営学方法論としての経営哲学 

② 経営技術原則論としての経営哲学 

③ 経営理念論としての経営哲学 



 19

④ 経営実践そのものとしての経営哲学 

  1）経営学方法論としての経営哲学 

 学問の研究には方法論が必ず必要であり、また存在している。方法論は、学問の研究方

法そのものを論理的に考察し、真理を得るための妥当な方法を探求することを課題として、

特定の研究の根拠をなす原理や哲学的前提を扱うことである。勿論、経営学にも方法論が

存在している。経営哲学の研究においても、経営学方法論を根拠にすることはまずもって

基本であると言える。 

  2）経営技術原則論としての経営哲学 

 経営技術とは、経営目的とそれを達成するための手段・方策の選択と実行、さらにその

実行における統制という諸要素を含んでいる。経営技術には則るべき原則が必ず存在する

とされる。この原則は経営技術原則と呼ばれる。または、経営原理といってもよい。原則・

原理の根底は法則である。経営技術原理は経営においては規範の役割をはたすため、経営

哲学においては説明原理となる。 

  3）経営理念論としての経営哲学 

 経営哲学と経営理念はよく同じように使われている。経営者が持っている経営理念が何

よりも大切なことは周知のことであるが、経営理念とはいったい何を意味するのであろう

か。まず、経営というのは、事業目的を達成するために、継続的・計画的に意思決定を行

なって実行に移し、事業を管理・遂行することである。一方、理念と言われるものは、純

粋に理性によって組立てられる超経験的な最高の理想的概念である。言い換えれば、物事

についての、こうあるべきだという根本的な考えである。それゆえ、経営理念によって事

業管理を遂行する上で、深く思う道筋・きめごとを理解決定することができる考え方であ

り見方であることになる。それは、まさに経営者の信念であり、ものの見方・考え方であ

ると言うことができる。経営理念論としての経営哲学はそうした理解や把握、さらには、

思考をする経営理念の論理ということになる。 

  4）経営実践そのものとしての経営哲学 

 上記で述べた経営学方法論としての経営哲学、経営技術原則論としての経営哲学、経営

理念論としての経営哲学を経営学における経営哲学の理論的範疇にあるものとして見る場

合、経営実践そのものとしての経営哲学はそれとは異なり、独立の分野に属するものと言

える。実践こそ、理論の真理を実行かつ検証する場であり、決め手であるから、経営原理

や経営法則、経営理念が実践そのものの中に存在することになる。理論と実践の相関関係

が経営学においても強く主張される原因でもある。経営学を実践的社会科学として把握す

る根拠とも言える。 
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  2．経営理念論としての経営哲学への注目 

 経営理念は経営者が企業を経営するときに意思決定の拠り所となるものである。さきに

指摘した 4 種類の経営哲学のいずれにも経営理念の考え方が入っているが、それぞれの意

味が異なっている。ここでは経営理念論としての経営哲学を中心に経営理念の概念をもう

少し詳細に整理しておきたい 23)。 

 経営理念を把握・思考するために、まず過去・現在の経営理念と未来の経営理念に分け

てみよう。過去・現在の経営理念を「既然」、未来の経営理念を「未然」という言葉で呼ば

れることがある。なぜならば、経営理念の問題性は、経営者を取り巻く経営の内外環境の

激しい変化のなかにおいて生じるからである。変革期には過去・現在＝既然の経営理念へ

の関心のみならず、未来＝未然の経営理念への関心も持つことになる。その場合、その関

心度は既然より未然のほうが高くなるのであるが、既然の経営理念に対する関心は未然の

経営理念への予測あるいは糸口につながることを忘れてはならない。 

 また、未然としての経営理念にも 2 種類ある。ひとつは「経営者が持つべき経営理念」、

つまり未然当為としての経営理念であり、もうひとつは、「経営者がもたざるをえない経営

理念」、つまり未然必然としての経営理念である。言い換えれば、未然当為というのは、経

営者が持ったほうがよいが、持たなくてもかまわないものであるが、未然必然というのは、

経営者が持たなければならないものを指している。つねに経営理念は経営者にとって当然

持つことになるにもかかわらず、ここでわざわざと区別した理由は、経営理念論そのもの

が実践に対して当為として要請されるものか、あるいは、単に必然として予定どおりにす

るものなのかを区別する必要があるからである。すなわち、結論として言えることは、経

営者の経営理念の選択は自らの当為として認識するべきものなのである。 

  1）経営理念の概念 

 経営理念の概念は、必ずしも同一解釈で一致しているとは思われないが、ほぼ共通の理

解がすでに存在するともいえるのである。経営理念とは、経営活動に関して経営者が抱い

ている価値観であり、企業が経営活動を推進していくうえでの指導原理・指導指針である

と言える。企業家や経営者は、望ましい企業像とは何か、どんな経営活動が理想的と言え

るのかに関して一定の考え方や思想を抱いている。また管理者や一般社員は、自分たちの

会社が望ましい企業像や理想的な経営活動のあり方を明示することを望む。そうでなけれ

ば、どのような姿勢と考え方で仕事を実践したらいいのか不安であるし、企業の将来につ

いても展望を抱けないからである。企業が社会から認知され、良い評価を得るうえでも、

経営理念が存在することは必要である。企業家や経営者が自らの経営信条や経営イデオロ

ギーを明確に示し、それに社員が同意・共感し組織として共有すると、そこに経営理念が

現実的で実践的な姿を表すことになる。それゆえに、経営理念は、企業が組織として保持
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している行動基盤としての観念と言うことができる。 

 企業のあるべき姿については、一方、「組織としての和を大事にする」とか、「社員は誠

意をもって仕事にあたれ」といったように、組織としての統合や一体性をどう図るかに視

点をすえた対内的な指導原理がある。他方、「地域社会の発展に寄与する」「海外との交流

を積極的に行う」といったように、企業と社会との関係に視点をすえた対外的な価値観や

指導原理がある。従来よく使用された社是は対外的な側面、社訓は対内的側面に関わるも

のと理解することができる。是は「道理にかなった」といった意味であって、社会的存在

として認知されるような企業のあり方を、また訓は「教え、さとし、いましめ」といった

意味であって社員を対象にしたものと理解することができる。 

 以上のように、経営理念は企業にとって経営行動を遂行するうえでの精神的な拠り所で

あり、深層部分でこれを規定しているのが経営哲学である。それゆえにこそ、企業経営を

方向づける見えづらい羅針盤として機能することが期待されている。広い視点から見れば

利潤観、市場競争観、対境関係観、労使関係観の 4 点について企業としての価値観を提示

し、目標・計画・戦略等を設定していくうえでの具体的な指導原理として機能することが

経営理念に期待される 24)。 

  2）経営理念の構成要素とその関連性 

 経営理念が経営行動の指導原理としての機能を果たす場合、3 つの構成要素に区別して検

討することが便利である。もちろん、3 つの構成要素は、それぞれ相互に密接な関連を持っ

ているが、分析のうえからは一応区別してみる必要があると思われるからである。3 つの構

成要素として、次のものを指摘することができる 25)。 

① 経営者の個人としての信条 

② 経営者が経営者としての機能を遂行するうえでの信条ないしビジョン 

③ 経営者がその指導者である企業そのものの信条 

このうち、経営理念としての経営哲学がもっとも中心的な意義をもつのは、経営者がそ

の機能を遂行するうえでの信条ないしビジョンである。経営者としてもっとも重要な機能

は、いうまでもなく基本方針を決定するということである。経営者が基本方針を決定する

ということは、要するに、いくつかの可能性の中から企業にとって最善と思われる 1 つの

方針を選択し、意思決定することを意味しているにほかならない。その場合、この選択の

基礎となるものが経営者の経営理念、すなわち経営者の信念ないしビジョンである。それ

は経営者の個人としての信条に立脚するものではあるが、それがすべてではなく、個人と

してよりも経営者としての専門的経営機能を遂行するうえでの前提条件が優先することに

なる。また、経営方針の決定すなわち選択と意思決定をする際には事実判断が基盤となる。

一方で、それ以上に経営者の価値判断が含まれていることに留意する必要がある。そして、
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この価値判断に対して、企業に存在する理念や信条が経営者の行動に大きな影響を与えて

いるのである。企業は経営者が中心であるといっても、それは経営者だけで構成されてい

るのではなく、広く企業をとりまく、いわゆる利害関係者によって構成されている。した

がって、企業の理念と信条は経営者の理念と信条ないしビジョンよりも、さらに広く複雑

な意味と内容をもつことになる。経営者はこうした企業の理念と信条のもとに方針の決定

を行わなくてはならないのである。言い換えれば、経営者が企業の理念と信条に無関係あ

るいは無関心であることを意味するのではなく、経営者も企業の理念や信条の形成に、大

きな役割関連を果たすのである。むしろ、経営者は、利害関係者の異なる要求や利害を調

整して、企業の理念や信条を形成するという点できわめて重要な役割を持っているのであ

る。経営者が経営方針の決定を行う場合でも、企業の理念や信条がその前提あるいは基盤

をなすという意味では、企業の理念や信条は経営者の理念や信条に大きな影響を与えると

ともに、同時にこの企業の理念や信条の形成には、経営者の個人としての、また経営者と

しての理念や信条が大きな影響と関連性を相互に与えているのである。 

 経営理念の形成には、以上のような複雑な構造からもうかがえるように、多くの条件な

いし要素が関係している。また、いったん形成された経営理念は、経営者によって、でき

るだけ安定化されようとするのであるが、同時に経営理念は、企業を取り巻くさまざまな

環境やその情勢の変化に対応してつねに新しさが要求されることも否定できない。現代企

業の経営行動には、これまで以上に経営理念の安定と変化という、いわば矛盾した性格が

要求されているのである。経営理念には常に古いものと新しいものとが併存ないし混合す

ることが避けられないとすれば、逆に両者を明確に区別する能力と新たに新しい経営理念

を結合する能力が経営者にますます求められることになる。 

 実践的社会科学である経営学という学問的見地からしても、現代の複雑な経営行動とそ

の発展過程を理解するためには、経営理念と経営目的との相関関係の歴史的展開に極めて

大きい関心を持たざるを得ないのである。原始的な経営活動を行っているような初期の企

業が、経営理念の浸透と展開によってしだいに組織的にも、管理的にも、改善され、現代

の経営構造を形成してきたのであるが、さらに、内包的にも外延的にも充実した企業行動

の発展へと努力しなければならない時である。企業の維持発展にとって、経営理念の果た

す役割と意義の重要性は否定のできない不可欠な要因なのである。 

  3）経営理念と環境要因 

 現代経営の生成は、20 世紀、特に第 1 次大戦後の社会経済的変化、つまり環境変化の厳

しさにともない生成したものであるが、今日の企業経営は、さらに急速に促進されつつあ

る新たな社会経済的変化に直面している。とくに企業はこの環境変化の中の厳しい競争市

場において、絶えず自己充実をはかり、前進せざるを得ない状況にある。このような現代
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の経営が生成し、量、質ともに発展するにつれ、企業の性格も様相もさらに急激に変化し

て、新たな経営組織体の生成が見られることになるのであるが、こうした循環が繰り返し

起こることになる。それゆえ、次に直面する環境に対応するためにも、変化をしていかな

ければならない。環境と企業は、相互に関連しあいながら、しだいに、変貌しつつあるの

である。さらに技術革新、宇宙時代の出現、市場革命、政府関係や労使関係の変化、地域

社会関係の変化等々の環境の急変に伴い、企業自体の経営活動もいまや急激な変化を必要

としている。こうした環境変化に対処するためには、まず何よりも大切なことは、経営理

念の確立と浸透をはかり、経営体としての強化と充実をはかり、経営の専門家としての経

営者の育成を心がけることが不可欠である。そうすることにより環境の急変に対応しうる

だけでなく、さらに直面する経営規模の巨大化、集団化、複合化を内包した国際的経営へ

の展開も可能となる。とくに直面するグローバル社会の水平化という新しい概念理解や資

本の自由化への対策もできることになる。 

 ここでいう直面する資本の自由化とは、実は、「経営の自由化」であるとさえ言われる。

自由化とは資本に支配されたグローバル社会というよりは、グローバルな経営の分担化を

意味する水平的なグローバル社会における経営の自由競争化のことである。この競争の相

手は、たんに資本だけではない。この大資本を駆使して活動する経営者そのものが競争相

手となる。すなわち、経営の自由化で目下重要視されるのは、資金の多寡というよりも、

この経営理念に基づく経営者能力に見られるマネジメント・ギャップなのである 26)。 

  4）経営理念と経営の本質 

 以上のような今日の企業が直面する現代化を背景とするとき、さらに新しく構築される

べき経営理念とはどのようなものであろうか。日本学術振興会経営問題第 108 委員会が、

経営活動の目的として指摘した理念は次のような内容であった。「経営というものの本質的

特徴を明らかにすること、つまり経営の概念を捉えることであった。経営概念という用語

をもってしても差し支えはないが、より厳密には、理念と呼びたい。それは、概念も物事

の本質的特徴をしめす思考形式であるけれども、われわれのとらえようとするのは経営で

あって、事物といえないものである。経営とは、経営体と経営者の活動であって静的な事

物ではない、また、人や動物を具体的に取り上げる際にも、それが生きて行動する本質的

特徴を捉えなければならない。それはいわゆる具体的概念でも、また抽象的概念でも捉え

ないものである。人の活動を、それらの関係において捉えたり、作用としてみたり、その

状態を客観的にみるのでは、生物学的な生理現象の説明にはなるが、経営体や経営という

実践主体の活動を生き生きととらえるものではない。このように生きて活動するものの本

質的特徴をあらわすには、そのもの、つまり主体が、なにを達成しようと意図するかとい

う目的を明らかにし、その目的をどのような思考態度をもって、どのようなやり方で達成
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するかという特徴をもっとも重要視する必要がある。これを包括して、主体の目的達成の

ための活動の指針といってよかろう。つまり、それは理念であり、主体活動の理念こそ、

その主体の本質的特徴をもっともよくあらわしてくれるものである。」27)このような経営理

念の概念が、経営のもっとも本質的特徴をあらわすものと考え、経営理念を研究の主題と

しているのである。理念つまり目的達成の指針の拠り所こそ、その主体の実践的特徴をも

っともよく示すものと言える。経営とは何かを示すのに、単に外見的な共通の特色や種類

を述べて、経営が「現実にどのような状況にあるのか」を知るだけでは十分ではない。存

続し、成長する経営の特色は、経営が現実にどうあるかということ以外に、「どのようにな

ろうとしているか」、「どのようになりつつあるか」という点を捉えることが大切である。

何を、どのような考え方や方法で実行しようとし、また実現するかという内容が重要なの

である。それゆえに、どんなことをどんな指針・拠り所を持ってやろうとしているのか、

やっているのか、という経営理念が注目されるべきなのである。もっとも「経営的」と言

われるものは、経営理念という拠り所を基盤とした活動を実行している場合である。それ

ゆえ「経営的」であろうとすればするほど、経営理念を指針として活動することが不可欠

である。この経営理念こそ、経営者にとって経営が、「経営的であり」、また「経営的であ

ろうとする」ことを示すことのできる基盤であり、経営の本質そのものであるとも言える

のである。 

 

Ⅴ おわりに 

 

 経営理念の概念規定は、今日においてさえ、その言葉の普及ほどには明確な定義が存在

していないのが現実である。一方で、多くの経営者が、経営理念を“企業を経営する際の

基本的指針である”と答えるのである。経営理念には、共通の一般的な理解が存在してい

る部分と、不明確で曖昧な理解のままの部分が混在しているといえる。そこには、経営理

念の形成過程には多くの条件や要素が関連し、複雑な構造を持たざるを得なかっただけで

なく、一度形成された経営理念を安定化させ、長期的に経営活動に反映させようとする反

面、環境状況の変化に応じて新しい要求や要請に直面することから経営理念の変化を不可

欠とするといった背景が存在している。経営理念の持つ安定と変化という性格的な矛盾が、

経営理念の不明確で曖昧な部分を明確にすることなく、古いものと新しいものを併存させ、

混合させることで対応してきた理由でもある。 

 企業が経済社会の中心的な位置と役割を占めるに従って、経営理念をいかに考え、経営

目的をいかに設定し、経営活動の実践に繋げるかが経営者の重要な職務であり責任となっ

てきた。そのためには、これまで経営理念の不明確で曖昧にされてきた部分に分析の焦点
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を当てることが不可欠となるのである。経営理念を保守的理念と進歩的理念、あるいは、

古典的理念と経営者的理念に区分することから経営理念の類型化や特質の分析・検討が行

われ始めたことはその表れでもある。今日の企業を取り巻く経済的、社会的現状を踏まえ

た上で、経営理念の持つ安定と変化という矛盾を超えて、歴史的視点と理論的視点の結合

から不明確で曖昧とされてきた部分を具体的に分析・理解するためにも、まずは、その基

礎的考察として企業、経営、哲学・理念の概念とその行為主体を検討し、明確化してきた。

こうした経営理念に関連する基礎的考察を基礎に、経営の本質を形作るともいえる本格的

な経営理念研究への一歩を踏み出したい。 
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第 3 章 経営理念に関する学説概観 
————経営理念と経営目的の相関を中心として———— 

 

Ⅰ はじめに 

 

経営理念は、経営の主体である経営者個人の哲学や価値観に根ざした行動指針であり、

企業経営の戦略とその実践過程において重大な影響を及ぼす諸概念の複合体であると言わ

れる。こうした経営理念が、企業文化として従業員をはじめ企業内部に深く浸透すること

になれば強力な動機付けとなるだけでなく、社会通念に著しく離反するものでなければ、

企業経営の独自性を主張できるとともに、企業を取り巻く各種の環境主体との良好な関係

を持つことのできる有効な手段となり、経営目的の達成にとっても大きな原動力になるこ

とはよく知られている。ましてや、厳しい環境変化によって企業の戦略、組織、管理の変

革を必要とするとき、経営理念はその経営変革の方向性を決める拠り所となるのである。 

 このような経営の本質とも言える経営理念は、その時代、時代の現状を背景に企業の目

的を達成するための経営の拠り所としての役割と責務を果たしてきたことは明らかである。

経営理念をその時代背景を基礎に分析することは、その時代の経営の本質とも言える特色

を理解できるとともに、単なる現象としての経営ではない経営的な経営の姿を浮きぼりに

することができると言える。そこで、本章では、歴史的な時間の流れにそって、代表的な

経営理念に関する学説を企業主体型と社会関連型の経営理念に区分して概観することから、

その内容と特色を明らかにしてみたいと思う。その場合、各学説の内容と特質を形成する

基盤ともなる背景、すなわち、経営理念や経営哲学の形成に影響をあたえる歴史的な特殊

性を持った経済的・社会的背景や著者の人生的・社会的経験との関連にも注意を払ってい

くことにしたい。さらには、学説ごとの内容と特質を整理するだけでなく、各学説間の内

容的関連を考察することから経営理念に関する内包的充実と外延的発展を基礎に、経営理

念に内在する安定性と変化という矛盾を克服する糸口を探りたいと思っている。 

 

 

Ⅱ 企業主体型経営理念の学説概観 

 

  1．R.C.デイビスの経営技術型経営理念 

 アメリカ経営学といってもそこにはたくさんの流れがあり、いずれを代表とみるかは人

によって異なるが、その伝統的立場を経営者的接近（executive approach）から職能的、組

織的接近（functional or organizational approach）への発展とみるならば、R.C.デイビス
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（R.C.Davis）はそうした伝統的アプローチに適合したアメリカ経営学の典型的な姿を見る

ことのできる 1 人であり、経験学派に属する学者と言われる。１） 

 R.C.デイビスはオハイオ州立大学の経営組織論の教授で、かつ著名な産業技師や経営顧

問でもあり、特に組織問題に精通していた。R.C.デイビスが 1951 年に出版した著書である

『The Fundamentals of Top Management』の中で、経営技術の概念という経営哲学

（philosophy of management）の重要性を指摘していることから、経営技術型経営理念を

提唱した先駆者と言われる。２） 

 さて、経営技術型経営理念はどのような意味なのか。経営技術とは、経営目的とそれを

達成するための手段・方策の選択と実行、さらにその実行における統制という諸要素を含

んだものとしている。経営技術というのは、要するに、経営目的に関する目的対応的（合

目的的）行動のことなのである。通常、経営の過程と言われるものは、この経営技術過程

を指しているのである。 

 そして、経営技術には則るべき原則がなければならない。この原則は経営技術原則ある

いは経営原理と呼ばれる。さらには、原則・原理の根底には法則がなければならないので

あるが、それが、経営理念であり、経営理念の役割ということになる。 

 R.C.デイビスは、「哲学」とは、問題を解決するために有効な思考の論理を提供する知識

の統一体であるとし、経営技術型経営理念という哲学は企業における問題の解決の基礎を

提供するものであると言う。３） 

 R.C.デイビスが主張する経営技術型経営理念は、経済的分権主義の哲学（a philosophy of 

economic decentralism）とも言われる。その基礎となるのは、自由企業体制とその根底に

ある私有権を堅持することであった。当時のアメリカ社会の背景には、社会主義の哲学、

いわゆる集権主義（centralism）の哲学が旺盛で、過去 25 年間にしだいに私有権が侵害さ

れつつあり、これに対して個人の自由や権利さらには創意の創出を妨げるため、経営者は

防御的姿勢をとる必要があると考えられた。R.C.デイビスは自由企業体制を守るためには、

経営者は消極的な防御行動ではなく、積極的な経営行動をとる必要性を強調するのである。 

 R.C.デイビスが問題とするのは管理問題、特に「トップ・マネジメントの基礎問題」を

通して、「管理の科学」の実質的な展開を実践することであった。その目的とするところは

経営指導の根底をなす基本問題、経営意思決定を条件づける思考の基礎、さらには「経営

管理の哲学」の基礎の解明であった。専門経営者は問題の解決においては常に経営管理哲

学を持たなければならないが、アメリカでも 1929 年〜1932 年の経済大恐慌以来の経済的・

政治的および社会的変化はその必要を一層明確にさせたと言える。経験に依存してきた経

営者はこれまでの尊敬とは逆に管理哲学を欠くという理由からその経営能力に対する信頼

を失うことになった。４）要するに、近代経営者に見られる無能力の原因は、多くの場合組
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織問題についての理解の欠如にあったと言えるが、その本質的な原因は、健全な管理哲学

が経営者の資格のうちで必要とされるにもかかわらず欠如していたことであった。それゆ

え、経営理念を基礎とする経営目的の中味は、組織問題でありながら管理問題が中心とな

っており、管理論でありながら組織論ともみられうるほどであると言われている。 

  1）反対の哲学と経営理念 

 R.C.デイビスの経営理念の中核には、反対の哲学が存在している。それは経済的分権主

義の哲学である。即ち、社会主義の哲学、中央政府の過度の経済統制、独占、私的資本の

形成を妨げる方策に対する反対である。社会主義の哲学とは、集権主義の哲学と言い換え

ることができるが、集権主義というのは、政治、行政、経済などあらゆる分野の権力と権

限を中央政府に集中することに特徴がある。中央政府の過度の経済統制に反対するのは、

そうした統制が私有財産権を弱体化させるからである。また、独占に反対するのは、自由

市場経済を破壊するからである。私的資本の形成を妨げる方策に反対するのは、私的資本

体制が破壊されるからである。R.C.デイビスは自由な市場経済というものは、私的資本主

義のもとでのみ有効に作用すると考えているのである。 

 R.C.デイビスの主張する「反対の哲学」には次のような内容が指摘されている。５） 

 （1）経済的分権主義の尊重 

 経済的分権主義は私有財産制と自由市場経済の概念を基礎とする。経済的分権主義に反

対することは、結果として中央集権経済を主張することになる。中央集権経済というのは、

政府、またはある特権を持つ人によって価格や生産量などが決定され、それに基づいて経

済活動が行なわれることである。経済的分権主義と中央集権経済は両極端を表す言葉で、

全ての財やサービスが市場で取引されているが、誰か特定の人の意思によって行われては

ならない。つまり、特別な権力を持つ人の存在を考えないという点を強調している。具体

的には集権主義に対する反対内容と理由を次のように指摘している。 

第一、社会主義あるいは集権主義に反対する。個人の自由や個人の創意の発揮を妨げるか 

らである。 

第二、中央政府の過度の経済統制に反対する。必要最小限度をこえる統制は私有財産権を

弱体化させるからである。 

第三、独占に反対する。資本にせよ労働にせよ、独占は自由市場経済を破壊するからであ

る。 

第四、私的資本の形成を妨げる方策に反対する。当時の没収的高課税とか、わざと「非貯

蓄」や「計画的インフレーション」を育てる社会的圧力によって、個人の私的資本が消滅

することになる。それらは私的資本主義を否定して国家資本主義を生み、社会主義的経済

を育てることにつながり、私的資本体制を破壊することになる。「自由」な市場経済は私的
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資本主義のもとでのみ有効に作動する。 

 （2）企業の公共のために経済的サービスを提供する義務 

 私企業とその労使の第１の義務は国民の生活水準を向上させることであると強調する。

企業の第 1 の目標は顧客が要求する経済的価値を提供することである。それゆえ、経営理

念は、企業が公共のために経済的サービスを提供すべきことを強調する。 

 （3）利潤の正当化 

 上記のように、企業は公共のために経済的サービスを提供する義務をもつことを認識す

ることは、私的所有と利潤の獲得を正当化するために必要である。しかも、この認識は自

発的である必要はなく、市場競争の圧力と最小限の政府統制によって達成されるものであ

る。利潤はそうした自由な競争に勝ってサービス目標を達成することによって得られるの

である。 

 （4）進歩的保守主義 

 社会的・経済的な進歩を追求するために、企業の所有者と経営者が積極的に、企業活動

を行なう必要がある。企業の所有者と経営者は拡大する私的所有そのものを認めることが

社会や経済に貢献する社会的義務を持つことを認めるべきである。そして、保守主義とい

うのは、企業が長期にわたって蓄積した技術的経営的なものを重視し保持して、実際の経

験もなく、空論ばかりの主張をする政治家や理論家に任せないことである。 

 （5）積極的動機づけ 

 この経営理念は大きな業績には大きな報酬を与えることが重要であることを認める。利

潤、ボーナス、刺激的賃金、付加給与や非金銭的価値によって報酬を与える。それゆえ、

積極的動機づけの経営理念とも言える。まさに、企業は私的所有と利潤の獲得を正当化す

る必要があるとした企業が利潤を獲得する目標を追求する根拠として、利潤は自由市場で

の激しい競争のもとで、企業は経済的サービスを提供すると同時に一定のリスクを引き受

けた私的資本への報酬であることを主張している。企業は経済的サービスの提供という投

資によって利潤を獲得できる。また、獲得した利潤は企業の再投資を刺激できるし、利潤

の一部を内部留保として適切な機会に再投資として使われれば、企業規模の拡大や存続に

役に立つことになる。そして、利潤の一部を報酬として所有者と経営者に加えて、従業員

にも配分すれば、経営全体における積極的な動機づけとなる。 

 （6）リーダーシップ 

 リーダーシップとは、人を統率する力であり、人の行動を計画・組織・統制して共通の

目標を達成するよう仕向ける能力であり、実行力である。この共通目標は、「顧客へのサー

ビス」である。経営者の職務は、共通目標を達成するためのリーダーシップを発揮するこ

とである。企業や組織の運命はリーダーの経営的能力に依存することから、リーダーシッ
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プが重要となるのである。 

 （7）倫理的原則 

 企業が経営方策を決定する際には倫理的原則が重要であることを強調する。所有者と経

営者の 1 つの任務としては、企業や組織のモラールを向上させ、あらゆる関係を健全に維

持することである。このため、経営者が目的を達成する信念を持つことは重要である。そ

の信念は倫理的原則に則らなければならない。 

 （8）労使関係 

 企業の所有者と経営者が労働者との団体交渉権を認めることが必要である。団体交渉権

とは、労働者団体が雇われた所有者と経営者に対して労働条件に関する交渉を行う権利で

ある。同時に、一方で労働者はそれ相応の義務を負うことを認識しなければならない。つ

まり、満足な労働協約が双方の協力のもと成立した後、経営者が顧客へのサービスという

目標を達成するために行使する経営権を労働者は支持し受け入れなければならない。 

 （9）個人主義 

 企業における個人はそれぞれの個人目標を満足させる権利があるとともに、企業の目標

とその所属する組織の目標を達成するために献身する義務がある。また、集団的な調整と

協力の重要性を認めると同時に、個人の重要性も強調すべきである。 

 （10）科学的経営哲学 

 企業は私的所有を認めた上で、企業を経営する過程で出現するさまざまな問題を解決す

るために有効な思考論理、すなわち科学的経営哲学を発展させる必要がある。 

 以上のような「反対の哲学」の内容を概観するとき、R.C.デイビスの経営技術型経営理

念は当時のアメリカにおける社会主義の浸透に対抗するための積極的な経営哲学の必要要

件を提示したものであったと言える。それゆえ、R.C.デイビスの経営理念の基盤となるの

は明確に資本主義社会の維持と発展であった。つまり、資本主義社会という制度自体にお

いてのみ、私有財産権の承認に基盤を置いた利潤追求の原動力が生まれることになる。そ

れゆえ、R.C.デイビスが最も主張しようとしたのは私的所有権の維持と保護にあったと言

える。 

  2）経営目的論と経営理念 

 R.C.デイビスによれば、経営は「所有者と労働者との統合」たる組織であり、経済的制

度にほかならない。組織や制度を統制し、運用するためには、経営目的が第一次的に重要

性を持つことは明らかである。それは経営活動の遂行における思考と行為の出発点を形成

するからでもある。それゆえ、彼はこれを目的性の原則として指摘している。経営目的を

離れては経営も組織も管理も考えられない。ましてや、計画も政策も管理職能もすべて経

営目的をめぐって発生する問題であるからである。 
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 それでは、経営目的はいかにして規定されるか。彼によると、経営目的の究極の決定者

は組織的社会であるとする。経営はあらゆる経済制度にも普遍的な現象であるが、しかし

それが自由競争的・私的資本主義の条件下に行われるか独占的・国家資本主義の条件下に

行われるかによって顕著な差が生ずる。これを決定づけるのが組織的社会であるとする。 

 自由競争的・私的資本主義ないし産業民主主義においては、私的であれ公的であれ一切

の事業経営に対する認識判断の源泉は組織的社会である。私企業の経営権は私有財産権の

拡張解釈として組織的社会から認知を受けるのである。そして「自由企業」制度も同様に

この私有財産権に基礎を持つものであり、さらなる発展形態として組織的社会から認めら

れたものということができる。社会は公衆のために商品や用役を生産し、配給するため財

産を所有し使用する権利を個々の市民に移譲してきたのである。この財産の所有者は、社

会の必要とする価値を競争価格で絶えず増加する質と量とにおいて提供する義務がある。

財産の所有者は、この責任を専門経営者にさらに移譲することができることになる。要す

るに、R.C.デイビスの経営目的は私有財産権を基盤としながらも私的な経営目的ではなく、

公的・社会的な経営目的として捉えることができることになる。ただ、この公的・社会的

な経営目的は、私有財産権が認識されている資本主義経済体制のもとでのみ実現可能であ

り、この公的・社会的な経営目的の実現が、利潤の追求という成果として帰結することに

なるのである。６） 

 このように資本主義社会を堅持することに中心が置かれているとはいえ、R.C.デイビス

の経営理念が意味する内容は広範囲にわたる総合的な見解を示している。すなわち企業の

内部環境と外部環境、さらに社会体制にいたるまで幅広く取り上げ主張しているのである。

そして、経営技術型経営理念として特徴づけられるごとく、経営目的とそれを達成するま

でとるべき手段、行動を詳しく列挙している。その中で、私有権の尊重、所有者の重視、

経営権の重視、労働者義務の強調、利潤目標の重視、労働者の利潤参加権の拒否、政府活

動の制限などの主張が目立つのである。 

以上のような R.C.デイビスの経営理念は個人主義、自由主義の色彩が濃いし、所有者に

よる支配的な性格が存在していることから、古典的経営哲学、古典的経営理念に属する特

質をもっているものとも言える。さらに言うならば、R.C.デイビスの経営理念は一定の未

来性を有して、今後における、社会主義体制の破壊、自由主義体制の台頭に対して経営者

がとるべき経営理念と経営目的を指摘したものであったと言える。 

 2．D.マクレガーの人間関係型経営理念 

 D.マクレガー（Douglas Murray McGregor）は、マサチューセッツ工科大学教授で行動

科学の研究者として有名であるが、特に統合原理および X・Y 理論の提唱者としてよく知ら

れている。D.マクレガーの人間関係型経営理念の内容にあたるものは、1954 年、D.マクレ
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ガーが The Management Forum of E．I．du Pont de Nemours Co．において行なった講

演で最初に主張されている。そしてD.マクレガーのM.I.Tの同僚W.G.ベニア（W.G.Veneer）

により、彼が講演した内容と、彼のもう 2 つの論文「企業の人間的側面」（The Human Side 

of Enterprise）（1957 年）と「経営の新概念」（New Concepts of Management）（1961 年）

の 3 論文が 1 つに整理されている７）。これら 3 論文が D.マクレガーの人間関係型経営理念

の内容を示すものであり、経営者が企業の内部環境として重要な要因である従業員との関

係においてあるべき原理および理論を提示したものであった。特に X・Y 理論と統合原理は

それを典型的に示すものであった。８） 

 南北戦争を境に、アメリカ産業革命の確立とともに工業化の進行、資本主義経済の発展

や経済活動の拡大により、企業は経営資源を効率的に運用し、生産力を増強することを目

指すようになった。そのような状況の下で、20 世紀の初め、アメリカの技術者である F.W.

テイラー（Frederick Winslow Taylor）の「科学的管理法」をはじめとして、組織の合理化

や能率化といった機能的側面に注目が集ることになった。ところが、科学的管理法に代表

される合理性・能率性の追求は、実務作業者の仕事に関する基準仕事量と標準的な手順を

合理的、科学的な方法で定め、管理者の下で計画的に活動を行うことで、能率・生産性を

最大化しようという管理手法であり、人間の意欲、要望、感情などの主観的な要素を無視

し、人間を物的資源と同様に見なしてしまった。その後、E.メイヨー、F.レスリスバーガー、

D.マクレガーなどの学者たちが人間的側面を軽視する科学的管理法への批判から、組織内

部の人間性を尊重し、人間関係や人間の持つ欲求、特に自己実現欲求に注目する「人間関

係論」を提唱することになるのである。９）中でも、D.マクレガーの X 理論と Y 理論がよく

知られる。  

 そこで、D.マクレガーの X 理論と Y 理論の内容を整理してみよう１０)。 

 X 理論と Y 理論は D.マクレガーによって提唱された人間観・動機づけなど経営権にかか

わる 2 つの対立的な理論を指摘している。X 理論は、命令統制に関する古典的、伝統的見

解に立脚しているのに対して、Y 理論は、従業員個々人の目標と企業目標との統合という見

解に立っているのである。 

 経営者が決定を下し、行動に移すからには必ずその背後に、人間の性質や行動に関して

何らかの考え方が存在している。従来の古典的な経営管理論には人間に対する次のような

考え方が一般的に存在していたと言える。１１） 

① 普通の人間は、生まれながら仕事が嫌いで、なろうことなら仕事はしたくないと思って

いる。 

② 普通の人間の特性は仕事が嫌いであるということから、たいていの人間は強制されたり、

統制されたり、命令されたり、処罰されたりしなければ、企業目標を達成するために十
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分な力を出さないものである。 

③ 普通の人間は命令されるほうが好きで、責任を回避したがり、あまり野心も持たず、何

よりもまず安全を望んでいるものである。 

以上のような人間に対する考え方を D.マクレガーは「X 理論」と名付けた。X 理論は人

間がこうした性質を持つという仮定にたって、人間をより働かせるためには、命令したり

強制したりすることによる管理や、よく仕事をした者には高い報酬を与え、仕事をしない

者には罰を与えるという「アメとムチ」による管理が行なわれてきたことを指摘するので

ある。D.マクレガーの著書である『企業の人間的側面』によると、X 理論の考え方を正し

いとする論拠として、例えば、個人的怠業や組織的怠業が数多く存在した事実が X 理論の

正当性を裏付けてきたことを挙げている。それは、企業内の人間行動を明確に説明するも

のでもあった。それゆえ、D.マクレガーの X 理論は、かなり広範なアメリカ企業経営者の

経営行動の決定に影響を与えている伝統的な考え方であるということができる。１２） 

しかし、X 理論の考え方と人間性とは矛盾すると一見して分かるような現象が企業の内外

にたくさん存在するのである。例えば、人間は絶えず欲求を持ち、追求する動物である。

何か１つ欲求がかなえられると、すぐにまた別の欲求が頭を持ち上げてくる。人は自分の

要求を満たそうとして努力し、働くといってよい。A.マズロー（Abraham Harold Maslow）

の欲求段階説が指摘するように、人間の欲求は低い欲求から高い欲求まで階層をなしてい

る。１３）つまり、低い欲求————生理的欲求や帰属的欲求を満たすと、高い欲求——−自尊欲求

や自己実現欲求を追求する。X 理論は、組織の従業員が生理的欲求や帰属の欲求など低い欲

求をもっていると仮定した論理であり、権限行使による命令・統制の見解に立ったもので

ある。「アメとムチ」で従業員にやる気を起こさせる理論によく適合しているのであるが、

一定の生活水準に達し、生理的欲求、帰属性の欲求より高い次元の欲求がやる気を起こす

原動力となるときには、そうした経営行動では全く効き目がなくなってしまうと D.マクレ

ガーは述べている。このような X 理論に立脚する権威的な考え方は、基本的な欲求が問題

になる状況下では有効であるとしても、高次の欲求が問題となる現代の企業経営では必ず

しも適切とは言えない。 

現代社会において、単なる命令・統制は社会的欲求と自我の欲求を重視する従業員に対

して、やる気を起こさせることは不可能である。従業員が重要な欲求を職場において満た

す機会が与えられないと、怠けたり、命令されたことしかやらなくなり、責任を回避し、

現状を改めることを嫌ったり、無関心になったり、扇動者に付和雷同し、不当な賃上げを

要求するようになるのである。また、現代においては労働組合が確固たる地位を占めてお

り、以前と比較して労働者の地位は上昇し、その発言権は強化されてきている。他方では、

能率のために仕事の細分化と標準化が技術的要請として促進されることから、仕事自体が
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意義の感じられないものとなっている。そのため労働者は単に賃金などの経済的条件の改

善だけでは満足できず、労働組合は労働者の欲求を基盤に経営権へのかかわりを深くして

いる。このような状況のもとでは、権威的な方法による管理は、労働組合の存在やインフ

ォーマル・グループの行動を前提とすれば、その目標を達成できるとは限らないようにな

ってきた。 

X 理論の考え方が経営活動を決定づけているかぎり、人間の能力を十分に活用することが

できないばかりか、初期の目的さえ達成することができない。人間行動に対する新しい考

え方・見方が必要であるとし、Y 理論が提唱されることになった。Y 理論とはおおむね次の

ような考え方である。１４） 

① 普通の人間は生まれながらにして仕事が嫌いだということはない。仕事で心身を使うの

は人間の本性であって、これは、遊びや休憩の場合と同様である。 

② 外から統制したり脅かしたりすることだけが、企業目標達成に努力させる手段ではない。

人は自分が進んで身を委ねた目標のためには自ら自分にムチ打って働くものである。 

③ 献身的に目標達成につくすかどうかは、それを達成して得る報酬次第である。 

④ 普通の人間は、条件次第では、責任を引き受けるばかりか、自ら進んで責任を取ろうと

する。 

⑤ 企業内の問題を解決しようと比較的高度の想像力を駆使し、手練をつくし、創意工夫を

凝らす能力は、たいていの人に備わっているものであり、一部の人だけのものではない。 

⑥ 現代の企業においては、日常、従業員の知的能力はほんの一部しか活かされていない。 

 Y 理論の考え方は、経営者が戦略を立てる上で、X 理論ときわめて正反対の意味を持って

いると言える。Y 理論は、人間には成長し発展する能力と可能性があり、命令や統制が唯一

絶対のものではなく、その場その場に即応した適切な対応行動をとる必要があることを強

調している。１５） 

 企業内の人間がうまく協働できないのは、人間性がもともとそうであるというのではな

く、経営者がうまく人間の持つ能力を引き出す力に欠けているためであることを Y 理論は

指摘しているのである。 

 X 理論は会社の業績が上がらなくても、それは経営者の責任ではなく、一緒に働く人間の

性格に責任を置くことになる。対して、Y 理論ではそのすべてが経営者の責任であり問題と

している。もし従業員が怠けていて、無関心で責任をとりたがらず、非協力的であるとす

れば、Y 理論によればその原因は経営者による組織構造や管理のやり方にあることになる。 

 まさに X 理論による組織づくりの中心原則は、権限行使による命令・統制であるが、Y

理論によれば、統合の原則ということになる。ここでいう「統合」というのは、従業員が

企業の成長と存続のためにその能力をそれぞれに発揮し、努力すると同時に、経営者がそ
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れらの各目標を実現できるような条件をつくることである。すなわち、企業の目標と従業

員の欲求や目標を明確な方法で調整し、目標達成に必要な権限と責任をできるだけ従業員

に与えて、従業員が自分自身でコントロールできるようにするということである。 

 以上のように D.マクレガーが提唱した Y 理論は、人間は高い欲求を持ち、主体的・能動

的に行動できる性格を持ち、そうした人間の性格に見合った管理の必要を主張することか

ら、現代の新しい管理の基礎を示したものであった。D.マクレガーの理論は自ら Y 理論と

名付けたもので、経営側が指示命令や権限行使によって従業員の行動を規制することをや

めて、組織目標と従業員の欲求充足とを調整統合するようにすれば、従来の方法よりも効

率よく企業目標を達成しうると考えたのである。D.マクレガーによれば、「仕事で心身を使

うのは人間性に即しており、遊びや休憩と等価である。人間は自分が進んで採用した目標

のためには進んで努力を払う。目標達成に専心するのはそれにより内的報酬（自己実現の

喜び）を求めるゆえである。人間は自ら責任を負うことを好み、責任を負わされることを

望まない。現代企業組織においては従業員の能力は小部分のみ利用しているに過ぎず、休

憩部分を従業員自らが活用するよう配慮すべきである」と結論づけている。１６） 

 さて、D.マクレガーが現代の産業界でとくに大切なのは人間関係の分野において経営の

技法や手続きなどに影響を与える経営理念であるとする。この経営理念とは、第 1 に、経

営者の職務を真に理解すること、第 2 に、経営者は人間について確固たる確信を持つこと

である。すなわち、D.マクレガーの経営理念は経営者がもつ経営観と人間観から構成され

ることになる。経営者の経営についての考え方と人間についての考え方の必要性と重要性

を論じていることから、人間関係型経営理念として特徴づけることができるのである。 

 以上のように、D.マクレガーの経営理念は従来の経営観への批判に基礎を置いたもので

あった。D.マクレガーが言う従来の経営観というのは、基本的に 2 つの種類に分けること

ができる。1 つは強権主義的経営観（Management by Force）である。これは「人的資源」

と「物的資源」の相違を理解しながらも、人を物と同じように管理しようとする経営観で

ある。もう 1 つは恩恵主義的経営観（The Philosophy of Paternalism）である。これは恩

恵とくに物質的恩恵を与えることから人間を刺激し、動機づけようとする経営観である。

ところが、こうした科学的管理法の形成、福利厚生政策の提供や刺激的賃金制度の導入な

ど、労働者に対する 2 つの経営観の実践はいずれも経営目標の達成には容易につながらな

かったのである。なぜならば、従来の経営観の根本にあった人間観、すなわち X 理論の考

え方に問題があったと言える。それに対して、D.マクレガーの主張する新たな人間観は人

間の本性に順応した人間観であり、すなわち Y 理論の考え方である。この新たな人間観に

基づくとき、これまでとは相違する新たな経営観が生まれ、従業員に自己命令と自己統制

など自律を与えるような環境づくりをすることが最重要となるのである。それによって経
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営者と労働者の間に、真の協力が実現し経営目標達成の効率が高まるとするのである。 

 D.マクレガーの経営理念は、従来の経営観の反省から、その根底にある人間観（X 理論

的人間観）への反省、そして新たな人間観（Y 理論的人間観）を主張することから、効率的

経営観の思考過程によってこれからの環境条件の変化に不可欠とする新たな経営理念を指

摘しているのである。新たな人間観は将来の経営活動において経営者が持たなければなら

ない理念であり、とくに経営者と従業員との人間関係にその中心を置くことに注目するこ

とが強調されていることからも、D.マクレガーの経営理念は、人間関係に対する経営理論

としての特徴を持ったものと言うことができる。 

  3．J.W.マクガイヤーの社会哲学史型経営理念 

 ワシントン大学の「企業と環境」（Business and its Environment）講座担当教授であっ

た J.W.マクガイヤー（J.W. Macgyer）が刊行した『企業と社会』（Business and Society）

（1963 年）という著書は、はじめて経営者と環境の関係を広く取り上げ、企業と社会の関

係を強調するものであった。その著書の第 4 章「経営哲学」（Business Philosophies）にお

いて、J.W.マクガイヤーは、経営者が哲学を持つべきであること、哲学がアメリカ近代経

済の形成に重要な役割を果たしてきたこと、さらには、一連の信念あるいは哲学が経営者

の態度と活動に影響を及ぼしてきたことを指摘している。さらに、経営者は経済哲学者の

思想に必ず影響されているものだと明言している。J.W.マクガイヤーは哲学が企業の経営

活動にとって重要でありうるし、重要である理由として、哲学は社会の伝習と倫理を指導

し、同時にそれを反映するからであることをあげている１７)。J.W.マクガイヤーの経営理念

が社会哲学史型経営理念と言われるゆえんでもある。そして、アメリカにおける経営哲学

の流れを展望することから、経営理念との関連を説明している。その要旨を整理すれば次

のようになる１８)。 

  1）「経済人」モデルによる古典的経済 

 重商主義が 18 世紀のアメリカに影響を及ぼしたが、これはやがてアダム・スミス（Adam 

Smith）の自由主義によって取って代わられた。アダム・スミスは、富の概念を従来の貿易

による財貨の獲得という重商主義を批判して、労働の生産力の増大へ転換することから経

済の発展を実現させようとしたのである。重商主義政策における貨幣政策・関税政策・租

税政策・国債発行政策を批判し、自由主義の立場から人々がその欲求と窮乏の追求を通し

て無意識的に自らの国を発展させることになるとした「見えざる手」の概念を指摘したこ

とはよく知られている。国富論の出版された 1776 年はまさにアメリカ独立の年であり、ス

ミスの自由主義はアメリカにも影響を及ぼしたのである。特に、国富論の第 1 章から第 3

章に展開される分業論（Division of Labor）の主張は、アメリカ企業における生産方式（ア

メリカン・システム）の生成に大きな影響を与えるのである。さらに、J.ベンサム（Jeremy 
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Bentham）の実利主義の哲学、“正しい行い”とは、「効用」を最大するあらゆるものであ

り、正しい行為や政策とは「最大多数の最大個人の最大幸福」をもたらすものという基本

的な考え方は、「経済人」の思想を強調している。また、D.リカード（David Ricardo）の

哲学は比較優位理論による自由貿易の利益や機械の導入による労働者の利益を論証するこ

とから「経済人」モデルを理論的に強化し、それらはともにアメリカの経営哲学に影響を

及ぼすことになった。ここでいう「経済人」モデルとは、すべての情報の完全性に基づき、

合理的な意思決定を行う全知の人間であり、最適化を追求して客観的合理性に基づき論理

的に行動し、人の感情的な部分を無視して、人を機械視する人間のことである。「経済人」

モデルは利潤極大化や費用最小化といった目標達成行動に大きくかかわる概念であった。 

 しかしながら、J.W.マクガイヤーは「経済人」モデルのような古典的・伝統的経済は現

実には存在していないとする。なぜならば、古典的経済を構成するための条件が十分に満

たされていないからである。「経済人」モデルに代表される古典的経済を構成するための疎

外要因としては、次のような事が指摘できる。①資源の移動に自由がない。資本と労働の

流動性が失われている。②大企業の出現によって、多数の小規模企業間の競争が無くなっ

ている。③自由な市場による需給法則がない。政府・労組・大企業・租税・関税などによ

り市場の自由性が失われている。 

  2）社会進化論と自由主義 

 チャールズ・ダーウィン（Charles Robert Darwin）の生物進化論は環境適応の理論であ

り適者生存の理論である。『種の起源』の重要な部分は自然淘汰説と呼ばれるものである。

すなわち、生物が持つ性質は同種であっても個体間に違いがあり、生まれた子のすべてが

生存・繁殖することはなく、性質の違いに応じて次世代に子を残す期待値に差が生じる。

つまり有利な形質を持った者がより多くの子を残す。それが保存され蓄積されることによ

って進化が起こるというものである。こうした考え方は、イギリスの H.スペンサー(Herbert 

Spencer)により人間社会に適用され、19 世紀後半、アメリカの経営哲学に影響を及ぼした

のである。南北戦争とアメリカ産業革命の確立を経たあと 1875 年−1990 年の間は産業分野

での偉大な経営者達が活躍した時代であった。A.カーネギー（Andrew Carnegie）、J.ロッ

クフェラー（John Davison Rockefeller）、S.グールド（Stephen Jay Gould）などの経営者

がその代表であり、彼らは、小規模企業や公共の利益は第 1 次目的とはせず、大規模企業

としての独占経営を目指して国の資源を運用し自己の富の蓄積に専念したのである。社会

進化論はそうした時代に彼らの経営理念の中味に存在意義を提供したのである。巨大な富

を獲得した経済支配者たちが自己の価値観を正当化するために社会進化論を適用したので

ある。すなわち、現在の支配者は現在の環境状況のもとで最適者であると正当化するとと

もに、最適者であるが故に最適の富を手に入れる経営行動は自然なことであるし、国家の
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干渉を排除する根拠にもなったのである。社会進化論は自由主義と自由競争を正当化する

哲学として認識された。 

  3）実利主義の哲学 

 社会進化論による経済活動の過度な行き過ぎによって、それへの批判、やがて政府の干

渉・統制を招くことは当然であった。その顕著なものが、独占禁止法の制定であった。20

世紀初頭のアメリカは「改革の哲学」を求め、その要求に合致したのが W.ジェイムス

(William James)や J.デューイ(John Dewey)が主張した実利主義であった。彼らは、「真理」

とはむしろ「人々にとってより好ましく信じられるもの」として、社会的機能や社会関係

の中における知識理論であり、それへのアプローチは、単線的なアプローチに対して、間

違えることや紆余曲折を積極的に評価する複合的なアプローチを主張したのである。まさ

に実利主義の根本は変革の思想であると言える。それゆえ、実利主義者は環境を改変でき

るものと確信していたと言われる。社会進化論は受動的であり運命論的であり、「環境に適

合する以外なるようにしかならない」とするにとどまるが、実利主義は、「われわれの持つ

可能性に比べると、現実のわれわれはまだ半分の完成度にも達していない」、「困難といわ

れることはただちに解決できる。不可能といわれることは少し時間をかければ解決できる」、

「私の世代の最大の発見は、人間は心の持ち方を変えることによって、人生をも変えるこ

とができるということだ」、「できるかどうかわからないような試みを、成功させるただ一

つのものは、まずそれができると信じることである」１９)という表現からも理解できるよう

に能動的であり、創造的であると言われるように社会進化論とは逆の考え方を持つもので

あった。実利主義者は環境をコントロールして社会の利益を最大化することができなけれ

ばならないとし、人間の経験と知恵がそれを教えているとする。そして、この実利主義者

によって現実に環境への変革が挑戦されたのである。そうした人物の典型として F.W.テイ

ラーが指摘されることになる。彼の科学的管理法は能動的かつ科学的に作業活動を変革し、

社会や企業に大きな利益をもたらせるという実利主義の哲学を具現化しようとした事例で

あったと言える。 

  4）E.メイヨーの人間関係論 

 科学的管理法の本質は合理主義・能率主義であり、「物」と「人」との相違を理解した上

でかつ人間を機械と同じように取り扱おうとするものであった。1929 年に始まる世界大恐

慌以後、労働組合の台頭などにより、ようやく経営者は労働者を労働力そのものとしてで

はなく、労働力の所有者としての人間として認めざるを得ず、株主に対する責任のほかに

も果たすべき責任があると自覚せざるを得なくなった。こうした企業環境の変化の中で、

ハーバード大学の産業心理学教授 E.メイヨーは、企業の人的側面を掘り下げ、人間の行動

理論に影響をもたらす人間関係論を基盤とした経営理念を企業に導入することを主張した
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1 人であった。E.メイヨーが、「異なった環境の中で、均衡を維持し、継続しようとする自

然の有機的な統一体、または制度として組織を研究しよう。組織のそうした見方が許され

るならば、その一般的な効果が労働者にも企業にも満足のゆくものでないとするなら、不

均衡の本質と障害の根源を発見するものとして眺めてみよう」というように、この組織に

おける不均衡の生成過程において産業文明の人間問題を捉えている。 

 E.メイヨーはロックフェラー財団の援助によって、ウエスタン・エレクトリック社での

ホーソン実験（1927－1932）を通じて、工場労働者の生産性に与える要因とは何かという

研究をした結果、経済的関心とか照明とか休憩時間といった物的な影響よりも参画感とか

チームの一員であるという感情や仲間意識のほうが強力な動機づけになるとした結論を得

ている。２０）このように E.メイヨーは、部下に仕事をさせるためには、人間のモチベーシ

ョンとグループの反応をインフォーマル組織の存在を基礎に理解することが必要であると

いう調査結果を出したのである。E.メイヨーは労働者の作業能率は客観的なフォーマルな

職場環境よりも職場における個人の人間関係や目標意識といったインフォーマル組織に左

右されることを発見して、生産性は労働者の態度の関数であることから、労働者を人間と

して対応することが重要であることを主張している 7)。 

 F.W.テイラーは「科学的管理法の父」と言われ、E.メイヨーは「人間関係論の父」と言

われる。ただし、E.メイヨーの人間尊重の思想が経営者に受け入れられる前提には、単に

当時の科学的管理法に対する批判にのみあるのではなく、それが利潤に結びつけられるこ

とができるということから労働者を尊重するという意味であり、利潤の手段となっていた

ことは否定できない。 

  5）J.M.ケインズの「新」経済学 

 イギリスの経済学者 J.M.ケインズ（John Maynard Keynes）は、1936 年に発表した「雇

用・利子および貨幣の一般理論」によって、不況や失業を克服するためには、政府が積極

的に経済に介入するべきであるという思想を主張した。J.M.ケインズ思想の根幹は、有効

需要の原理と呼ばれる考え方にあった。この原理は、供給量が需要量（投資及び消費）に

よって制約されるというものである。この原理を基盤に、有効需要の政策的コントロール

を通じて完全雇用を達成し、「豊富の中の貧困」という逆説を克服することを目的としたの

である。ここに総需要管理政策（ケインズ政策）が主張され、「ケインズ革命」とも呼ばれ

る。それはマクロ経済学の源流である J.M.ケインズの「新」経済学を誕生させるものであ

った。彼の主張に従えば、経営者にとっては、とくに自由への復帰、賃金＝購買力の考え

方、政府支出の重要性について利するところがあり、それによってビジネスの機会・雇用・

需要を作り出し、需給ギャップが引き起こす悪い効果を逆転できることから、経営者はマ

クロ的な観点に立って企業と社会を見ることが不可欠であるとするこの理論を受け入れる
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ことを強調している。 

 以上のような J.W.マクガイヤーの社会哲学史型経営理念を概観することから理解できる

ように、J.W.マクガイヤーは社会に大きな影響を与えたであろう経済・社会思想家を中心

に取り上げ、古典的哲学と言われるものから、現代的哲学にいたる流れを展望し、「経済人」

モデルの伝統的思想から、環境変化に対して企業が適応していくという社会進化論へ、さ

らに企業が目的の達成を追求する過程で積極的に環境を変えるという実利主義への思想へ

と変遷する過程を社会哲学史の視点から後付けている。そして最終的には、狭義の利害関

係者のワクを越えて、初歩的ではあるが社会的責任概念を導入することから、企業と社会

の関係がもたらす重要性を確認していると言える。 

  4．H.サイモンの経営組織型経営理念 

 H.サイモン（Herbert Alexander Simon）は、C.バーナード（Chester Irving Barnard）

と並び称される組織論の研究者であり、1978 年には、組織における意思決定プロセスの研

究でノーベル経済学賞を受賞している。H.サイモンの研究活動は、行政学から始まり、管

理理論、組織理論、社会学、心理学、経済学、さらにはコンピュータ科学、システム論な

ど広範囲に及んでいる。そうした研究における方法論として、如何なる理論も明示的ある

いは暗黙裡に、何らかの哲学上・科学上の立場に基づいて構成されるという論理実証主義

の考え方を基礎にしている。そして、実証的理論としての管理論の樹立を目指すのである

が、管理論の中心的課題は、組織における人間行動の解明、すなわち管理行動の分析に置

かれた。それゆえ、組織における人間の選択行動、つまりは意思決定過程の検討が行われ、

組織均衡の問題が指摘、検討されるのである。このような背景から、H.サイモンは、組織

とは意思決定とその実行のプロセスを含めた、人間集団におけるコミュニケーション及び

関係のパターンであるとし、経営組織における最も重要なものは意思決定であると主張し

ている。しかし、完璧な意思決定をできる経営者、広くは人間などいないことから、H.サ

イモンは完璧を求めるのではなく、意思決定の合理性を高めるように行動すれば良いとし

ている。この基本原理は H.サイモンの著書『管理行動』（Administrative Behavior）（初版

1945 年）の第２版（1957 年）の序文において、また、「人間のモデル」（Models of Man、

1957 年）において、最大化原理と最小化原理に続く第 3 の水準原理である満足原理として

説明されている。２１）  

 1) H.サイモンと C.バーナードの組織概念 

 こうした H.サイモンの経営理念や組織概念をより理解するためには、C.バーナードの組

織理論をまず概観しておくことが不可欠である２２)。というのも、組織のメカニズムを解明

する本格的な研究は、C.バーナードによって初めて行われたと言われる。C.バーナードは、

組織理論の在り方、すなわち、組織理論が如何なる分析の視野と視点を持つべきかに関し
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て明確な方向付けを行い、それに基づいて管理者の基本的な機能を明らかにしようと試み

たとされる。こうした C.バーナードの理論的思考を受け継ぎ、C.バーナードの先駆的では

あれ未整理な理論を整理、発展させ、組織のメカニズムを解明する体系的なフレームワー

クを確立させたのが H.サイモンであると言われるからである。 

 C.バーナードの組織論の基本的仮説として，協働システムの概念がまず設定され、公式

組織の解明へと展開されるのであるが、協働の概念、協働システムの概念を簡単に説明す

れば次のようにいうことができる。 

 特定の目的を達成するために複数の人々が体系的関係を持った集団として協働する仕組

み、いわゆる組織現象は、人間の欲求の多様性を実現ために必要な協働の規模が拡大する

につれて、複雑化せざるを得ない。一方で、有効に利用される資源は限定されることから、

それらを有効に活用する協働の仕組みをいかにすべきかが、特定の目的だけでなく、社会

の進歩にも影響を与えることになる。このような考え方から組織という概念が認識され理

論化されてきた。その組織理論を学説史的な展開に従って類型化すれば、①「仕事の組織」、

②「人間の組織」、③「人間の仕事の組織」という 3 つの考え方になるとされている。 

 「仕事の組織」には、F.W.テイラーやアーウィンクなどに代表される伝統的組織論が含

まれ、組織を管理の道具と認識することから、管理手段としての組織の合理的形成が中心

的な課題となった。 

 「人間の組織」には、E.メイヨーや E.J.レスリマバーガに代表されるホーソン実験の結

果から認識された「協働における人間」の発見、いわゆる、インフォーマルオーガニゼイ

ション（非公式組織）に基づく考え方で、その後の人間関係論としての組織論が展開され

る。 

 「人間の仕事の組織」には C.バーナードや H.サイモン・J.マーチに代表される組織論が

ある。 

現実の組織現象には協働目的を達成するための「仕事の組織」という側面と、協働目

的を担い合う「人間の組織」という側面が同時に存在していることから、こうした 2 側

面を統合的に結合した組織認識が必要であるとする。２３） 

 C.バーナードはこの「仕事の組織」と「人間の組織」の 2 つの側面を統合化した組織概

念の必要を認識することから『経営者の役割』（1938 年）を出版し、当時の経営者の欲求

を満たす組織理論が存在しなかった時代に「人間の仕事の組織」という概念枠組みを用い

た協働体系の統合的な組織の解明を試みた最初の人物であった。また、協働の目的には、

協働する人々の観点から見て、①協働的側面、②主観的側面という 2 つの側面が存在する

ことを指摘することから、公式組織（Formal Organization）と非公式組織（Informal 

Organization）の存在、そして、その両方の統合としての組織（Organization）という概
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念枠組みから現実にあるがままの「人間の仕事の組織」としての組織現象を認識しようと

したのである。２４）これによって、近代組織論の特徴とも言うべき「人間の仕事の組織」を

強調する基盤が確立されることになった。そうした、C.バーナードの画期的な業績と成果

を最も引き付いたのが H.サイモンということができる。 

 一方で、H.サイモンは重要な概念を C.バーナードに依存しているとともに、組織の定義

や意思決定の考え方については C.バーナードの組織概念や考え方と相違する部分が存在し

ていた。 

 H.サイモンの組織に対する考え方は、『経営行動論』や J.マーチ（J.G.March）との共著

『オーガニゼイション』（『Organizations』）に集約されている２５)。その考え方は 3 つの要

因である「意思決定」、「組織均衡」、「影響力」を中心として成り立っていることは周知の

ところである。その中でも、特に「意思決定」の重要性は C.バーナードも指摘したもので

はあるが、組織概念の形成に中心的な位置を占めていたとは言えない。H.サイモンの場合、

組織における人間行動は、行為そのものとして把握するのではなく、行為に先立って存在

する選択すなわち意思決定として把握することから、この意思決定概念を軸に、組織に関

する基礎理論を形成するという、いわゆる理念としての一貫性を見ることができるのであ

る。 

 それゆえ、組織の定義をする時、C.バーナードは「複数の人々の調整された諸活動の体

系」として、言い換えれば、構成員の行為体系のレベルで定義するのに対して、H.サイモ

ンは「人間集団内部でのコミュニケーションのパターン」として、言い換えれば、意思決

定を前提とした伝達パターンのレベルで定義するという相違が見られるのである。 

 2）意思決定過程と満足原理の関係 

 H.サイモンが意思決定過程を中核とした組織理論を考察する中心においた背景には次の

ような考え方に理由が存在していた。 

 （1）人間が行う意思決定能力には重大な制限あるいは限界が存在していることを認識し

ていた。 

 （2）経済人概念に基づく最適化を当然視するこれまでの現象に対して、満足化を妥当と

する経営人概念の重要性を主張していた。 

 （3）組織が人間の目的達成の有益な用具である唯一の理由、人間の能力に重大な制約と

限界があるからであり、認知能力の限界を補完するために組織を形成することが

その基本要因であると考えていた。 

 こうした H.サイモンの組織理論から導き出される重要な原理が満足原理ということにな

る。この満足原理の意味を理解するためには、むしろ、J.マーチ・H.サイモンによる共著『組

織』（Organizations、1958 年）によるほうが有益である。『組織』の第 6 章「合理性の認
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識力の限界」で、経済学や統計学的意思決定理論において前提とされている経済人として

の「合理的人間」の行なう「最適選択」と「経営人」のもつ限定的合理性とを比較して、

経営人は意思決定において満足基準を取らざるを得ないことを主張し、2 つの基準である最

適基準と満足基準を比較している。２６）もし、すべての代替方策が比較できるようなある基

準が存在し、当該の代替方策がこれらの基準に照らして評価されて、他のすべての代替方

策よりも望ましいと判定することができれば、これは「最適基準」である。また、最小限

の満足をもたらす代替方策はどのようなものであるかを示すある基準が存在し、当該の代

替方策がそれらの基準に適切に合致するか越えるならば、「満足基準」と言うことができる。

簡単に言えば、「最適基準」は最適の選択肢を探すことであり、「満足基準」は一定の水準

を満たしているかどうかを判断することである。通常、「経済人」は最適基準にしたがい、

「経営人」は満足基準をとることになる。 

 満足原理が意味するものは、H.サイモンがこれまでの経営理念の根底に存在していた「経

済人」モデルに対する修正を主張したものであったと言える。すなわち、「経済人」は最大

目的の達成を追求して、利用できるかぎりの最良の代替方策を選び出すのに対して、「限定

的合理性」をもつわれわれ人間である「経営人」は、満足的あるいは「まあこれでよかろ

う」という判断行動を求めることになるとしている。H.サイモンは、最大化によって追求

される目標は、現実生活においては実際のところ常に実現可能ではないとし、経営者は通

常「満足基準」を基に意思決定をしており、満足原理が日常的・現実的な意思決定原理で

あることを組織の役割とともに、経営理念として論じたのである。 

 それでは、なぜ満足原理を主張するのか。満足原理の根拠は何かをもう少し詳しく見る

ことにしたい。この根拠を追求してみると、H.サイモンは、先にも指摘したように人間の

合理性の限界にその根拠を求めている。人間の合理性には限界があるから最大化原理に依

存することは困難であり、満足原理に依存することのほうがもっとも現実に即した姿を表

していると説明するのである。すなわち、最大化原理は「万能の合理性」に依存し、満足

化原理は「制限された合理性」に依存する。しかも、人間は事実上「万能の合理性」をも

たず「制限された合理性」しか持ち得ないのであるから、目的達成を追求するにしても、

その成果に対する最大化は期待できず満足するのみであるという論理が主張されるのであ

る。 

 H.サイモンの経営組織型経営理念を特徴づける「満足原理」と組織の役割を規定する人

間の意思決定過程における「合理性の限界」との関係をもう少し詳しく整理しておくこと

にしたい。H.サイモンに先立つ人間観が「経済人」概念であることは言うまでもなく、そ

こでの意思決定は、常に客観的な合理性に基づいて判断され、決定されることを前提とし

てきた。 



 46

 この客観的合理性には次のような 3 つの内容を前提としている。２７） 

① 意思決定に先立って代替的諸行動を全体的に概観すること。 

② それぞれの選択によって生じる複雑な諸結果の全部を考慮すること。 

③ 基準としての価値の体系によって、全ての代替的行動のセットの中から、１つの行動を

選択すること。 

 しかしながら、理論的にはそうではあれ、「実際の意思決定過程」では少なくとも次の点

で客観的合理性を構成する内容は実現困難であると言わざるを得ないのである。２８） 

① 知識の不完全性 

 客観的合理性は各選択が生む諸結果についての完全な知識と予測を必要とするが、実

際には結果に関する知識は常に部分的なものにすぎない。実際には人間は彼の行動の条

件について部分的にしか知らない。また、現在の知識から未来の結果を導き出すための

規則性とか法則性についてほとんど知識を持っていない。 

② 予測の不完全性 

 客観的合理性によって決定された結果は未来に属するものであるから、それらを評価

するには経験的感覚だけでは十分でなく、想像力を働かさなければならないが、結果に

対する未来的な価値は不完全にしか予測できない。 

③ 価値体系の不安定性 

 客観的合理性では可能な代替的行動のすべての中から最善の選択をしなければなら

ないが、実際の行動ではきわめて少数の代替的行動しか思い浮かばない。個人ができる

行動のパターンのすべてを考えつくほどの想像力を人間は持ってはいない。 

 上記のような人間の意思決定に際する制限要因を起因とする合理性の限界が満足原理の

根拠となるのである。言い換えれば、人間は「経済人」概念として決定や成果を最大化す

る十分な知恵を持たないがゆえに「経営人」概念として「合理性の限界」のもとで満足す

るということなのである。 

 3）J.W.マクガイヤーの『企業行動の理論』との共通性 

 こうした H.サイモンの意思決定過程を中核とした組織理論は、特定の組織に限定したも

のではなく、組織一般を対象としている。つまり、営利を第一目的とした組織に限らず非

営利組織にも適用する一般経営論であると言える。企業という明確な目的をもった組織体

に適用する場合も、常にこの組織一般、経営一般への理解が根底に存在している。H.サイ

モンの提唱する経営理念としての満足原理はいわば組織論的企業理論そのものと言うこと

ができる。それでは、この組織論的企業理論、組織論的企業観の特徴はどこにあるのであ

ろうか。 

 組織論的企業観に関しては、J.W.マクガイヤーの企業概念の指摘が非常に参考になる。
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J.W.マクガイヤーは『企業行動の理論』において、企業概念を 2 つに類型化している。1 つ

は「全体論的概念」と言われるものであり、もう 1 つは「行動論的概念」と言われるもの

である。この両者の特徴は次のように指摘されている２９)。 

 （全体論的概念の特徴） 

① 集団内の個人の行動よりも、集団そのものの行動を強調する。 

② あらかじめ決定された合理的行動パターンを仮定する。 

③ 企業に明確な 1 つの目標を設定する。 

④ 外部環境が行動の必要性を要求すると考える。 

（行動論的企業概念の特徴） 

① 行動するのは企業それ自体ではなく、むしろ企業内の各個人であると仮定する。 

② 行動過程を吟味するときは、少なくとも各個人の認識、知覚、信念、知識を考慮に入れ

なければならないとする。 

③ 報酬・目標は複雑多様であることがしばしばであるとする。 

④ 行動は環境要因により規定されるとともに、個性によっても規定されるとする。 

 以上のような、J.W.マクガイヤーの指摘する 2 つの企業概念の特徴を比較したのが図 1

である。 

 

図 1  J.W.マクガイヤーの２つの企業観 

  
全体論的企業観 行動論的企業観 

目標 単一 複数 

行動主体 企業そのもの 企業成員 

行動様式 合理的行動パターン 
知情意すべてによる複合的

行動パターン 

環境関係 環境による規定 
環境による規定に加えて、個

人の主体性もある 

  

 J.W.マクガイヤーによれば、最大化原理の典型的行動パターンである利潤最大化原理を

とる企業理論は、全体論的企業観に基づいていることになり、満足原理をとる組織論的企

業観は行動論的企業観をもとにしていることになる。 

 満足原理をとる組織論的企業観が行動論的企業観に適合することは、J.W.マクガイヤー
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によれば、次のような共通点においてである３０)。 

 組織論的企業観との共通の性格 

① 企業は個人間の複雑な関連と行動様式をもつとすること。 

② 伝統的で厳格な合理性概念の仮定をすて、制限された合理性の概念におきかえる。 

③ 企業は継続的な存続と発展目標をもつ安定的・社会的・経済的組織とみる。 

 まさに組織論的企業観は、安定性（homeostasis）と生存力（viability）とを含むととも

に、この 2 つの概念を内包する統一的上位概念として存続（survival）を規定していると言

える。企業の存続こそ組織論的企業観の本質的特徴の根源であると言えるのである。 

 J.W.マクガイヤーは、上記のような共通特徴をもつ組織論的企業観の代表者として C.バ

ーナード、C.ガードナー（Chris Gardner）、H.サイモンを挙げている。 

 特に、H.サイモンの「合理性の限界」概念を軸にした組織論は、J.マーチ・H.サイモン

の『オーガニゼーションズ』によって、さらに展開されている。マーチ・サイモンは、複

数の組織構成員の相互依存的な組織的意思決定、とくに組織的意思決定のネットワーク＝

合成的意思決定過程として組織ないし経営の行動を把握するという共通の問題意識と方法

を発展させることになる。そして情緒的反応よりは認知的・合理的反応、すなわち「合理

性の限界」のもとでの意思決定ではあれ、そうした意思決定の連続したコミュニケーショ

ンの結合としての組織全体を認識することから、行われる選択を組織内部におけるより意

味ある経営行動の実行として強調することは、「人間の組織」としての限界を越えられない

とする人間関係論を克服するものでもあった。同時に、各個人の組織的意思決定は、伝統

的管理論さらには経済学において前提とされてきた「経済人」概念あるいは経済的刺激に

機械的に反応する経済人を非現実的なものとして排除するものでもあった。そこでは限界

のある合理性、すなわち、主観と限定を前提に合理的に選択するに止まる行動特性が強調

されるとともに、組織が提供する多様な経済的・非経済的諸要因と自己の提供する貢献と

の比較において、すなわち“誘因と貢献”の理論を基礎に組織に参加する人間行動の意思

決定が総合的に説明されているのである。 

 他方、組織におけるコンフリクト概念の解明を通して動機づけの理論ともいうべき分野

にも大きな影響と変化をもたらせている。ここでも人間関係論に対する批判的克服と伝統

的管理論への批判的意識を見ることができるのである。この場合には、組織における個人

は、何らかの内面的欲求それもより高次の欲求に基づいて行動しようとする存在として把

えられている。これに対して組織は、本来、分業の論理から成り立っているから、個々人

のごく表面的な能力しか利用せず、組織と個人との䭊藤が不可避に存在するとしている。

このため組織が各個人に与える職務の再考慮、言い換えれば、職務拡大・職務充実を主張

する一方で、それと結びつけて各個人の所属する作業集団の管理と再転換、すなわち、目



 49

標決定への参加、詳細な管理より包括的な管理、部下の行動を処罰・統制するよりは支持

する管理———をはかり、さらに管理者の組織上の位置と役割を戦略的に変えようとしている。

このように、H.サイモンの経営理念は、「限定的合理性」を基にした組織論として特質づけ

られるとともに、個人と組織の関係、組織全体における意思決定とコミュニケーションの

システムとしての動的行動過程という内包的充実へと展開されている。 

 以上のように、H.サイモンの企業観、経営観を概観するとき、企業という特殊組織の主

体は企業そのものではなく、組織内部の企業構成員であることが理解できる。また、企業

が取り巻く環境の複雑性と「合理的限界」がある人間の存在ゆえにこそ、組織そのものの

存在意義と役割があること、そして、経営組織は意思決定をする際に満足原理を適用する

ことが適切であることを H.サイモンは強調している。そして、H.サイモンは、そうした近

代組織論を主張することによって企業の本質的特徴は存続にあることを主張したのである。

これらの主張から見て、H.サイモンの企業や経営に対する理念は経営組織型経営理念と呼

べる特徴を持っていたと言える。 

 

 

 

 

［注］ 

1)   Harold Koontz ed., Toward a Unified Theory of management, 1964. 

     鈴木 英寿訳、『経営の統一理論』ダイヤモンド社、1971、pp.3-22. 

       ハロルド・クーンツは、「経営管理論の解明」という第 1 章で経営管理論のいろいろな

学派を 6 つの主要なグループに分類している。 

１． 経営管理過程学派（The management Process School） 

２． 経験学派（The Empirical School） 

３． 人間行動学派（The Human behavior School） 

４． 社会体系学派（The social System School） 
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６． 数理学派（The mathematical School） 
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ている。 

2） R.C. Davis, The Fundamentals of Top Management, 1951. を参照。 
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8) D. マクレガーの経営思想の特色は、マクレガー家の家系と育った家庭環境に大きく関係し

ているとされる。曽祖父ジョン・マクレガーはスコットランド長老会派の牧師、祖父トー

マスはトレドの実業家たちから資金を集め、浮浪者たちのための施設を作った。それがの

ちにデトロイトのマクレガー協会となり祖父の長男トレイシーが後を継ぎ、デトロイト地

区での慈善事業を手広く展開した。このトレイシーが、D.マクレガーが大学院を出るまで

の学資の面倒を見たのである。こうした家庭環境の中で、D.マクレガーは、1930 年からデ

トロイト・マクレガー協会に関係するとともに、1932 年からハーバード大学大学院で心理

学を専攻し、1935 年に博士号を得ている。その後、マサチューセッツ工科大学の教授、産

業関係学部長、さらにはアンチオーク大学長の要職を務めるとともに、ヂューイ・アンド・

アルミー化学会社の産業関係担当重役、社会科学研究協議会理事、心理学協会理事、人間
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行動研究財団理事に就任している。 

   マクレガー家 3 代にわたる家庭環境の中で、深い人間愛から人間の潜在能力を信じ、極

めて困難な社会情勢の中において人生に対する情熱と生への䬨れんばかりの喜びを求めた

成果が X・Y 理論を主張する D.マクレガーの経営思想の源になっているとされる。（高橋達

男訳、『リーダーシップ』編者まえがき p.2、pp.10-13.） 

9) 科学的管理法に対する批判にこたえるものが人間関係論であると一般的には理解される。ア
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であると考え、X 理論に基づくものと批判的であった。F.W.テイラーは、それに対して外
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   上野一郎著、『マネジメント思想の発展系譜――テイラーから現代まで――』日本能率協
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     マクレガーは、「人間の行動の原因と結果に関する理論」として次の 3 つの根源を指摘す

る。 

(ア) われわれの教養になっている言い伝え。 

(イ) 当人の経験と観察から学んだ理論。 

(ウ) 科学的知識（直接の観察や経験からは導き出すことの不可能な仮説も含む） 
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13) 柴田悟一・中橋國蔵編著、『経営管理の理論と実際』東京経済情報出版、1997、pp.36-37. 

  上野一郎著、『マネジメント思想の発展系譜』pp.179-182. 
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14) 高橋達男訳、『企業の人間的側面』pp.53-55. 
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15) 車戸 實編、『経営管理の思想家たち』pp.308-309. 

    マクレガーの Y 理論の根源となっているものは、「人間の行動の原因と結果に関する理
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    こうしたホーソン実験は、1924 年から 1927 年にウエスターン・エレクトリック社の

技師ぺンノック（George A. Pennock）が全国学術研究協議会の協力を得て、照明の方法

並びに強度と作業能率の関係を調査する目的で行った「照明実験」の思わぬ結果から始

まっている。照明の強度と作業能率の間に相関のない結果から、ウエスターン・エレク

トリック社は、メイヨーに労働能率に対する物理的条件の影響に関しての包括的研究を

委託したのである。 

21) 工藤達男著、『経営管理論の史的展開』学分社、1976、pp.212-213. 

車戸 實編、『経営管理の思想家たち』pp.153-154. 
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24) 占部都美著、『近代管理学の展開』有斐閣、1971、pp.47-59. 

 バーナードは、組織を人の集団としてみなす立場は、組織概念を曖昧さと混乱と矛盾に導

くものと断定している。組織は集団ではなく，協同の関係であり、それは人間の相互作用の
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工藤達男著、『経営管理論の史的展開』pp.193-198. 
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飯野訳、『新訳 経営者の役割』p.67, pp.13-16） 

25) J.G. March and H.A. Simon, Organizations, 1958. (土屋守章訳『オーガニゼーションズ』

ダイヤモンド社，1977 年を参照) 

26) 高宮 晋編、『現代経営学の系譜』日本経営出版会、1973、pp.151-153, pp.228-230. 
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① 経済人が最大化する行為、すなわち、可能なすべての代替的選択対象の中から最善のも

のを選択するのに対して、経営人はあるところで満足する、あるいは、満足しうる「十

分よい」と思われる行為を求める。 
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覚する世界が、現実の世界を極度に単純化したモデルであることを認める。 

27)  松田・高柳・二村訳、『経営行動』p.103. 
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Ⅲ 社会関連型経営理念の学説概観 

 

  1．P.ドラッカーの顧客創造型経営理念 

 P.ドラッカー( Peter F. Drucker )は 1909 年にオーストリアで生まれ、オーストリアとイ

ギリスで大学教育を受け、商社や金融会社さらには経済記者の仕事をしながら、フランク

フルト大学で法学博士の学位を受けている。その後の 1937 年 28 歳でアメリカに渡り、新

聞社の通信員として活躍する中で、アメリカの企業や経営者の自由で実践的な姿を直接見

る機会を得たことから、実態調査やコンサルテイングを通して、産業・企業・文化・経営

者などを新たな視点から見直すことによって多くの成果を提供している。それ以来アメリ

カに定住し、ニューヨーク大学で経営学を教え、独特の経営理論や経営者論を展開し、ア

メリカ国内でも一流の経営学者・経営評論家として知られている。また、P.ドラッカーは始

めてマネジメントという分野を理論的に体系化した創造者とも評されている。１) 

 1）P.ドラッカーの経営理念の特長 

 P.ドラッカーの経営理念は、その主著『現代の経営』（1954 年）の内容に見られるように、

経営実践を踏まえた経営全体に関するものであり、現代社会を深く考察し、自由で機能す

る新しい社会を実現するための処方策を提示することにあった 2)。それゆえ、①その理論は

きわめて鋭く現実の実態を貫く鋭利性を持っていること、②常に経営者の意識主体を忘れ

ていないこと、③企業を取り巻く企業の外界と企業自体との相互関連性を重視することを

強調している。すなわち、アメリカをはじめ広く世界の現実を注意深く観察し、実践のケ

ースを通して、現実の経営者の行動を観察し、実証的に現代社会の経営事象を整理するこ

とから、これを理論的に体系化しているのである。そして、現在企業の存続と発展にとっ

てダイナミックな方向づけが不可欠の要因であることを主要テーマとして捉え、その生態

のメカニズムを理論化し、法則化することを試みている。P.ドラッカー自身も、『現代の経

営』は「経営者の経済的課題を体系化し提示しようとした最初の試みであり、また企業体

の経済的成果達成能力を高めるための学問樹立に向かった最初のためらいがちな歩みであ

る」3)と言っている。 

 その上で、P.ドラッカーは企業の管理は何を要請するのか、企業における経営者は何をす

るものであると考えられているか、また、これをどのようにするべきであるかということ

はこれまで見過ごされてきたことを指摘している。その理由として「企業に関する優れた

経済理論」の欠如を指摘するとともに、経営者の果たす各種の管理に関する技術を求める

のではなく、その概念を求める必要を強調するのである。まさに、技術そのものは何も仕

事をしない、経営者の必要とするものは基本的概念であるとの考え方を基礎に、P. ドラッ



 55

カーは「経営者の職能的課題」として「事業の経営」、「経営者を管理すること」、「労働者

と仕事の管理」の 3 機能を指摘するのである。 

 「経営者を管理すること」は、後の『マネジメント』の中で「社会的責任———社会的衝撃

と社会問題の管理」に置き換えられているが、この経営者の 3 つの職務は「変わらぬ経営

の本質」として P.ドラッカーの経営理念を形成するものであったと言える。そこには、顧

客創造のための事業目的、存続のための経営目的、労働者や経営者による目標管理、経営

者の品性と資質、経営全体や職務間と労働者間の均衡、権限の分散と適正化、社会と人間

と経営の相互的発展などが具体的な内容として提示されている。4)そして、その後において

も、社会環境の変化に対応した形で経営者の職務に関する基本的概念の主張を続けてきた

のである。こうした P.ドラッカーの経営理念は、現代社会を深く洞察し、自由で機能する

新しい社会を実現する処方箋としてのマネジメント理論と言うことができるのであるが、

その根底にはドラッカーが直面してきた社会環境や人生経験が大きな背景として存在し、

影響を与えているのである。 

 ドイツが全体主義により非経済的産業社会化を進めるナチス時代となる中で、最初の著

書『フリードリッヒ・ユーリウス・シュタール、保守政治理論と歴史的展開』（1933 年）

が発禁処分となるのを契機にイギリスへ移り、さらに新聞社の通信員としてアメリカに渡

っている。そして、ファッシズムとは何かを分析することからナチスを告発する『経済人

の終り』（1937 年）を出版している。5)H.サイモンの近代組織論でも指摘したように、経済

人の時代が終っていたにもかかわらず、次の新しい社会を裏づける原理が見出せないこと

が、全体主義が拡大する原因であるとして『経済人の終り』を皮切りに次々と著作を出版

することから、新しい社会を創造するための実践原理を提示してきた。P.ドラッカーの行き

つく実践原理、すなわち経営哲学・経営理念は、次のように要約することができる。 

 「現代社会の主要課題である経済財の産出（生産活動）、安全保険衛生、福祉、社会保守、

教育などは、企業や病院、政府自治体や学校などの営利・非営利組織に付託されている。

こうした組織がそれぞれに機能し、業績をあげなければ、社会は機能することができない。

しかも、それが専制的権力によってではなく、個々の組織の責任ある自律性のもとで機能

しなければならない。責任ある自律性のもとで業績をあげることによって、多元的な組織

社会が機能をすることができ、同時にそうした社会に生きる各個人の自由と尊厳を守るこ

とができる。そうした組織が、責任ある自律性のもとで業績をあげるよう実践することが

マネジメントであり、その中心となるのが経営者に他ならないのである。」6) 

 まさに、産業社会は株式会社制度と大量生産体制という、所有機能と物的現実の二つに

支えられてきたのであるが、新しい社会では制度としての産業的企業の概念を打ち出し、

企業を近代的な産業社会の代表的な制度として捉えるのである。それが、①企業の社会的
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な重要性を強調する「決定的な制度」、②社会の価値観や信条を左右する「代表的かつ構成

的制度」、③社会の政治や法律機構とは無関係に、自己の勢力や機能や理念を持つ「自律的

制度」の指摘であった。7)こうした制度としての産業企業の概念を基礎とする新しい社会を

創造するための実践原理の追求が経営者の果たす役割の重要性をもたらすことから、「経営

者の課題」である 3 つの職務を具体化させる内容と実現のためのマネジメントを生み出す

過程と哲学的思考は、企業経営を社会の一機能要素として把握する新しい視点からの経営

理念を示すものであると言える。 

 2）P.ドラッカーの基本的意思決定 

 P.ドラッカーのいう経営者による基本的意思決定に従えば、経営者は現状を分析し、自社

の実態を把握するとともに、あらゆる角度から自社の現在の製品・サービスの収益性を検

討し、評価し、絶えず将来への前進と、発展と新境地開発の機会を逃さないように細心の

注意を怠らないことであるとしている。そしてこれらの職務をフルに活用して効果を発揮

させるためには、その能力を 1 つの計画達成過程の中に統合しなければならない。 

 そのためにも、経営者は、現在の企業をさらに効率的なものへと方向づけるべき、ある

特定の行動を選ばなければならない。選択した特定の行動は、企業の将来を規制すること

にもなる。また逆に、将来を想定してある特定の行動を行うことを決意しなければならな

い場合、この行動は、現実の状況全般に変革や革新といった重大な影響を及ぼすことにな

る。8)こうした選択や決断を必要とする主要分野は、企業の種類、経済状態、企業の規模な

どとは無関係に同一であるとして次のような 8 つの主要分野を挙げている。 

 ①市場における企業の地位 

 ②革新 

 ③生産性 

 ④物的資源と財政資源 

 ⑤収益性 

 ⑥経営者の成績と育成 

 ⑦労働者の成績と態度 

 ⑧公共的責任 

 また各種の分析と選択から得られた結論（目標）が互いに矛盾する場合には相互に調整

し、バランスを図らなければ成らない。当然に、現在と将来との間にもバランスを保たな

ければならない。この点に関して、矛盾する複数目標相互間の釣り合いの問題に対する適

格な原理を明確にしているとは言えないのであるが、設定される目標の時間的な幅という

考え方から「近い将来―2～3 年先」と「遠い将来―5 年ないしそれ以上」との間における

釣り合いの必要を主張している。そこでは、目標の合理性は将来の予測の正しさに依存す



 57

ることから、「近い将来」を「遠い将来」に対して釣合わせることを提唱している。9) 

 以上のような要因から、P.ドラッカーは企業における 3 つの経済的課題、すなわち現在の

経営効率の向上、企業内の潜在機会の開発、将来への備えのすべてにわたって、①企業の

理念、②理念実現に必要な特定の卓越性（優位性）、③優先順位、について経営者の基本的

意思決定が必要であることを指摘している 10)。 

 P.ドラッカーは①の企業の理念に関して次のように考えている。「常に企業の理念は企業

が市場に提供する満足感または経済的業績中に有効化される知識を規定する。それによっ

て、企業の理念はまた、企業がリーダーシップの地位を獲得し、かつ維持すべき領域をも

規定する。」11)すなわち、企業理念は企業に目的を与え目標と方向を示し、いかなる成果が

期待されるかを告げるものであると理解できるのである。 

 企業の理念に密接に関連してくるのが、②の理念実現に必要な特定の卓越性である。そ

れぞれの企業は、自己の企業を特徴づけているものは何かといった卓越性を見究めること

が必要である。ところが、この卓越性を決定するのは、企業自体というよりは、従業員の

能力に大きく依存している。したがって企業の卓越性をどこにおくかによって、その企業

にとって真に重要な経営活動が何であるかが決まることになる。企業によって卓越性の内

容が相違するのは当然であるとともに、また時代とともに重点が変わることも認識してお

かなければならない。言うまでもなく、いわゆる何でも屋であることは、何れの点におい

ても優れていないことを意味することになる。 

 さて、企業の支配しうる労力・資材・資金には限りがある。そして、一般的に見て、機

会は常に機会を実現するための手段より豊富に存在する。そこで経営者は③の優先順位の

決定、すなわち、何からやるべきかの順位の決定に迫られる。この順位が決定されると、

優先順位の意図が明確になることから効果的行動を取りやすくなるとともに、基本的戦略

が決定されることになる。 

 優先順位決定の原理は、機会および資源の極大利用の原則にあることは言うまでもない。

こうした根本的な決定を常に適切に判断する公式はないとはいえ、偶然に任せて意思決定

したり、決定の意義や重大性を認識しないで意思決定したりすれば誤った判断をすること

になるとしている 6)。 

 以上のように、P.ドラッカーは、経営者の重要な意思決定過程に関連して、企業が成果達

成のための計画を立てるに当って、次の 4 つの問題を慎重に検討する必要があることを指

摘し、これらの問題の戦略的決定結果のいかんによって、現在の企業経営のやり方や考え

方が適切か、不適切かが判断されることになるとしている。 

① 企業はどの種の機会を追求しようとし、またどの種のリスクを進んで受け入れ、かつ

受け入れ得るかを決定しなければならない。 
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② 企業の活動範囲と構造、そして特に専門化・多角化・一貫化との間の最適なバランス  

について決定しなければならない。 

③ 企業の目標達成のため、時間か資金か、創設か「買収」か、を選択決定しなければな

らない。 

④ 企業の経済的実体、保有する機会、および成果達成計画に適応した組織構造を決定し

なければならない。 

 このように考えれば、成果達成のための計画を実現してその目標の結果を手にするため

には、計画実行の責任者を定め、端末作業にまで命令の一元化を実現させることや、計画

を実行する仕事の流れを方式化することや、個々の従業員の職務や組織の精神にまでそう

した計画を経営理念の明確化と共有化によって、企業全体に浸透させることが必要とされ

ることになる。 

 3）P.ドラッカーの顧客創造目標 

 P.ドラッカーは、企業が社会の一機関であることから、企業の目的は企業そのものの外、

すなわち、社会のうちに存在しなければならないとの考え方を基礎に、経営目標として顧

客創造目標を設定していることは周知のところである。『経営の実際』（The Practice of 

Management）の第 5 章「企業の本質」において、企業は利潤追求体であるとする利潤最大

化理論を否定して、企業の目標に「顧客創造」を主張している。つまり、企業にとって大

切なのは「顧客第一主義」であり、顧客の集合体としての市場を創造することが企業の目

的であるというのである。そして、顧客の創造を目的とする企業は、この目的との関連に

おいて「市場開拓」と「革新」という 2 つの基本的機能が不可欠であり、この両者とも経

営者による「企業者的職能」を構成するものであるとしている 12)。 

このように、P.ドラッカーは歴史の流れと社会全体の中で組織を捉え、特に社会における

制度としての企業に対する実践的な処方箋であるマネジメントのあり方を論じてきた。P.

ドラッカーが顧客創造を企業の目標とする理由は、まさに「企業は社会内存在」であり、

生産者主権ではなく、顧客の主権を認めることにあったと言える 13)。その意味において、

P.ドラッカーの経営理念は従来の企業の内部環境に存在する要素に注目してきた観点を変

えて、企業の外部環境に存在する要素へとその注目を移行させたと言える。そうした視点

を、すなわち、社会と市場を重視していることは、これまでの企業主体型経営理念とは明

らかに区別されるものであった。それゆえ、社会関連型経営理念というべき学説であると

言える。 

 P.ドラッカーの主張に従えば、企業が社会の 1 機関であるとする以上、事業の目的、存在

理由は利潤の追求にあるのではなく、企業の外部に存在することになり、社会に求めなく

てはならない。企業がいかにすばらしい製品やサービスを作り出したとしても、顧客が買
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おうと思うもの、顧客や社会が「使用価値」ありと考えることが不可欠なのであり、それ

こそが企業の本質と経営行動の結果と繁栄の成否を決定することになるのである。まさに

顧客が企業の基盤であり企業の存在を支えるものである。こうした考え方が P.ドラッカー

の顧客創造の概念であり、「顧客主権」の認容にほかならない。 

4) P.ドラッカーの利潤概念 

 P.ドラッカーは、これまでの利潤動機や利潤最大化を経営目標とするだけでは不十分であ

るとして、顧客創造目標を採用したと言える。しかし、そのことが単に利潤や収益性を否

定するものではなく、むしろ重要であることを認めている。「企業にとって利潤は存続のた

めの必要物である。同時に企業の社会的責任の第一に数えられるべきものである。社会に

対する第一の責任は、利潤を得て活動することである」といった言葉からもうかがい知る

ことができるのである 14)。 

 その論拠として、P.ドラッカーは利潤には①測定尺度、②存続費補償、③成長費補償とい

う 3 つの機能の存在することを主張している 15)。 

 （1）利潤の測定尺度 

 P.ドラッカーは利潤の尺度性と収益性の尺度性について次のように指摘している。 

① 利潤は企業の努力の真の有効性と健全性を測定する。 

② 利潤は企業活動の原因ではなく結果である。 

③ 利潤は企業活動の検証用具であり、唯一の可能な検証用具である。 

 また、収益性の尺度性については、「いわゆる収益性は産業経済における意味深い概念で

ある。それは、まさしく、産業経済の中核概念である。というのは、収益性は経済活動に

ついてわれわれが使用できる唯一の測定基準であるからである。それは未来の費用に対す

る準備と生産性の増大とに関して、その規模と適正を測定する。」16)と指摘している。 

 すなわち、企業は損失回避と資源の生産性増大という 2 つの義務をもつことから、これ

らの義務の遂行度合は収益性の尺度を使用することによってのみ測定されることになる。

また、P.ドラッカーは未来費用補償と生産性増大という 2 つの要因を重視しているのである

が、その 2 つの要因とも収益性という測定基準で測定できるとしている。このような考え

方から、P.ドラッカーが利潤ないし収益性の概念を企業活動の測定尺度としてその存在意義

を認め、高く評価していることが理解できるのである。 

 （2）利潤の存続費補償 

 存続費補償は、利潤の第 2 の機能である。この機能に関して P.ドラッカーは、企業が経

済的機能を如何なる経済原則によって実行するかという時の第一原則として「損失回避の

法則」を指摘している。P.ドラッカーの産業経済における中心的関心は、利潤よりも損失に

あったと言える。そこで P.ドラッカーは費用を当期費用と未来費用の 2 種類に区分する。
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当期費用に含まれる内容は、原材料、賃金と俸給などであり、その性格は「企業を営む費

用」であり、生産過程で費やされたものである。すなわち過去費用なのである。これに対

して、未来費用に含まれるものは「企業を存続させる費用」である。未来費用に含まれる

項目として次の 4 つが指摘されている。17) 

① 取替え費用————生産設備ないし生産資源の物理的寿命に対する減価償却とか償還で示

される周知の費用である。 

② 陳腐化＝旧式化費用————設備や施設の経済的生命によって生じる費用である。 

③ 市場危険と本来の危険費用————新製品や用役が購買者を見出しうるかどうかの経済的

危険、旧来の製品、用役の寿命に関する危険についての費用である。 

④ 不確実性費用————新製品や用役の成功する時期が不明かつ不確実である「時間の要因」

に関する費用である。 

 P.ドラッカーは特にこうした未来費用を重視している。「未来費用はリスクである。」18)

と認識することから、利潤はこの未来リスクへのプレミアムと位置づけている。つまり、

利潤は必要最低限度の未来費用を補償すべきものなのである。それゆえ、企業の存続のた

めには必要最低限度の未来費用を補償するに足る利潤を確保しなければならない。利潤の

ゼロまたはマイナス（損失）および必要最低限未満（不足）という状況は回避しなければ

ならないのである。「損失回避の法則」を言い換えれば、「損失・無利潤・不足利潤の回避

の法則」ということになる。こういう関係を前提として P.ドラッカーは、利潤は未来費用

補償の機能をもつというのである。すなわち、利潤は企業を存続させるために未来への危

険負担（リスク）を補償する機能を負っていることになる。 

 （3）利潤の成長費補償 

 P.ドラッカーは『経営の実際』第 7 章「企業の目標」の中で、新たな利潤機能を加えてい

る。それは企業の革新と拡大への未来資本の供給という機能である。「社会に対する第一の

責任は、利潤を得て活動することである。そして、成長が必要であるということは、その

重要性においてわずかに劣るものである」という言葉がそれを示している。19)この未来資本

を企業の成長費と考えれば、成長費の補償機能として把握できることになる。もちろん、

未来資本と先に指摘した未来費用とは異なったものである。未来資本が未来費用と相違す

るところは、設備と市場の双方に対する革新と拡大への投資をするための資本を意味して

いる。未来費用は、すでに述べたように、設備については取替え、旧式化の費用、市場に

ついては危険と不確実性への費用を含むにすぎない。それゆえ、未来費用は概して受動的

なものであるのに対して、未来資本は積極的かつ挑戦的なものであるという対照的な性格

をもつところに重視すべき特徴が存在している。 

 ところで、P.ドラッカーのいう利潤の 3 機能のうち、測定尺度機能に対して存続費補償機
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能と成長費補償機能とは性格が異なっていることから、測定機能と補償機能とに区別する

ことができる。そして、補償機能が測定機能の根拠になっているということができる。な

ぜなら、未来費用・未来資本の補償が企業の存続・成長に必要不可欠な条件であることか

ら、それを補償する利潤がさらに必要不可欠なのであり、そのために、必要な利潤を企業

活動によって獲得したかどうかを測定することが重要となるからである。こうした利潤概

念を基礎とするとき、P.ドラッカーが企業の最高目標は顧客創造であり、利潤目標は第一義

目標ではなく、利潤目標は手段目標としての関係をもつというのも理解できることになる。

すなわち、利潤を必要最低限度以上に確保すれば、それは同時に必要最低限度以上の最高

目標を達成したことになるという考え方である。 

 このように、P.ドラッカーの経営理念には、未来費用の中に企業の「存続」概念が含まれ

ていたが、さらに進んで企業の存続と繁栄を現実化するために必要な経営目標としての「成

長・発展」概念に注目している。すなわち、「企業の諸目標はその活動と成果が企業の存続

と繁栄に直接に致命的に影響を及ぼすような領域のすべてにおいて必要となる」20)。また、

「企業も他の制度と同様に、自己保存を第一義としなければならない」21)ことを指摘するこ

とから「損失回避の法則」を強調している。こうした一連の企業の存続や繁栄・成長の概

念は P.ドラッカーの経営理念に基づく経営目的として根本的なものであると思われるが、

それゆえにこそ、顧客創造目的とどのような関係にあるのかを理解・認識しておくことが

さらに必要であると思われる。 

 P.ドラッカーは企業の存続と繁栄にとって重要な 8 領域を指摘している 22)。それらは、

①市場における地位、②革新、③生産性、④物的資源と資金、⑤収益性、⑥経営管理者の

活動と育成、⑦作業者の活動と態度、⑧公的責任である。企業が本質的な経営目的を達成

するためには、性質上、多目標の設定を必要とするということであれば、この 8 つの領域

のすべてにおいて活動と成果の目標を設定することが必要となる。ここで重要なことは多

目標の設定とそのバランスをいかに考えるかということである。 

 以上のように、企業の存続・成長のためには、多目標の選択と設定、さらにはその均衡

化を必要とするのであるが、そうしたことと顧客創造目的との関係、すなわち、顧客創造

目的と企業の存続・成長に関連すると諸目標との関係をどのように説明するのであろうか。 

 まず、顧客創造目的は企業が社会の中に存在する一組織体であることから設定されたも

のであることから、顧客創造は、企業が社会で果たすべき第一の職務であるということに

なる。つまり、企業の外部、言い換えれば企業の存在する社会からみれば、顧客創造は企

業の社会的職務である。それゆえ、顧客創造目標は企業がその目標を実現するために設定

したり、実行したりするための職務・目標を正当化し統合する根拠となるべきものである

と言える。だからこそ、企業の内部からみれば、顧客創造目標は最高の経営目的となるの
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である。また、P.ドラッカーによれば、8 つの領域が企業の存続と成長という根本目標の実

現には不可欠なものとして指摘されているが、そうした諸目標の均衡をとることによって

企業の存続と成長の欲求が満足されることになる。さらにいえば、そうした諸目標は顧客

創造という最高の経営目的によって正当化され、均衡化がとられ、それによって必要最小

収益性を確保し企業の存続と繁栄を可能にするという構図が P.ドラッカーの経営理念の本

質的特質ということができるのである。 

 以上のように P.ドラッカーの経営理念を顧客創造型経営理念としての特徴を持つものと

してみてきた。企業が社会の中に存在する一組織体であるとするP.ドラッカーの企業観は、

企業の最高目標を決定づける主体は企業内部にあるというよりは、企業の外部にあるべき

であることを主張している。つまり、その結論が企業の最高の経営目的は顧客創造である

ということになる。それゆえに、P.ドラッカーは企業の存続と成長に不可欠とする諸目標を

設定し、実現することを重視することにもなったと言える。これはまさに未来志向の経営

観を内包するものであると同時に、顧客創造を最高の経営目標とする経営理念は、これま

でに検討してきた経営技術型、人間関係型、経営組織型経営理念と比較する時、企業は社

会に存在する一機関であるとの前提から、企業の社会的存在の性格を一層重視し、強調し

ていることは大いに注目すべき主張ということができる。このような企業の社会的存在た

る性格を強調する視点や考察は、企業と環境概念の拡充や企業と社会の関連的価値観の進

展にともなって、やがて企業の環境論や社会的責任という言葉の使用や職能の形成へと理

論的に強化され、より外延的に展開する糸口を提供するものであったということができる。 

  2．O.シェルドンの公共サービス型経営理念 

 O.シェルドン（Oliver Sheldon）は、1894 年イギリスのチェシャー州に生まれた。

1914 年オックスフォード大学を卒業後、サリー州の東部サリー連隊の将校に任命され

ている。1919 年に退役し、ヨークシャー州のヨーク市でチョコレートと菓子を製造し

ていた B.S.ラオントリー（Benjamin S. Rowntree）の個人的な助手になった。B.S.ラ

オントリーは、同族会社のラオントリー会社の労務担当重役として、労務管理制度の確

立に努力し、中央労使協議会を設立した人物であった。O.シェルドンは、B.S.ラオント

リーの管理運動や管理者教育、労働管理制度に関する研究の補助をすることが仕事であ

った。そして、経営問題に取り組もうとする人々と 1921 年産業経営者協会を設立し、

経営問題や管理運動への本格的な第一歩を踏み出している。1931 年には、ラオントリ

ーの社長となった。23） 

 O.シェルドンの経営理念や管理哲学を形成した背景には、B.S.ラオントリーとの出会

いとともに、第一次世界大戦後のイギリス経済・社会情勢にあった。100 万人にのぼる

復員兵の雇用問題は、イギリス政府にとって最大の社会問題であることから、戦時中の
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国有化企業を継続させ雇用を維持したことから、一時的な戦後ブームがもたらされてい

た。その結果、工業生産指数は急落し、失業率は急上昇したのである。自由放任主義に

よる経済状況の改善に期待する産業界に対して、戦中・戦後のその地位を向上させた労

働者は、もはや無責任と見える私企業に自己の生活を委ねることを否定するとともに、

国家の責任を主張し始めたのである。緊迫した失業問題にともなう産業不安の激化は、

同時に社会不安へと発展する中で、労働組合は強大な勢力として成長していったのであ

る。こうした状況の下、企業は労働者の主張を受け入れ、労働者と協働してそうした諸

問題の解決に当たらざるを得なくなったのである。言い換えれば、これまでの自由放任

主義に基づく資本家では扱いきれない問題であり、彼らが任命する専門経営者の手に委

ねられることになったのである。24) 

 O.シェルドンの個人的経歴と彼を取り巻く第一次大戦後の特殊な経済的・社会的・政

治的状況を背景に経営理念や哲学が形成されるのであるが、O.シェルドンには次のよう

な思考的信念が存在していた。 

 「少なくとも、産業の主な特徴の発達について大まかな観念を持っていなければ、産

業の現状の意義を理解しようと望むことはできない。」「歴史的発展の過程を観察すると、

人は他の時代の中の一時代としての然るべき眺望の中で、特有の理想と関心を有する彼

の時代を眺めるようになる」と G. M.トリベリヤン（G. M. Trevelyan）は述べている。

「すべての側面を観察しないで、産業生活のある一つの側面を調査することも確かに十

分でない。管理の哲学を考究しようと試みることができるには、われわれは全体として

の産業の概観を理解しなければならない。」25) 

 O.シェルドンはこうした思考的信念を基礎に、今後マネジメントを実践していくために

は、一種の信条といったものが絶対に必要になってくるとして、1923 年に『経営管理の哲

学』（The Philosophy of Management）を発表している。この『経営管理の哲学』は、O.

シェルドンが「広く管理と呼ばれている職能の指導は、第一に科学的、倫理的な原則の問

題であり、そして二次的にのみ、このような原則の適用によって起こる細目の問題である

と信じて本書を著述するに至った。したがって、その結果生ずるものは、ある特定部門の

管理の詳説と考えるべきでなく、むしろ全体としての管理の実践を支配すべき目的、成長

の方向、ならびに原則を解明する試みと考えるべきである」26)と述べているように、経営者

が則るべき哲学・倫理と経営者の社会的責任に関する原理を論じたものであり、数少ない

イギリス経営学書のひとつとして貴重な意義をもつ著書とされている。そして、「社会の公

の意思」のみを管理の主人として認識し、同時に社会の理想、目的に従属させることから、

企業目的が利潤の追求から社会奉仕の動機へと変化してきたことを強調している。それゆ

え、O.シェルドンのいう原理の根底にあるものは、「公共へのサービス」であり、この原理
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そのものが O.シェルドンの経営理念なのである。また、経営者の社会的責任についても経

営学書として論理的に指摘した最初のものが O.シェルドンの『経営管理の哲学』であった

と言われている。 

 一般的に「経営者の社会的責任」の問題を考察するのは、「経営者と環境」の関係が明確

に取り上げられ、その関連的影響や問題点が議論されるところから始まることになる。O.

シェルドンの「経営者の社会的責任」にも経営者と環境の関係が示されていた。具体的に

は、企業外の主たる力として今日の企業構造の進展に最も大きな影響を与えていると思わ

れるものを要約すれば、第一は国家の行為、第二は消費者や批評家のとしての一般大衆の

態度、第三は教育、第四は外国の競争勢力や貿易条件、第五は金融事情である。また、内

部から企業に影響を与える主要な力としては、第一に労働階級の立場とその進歩、第二に

マネジメントや組織や製造技術などの学問的進歩などが指摘されている。27)ニューヨーク大

学の A.レイス（Alex W. Rathe）教授は、「シェルドンは環境が個々の企業や産業全体にお

よぼす影響を論じている。環境の作用は経営者の関心事としてますます重要性をもつにい

たっているが、シェルドンは環境作用について考察した最初のひとりである」28)と評価して

いる。要するに、O.シェルドンは『経営管理の哲学』において奉仕の動機を原則に「公共

へのサービス」を経営原理の根底として示すと同時に、経営者とその環境との関係を論じ

ることから、「経営者の社会的責任」へとその主張を展開させてゆくのである。 

 以上のことから、O.シェルドンの考え方の概要は理解できるのであるが、さらに詳細に

O.シェルドンの経営哲学あるいは経営理念に接近するためには、『経営管理の哲学』という

著書の表題でもあるマネジメント（Management）の内容が意味するものを考察しておく

必要がある。 

 １）O.シェルドンのマネジメント概念 

 O.シェルドンは、第一次大戦を契機に表面化する現代社会の新しい動向を概観すること

から、企業目的と経営管理目的の具体的な検討を試みている。すなわち、シェルドンは、

第一次大戦を契機に急速に表面化し、当時の企業経営に重大な影響を与えた最も基本的な

動向を 4 つに整理して指摘している。29) 

 ①企業に対する社会的関心の増大（公共性） 

 ②労働者の人間的自覚の増大（自我の発展） 

 ③労働者の集団的傾向（集団化） 

 ④生産の科学化（科学化） 

 こうした企業をめぐる新しい動向が、企業の直面する諸問題の複雑化をもたらせ、問題

処理をするべき経営管理主体、さらにはその行動原理に重大な変革をもたらせることは言

うまでもない。結果として、複雑化する経営活動の合理的運営のためには、資本から分離・
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独立した職業としての専門的経営者の出現を必要とすることになる。そして、この専門経

営者を特徴づけるものが、単なる利潤動機ではなく社会奉仕の動機であると強調している。

さすれば、企業は、地域社会の健全な営みに必要とする商品やサービスを必要なだけ供給

するために存在するのであり、また、この商品やサービスは、それぞれの目的に適合した

品質のものが最低価格で提供され、しかも直接または間接にその地域社会の最高目的の達

成を促進するにふさわしい方法で流通されることが要求されるのである。企業におけるマ

ネジメントとは、上記のような目的の達成に向かって企業を引っぱっていく責任のある人

であれば誰でも、またどのような階層においても遂行される機能のことであるとしている。

加えて、O.シェルドンは、企業における一つの包括的な区分のマネジメント階層は、一方

において資本家とも異なり、他方においては労働者とも異なるものでなければならないと

して、3 つの主要機能（経営、管理、組織）に分割しているのである。30) 

 以上のことから、O.シェルドンは、「management とは administration により設定され

た範囲内で政策（policy）を実行し、与えられた特定目標を達成するために組織

（organization）を活用することに関する機能である。」と定義することになる。すなわち、

マネジメントは administration と organization に密接に関連するものであると言える。そ

して、「administration とは企業の政策の決定、財務——生産——配給の調整、組織に与える指

針の決定、ライン管理者への最終統制に関する機能である」と規定している。さらに、

「organization とは、個人または集団が遂行すべき仕事を、その遂行に必要な能力を効率

よく職務遂行ができるように職務と結合する過程であるとする。」結局、「組織は効率よい

機構を形成することであり、マネジメントは効率よく職務を遂行させることであり、アド

ミニストレーションは効率よく指揮することである。アドミニストレーションは目標を設

定し、マネジメントはその目標に向かって努力する。組織はマネジメントがアドミニスト

レーションにより与えられた目標を達成するために活用する機構である。」31)という関連性

が存在することになる。 

 上記のことから、O.シェルドンのマネジメントには広狭 2 つの内容が存在していると言

える。広義のマネジメントには狭義のマネジメントのほかにそれと密接な関係をもつアド

ミニストレーションと組織が含まれることになる。さらには、「経営者の社会的責任」が主

張されそこにおいてもマネジメントが問題となる原因は、マネジメントが広義のマネジメ

ントとしての人間技術（human art）として把握されるからである。この人間技術の意味に

ついては、「マネジメントは単に機械、配置、勘定、科学的方法などに関連した職能ではな

い。それは本来技術――「指揮ないし規制によって統御する技術」――である。なかんず

くそれは、人間的技術である。実際管理は何よりも、仲間の物質的要求の満足、および自

分自身の物質的要求ならびに道徳的、精神的能力の満足と発展のために、その覚醒時間の
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大部分にわたって、人間の活動を指揮し規制する技術である」32)と説明している。 

 一般的に経営は人間と生産手段とを結合する技術であるとされるが、そのことを O.シェ

ルドンも認めたうえで、特に「人間という要因」に重点をおくのである。しかも、人間要

因についても、職務に直結した要因だけではなく、人間の目的、理想、精神、人間相互の

関係をも関心事とすべきであるとしているところに特徴が存在していたと言える。 

 O.シェルドンによるマネジメントの意味はまさに人間技術であることから、そこから導

き出される一つの結論は、経営者の「責任」の内容は「人間責任」であるということであ

る。すなわち、「経営者の責任は人間責任である。それはテクニックの適用から生まれると

いうよりも、むしろ、人間を統制することから生まれるものである。」33)ということになる。 

 マネジメントは人間技術であり、マネジメントの責任は人間責任であるとする O.シェル

ドンの考え方は、この人間責任を次のような理由からさらに 2 つに類別している。「経営者

の責任は、彼が指揮する産業が物的要因からのみならず、人間要因からも成り立っている

という事実のなかにある。さらに、この責任は、産業は人間欲求の満足のために存在する

という事実によって高められる。だから、経営者は、産業内部の人間要因に対しての責任

のみならず、産業が仕える人間要因に対しての責任をもっている。」34)すなわち、産業内部

の人間要因と産業外部の人間要因との 2 つの人間要因への責任を考える必要を指摘してい

るのである。 

 そして、O.シェルドンはこの経営者の責任類型を「経営者の関係」類型として次のよう

に主張している。「したがって、経営の社会的側面を考察すると 2 つの大きな分野がある。

第 1 に、産業の統合的指揮的要因としての経営者が公共全般に対する関係であり、第 2 に、

産業に働いている人間要因に対してもつ関係である。前者では、経営者は産業全体として

の責任を負う。なぜなら、経営者は産業の支配者であるからである、後者では経営者は彼

の指揮下にある人間に対する責任を負う。」35) このことから O.シェルドンの考え方に従え

ば、「公共全般」が意味するものは産業内部の人間以外の人間すべてを含めてさしていると

言える。すなわち、O.シェルドンは経営者が公共全般への責任をもつと同時に、従業員へ

の責任も持つべきであるとし、その両方への責任を強調しているのである。 

 2）公共全般への責任（経営外部的責任）と「サービス（奉仕）精神」 

 O.シェルドンがいう公共全般に対して負う責任の基本概念は、「サービス精神」（the spirit 

of service）であるといってよい。このサービス精神とは、「公共へのサービス」の精神を意

味している。すなわち、「公共のために」なる行動であり、「隣人のために義務を果たす」

ことであると言える。さらに言えば、サービス精神は、「経済的進歩によってどのような混

乱がもたらされたとしても、企業および経営管理が基本的には社会に従属すべきものであ

ることは明白である。そしてこの事実こそが、“社会への奉仕”をもって企業の第一動機と
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なす理論の基礎である」36)と主張するように、サービス精神は、産業を社会への奉仕に向け

る社会的勢力としての経営管理の観念であり、それは経済的見地よりもむしろ倫理的見地

を強調し、企業所有者の金銭的営利よりも社会全体の福祉を重視する特質を持つものであ

った。O.シェルドンのいうサービス精神をよりよく理解するためにもう少し整理をしてお

こう。 

 第 1 は、サービス精神は利潤動機や私益追求と対置されるものであるが、O.シェルドン

は利潤動機を否定しているわけではないことである。利潤動機は副次的なものとし、サー

ビスを第一義とするのである。さらに、「産業が経済的サービスを公共に対して提供するこ

とは疑いのなかったことである。新しい哲学は、そのような経済的サービスにより利潤を

得ることよりも、そのサービスによって公共の利益を促進することが重要だと考えるので

ある」37)と指摘しているように、O.シェルドンは「経済的サービス」という言葉を使用し

ていることにも注意を払う必要がある。この「経済的サービス」という言葉が、財貨と用

役を提供する行為それ自体をさしているとすれば、そうした「公共に対する経済的サービ

ス」は「サービス精神」にいうサービスとは同じ意味ではないことになる。つまり、経済

的サービスは経済行為（財貨・用役の提供）であり、サービス精神は「公共の利益」を志

向する精神であることからも、この 2 つのサービスを区別して理解することが必要となる。 

 第 2 は、倫理の概念である。サービス動機は「倫理的動機」に大きく依存する特質があ

る。この倫理的動機、倫理的思考それ自体の意義は公共の利益を志向することに求められ

る。ところが、「サービス精神は、サービスされる人間や公共の利益を得る受益者利益を、

サービス提供者の得る利益よりも上位におくのであるから、単純に経済的または物質的な

ものにとどまることはできない。性格は経済的であっても、動機においては倫理的である。

この動機こそ産業の行うサービスに関する近代的解釈の特質である。」38)と主張するのであ

る。ここでいう「産業の行うサービス」とはまさに「経済的サービス」のことであり、そ

れを規制するのが公共利益志向を特質とするサービス精神であるということになる。この

サービス精神が「倫理的」であるということは、結果として公共の利益志向が産業の第一

次的目的であることを意味しているということになる。 

 第 3 は、「福祉」の概念である。サービス精神は「公共の利益」を志向することを特質と

しているのであるが、より具体的にいえば「公共の福祉」を志向することになる。「サービ

スの理想は、事実、富の創造と分配を福祉————各個人の福祉ではなくて、公共のあらゆる

構成部分の福祉————というより高い必要に従属させる。」39)ことであるとしている。 

 以上のことから、O.シェルドンのいうサービス精神・サービス動機の意味するところは、

個人の物的・金銭的利益あるいは利潤をこえた公共全体の利益を志向することをサービス

精神と理解することができるのである。 
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 O.シェルドンはそうしたサービス精神が、経営管理によって指揮、統制される産業の努

力すべき理想を決定するものであるとすれば、産業には三つの具体的目標が存在するとし

て S.ローントリー（Seebohm Rowntree）の言葉を借りて指摘している。40) 

① 産業は社会に有益な種類のみならず分量の商品を作り出し、また、その種類と分量の用

役を提供しなければならない。 

② 富の生産過程において、産業は社会の一般的福祉に最大可能な注意を払い、社会にとっ

て有害な方策に従ってはならない。 

③ 産業は生産の最高目的が最も良く達成されるような方法で生産した富を分配しなけれ

ばならない。 

 これら 3 つの経営目標から言えることは、生産すべき富の質と量は公共の利益の観点か

ら決定し、しかも、生産過程においても分配においても公共の利益の観点をもって行なう

ということになる。要するに、サービス精神の理想は、富、その創造、及び分配を一層高

度な福利、それも特定個人の福利ではなくて社会の構成分子すべての福利の必要に従わせ

ることであった。公共の利益の観点から経営目的を達成することができてはじめて、経営

者は「産業の支配者」、「産業の代表者」としての責任を果たすことになると主張するので

ある。 

 3）従業員への責任（経営内部的責任）と社会的責任 

 経営者が産業代表者として公共に責任を負うのに対して、産業指揮者としての経営者が

指揮される者（従業員）に対して負う責任がもう一方に存在している。つまり、経営者が

従業員に対してもつ責任である。この責任に関する O.シェルドンの中心概念は「経営者の

社会的責任」（the social obligation of management）として表現されている。O.シェルド

ンは経営者の公共責任については「サービス責任」を主張し、従業員への責任については

「社会的責任」を主張しているのである。しかも、これら 2 つの責任は関連をもつという

だけでなく、サービス責任から社会的責任が導き出されてくるという主張をしている。 

 ところで、産業における労働者という具体的人間は 2 つの機能を兼有しているとよく言

われる。すなわち、O.シェルドンの場合、産業における人間・労働者は、産業における生

産担当者を意味すると同時に、「市民」、独立主体、公共の成員を意味する二面性を持って

いるとする。そして、市民としての独立主体、公共の成員という側面については、経営者

は直接に経済関係・財貨供給関係を通じてではなく、公共の進歩に役立つ人間を供給する

という責任によって公共への責任を負うことになるとしている。社会への人間供給の責任、

言い換えれば、労働者を産業の所有者のためではなく、公共の改善のために産業に貸与さ

れた独立主体として認識するところに、「社会的責任」という言葉が使用され、そうした内

容を持つものとして理解することになる。そして、「社会的責任」は従業員に対する人間責
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任であり、この責任も「公共」に対する責任であることに変わりはないことから、公共と

の関係において考えられる責任ということができる。まさに、経営者の公共責任において、

サービス責任が経済的サービス（経済活動）と密接に関連していたと同じく、経営者の従

業員責任において、社会的責任は経営者の管理責任と密接に関連しているのである。こう

した従業員に対する捉え方、理解の仕方から、O.シェルドンの経営管理の二重構造、ある

いは、管理構造の二重性と呼ばれるものが指摘されることになる。 

4）経営構造の二重構造―生産管理と労務管理― 

 O.シェルドンは、公共全般への責任と従業員への責任とをサービス精神を基礎に経営理

念を形成することから、経営における管理対象を二つに区分している。その理由として、

生産は人的要因と物的要因の結合物として理解するのであるが、両者はそれぞれ異なる論

理によって支配されることから、これを管理する場合にはそれぞれ全く異なる原理を必要

とすることを挙げている。そして、人的要因に関して発生する管理を労務管理、物的要因

に関して発生する管理を生産管理として捉え、これらの二重的構造から経営管理が体系化

されるべきであると主張するのである。41) 

 生産管理は、企業における非人的要素と、単に生産要素としてのみ認識される人的要素

を、最も経済的に利用するための完全な生産機関を完成させることにある。O.シェルドン

は、生産管理を経営における物的要因、あるいは、単に生産要素としてのみ理解せられた

る人的要因の最も経済的な利用を確保するための科学的方法の使用と規定している。そし

て、生産管理を指導する原理を科学的方法に基づく「科学化の原理」に求めているのであ

る。この科学的方法は、F.W.テイラーの科学的管理法にその基本的根拠を置き、行動の基

礎を単なる信仰・伝統・慣習などの非合理なものの上に置くのではなく、あくまで分析・

測定・綜合という科学的研究に基づいて実証された客観的事実の中にのみ求めるという態

度、すなわち、科学的態度（scientific attitude）を重視することを意味している。O.シェ

ルドンは、この科学的態度の基盤として「科学化の原理」を理解しようとしたのである。

そして、この「科学化の原理」を生産管理の実践にいかに具体化するかに関しては、「生産

における物的要因を有効に利用するための第一の方法は、比較の職能を発展させることで

ある。すなわち、研究、標準設定、および実績評価の職能がそれである。言い換えれば、

科学的研究に基づいて標準が設定され、この標準を基礎として実績の評価がなされなけれ

ばならない」と指摘している。42)研究に始まり、評価に終わる科学的生産管理の方法という

ことができるのであるが、O.シェルドンが中でも強調したのが原価計算を科学的基礎とす

る価値的管理制度と、時間研究を科学的根拠とする時間的管理制度であったことは、能率

増進運動から科学的管理法へと生産の合理性や能率性を追求してきたアメリカ経営管理の

発展という側面からも興味深いところである。 
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 一方、労務管理の必然性に関しては、「経営管理はなによりもまず人の管理である。最近、

管理に関する科学的研究が進歩した結果、しばしば管理が人間的要素を無視するという非

難を受けるに至った。もとより最近における管理の発達が、技術的な面で科学的な幾つか

の補足的役割を付加したことは否定できない。しかし、同時に多くの面で管理から人を管

理するという最も重要な仕事を奪ってしまった」、「今日おける企業の行きづまりは、物的

要素に対する人間の従属に起因している。我々は機械から能率を勝ち取ったにも関わらず、

労働者からの能率を失ってしまった」43)といった指摘から明確に理解することができる。す

なわち、経営管理における「科学化の原理」の一方的な強調によって、人的要因と物的要

因の相違を認識しながらも、実際には人的要因を物的要因と同様に扱かおうとすることか

ら、企業における人的要因の重要性を見失い、人間をも「科学化の原理」によって取り扱

うことが可能であると錯覚したことが、経営管理の直面する最も重大な問題をもたらせて

いると指摘している。企業における管理は、その大部分が人間の管理であることを思えば、

管理が労働者の人間性を理解しない限り、また、労働者の人間性を誤って評価することに

なれば、管理は非能率になるだけでなく、企業にとって重大な危機をもたらすとする主張

は理解することができる。ここに労働者の人間性理解こそ、管理にとって第一の仕事であ

るとした O.シェルドンの労務管理が形成されることになる。そして、労務管理は、人を人

として取り扱うことであり、人間的本質を認識することから、労働問題は物質的であると

いうよりは、むしろ倫理的性格を持つものとして規定している。44)それゆえ、生産管理の指

導原理が「科学化の原理」であったのに対して、労務管理の指導原理を「人格化の原理」

あるいは「人間性の原理」に求めることから、労務管理の体系化を主張しているのである。

この「人格化の原理」は、労働者を単なる機械を超えた人間存在として把握する態度であ

り、企業内で発生する種々の人間集団が形成する人間的態度を管理者と労働者との新しい

関係として捉える精神、すなわち新産業精神（the new sprite of industry）として規定され

ることになる。45) 

 このように、O.シェルドンは、経営での物的要因と人的要因の二元的構造から、生産管

理と労務管理という経営管理の二重構造を指摘し、それぞれに適用される指導原理を「科

学化の原理」と「人間性の原理」とした。とはいえ、こうした二つの指導原理が、並列的

に、あるいは、対立的に存在意義を持つのではなく、また、相互に補完的な関係を果たす

ものとして存在するものでもなく、新しい人間観とそこに形成される「新産業精神」を基

盤に指導されるとすることに注目しなければならない。すなわち、人間性の原理を科学化

の原理の上位に位置づけ、科学化の原理を人間性の原理のもとで規定し、限定するものと

しているのである。ここに科学的管理法を中核とした経営技術型の経営理念とは、根本的

に相違する経営理念が主張されているということができるのである。 
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 以上、O.シェルドンの公共サービス型経営理念の特徴を整理してきた。O.シェルドンは

第一次大戦後のイギリスにおける特殊な経済状況や雇用と失業といった労働問題を実践的

に経験することから、経営者の公共全般への責任、すなわち、企業の外部環境に対して負

う責任があると同時に、従業員への責任、すなわち、企業の内部環境に対して責任を負う

ことを主張している。企業の外部環境に対しては、「サービス精神」を基本とし、企業の内

部環境に対しては、「社会的責任」を基本としている。しかしながら、従業員の二面性を理

解することから、経営者にとっては二重責任を意味することから生産管理と労務管理とい

う管理の二重構造を指摘することになるのであるが、「社会的責任」はサービス精神から導

き出されたものであるとすることによって、経営の目的と責任の一体化と体系化を試みた

のである。それゆえ、O.シェルドンは「社会的責任」は産業内部の責任・従業員への責任

の基本であるとしながらも、同じ人間が公共の進歩に役立つ人間として、産業外部に輩出

する責任として認識していることからも、すべて公共サービスとの関係で思考していると

言える。まさに、O.シェルドンの経営理念をして公共サービス型経営理念と呼ぶゆえんで

もある。 

  3．R.イールズの均衡型経営理念 

 R.イールズ（Richard Eells）は、1960 年から 1970 年代にかけてコロンビア大学を拠点

に活躍した経営学ないし企業論の研究者である。産業社会と現代的企業について、技術論

的よりも哲学的な考察に加え、自由の問題や利害の集結体の意味を論じている。特に、社

会的責任の観点から「良く調和した会社」の提唱がなされている。46)その成果を代表するも

のが、1960 年に出版された『現代企業の意味』（The Meaning of Modern Business）であ

る。この著書はその副題からも理解できるように巨大企業の哲学序説（An Introduction to 

the Philosophy of Large Corporate Enterprise）であり、全体がいわゆる経営哲学の書で

あると言われている。とくに「社会的責任」に関する経営哲学の書と言われる。さらに、

R.イールズは C.ウオールトン（Clarence Walton）との共著として 1961 年に、『企業活動

の概念的基礎』（Conceptual Foundations of Business）を出版している。この著書も同じ

く経営理念ないし経営哲学の書である。ここでは 1960 年の『現代企業の意味』の中で主張

された R.イールズの企業観を中心に社会的責任に論及する経営理念の内容を考察すること

にしたい。 

 R.イールズの企業観は、企業を伝統的会社、母体的会社、中道的会社の 3 類型にモデル

化することから、それぞれの企業特性を整理していることにまず特徴がある 30)。そして、

それぞれの企業モデルの特性を基盤に、それぞれの特性に適合した経営責任を指摘するこ

とから、いわゆる社会的責任へと発展する経営責任を主張する経営理念の形成を指摘して

いるのである。以下、R.イールズの指摘する 3 類型の企業モデルに従って、その特徴と経
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営責任の内容を整理しておこう。47) 

  1）伝統的会社モデルと特徴 

 R.イールズが類型化する会社モデルの第 1 は「伝統的会社」と呼ばれるものであるが、

この「伝統的会社」が他の 2 つの類型モデル（母体的会社、中道的会社）と異なる特性と

しては次の 3 点が指摘される。 

①利潤単一目標 

 伝統的会社モデルの特徴は単一目標であり、しかもその内容は利潤の追求であり、しか

も利潤の最大化であるとする。一般に組織集団の特性はその目標の性格によって規定され

ることから、利潤最大化のみを目標とするところに伝統的会社の特質がある。 

②株主の経済的手段 

 利潤目標という単一目標をとるということは、企業は資本の所有者である株主のための

経済的手段であり株主のみに奉仕する存在であるという理解に連なる。 

④ 経済人モデル 

 株主の経済的手段であり利潤最大化を目標とするという伝統的会社の類型化モデルは、

その目標を達成する方法としては、いわゆる経済人モデルをとることになる。 

 上記のような伝統的会社に特有の 3 つの特性が、そこでの責任の性格をも制約すること

になるのは当然と言えば当然である。 

 R.イールズは、伝統的会社の経営責任を、第一次責任と第二次責任とに分け、第一次責

任は「会社の株主の所有権の利益に奉仕すること」であるとする。つまり、株主への経済

的手段としての責任である。第二次責任として、債権者、従業員、顧客その他への責任を

認めてはいるが、第一次責任が何よりも重視されるとしている。 

 それゆえ、伝統的会社において行われる社会的責任は、いわば「利潤のための社会的責

任」であり、利潤責任たる第一次責任に従属した社会的責任にすぎないことを指摘するこ

とになる。言い換えれば、伝統的会社モデルの責任の特質は、社会的責任そのものを否定

することにあるのではなく、それを第二次責任として、第一次責任（株主への責任）に従

属させるところに存在しているということができる。 

  2）母体的会社モデルと特徴 

 R.イールズが伝統的会社モデルの対極に存在するものとして対比させる企業モデルが母

体的会社である。母体的会社の特性については、次の 4 つの特徴が指摘される。 

①目標の多目標 

 伝統的会社の目標が単一目標であったのに対して、母体的会社の目標は多目標であると

ともに、この多目標には 2 つの意味が存在している。すなわち、①主体の多数性、②内容

の多様性である。主体的にみて、会社への貢献者、あるいは利害関係者が多数となり、そ
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れらの人々に応える必要から当然多目標となる。さらに、内容的にみて、経済活動上の目

標と非経済的目標を考えたときの多様性がある。しかもこの 2 つの要因（多数性と多様性）

は相互に結びついていることから、結局、企業は多数の主体の多様目標に奉仕しなければ

ならないことになる。 

②多数利害関係者の保護者 

 母体的会社は多数の利害関係者すなわち多数の貢献者を保護するための会社である。伝

統的会社のように、単に資本の所有者である株主だけの利益に奉仕するだけでは、その責

任を果たせなくなるのである。 

③全人モデル 

 伝統的会社は単一目標との関連において経済人モデルに依存するのであるが、母体的会

社は多目的・多様性との関連から全人モデルを取ることになる。 

④専門経営者の職務 

 R.イールズは母体的会社を説明する段階において専門経営者の概念を用いている。母体

的会社のモデルは、その対象として大規模企業を想定していることが原因であると言える。

それゆえ、母体的会社の社会的責任を論ずるとき、大規模企業の経営主体は専門経営者で

あるということになれば、言い換えればそれは経営者の社会的責任とみることができる。

また、R.イールズの指摘によれば、母体的会社というのは、つまり母なる会社であり、多

種多様の利害関係者グループを保護する任務がある。それゆえ、その専門経営者の職務は

多数の要求を異にする利害関係者の利益均衡を維持することであるということになる。 

 以上のような母体的会社の特性から理解できるように、母体的会社は広範囲の社会的目

的をもつ社会的会社であると言い換えることができる。この社会的会社という意味は、多

数の利害関係者を内包する会社であるということである。そして、多数の利害関係者を内

包することは、そうした多数の利害関係者の間で納得することのできる利益均衡を図らざ

るを得ないことを意味することになる。R.イールズはさらに、母体的会社には多数の利害

関係者の福祉に奉仕する社会的責任があるという。すなわち、多数の利害関係者の利益の

均衡をとること自体が経営者の社会的責任内容であるが、均衡をとるということは多数の

利害関係者の福祉をも考えることになるとしている。すなわち、多数の利害関係者がもつ

諸要求は単に経済的要求だけでなく、非経済的要求も存在することから、多数の利害関係

者の要求の均衡をとるということは、経済的要求と非経済的要求を含む包括的意味での均

衡をとることを意味するのである。 

 まさに、母体的会社は社会における一市民と同じような位置関係にあり、その経営者は、

社会における市民としての責任を負うだけでなく、会社市民としての母体的会社の代表者

として会社市民が負うべき社会的責任を果たさなければならないのである。48) 
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  3）中道的会社モデルと特徴 

 R.イールズは伝統的会社と母体的会社という両極的モデルを類型化し、その特性を明ら

かにしたあと、中間的なモデルとして中道的会社モデルを類型化している。伝統的会社は

その目的・目標に株主の経済的利益を中心におき社会的機能を手段や方法として使用する

のに対して、母体的会社は会社市民・小社会としてすべての社会的機能を考慮の中に置い

ていた。ここでいう中道的会社はそうした内外の環境に対して調和を維持しながら、会社

の存続を保つモデルとして指摘されている。 

 R.イールズが中道的会社モデルを主張する意図はどこにあるのであろうか。それは、株

主への経済的利益を考え、利潤最大化だけに目標を限定した伝統的会社モデルは非現実的

であり、結局は姿を消すであろうし、反対に、広範な社会目標を受け入れる母体的会社モ

デルは資本主義社会における競争経済において非効率的かつ非能率なことから企業として

の経営機能を失うであろう、という矛盾が潜在するからであった。要するに、伝統的会社

はその目標の限定性ゆえに生存力をもたず、母体的会社はその目標の広範性・包括性ゆえ

に私的企業性を失うことになるのである。このような矛盾が潜在するのは、変化する経営

の内外環境に会社が適応する能力をもたない、すなわち、均衡化と調和性を欠いているこ

とが原因であるとしている。そこで、中道こそ調和的であるとして中道的会社モデルが主

張されることになるのである。 

 R.イールズの主張する中道的会社の目標は多目標であり、その内容には、株主の経済的

利益への奉仕＝利潤目標と、利害関係者の利益への奉仕が含まれている。中道会社の特性

は、伝統的会社のように利潤目標単一・利潤目標偏重でもなく、母体的会社のように社会

的責任偏重でもなく、利潤目標と社会的目標の双方を尊重するという考え方にあった。 

 それでは、中道的会社における社会的責任とはどのようなものであり、また、その社会

的責任の主体と客体をどのように理解すれば良いのであろうか。言うまでもなく中道的会

社においても、専門経営者が社会的責任の主体であることは言うまでもない。ただ、経営

者の責任は分権管理の進行によって、広く従業員に分散されるところに一つの特徴がある

と言える。その上で社会的責任の客体となるのは利害関係者全体を意味することになる。 

 中道的会社においてはじめて利潤目標・利潤責任を基本的・第一次責任として認めると

ともに、利潤の手段ではない社会的責任をも認めることになる。このような論理は一見矛

盾があるのであるが、R.イールズの主張によれば、社会的責任を理解し実行することが会

社の地位を強化し利潤責任をよりよく果たすことになるというのである。社会的責任に対

する「慎重な配慮」というのはアメリカ社会での理想主義と公共利益との融和を意味する

ものであり、それと利潤増大との因果関係をより強固にするための考え方なのである。ま
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さに、中道的会社での経営理念を基礎とした利潤責任と社会的責任とは矛盾・衝突するの

ではなく、むしろ相互に補完しあい、調和するという促進関係にあるとしている。49) 

 以上のように、R.イールズは企業の利潤目標と社会的責任との関係を、企業を 3 類型化

することから、社会的責任均衡・調和型経営理念を明確に主張しようとしたと言える。す

なわち、経営者は企業活動を遂行する場合、企業の存続と発展のために利潤目標を第一次

責任として認識しなければならないが、同時に、企業の社会的責任を果たすことも必要不

可欠となる。それゆえ経営者は、極端な利潤極大化の単一目標を追及するのではなく、ま

た、多目的の追求の中で極端に社会的責任の重要性を主張するのでもなく、利潤目標と企

業の社会的責任との均衡的・調和的な関係を維持しなければならないのである。そのため

の方法と手段を適切かつ迅速に決定することが経営者の最重要な責任となるのである。 

 ここまで経営理念に関する 7 つの代表的な学説を取り上げ、企業主体型経営理念と社会関連

型経営理念とに大まかに区分することから概観してきた。その特徴と内容を整理・比較したの

が表 2 である。 

 

 表 2 各学説にみる経営理念に関する特徴と内容の比較 

学者 特徴 内容 

R.C.デイビス 経営技術型 

経営理念 

資本主義の尊重、私有財産の承認、問題解決

型の経営技術の重視 
企
業
主
体
型
経
営
理
念 

D.マクレガー 人間関係型 

経営理念 

X・Y 理論と組織内人間関係の重視 

公式組織と非公式組織の存在 

J.W.マクガイヤー 社会哲学史型 

経営理念 

社会哲学の内容的発展による利潤の極大化

から社会的責任観の導入への展開 

H.サイモン 経営組織型 

経営理念 

経営組織の尊重、満足原理、経済人概念から

経営人概念へ、合理性の限界  

P.ドラッカー 顧客創造型 

経営理念 

顧客創造の追求、経営の内部環境と外部環境

の区別 
社
会
関
連
型
経
営
理
念 

O.シェルドン 公共サービス型 

経営理念 

公共全般への責任の重視 

サービス責任と社会的責任（人間責任） 

R.イールズ 社会的責任均衡・調

和型経営理念 

3 つの企業観に基づく利潤目標と社会的責任

との均衡と調和の保持 
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教授は、シェルドンの著書の中心的内容はテクニックというよりも、そのテクニックを用

いる心情、態度、哲学、信念であるとしている。 

29) 田代義範訳、『経営管理の哲学』pp.17-25. 

  雲嶋義雄著、『経営管理の生成』p.136. 
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30) 田代義範訳、『経営管理の哲学』pp.42-43, pp.283-284. 

   経営：それは会社の方針の決定、財務、生産、および配給の構造の決定、並びに業務担

当者の終局的統制に関係する。 

   管理：それは経営によって示された範囲内での方針の遂行、及びあてがわれた特定目的

にたいして組織を使用することに関係する。 

   組織：それは個人または集団が遂行すべき仕事をその遂行に必要な能力と結合する過程

であり、作り上げられた職務は、利用できる努力を能率的、体系的、積極的、調

整的に適用するための最善の道筋を用意する。 

31) 田代義範訳、『経営管理の哲学』p.42. 

  上野一郎監訳、『経営管理思想変遷史』p.327. 

32) 田代義範訳、『経営管理の哲学』p.79. 

   企業における広義のマネジメントの機能は、地域社会に対するサービス精神に根差した 2

～3 の原則にのっとっていなければならない。 

第一は、企業の方針や環境や手法といったものは、公共の福祉に貢献するものでなけれ

ばならない。 

第二は、この種の倫理的評価にあたっては、マネジメントを担当するものは、グループ

とか階層とかの利害関係者からではなく、その地域社会全体の道徳的観点から広

く認められるにはどうすればいいかを判断しなければならない。 

第三に、その結果、地域社会というものが正当な賃金と利潤といった問題を解決する場

合の最高権限保持者であり、率先して倫理基準や社会正義という考え方を高めて

いくのは、その地域社会に絶対必要な階級、しかも高度の教育を受けた階級とし

てのマネジメント階層の人に他ならない。 

企業における狭義のマネジメント機能としては, 

 第一に、製造業務を開始するのに絶対必要な機能：購買、設計、装備。 

第二は、実際の生産を扱う機能：原材料を完成品に変えるための技能や努力。 

第三は、製品の製造を促進するのに必要な仕事から成り立つ機能：輸送、計画、対比、

労務。 

第四は、製品の流通（販売）に必要な仕事から成り立っている機能：販売計画、販売

の実施。 

33) 田代義範訳、『経営管理の哲学』p.79. 

   高田 馨著、『経営の目的と責任』pp.108-111. 

34) 田代義範訳、『経営管理の哲学』p.79. 

35) 田代義範訳、『経営管理の哲学』p.79. 
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36) 雲嶋良雄著、『経営管理学の生成』pp.137-138. 

37) 雲嶋良雄著、『経営管理学の生成』p.138. 

  田代義範訳、『経営管理の哲学』p.81. 

38) 田代義範訳、『経営管理の哲学』p.81. 

39) 高田 馨著、『経営の目的と責任』pp.113-114. 

40) 田代義範訳、『経営管理の哲学』pp.82-83. 

  雲嶋良雄著、『経営管理学の生成』pp.138-139. 

    シェルドンは、「社会奉仕動機」の特質を、それが経済的見地よりもむしろ倫理的見地

を強調し、企業所有者の金銭的営利よりも社会全体の福祉を重視している。また、「社会

奉仕動機」は、決して単に企業ないし経営管理の一般社会に対する関係においてのみ主

張されているのではない。シェルドンは、「社会奉仕動機」の具体的内容を、社会的全体

に対する経営管理の関係において理解するのみならず、さらに企業内の社会とくに労働

者に対する経営管理の関係においても理解しようとしている。 

41) 雲嶋良雄著、『経営管理学の生成』p.155. 

42) 田代義範訳、『経営管理の哲学』pp.215-219. 

43) 岩尾裕純編著、『講座経営理論Ⅱ』pp.254-255. 

44) 田代義範訳、『経営管理の哲学』p.33. 

45) 雲嶋良雄著、『経営管理学の生成』pp.159-160 

   「人格化の原則」を具体的に施行する方策として、シェルドンは労務管理の制度に雇用、

訓練、雇用の安定、福利、賃金、労資協同の諸業務を含めている。中でも「人格化の原則」

の展開として労務管理の核心をなすものは労資協同の問題であるとしている。 

46) 経営学史学会編、『経営学史辞典』p.281. 

47) 高田 馨著、『経営の目的と責任』pp.151-162. 

48) Eells Richard, The Meaning of Modern Business—An Introduction to the Philosophy of 

Large Corporate Enterprise−, 1960, pp.51-52. 

  高田 馨著、『経営の目的と責任』p.8. 

     伝統的会社モデルにおける「利潤に従属した社会的責任」「利潤のための社会的責任」の

概念は、「利潤に従属しない社会的責任」「利潤のためではない社会的責任」の存在を前提

にしており、それこそが本格的社会的責任であるとしている。この本格的社会的責任の特

徴は、多種多様の要求を均衡化させ、調整させる責任であると言えるが、それだけではな

く、社会的責任には倫理の問題が含まれている。それゆえ、社会的責任とは、「支配的な倫

理規範」に従う責任として規定されることになる。 

49) 高田 馨著、『経営の目的と責任』p.162. 
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Ⅳ おわりに 

 

 企業目的が利潤の追求にあることを否定することはできない。一方で、極端な単一目的

説を強調し続けることも不可能である。そこに複数目的説が主張され、目的の複雑さが増

大するにつれ、企業の目的とは何かという本質的な内容が曖昧になってきたのも現実であ

る。本章では 7 つの学説を取り上げ、企業の目的は利潤の追求であることを根底に、その

本質的目的を達成させる責任を負う経営主体である専門経営者が如何なる経営理念や哲学

をもって、それを実行すべきであるかの考え方あるいは拠り所を理論的かつ歴史的な視点

から概観してきた。その過程において、企業目的を達成するための考え方あるいは拠り所

となる経営理念は、企業を取り巻く時代の経済的・社会的状況の変遷に伴って変化すると

ともに、経営の主体である経営者の考え方、すなわち、人生哲学や経営哲学によっても経

営理念が相違していることが理解できた。 

 R.C.デイビスの経営理念は社会主義の台頭から資本主義を守ること、そして、企業所有

者の私有財産権を守ることを重視するものであった。その役割を果たす中心的な対象を企

業に求めることから、企業の存続と発展が第一であり、利益の追求が大事なことを主張し

た。この利潤の追求こそが資本主義社会を守り、企業の社会的責任を果たすことになると

している。それゆえ、企業の社会的責任の内容はともかく、それを無視したものではない

が、個人主義、自由主義の色彩が強く、資本による支配的性格が存在していることから、

古典的経営哲学、古典的経営理念と呼ばれるところでもある。R.C.デイビスの経営理念の

特徴は資本主義と企業の存続のための利潤の追求手段を目的とした経営技術型経営理念で

あったと言える。 

 D.マクレガーの経営理念は、「機械化の原則」による極端な合理性と能率性の追求の結果

として「人間性の無視」が世論として拡大される中で、従来の企業観と経営観の反省から、

その根底にある人間観（X 理論的人間観）を反省し、そして正当な人間観（Y 理論的人間観）

を考えることから、効率的経営思考による新たな経営理念を主張するものであった。それ

ゆえ、D.マクレガーの経営理念はこれまでのような企業所有者に対する尊重のみならず、

企業内すべての人間、すなわち労働者をも重視するものであったと言える。ただ注意すべ

きことは、「機械化の原則」そのものを否定したのではなく、経営活動の合理的・能率的な

追求には「機械化の原則」を基盤に、このような新しい人間観を、将来の経営活動におい

て経営者が持つべき理念であるとして、企業内部での人間関係の果たす役割とその重要性

を重視したのである。D.マクレガーの経営理念が人間関係型経営理念と言われるゆえんで
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ある。 

 J.W.マクガイヤーは企業重視と同時に、企業は社会の中の存在物であることに注目をし

始めた初期の人物である。企業の発展に伴って、企業を取り巻く環境は企業の内部環境、

すなわち所有者、労働者、企業そのものだけでなく、企業の外部環境、つまり企業と社会

の関係も重視すべきことを強調したのである。それゆえ、J.W.マクガイヤーの経営理念は

そうした企業を取り巻く環境変化を説明する方法として経済・社会思想家を中心に取り上

げ、古典的なものから現代的なものにいたる経済・社会に対する考え方の流れを展望し、「経

済人」モデルの伝統的思想から、環境に適応して企業が変化してゆくとする社会進化論へ、

さらに企業が環境を変えるという実利主義への思想の変化への展開を指摘した。さらに社

会的責任観の導入により、企業と社会の関係を考慮した経営理念の不可欠性を主張してい

る。それゆえ、J.W.マクガイヤーの経営理念の特徴は社会哲学史型経営理念であると言え

る。 

 H.サイモンは、C.バーナードの近代的組織論を根底に置きながら、企業という特殊組織

の主体は企業そのものではなく、組織内部の企業構成員であることを主張する。企業を取

り巻く環境の複雑性と「合理的限界」を持つ人間の存在を前提とするとき、それを補完し、

解決する手段としての組織の必要を強調することから、企業組織内での人々の結合と協力

が重要であることを主張した。企業を強くするために、経営者は「合理的限界」を持つ人

間の意思決定過程としての組織を重視した経営観を持たなければならないと、H.サイモン

は強調している。そうしたことから、H.サイモンの経営理念は経営組織型経営理念と呼ぶ

ことができる。 

 P.ドラッカーはファシズムの台頭と脅威に対抗する新しい社会の形成を追及するという

強い信念をもって新しい経営を考察することから、企業は社会内における 1 つの存在であ

り、企業の最高目標の対象は企業内部ではなく、企業の外部にあることを主張した。つま

り、企業の最高目標は企業外部に存在する消費者、すなわち市場であり、顧客創造にある

とした。企業が発展するためには、単に企業組織の内部環境に焦点をあて対処するだけで

なく、企業の外部環境に対する重視、特に、市場を形成する顧客に注目する市場創造によ

って企業の外部から強い力を内部に入れることの重要性を指摘した。そこには、P.ドラッカ

ーが企業の存続と成長を重視する未来志向的経営観が存在したことが示されている。それ

ゆえ、P.ドラッカーの経営理念は顧客創造型経営理念と呼ばれるのである。 

 O.シェルドンは第一次大戦後のイギリスにおける特殊な経済状況に伴う雇用や失業とい

った労働問題を直接経験することから、経営者には公共全般への責任があるとともに、従

業員への責任も負うことを主張した。前者は企業の外部環境に対して負う責任であり、「サ

ービス精神」を基本としていた。後者は企業の内部環境、言い換えれば、従業員に対して
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責任を負うことで、「社会的責任」という言葉で表されている。この「社会的責任」はサー

ビス精神から導き出されたものであり、社会に有益な従業員を育成する責任を果たすとい

う意味を持つものであった。それゆえ、O.シェルドンの経営理念は公共サービス型経営理

念ということができる。 

 R.イールズは企業の利潤目標と本格的な社会的責任との関係を明確に主張しようとした。

すなわち、経営者は企業活動を行うときに、企業の存続のために利潤目標を第一目的とし

て認識することになるのであるが、同時に、企業の社会的責任を果たすことも必要不可欠

であるとする。R.イールズは企業の形態を 3 つのモデルに区分し、それぞれの企業モデル

の特徴を指摘することから、伝統的企業モデル、母体的企業モデルに対して中道的企業モ

デルを理想的企業モデルとして示すことから、経営者は利潤目標と企業の社会的責任との

均衡・調和的な関係を維持しなければならないことを強調している。そうしたことからも、

R.イールズの経営理念は社会的責任均衡・調和型経営理念であると言える。 

 以上、20 世紀において代表的な７名の経営学者の経営理念を概観・整理してきた。R.C.

デイビスや D.マクレガー、J.W.マクガイヤー、H.サイモンの学説は別の言い方をすれば、

企業主体型経営理念と呼ぶことができる。すなわち、企業と企業内部の諸要因に焦点を置

き、利潤の追求が経営者の第一の経営目的であることを前提として、企業そのものや企業

組織の内部環境を経営技術、人間関係、組織的措置などそれぞれの側面から強化・充実さ

せる考え方を重視したものであった。これに対して、P.ドラッカー、O.シェルドン、R.イー

ルズらの学説は社会関連型経営理念と呼ぶことができる。P.ドラッカーの顧客創造の観点を

はじめ、O.シェルドン、R.イールズは, 特殊な人生経験や社会経験を通して社会における

企業の果たす意義や存在位置を認識し、社会的責任観の導入を不可欠の要素であると主張

することから、はじめて企業と社会の関連性を強調したと言える。企業が社会の中に存在

する 1 つの組織体であるという認識は、消費者である顧客や社会の価値観に適合しなけれ

ば企業は利潤の追求はおろか、長く存続し、発展できないという考え方を基盤とする経営

理念に繋がっていくのである。 

 究極の企業目的である利潤の追求にとって、その実現のための考え方や拠り所を提供す

る意義と役割を果たす意味において、経営理念は安定性を持ち続けなければならない。一

方で、時間的に変化する経済的・社会的状況の中で、その時代背景を形成する諸要因を考

慮し、適合した経営理念や経営哲学を基盤に経営目的の策定と達成のための考え方や拠り

所を提供するという意味においては変化を余儀なくされることになる。経営理念に関する

安定性は、利潤の追求という企業目的に対する考え方と拠り所、加えて、経営資源である

物的要因と人的要因に対する絶え間ない考え方に見ることができた。特に、人的要因に対

する考え方には継続的な安定性と同時に、絶え間ない内容的変化が見られるのである。そ
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して、人的要因に関連する経営理念の変化が企業の社会的責任という言葉を生み出し、そ

こに含まれる内容と意味に発展的な相違をもたらせることから、企業と環境を重視した「企

業と社会」論や社会的責任論へと展開することに繋がることになるのである。 

 現代企業にとって、企業と社会はさらに緊密な関係へと発展してきている。優れた経営

者は往々にして企業を社会との調和と融合、共存共生的な経営理念をもっていると言われ

る。ただ、このような経営理念論を代表する学説を基礎に、企業主体型経営理念から社会

関連型経営理念への進展を理解し、さらなる将来的な環境に適合した経営理念を策定する

ためには、企業を取り巻く環境を明確に分析し、把握することが必要となる。資本主義経

済社会における企業にとっての環境とは何か、いかに企業環境を有効に類型化し、理解す

るのか、そして、企業と環境（社会）との調和と均衡をいかにとるのかなど、企業の社会

的責任論を含め、企業の経営環境論と経営理念との関連に関する考察が次の課題となる。 
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 第 4 章 企業環境論の台頭と経営理念論の衰退 
 

Ⅰ はじめに 

 

 企業にとって、本来の企業目的を達成するためには、人々のエネルギーを結集させる経

営理念の構築と共有が重要である。ここでの経営理念とは、経営者個人が抱く哲学や信念

が中核を形成することは当然であるが、それだけでなく、従業員の欲求や動機、社会的要

請をも含めた 3 つの要素が相互に作用することから創出される企業経営の拠り所となるべ

き指導原理のことを指している。 

 ところで、近年、企業と社会・自然環境とのかかわりがクローズアップされている。企

業行動の決定にそうした環境からの要請が大きな影響を与えてきているのである。一般的

に、企業経営の戦略策定上影響を与える経営環境としては、マクロ環境としての政治環境、

経済環境、社会環境、自然環境、さらにミクロ環境としての競争環境、市場環境、技術環

境等が挙げられるが、従来は主に競争環境、市場環境、技術環境など企業目的である利潤

の追求に直接関係のある環境分析が重要視されてきた。しかし、現代企業の現状や現代経

営学では、社会的存在ひいては世界市民の一員としての企業のあり方への関心の高まりに

伴って、社会環境や自然環境と企業のかかわりへの関心が高まってきている。それゆえ、

現代企業は自然環境や社会への配慮といった多様な利害関係者を視野にいれざるを得ず、

そのことが本来の経営理念にどのように関連するのかを十分に考えず、社会に要請されて

いるとされる多岐にわたる様々な環境要請を重視する傾向を示しているのである。 

 企業は、本来経営理念を基盤にして企業行動を行なって来たのである。経営理念をベー

スにしない企業行動は、経営の拠り所を失うことから、統一性を維持できなくなる。その

結果、企業目的を達成できなくなると言える。ところがその傾向を示す典型的な事例が環

境概念の拡散であり、流行的な社会的責任の主張であると考えられる。本来、経営者は企

業の目的、つまり利潤を追求する過程で、企業の直接的利害関係者に対して社会的責任を

負うべきであるが、今日にいたっては、社会的責任そのものに大きな注目が寄せられてい

る。1990 年代からグローバルに広がってきた企業の社会的責任を求める潮流は企業に大き

な影響を与え、社会的責任を果たすべき企業のあり方について本格的な議論が始まってい

る。そこでは企業は社会を構成する一員として果たすべき、あるいは果たさざるを得ない

社会的責任への理解を深めていくことが不可欠とされてきた。それゆえ、社会が要請する

とされる多くの環境要素を配慮して、企業行動を実行してゆくことになるのであるが、一

方で本来拠り所として、企業が持ってきた経営理念の意義や役割が弱くなり、ついには機

能していないのが現状である。 
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 混沌とした 20 世紀末から 21 世紀における現代社会において、経営理念の衰退や企業の

社会的責任の拡充などの問題は「社会の公器」と言われる企業経営の環境問題と密接な関

連をもっているのである。それでは、企業とそれを取り巻く環境との間にどのような変化

が生じているのであろうか。企業と社会の関係を明らかにするためには、何よりもまず、

企業と環境について客観的な分析を試みる必要がある。そのためにも、企業活動の拠り所

である経営理念の安定と変化という視点から経営理念論の衰退を企業環境概念の拡散と企

業環境論の台頭を議論の対象に批判的な立場から検討することにしたい。 

 

Ⅱ 経営理念の衰退と企業環境概念の拡散 

 

 従来、企業環境という場合、株主、従業員、顧客などの単純に企業と直接に緊密な関係

を持っている要素を指していたが、企業規模が大きくなるに従い、企業の直接的利害関係

者の拡大にとどまらず、間接的利害関係者も環境要因に取り入れられてきたことから、企

業を取り巻く環境は複雑多岐にわたってきた。 

 ここでいう「企業環境」は、経済的環境や自然環境だけでなく、政治や法律的な諸制度

さらには、より一般的な国民意識のあり方いわゆる世論などをも含む、まさに企業を取り

巻く諸環境全般を指すことになるのである。それゆえ「企業環境」と「経営環境」とは同

じ意味ではないことにまず注意しなければならない。「経営環境」は、通常、企業の経営戦

略上の観点から分析の対象となってきた。これに対し、「企業環境」は、企業の社会的位置

の観点から分析の対象として、「企業とそれを取り巻く諸環境」との関係に着目するという

視点において大きな相違が存在しているのである。 

 このように「企業環境」と「経営環境」の相違に注目するには理由が存在している。そ

の第 1 の理由は、企業観の変化である。すなわち、企業の経営活動が利潤の追求という唯

一の目的のために行われる「所有者主体」・「企業主体」の観点から、企業は社会の中に存

在する 1 つの組織体であるとして、企業と社会の関係を重視する「社会関連主体」の観点

へと進展しているからである。 

 第 2 の理由は、現在解決を迫られている多くの社会的問題が、「企業」を社会的にどのよ

うに位置づけるかという問題と密接に関連していることに起因している。例えば、いわゆ

る「地球環境問題」は、その多くが深刻化する環境破壊への対応という人類史的課題を企

業の日常的な利潤追求活動の中にいかに矛盾なく取り込んでいくかという問題に行きつく

ことになる。そして、それは結局のところ、企業と行政、企業と消費者、企業と地域住民

といった「企業とそれを取り巻く諸環境」との間にどのような関係を構築していくかとい

う問題に行きつくことになるのである。こうした諸問題の現実的な解決の方向を見出そう
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とすれば、「経営環境」への視点を超えて、「企業環境」という視点がむしろ不可欠となら

ざるを得ないのである。 

  1．企業環境の概念 

 企業環境は、文字通り企業を取り巻く社会的な情勢、状況のことであり、企業の経営に

関するすべての要因の総合を意味している。企業経営は真空の中で行われるのではなく、

必ず企業を取り巻く複雑で総合的な環境の中で行うことを不可欠としている。例えば、特

定の地域、社会、時代を背景としながら、自然的、社会的、経済的、政治的、文化的など

の環境の中で、企業経営は進展していくことになる。 

  2．企業環境の類型 

 企業環境の概念を、その経営を取り巻く要因の総合として見るとき、企業環境の問題は

社会情勢や社会構造の変化に代表される経営の外部的状況の変化、経営の組織的・管理的

構造の変化に代表される経営の内部的状況の変化によって引き起こされることになる。具

体的には技術革新の高度化と内外市場構造の変化が企業環境の中心的な問題になることは

言うまでもない。そして経営主体にとって、これら 2 つの構造変化をいかに的確に理解し、

いかに対処するかが問題となる。それゆえ企業環境は、まずは、外部的、内部的環境に類

型化されることになるのである。 

 企業環境の類型化を検討するとき、R.A.ゴードン（Robert. A. Gordon）によって示され

た企業をめぐる利害関係者集団（interest groups）、いわゆる企業の社会関係に関する構造

に注目することは企業環境の類型化とその構成要因の理解にとって非常に参考になる。 

 R.A.ゴードンは経営者の果たすリーダーシップ職能の重要性を主張したことで知られて

いる。1）R.A.ゴードンのリーダーシップ論は意思決定と調整という２つの要素によって構

成され、経営者は経営の外部的諸関係に関する考察と経営の内部的諸問題に関する考察を

行い、社会経済機構との関連から、最終的な意思決定と調整を実行することであるとして

いる。R.A.ゴードンがそうしたリーダーシップ論を展開する中で利害関係集団に関して、

次のような８つの構成要因を指摘し、そこでの基本的利害関係を主張している２)。 

① 自己資本家（株主）————投下資本の価値の維持、増大と資本報酬（利益配当）の増大 

② 長短資金の提供者————貸付資本の回収と利子支払の確実性 

③ 販売や貸与による財貨の供給者————取引関係の安定、公正と受取対価の適正と確実 

④ 顧客————提供される財貨、サービスの質の優良と価格の低廉 

⑤ 同一、または関連産業部門の競争企業————競争の公正 

⑥ 従業員————雇用の安定、賃銀、給料、労働時間、その他労働条件の適正、改善、向上 

⑦ 政府————地域社会の公共福祉に関する利害関係者の代表として福祉の維持と徴税者と

して企業に適正な租税収入の確保の要求 
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⑧ 地域社会————企業に必要な財務的、法律的、技術的サービスの提供者として地域社会

の一般福祉の増進 

 企業は以上のような 8 つの構成要因に関連した利害関係のなかで、一定の社会関係を維

持していかなければならない。そのためにも企業は各構成要因との間での納得と協力を得

ながら生産活動や販売活動、さらには利潤としての成果配分を行い、各構成要因の要請に

応える必要がある。視点を変えれば、各構成要因の納得と協力はそれぞれのもつ利害関係

に依存することから、企業への影響力には相違や矛盾をもたらすことになる。 

 そうした意味において構成要因は圧力グループ（pressure group）であるが、それは単純

に敵対関係を示すものではなく、むしろ企業の存続、発展のために協力する関係にあると

言うこともできるのである。まさに、構成要因は企業経営の遂行にとって不可欠の要因な

のである。仮に、ある構成要因が他の構成要因のもつ要請や非難によって否定されるなら

ば、その否定された要因は企業を取り巻く他要因の社会関係としての協力関係を解消し、

企業関係から離脱することになる。このことは、同時に否定した要因自体も否定されるこ

ととなるので、企業の全構成要因の存在自体が危険となることを意味している。これが競

争社会における現状であると言える。そこで企業による構成要因間の利害関係の調整が必

要となることになる。ここでいう調整とは他を肯定しながら、同時に自己を他に肯定させ

るという関係を作ることである。言い換えれば、対立に対する納得と協働の実現である。

すなわち、調整は個における「十分なる満足」に取って替わることのできる関係集団にお

ける「不十分なる満足」との調和の状態として考えられる。このことは、構成要因のもつ

「満足の程度」は決して画一的なものではなく、それは構成要因の存在する社会の状態、

特質、動向等により異なり、さらに時間的、場所的、空間的意味においても決して同じで

はないという考え方が根底に存在している。3） 

 R.A.ゴードンの利害関係者集団の指摘からもわかるように、いまや企業環境における内

部的環境と、外部的環境の分類的存在を否定することはできない。これを経営者、ないし

経営責任者の立場よりみる場合、次のように区分することができる。 

 企業環境： 

a．外部的環境————資金提供者、供給者、顧客、競争企業、政府、地域社会、労働組合 

b．内部的環境————自己資本家、従業員 

c. 統合的環境————精神的環境 

 このように環境を区別する根拠は、とくに内部的環境を組織し、統制する経営者ととも

に自己資本家と従業員が、実践において企業の存続発展に直接的・間接的に責任を持たざ

るを得ないことから、企業責任を負担する立場にあり、しかもいかなる経営活動も、つね

に、従業員をはじめとする人的資源を介して外部的環境に適応しなければならないことに
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存在している。 

1） 企業の外部的環境 

 企業環境は企業を取り巻き、かつこれと接触を保つ社会的、文化的、制度的、および法

制的関係である。しかしそれは主として外部的環境における一般的意味での理解であると

も言える。4）そうした諸関係は企業の内部的環境にも同様に理解されるものでもある。と

いうのも企業経営は一般社会の縮図として考えられるからである。それゆえ外部的環境は

広義の社会的環境と法制的環境として理解することができる。前者に関わるものとして社

会、経済、政治、倫理、教育、宗教、芸術等の社会関連的側面とそれらの影響が指摘され

る。その後者に関わるものとして法律の思想的変化、現実の社会の変化、国家の公共保護

の法制関連的側面とその影響が考えられる。このように企業の外部的環境は企業の存続と

発展に緊密な関係があり、大きな影響を与える外部要因の総和であることは言うまでもな

いことである。こうした経営の外部環境要因の相関を詳細に示しているのが S.D.ウオルト

ン（Scott D.Walton）の“経営の経済的・社会的・政治的環境に関する図”である。5） 

 

(Walton.S.D;American Business and it`Environment,1966,p.2.) 
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2）企業の内部的環境 

 企業の内部的環境は人間間の理解として注目し、その人的秩序体系として理解すること

が重要であると言える。その場合、経営の内部的環境は、経営者の経営理念、経営方針、

経営目的、経営計画、経営手続、経営における作業、ならびに管理の技術や行動の体系等

の統合として形成されることに注意しなければならない。 

 しかし、特に、経営者の公式組織における理念、態度、行動と、これに対する従業員の

理解の度合や態度との間に生ずる心理的要因に影響を受けた人間関係が大きく内部的環境

を支配することになる。これが従業員の潜在的能力の発揮に大きく影響することは言うま

でもない。この場合、内部的環境は経営者と従業員との上下関係、とくに両者の依存協力

関係によることになるのであるが、この依存協力関係を支配するのは従業員に受容される

反応を左右する経営者の態度である。端的に言えば従業員が「いかに管理されているか」

を示す態度と見ることができる。そこで注意すべきことは、経営者により、とくに、①公

平なる取扱い、②部下に対する信頼と依存の関係等が明確に存在する場合は経営者によっ

て良好な内部的環境が作られていることを示している。6)また、D.マクレガーのいうように、

経営者と従業員との間で生まれる環境は、多くの場合、日常の行動上に見られる経営者の

従業員一般についての考え方や、無意識のうちに発せられる言動によって決まることが多

いということである 7)。このように企業の内部的環境は企業内部に存在する人的要因、物的

要因および文化的要因の総和であるということができる。言い換えれば、それが人間関係

の「環境」を決定するのである。そこでは、毎日の経営者の考え方や態度が、会社の一員

として部下が目標を達成し、欲求を満足させる能力についての、部下の期待に影響を及ぼ

すのである。公式の方針・計画・手続きが実施され、受け取られるのは経営環境の中にお

いてである。経営環境（内部的環境）こそ第一であり、管理のメカニズムは二の次という

ことになる。 

3) 企業の総合的環境————精神的環境 

 以上のように、内部的・外部的環境を理解するとしても、企業環境自体は決して明確に 2

つの環境要因に区分されるとはいえないのである。それはこの 2 つの環境が主として経営

者と従業員の活動を媒介として区別されながら、常に、相互に密接に関連することによっ

て、そこに経営活動の遂行が可能となるからである。経営者と従業員はこの 2 つの環境の

相互依存関係を有効に結合させるのに必要不可欠な担い手であると言える。それゆえ、内

部環境と外部環境を統合させる第 3 の環境区分として 2 つの環境に共有する要素を基礎と

した統合的環境、言い換えれば、精神的環境が指摘されることになる。 

  （1）精神的環境の経営学的意味 

 企業の内部的・外部的環境における共有的、基本的な環境構成要因は何かという考え方
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から、統合的環境類型として精神的環境が指摘される。精神的環境とは、人々が形成、維

持、発展させてきたある種の精神的伝統を意味し、それが経営においては経営理念、経営

目標、および種々の経営活動に影響するものであるとされる。8)逆に言えば、精神的環境を

通して経営内部にある従業員を対象としながら、かつ従業員を介して経営の外部環境を統

制することを可能とするものでもある。まさに精神的環境は政治的、経済的環境にその存

在の根拠を与えるとともに、そうした外部環境を包括的に規制する基本的性格をもつもの

として理解することができる。その意味において、統合的環境として新たな精神的環境が

主張されるのである。 

  （2）精神的環境の特質（J.C.アベグレンの学説を中心として） 

 欧米において精神的環境の特質を構成する要因としては本人主義、職務中心主義、能率

主義が指摘される。これに対し日本においては垂直主義、家族主義、全体主義が主張され

るのである。ところが、この日本の経営における精神的環境はこれまでの家族主義の長所

を維持し、同時に欧米の、とくに職能主義の長所を導入する傾向を示している。それは日

本企業においても精神的環境の特質が個人主義、機能主義へと移行していることを意味し

ている。『日本の経営』（The Japanese Factory,1958）の著者である J.C.アベグレン(James 

C. Abegglen)が、日本青年会議所東海地区協議会主催の講演会で「アメリカからみた日本の

経営」—−—−国際化時代における経営者のあり方—−—−というテーマの中で日本の精神的環境

に関する興味深い指摘をしている。9)J.C.アベグレンの専門分野が、心理学、人類学である

ことから文化人類学の立場から雇用慣行としての終身雇用や年功制、稟議的意思決定に関

する実証的研究を基礎に、日本的経営での人間関係に注目し、人間が企業の最重要な要素

であるという観点に立つことから、J.C.アベグレンは日本経済成長の特質を日本特有の歴史

社会的伝統の上における①独自の思考習慣、②独自の社会関係、および③卓越した技術能

力の 3 要因に求め、これらが相互に社会的調和を保持しながら欧米の工業化精神を導入し、

かつ、それを消化してきたことを指摘している。そして J.C.アベグレンはそうした日本独

自の歴史社会的伝統—−—−経営家父長主義の容認—−—−をもつ社会経済の体制を、西洋のそれ

とも、全体主義国のそれとも異なる「第 3 のパターン」と呼んでいる。この「第 3 のパタ

ーン」に関して J.C.アベグレンの書物の序文を書いた E.ヘーゲン（Everett Einar Hagen）

は次のように記述している。10)「たしかに、アメリカの経営者の視点から判断すれば、日本

の人事管理の方式は非能率である。にもかかわらず、実際にはそれは能率的であり、しか

も高度に能率的である。プディングの味は食べてみなければわからない。」言うまでもなく、

それは終身雇用制→年功序列制を基礎に企業への従業員の忠誠心を育成する社会体制であ

り、日本独自の家父長的意味をもつ精神的環境の発展を意味していたのである。 

 J.C.アベグレンは、日本の精神的環境の特徴を次のように指摘している。11) 
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 ①政府と企業の友好的な協力関係の形成—−—−欧米ではこの両者の関係はそれほど密接的、

友好的ではないが、日本では独自の仲間意識による協力関係（partnership）が存在し、こ

れが経営成長を促進させている。さらに今後、政府の福祉政策ないし社会保障に関する政

策の発展により政府と中小企業との関係は、ますます積極的な協力化を促進させることか

ら、これがまた経済成長に役立つことになる。 

 ②金融面における企業援助関係の形成—−—−一般的に、産業資本の構成比率をみるとアメ

リカでは全産業の平均で自己資本約 70％、他人資本約 30％、日本では前者約 20％、後者

約 80％である。この日本の自己資本比率の低さはアメリカ経済社会では破局的財務リスク

の状態を示している。ところが、日本企業が維持・存続でき、むしろ、安定と繁栄を可能

とするのは政府と金融機関と企業との 3 者関係において経営家父長主義が貫かれており財

務援助、財務保障が制度化されていることによる。 

 ③雇用関係—−—−日本における雇用関係の特徴は、終身雇用制、年功序列制にある。これ

が日本の経済成長、ないし企業の経営にとって有利な条件となっている。この制度のもと

では成長企業は、一般に、大量雇用の傾向となり、そのため経営は雇用中心の労務管理を

とることになる。このことは、一方では人件費の限界が低賃金を必然化することになるが、

他方では大量仕入、大量生産、大量販売等による規模を基礎とした経営活動は「規模の経

済」による高能率と成果拡大をもたらし、逆に高賃金を可能にする。加えて、経済成長の

下で、中小企業における労働力不足は高賃金を不可欠とする。かくして大企業と中小企業

間の賃金格差は縮小傾向となる。また労働組合は日本企業のもつ歴史社会的特質を反映し

て主として企業別組合の形態をとるため、ストライキの規模も比較的に小さく、経済成長

の重大な阻害要因とはならない。これに対して、アメリカの労働組合の形態は職業別、産

業別組合の形態をとることから、ストライキの規模も比較的に大規模となり、その影響は

きわめて大きいのである。さらに終身雇用制、年功序列制のもとではアメリカに比べて労

働移動は一般に少なく、職務遂行の安定化だけでなく、労務費の抑制をももたらすことか

ら、これが経済成長の有利な条件となっている。 

 このように、J.C.アベグレンは日本経済、日本企業の成長的特質を日本独自の精神的環境

に求めている。とくに家父長制度のもとにおける終身雇用制、年功序列制を基礎とした忠

誠心に求めているのである。しかもこの忠誠心は従業員においては能率の向上を、経営者

においては社会的責任への対応行動として表面化するとしている。こうした J.C.アベグレ

ンの指摘する日本独自の精神的環境は、企業環境における連続概念として存在するものと

して理解されると同時に、P.ドラッカーの言う断絶概念に対応するものでもある 12)。P.ドラ

ッカーは、『断絶の時代』の中で、「今日の卓越した経済的な実績、先進国の豊かな大量消

費、先進国の生産性・技術力は、実は、ビクトリア時代及びエドワード時代の経済的・技
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術的な約束ごとを果たした結果であり、いわば当時の経済的ビジョンをその後立証したよ

うなものである。しかしながら、我々は今や世界経済や技術の面で“変化の時代、不連続

の時代”に直面している」と強調している。13)すなわち現代日本の経済成長においてさえ、

①労働力の需給の逆転、②労働対象の変化、これに伴う労働力の質の変化、③労働移動の

増加と迅速化、④民主主義の定着、⑤社会意識の向上、⑥技術革新の生活文化への貢献等

の社会的構造における変化の事実とそこにおける年功序列制や終身雇用制に対する必然的

な変革過程という事実は否定できないことになる。それでは、J.C.アベグレンの言う日本の

精神的環境の連続性はどのような形で継続しているのか、あるいは継続できるのかが問題

となるのである。 

  （3）精神的環境の影響と役割 

 精神的環境は経営者の信念、イデオロギーを変化させ、これに基づき経営目標、さらに

は、経営活動のあり方を変えることになる。そうした精神的影響の変化による経営理念の

変化は経営目標（経済的目標と非経済的目標の均衡）の変化へとつながっていくことにな

る。そのことは経営理念がたどってきた歴史的過程が次のように適切に示しているのであ

る。14) 

① 利潤目標は初期の経営目標であり、もっぱら所有経営者による自己資本増大目的であ

る。そこには家長独裁による家長主義的経営家族主義がもっとも明らかに貫かれてい

る。 

② 売上目標は専門経営者による売上増大、市場占有率増大、経営者地位の上昇目的であ

る。そこには一般に、いまなお、家長主義的色彩が濃厚である。 

③ 経営成果の目標は自己資本家、経営者、および従業員の 3者による共通の目的である。

そこには労働組合の発達が経営者と従業員との共同関係を促進させ、さらに経営者の

社会的責任の自覚がこれを、いっそう必然化させることになる。しかし経営成果の目

標が自己資本家の利益と従業員の利益の統合を示すことは、その意味において家長的

独裁の崩壊と後退を示すことになるのであるが、この経営成果の目標には依然として、

終身雇用制、年功序列制が容認されることから経営家族主義の存在と言うことができ

る。この経営成果の目標と経営家族主義との結合物が、実際的には、労使共同体的利

己主義と呼ばれるものである。そして、この両者の調和と共同をはかるものとして外

部的環境への社会的責任の自覚が取り上げられることになるのである。その結果とし

て経営者は精神的環境を基盤としながら内部的環境においては経営家族主義を維持し、

外部的環境においては社会的責任を果たすことが期待されることになるのである。 

  3．企業環境の重要性と経営理念の衰退 

 企業と環境は緊密な関係で繋がっていることは否定できない事実であるとともに、環境
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は企業が存続していくための基礎であり、基盤である。それゆえ、企業経営に関係するす

べての経営要素は環境の中で獲得されることになる。例えば、人材、材料、エネルギー、

資金、技術、情報など、これらの経営要素がなければ、企業は経営活動を日常的かつ継続

的に遂行することはできない。そして、企業の生産した製品やサービスは市場に提供し販

売されなければならない。市場が存在しなければ、顧客が満足しなければ、製品やサービ

スの価値は社会に認められず、企業も長く存続できないのである。 

 他方、環境は企業にとって機会を与えると同時に、脅威も与えることになるのである。

その際にもっとも重要なことは、企業はいかに環境を認識するのか、そこからどのように

機会を把握し、脅威を回避することができるかということである。また、企業は経営資源

と経営能力を結合させる能動的な組織体でもある。それゆえ企業は単に環境に支配される

ものではなく、環境に適応し、さらには環境を変化させるほどの影響を与えて、社会の発

展と経済の繁栄を促進させることにもなる。 

 このように、企業と環境との基本的関係は、部分と全体という社会・経営構造の中で相

互に依存しながら、均衡関係を持って存在しているのである。それゆえ、企業は存続と発

展をしていくために、適切に環境の変化と内容を理解し分析し、さらに積極的に環境に適

応しなければならないのである。こうしたことから企業の存続と発展を左右するものとし

て企業環境の重要性は充分に理解しなければならないのである。しかしながら、企業環境

の重要性を強調すればするほど、逆に、これまで経営活動の中核的な拠り所としての役割

を果たしてきた経営理念の存在意義はその役割と重要性という意味においてその主体性を

失い、衰退してゆくことになるのである。 

 

 

 

［注］ 

1） R. A. Gordon, Business Leadership in the Large Corporation, 1945, p.3. 

平井泰太郎・森昭夫訳、『ビジネス・リーダーシップ』東洋経済新報社、1954、p.3. 

R.A.ゴードンは、ビジネス・リーダーシップを「企業を組織し、指導する職能であり、経

営の諸活動の進路を規定するところの諸決定をなす職能である。そして個々の事業を経営

することによって全体としての指導者は全一体としての経済機構における活動の指針を導

くこと」と定義している。 

2）R.A. Gordon, Business Leadership in the Large Corporation, pp.147-267, pp.67-115. 

   平井泰太郎・森昭夫訳、『ビジネス・リーダーシップ』pp.157-286, pp.71-105. 

     ゴードンにおける外部的諸関係としては、利害者集団（株主・金融者集団・政府機関・そ
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の他）とのビジネス・リーダーシップの結びつきを分析している。内部的諸問題としては、

最高経営担当者・経営担当者集団・取締役などとのビジネス・リーダーシップの結びつき

を分析している。 

3）R.A.ゴードンの利害者集団や環境要因に対する批判としては、次のものがある。 

  「その一つは、ゴードンが経営管理（経営指導）について決定を行うことの機能にのみ注

目し、その決定を執行または実施する機能については、ほとんど触れていないという点、

その二は、ゴードンのいう利害者集団についてである。彼が利害者集団を分析したことは、

明らかに注目すべき試みである。しかし、彼の分析ではなお利害者集団が、いわば羅列的

に検討されている傾向が否定できない。それぞれの利害者集団の持つ質的な相違の分析が

さらに望ましいと言えよう。のみならず、彼が利害者集団としてあげる労働組合の吟味は

必ずしも充分とは言えない」（笛木正治著、『労資関係と経営管理』pp.38-35.） 

  「労働者の力、政府の力の強大化は紛れもない事実である。だが、彼の掲げる 8 個の利害

者集団なるものは、同列に企業の外部の利害者集団として企業に対して影響を与えるもの

にすぎないのであり、ただ、その影響力においてのみ差のあるものとして把握して良いも

のではない」（三戸 公著、『アメリカ経営思想批判』p.90） 

4）Webster’s College Dictionary, Fifth Ed. , 1945, p.334. 

    ウエブスター（Webster）によれば、“環境は生活体あるいは有機体の発展に作用するすべ

ての外部条件と影響力の総体である”と定義されている。この一般的定義を経営の外部環

境に適応すれば、経営の外部環境とは“経営の活動や発展に作用する全ての外部条件と影

響力である」と言い換えることができ、無限に近い外部環境が存在することが考えられ、

その全てを吟味することは不可能に近いことになる。それゆえ、一定の秩序を形成するた

めにも何らかの方法で外部環境を分類する必要がある。 

5）Scott D. Walton, American Business and its Environment, 1966, pp.11-15. 

  S.D.ウオルトンは、経営に対する外部影響力の主要領域として経済的環境、社会的環境、政

治的環境の 3 領域を示すことによって、外部環境の性格区分を指摘している。 

6）S. D. Walton, American Business and its Environment, p.2. 

7）ダグラス・マクレガー著・高橋達男訳、『企業の人間的側面』1970, pp.156-170. 

8）西尾一郎著、『企業環境論』中央経済社、1973、pp.39-40. 

9）1969.6.15.日本青年会議所第 20 回東海地区会員大会における講述によるが、名古屋商科大学

教授であった西尾一郎氏のまとめによって同年 8 月 18 日中部経済新聞に掲載したものであ

る。 

10）James C. Abegglen, The Japanese Factory : Aspects of Its Social Organization , 

1958.pp.1-2. （占部都美監訳、『日本の経営』ダイヤモンド社、1958、pp.1-2.） 
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11) J. C. Abegglen, The Japanese Factory, p. vii. （占部都美監訳、『日本の経営』p. vii.） 

  日本の工業化に関する外国人学者の見解や評価に関しては、尾高邦雄著、『日本の経営』中

央公論社をはじめとして、多くのものを参照することができる。 

12) 西尾一郎著、『企業環境論』pp.40-41. 

13）P.ドラッカー著・林 雄二郎訳、『断絶の時代―来たるべき知識社会の構想、ドラッカー全

集３』ダイヤモンド社、1972、pp.197-198. 

14）尾高邦雄著、『日本の経営』pp.9-27. 

 

 

 

Ⅲ 企業環境論の台頭と経営理念論からの乖離 

 

 企業環境の複雑化と企業経営に対する重要性の理解は、企業環境論の出現を必然的なも

のとしてきた。もともと、経営学は企業の環境論であるとも言われる。というのも企業経

営は環境を理解せずには経営はできないし、説明をすることもできないからでもある。特

に、企業環境論が注目される理由は、従来の経営学との比較においてより明確に指摘され

ることになる。 

 従来の経営学は、当初、「所与の環境」のなかで「存在する企業」の体質改善を問題とし

てきた。そこでは企業の背景をなす環境は所与の要因、ないし条件として受け取られ、そ

の背景は与えられる情況（situation）として理解することから、その因果関係の分析理解

にまでは至らなかったと言われる。ところが、現代社会において、この所与の要因ないし

条件は量・質ともに大きく変化し、拡大することから、企業は環境との関係を理解するた

めに、その内容や因果関係の分析を行ない、その成果を基礎に新しい環境状態への変化を

迅速に認識し、理解することが不可欠となってきた。すなわち、企業を取り巻く背景が環

境として理解され、その量的にも質的にも拡大した内容が分析理解され、評価され、適応

されることになる。具体的には科学技術の発展（技術革新の進歩）、社会経済の発展（内外

市場構造の変化）、そして政治行政の進歩（国際的社会意識の向上）等は企業が意思決定の

基本的要因として検討せざるを得ない環境要因を構成することになるのである。 

 K.デイビスと R.L.ブルームストローム（Keith Davis and Robert. L. Blomstrom）は、

このことに関して次のように指摘している。1)「100 年前には現代企業の持つ社会性は、ほ

とんど問題にならず、当時の社会関係は単純で、多少存在した複雑性さえ、あまり問題と

はされなかった。経営者の意思決定は明確であった。科学、教育、文化、生産性といった

領域の革新が進展し、人間の知識が発展・増大するにつれて、制度や各種の利害関係集団
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は経営環境に積極的に参加するところとなる。したがって、今日の経営は関係する多くの

利害者集団との調整が大きな仕事となっている。」こうした経営環境の現象を次のように図

式化している。 

 

 (K.Davis&R.L.Blomstrom;Business and its Environment,1966.p.5) 

 

 以上のような背景から、企業環境論は企業と環境との因果関係を論ずる特質をもった理論

であり、実践的即応の経営学として理論と政策の一体化を指向するものとして出現してき

たと言える。しかもその相互関係の理解をこれまでの経営理念にかわって、企業経営の管

理行動の拠り所とすることから、経営学における企業環境論が果たす位置と役割は重要性

を増大させるとともに、さらにはそれを原因とした経営問題の展開を見ることにもなるの

である。 

  1．企業環境論の背景 

 企業環境論は経営学において経営管理論的立場に立った企業と環境との関係論であると

言われる。換言すれば企業環境論は自由主義体制の下において、企業と環境との体系的展

開を意識することであると言える。P.ドラッカーは、1946 年のゼネラル・モータース社の

研究の中で、「我々は企業と社会の間の機能的な調和という政策的問題のみならず倫理的調
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和に関する政策的問題をも有している。企業をより強化し、一層有効にする手段は正にわ

れわれ社会の基本的信念と基本的約束とを実質的に実現しうることを約束するものでなく

てはならない。われわれの最も急を要する仕事は、この新しい社会的制度が効果的にかつ

生産的に機能し、その社会的・経済的能力を実現し、経済的・社会的問題を解決しようと

することである」と述べている。2)さらに「現代の企業は、単に経済上の制度に止まらない。

経済上の機能を果たすためには、その背後に概念や組織・構造がなければならない。企業

は社会的制度であるとともに、また共同社会であるとすれば、そのように管理し、研究さ

れなければならない」3)とも指摘している。 

したがって、所与の要因、ないし条件を吟味し、そこに現状との不適合が存在する場合、

新しい要素を加えて従来の経営管理の理論を修正し、新しい管理理論を発展させることに

なる。このことは企業環境論が環境変化の多様化とその変化速度に対応する意思決定にか

かわる経営管理の立場を重視したものとして理解することを意味しているのである。こう

した管理的視点からの企業環境論の台頭する背景をさらに詳細にみておくことにしたい。 

 1）現代経営の現状と環境概念 

 企業環境論では、実践的にも理論的にも、これまでの経営の認識対象は「単一の環境」

における「単一の企業」の体質改善を問題にしてきたとされる。したがって、そこに内在

する管理職能は、主として企業の内部的管理の職能ということになる。「マネジメント・セ

オリー・ジャングル」で良く知られる H.クーンツと C.オドンネル（H. Koontz and C. 

O’Donnel）が指摘する計画、組織、調整、指揮、および統制の管理機能による管理の展開

も、主として経営の内部的環境に対応したものであり、その領域を出ないものと言うこと

になる。また現在、実践的にも理論的にも、経営の新しい認識対象となっている人間関係、

行動科学、意思決定、および経営組織等の研究も、時間的、空間的、場所的にも固定化さ

れた企業の環境領域を対象とし、その体質改善を問題とし、解決しようとしたものとして

理解される。 

 そうした従来型の研究とその実践の成果によって、経営が認識せざるを得ない対象を明

確にし、経営の能率向上に大いに貢献したことは言うまでもない。すなわち、これまでの

経営学における環境概念は、主に企業内部の環境要因に置かれ、今日的な文化や経済とい

った異なる環境における企業間関係の諸問題はそれほど認識し、また問題とするほどでは

なく、経営の実践も理論もその中心は企業内部の問題に注目し、その質的・構造的改善の

問題を解決することで企業の存続と成長が図られてきたと言える。こうした点に関して、

カリフォルニア大学（UCLA）の B.M.リッチマン(Barry M. Richman)は現行の経営学、な

いし管理学は企業のもつ外部的環境に注目せず、いわゆる「管理という名の貼られた黒い

箱」のなかの質的・構造的改善の研究のみが課題となったのであると指摘しているのであ
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る 4)。そこにはいまだ企業に対する外部的圧力、ないし変化要因は考慮されていないことが

主張されるのである。5) 

 こうした経営学の展開に対する批判が正当性を持つかどうかの議論は後に譲るとして、

今日における技術革新の高度化、国際化と一体化の進展、市場構造の質・量的変化、社会

的責任の問題、経営理念の変化等の社会・経済・文化における新しい問題の発生は、企業

を取り巻く環境を複雑に変化させることから、従来的な経営理念とその経営的方法そのま

まの状態では、そうした複雑化する環境条件に適切に対応して、企業の経営に課せられた

本来の目的を達成することが困難であることは言うまでもないことである。 

 このように考えれば、従来型の経営学を基礎に、企業に対する外部的環境、あるいは新

しい変化要因を認識し、分析し、整理することから、従来の環境概念との比較を行ない、

その結果を基礎に、経営者の拠り所でもある経営理念の転換、さらには経営管理の高度化

を検討する必要があることは否定できない。こうした視点を重視しながら従来型の経営学

を基盤にアメリカ企業の生成以来約 100 年以上にわたる外部環境適応の歴史を整理すれば

次のように指摘することができる。6) 

  

（年代） （外部環境の変化） （外部環境関係の決定） （構造変化） 

～1870 全国市場の形成と都

市市場の発展 

地理的拡大・生産的拡大

の戦略 

現場組織を管理する

ための管理構造 

1870～1910 国内市場の外延的拡

大の終了とそれに伴

う競争と過剰生産 

吸収・合併と垂直的統合

の戦略（企業規模の拡大

戦略） 

中央集権的職能別部

門組織の構造 

1910～1945 人口増加と技術革新 

2 度の世界大戦 

経営多角化の戦略（規模

の経済から範囲の経済）

事業部制組織の構造

1945～ 一部産業の比較優位

の消滅、国際化の動向

海外直接進出の戦略 

（国際化の戦略） 

多国籍的管理組織の

構造 

 

 このように、企業環境論は、従来の経営学を古典的理論、伝統的理論として無用化する

のではなく、現代に適合した新しい理論に不可欠な要素を提供し、しかも新しい理論を構

築する上で企業環境の流動性に注目し、対応するための重要な役割を持っているものとし

て位置づけることになる。言い換えれば、企業環境論は古いとされる経営の中に、新しい

経営の意義と役割の存在を認識させ、そうした考え方が新たな経営の環境理解をもたらす

ことから、未来につながる経営理念や経営の発想を具体化させることになると主張してい
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るのである。 

 2）現代経営のジレンマ———F.X.サットンの緊張的環境関係——— 

 既存の経営理念論を概観するとき、企業主体型経営理念であれ、社会関連型経営理念で

あれ、議論されてきた内容には、経営の内部的環境だけでなく、外部的環境も含まれてい

た。そこでは、経営の主体たる経営者がどのような経営哲学や経営理念を拠り所として、

それらを判断し、評価することになったかが理解できたのである。 

 ところが、内部的環境と外部的環境という 2 つの企業環境は、環境概念の拡散に伴って、

異質の要因としての緊張関係をもつことになり、企業の環境論が議論の対象とするものは

主に、そうした経営の内部的・外部的環境における緊張関係を内容とするものへと展開さ

れてきた。そこでは、企業は国家、自治体をはじめ直接、間接の利害関係者集団から効率

的経営を期待され、ときには、そうした利害関係者集団による積極的介入が企業経営に対

する「社会的圧力」として経営活動に大きな影響を与えることになるのである。こうした

緊張的環境による「社会的圧力」の存在は、必然的に経営の質的変化を要請することにな

る。こうした環境との緊張関係に関して、経営者の役割の視点から経済と福祉という両者

の満足を期待される経営のジレンマと緊張を述べた F.X.サットン（Francis X. Sutton）の

指摘は非常に参考となるものである 7）。 

  （1）職務関係のジレンマ 

  ①企業経営者の経営理念と現実の関係 

 経営者一般の役割は、仕事に対する権限と責任を持ち、組織を代表して意思決定し、組

織の各部分を代表することであり、かつ自分の業績に対してのみならず、他人（部下）の

業績にも責任を負う。ここに一定の緊張が存在することになる。そして、期待される新し

い経営理念と現実の経営者の役割を支える考え方や実践との間における不一致がさらに緊

張を生ずる。 

  ②企業業績の量的基準と質的基準の関係 

 企業の業績第１主義が緊張を生ずる。一般的にも業績を得るには競争相手と争わなけれ

ばならない。そして得た業績に対する判定基準を利潤性、市場占有率、企業規模、成長率

等のような量的一般基準に求めるとき、その基準自体が明確ではないばかりか、量的なも

のにのみ関心を持たせ、他方において経営活動の拠り所となる理念や哲学、その方法と内

容に対する軽視を生ずる。この企業業績に関する量的、ないし形式的基準が緊張を生ずる。 

  ③経済と技術の関係 

 量的あるいは形式的基準を基礎とした行動の基本原理に従うとき、そこに存在する技術

的良心（技術の社会性）と利潤目標との間に衝突が起こり緊張や矛盾を生ずる。 
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  ④不確実性と能力・責任の関係 

 不確実性のもとにおいてさえ経営者が行う意思決定はその業績の成否にかかわらず職務

的責任を伴う。経営者に求められる資質の一つに意思決定能力が強調される理由でもある。

それゆえ、統御不可能な予測外の結果に対しても責任を持たざるを得ないところに緊張を

生ずる。 

  ⑤不確実性への反応の関係 

 不確実性のもとでは統制不能や予知不能の要因によって、努力目標と結果とは一致しな

い。この不一致を最小化する対策としては、一つには独占やカルテルを形成して自由な競

争を避ける、もう一つの対策としては意思決定自体を回避することである。この回避も一

種の意思決定であり、そうした経営者の無作為は経営者の役割である権限と責任の放棄で

あり、逆に大きな混乱と緊張を生ずる。 

  ⑥階層体系の関係 

 経営者は環境適応のために新しい方針をもって適合した組織を作らなければならない。

また、中間管理者は新しい方針を基礎とした創意工夫をし、統制不能の事項にも対処する

責任を有することになる。ところが、そうした管理階層間における業績判定に従った昇進・

昇格の基準は不明確である。ここに管理階層間での緊張を生ずる。 

  （2）人間関係のジレンマ 

  ①正当性の関係 

 企業が資本主義経済特有の形態であり、資本の論理に従って利潤の追求をするものであ

る以上、企業外部の人々や社会に対しては企業中心的な関係や考え方が求められることに

なる。しかしながら、その限界が明確でないことから、この企業中心的な考え方や行動関

係の正当性を納得させることは非常に困難であり、逆に道徳性を強調したりすることから

緊張を生ずる。 

  ②自己矛盾の関係 

 経営者の社会的地位が次第に評価され、また地域社会においては中心的地位に評価され

るとともに、そうした評価に対して満足観を認識することになれば、経営者は本来の職務

に対する積極的態度が期待されるにもかかわらず、保守的態度・保守的反応を示すことに

なる。ここに経営者自身の自己矛盾といった緊張を生ずる。 

 F.X.サットンによる以上のような緊張関係の指摘は、企業の役割、とくにその担い手たる

経営者の役割にみられる権限と責任から出現する緊張関係を示すものであった。言い換え

れば、企業の立場から経営の主体である経営者の役割に関連した緊張関係を指摘したもの

であり、今日的な経済変動、技術革新、市場構造の変化等の外部環境要因との影響関係に

ついては、間接的であり、従来の経営管理論の領域にとどまるものであったとも言える。
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一方で、F.X.サットンの指摘した緊張関係とジレンマの考察と展開は企業環境論といった新

しい企業理論の必要性とその台頭の契機をもたらす内容を指摘するものでもあったと言え

る。 

  2．企業環境論の台頭契機と内容的充実 

 企業活動において環境が問題となるのは、経営目的達成のためには、企業の内部的・外

部的環境に適切にかつ迅速に適応し、かつ新しい経営理念の構築とその発展を必要不可欠

としなければならないところに存在している。すなわち、企業における環境の問題は社会

の発展に伴う社会的要請と企業経営における管理の発展の結合物と言える。今日のような

絶えまない企業環境の変化が経営の構造的変化を促進させ、さらに経営の拠り所としての

役割を果たす経営理念の変化をも不可欠とする現実的事実が存在している。それゆえ企業

環境の問題は管理の問題であり、その問題解決は管理的側面からの理解を無視しては解決

できない問題とされることになる。そこで、企業環境の問題を経営の管理的発展と社会の

歴史的発展との関連から概観し、企業環境論の台頭とその特徴を見ることにしたい。 

 1）社会の歴史的発展 

 一般に、企業における環境問題の研究は当初、資本主義経済の発展に基づく経済環境の

変化に求められてきた。例えば完全競争から寡占競争への移行、新しい競争条件の成立、

経済構造の複雑化とその不安定性、さらには企業規模の拡大化、多数の利害関係集団の形

成などとの関係においてであった。こうした経済環境の変化に対して、管理の発展と経営

の主体である経営者の役割を歴史社会的発展のもとに位置づけしたのは第 2 章でも取り上

げたバーリ・ミーンズ 8）や J.バーナム 9）の指摘である。そこでは大規模経営の発展に伴う

資本と労働の分離、および株式会社制度の発展に伴う資本と経営の分離の出現、さらには

所有者支配に対する経営者支配の社会的出現が主張されている。とくに J.バーナムによる

専門経営者の経営職能が積極的に企業における経営者支配の確立をもたらせることから、

社会に対する企業的支配から将来の社会的支配に移行する契機を示唆するものであったと

いえる。このようにバーリ・ミーンズや J.バーナムによる所有と管理の分権、資本と労働

から区別される経営者支配の指摘は企業環境論と管理にとって重要な出発点であったと言

える。 

 それでは、企業環境の変化要因、とくに、企業に影響を及ぼす一般的環境要因とは何で

あろうか。これについては、次のようなものが指摘せられる 10）。 

 ①先進国の技術水準と自国の技術水準、②自国の自然資源、③労働者の技能、訓練、経

験等に影響を及ぼす教育制度、管理専門家グループの能力、人事管理の技能、組織能力、

適性能力、④人口水準、年齢分布、および人口増加率、⑤資金の調達や補助金制度の適応

度など。 
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 しかしこれら一般的環境要因のすべてが企業に影響を及ぼす直接的環境要因とは言えな

い。それゆえ、企業に直接関連する環境要因ということになれば、次のような要因を指摘

することができる。①経済成長に関連した経済の危機的状況の発生、②労働組合の拡充と

労働者発言の強化、③国家の介入、④顧客との関係の深化、⑤新しい意思決定の必要。  

 以上のような一般的環境要因や直接的環境要因を基礎に企業環境論の台頭を現在の企業

を取り巻く環境変化にその原因を求めるとすれば、次の 3 つの観点に要約することができ

る。 

 第１は、社会的、公共的、公益的思考の変化である。ここに含まれる環境要因としては、

激しい技術革新、市場革命、資本の自由化ないし経営の自由化による国際的競争、経済社

会の急激な変化、政府と企業との関係、労働組合運動と企業との関係、所有権絶対主義に

対する制限の傾向、所有権に帰属する公害問題などを指摘することができる 

 第 2 は、企業形態の量的変化である。ここでは経営規模の巨大化、経営組織体のグルー

プ化とその複合形態の発生、国際企業の出現などを指摘することができる。 

 第 3 は、企業形態の質的変化である。ここでは資本と経営の分離、新しい専門経営者の

出現と育成に基づく新しい人間観、組織観、倫理観の成立などを指摘することができる。 

 2）経営成果概念の発展 

 現代的経営において経営の主体を専門経営者にのみ求めるのではなく、資本家、経営者、

労働者の 3 者であると理解する場合、経営成果はこれら経営の主体である 3 者による経営

的貢献に基づいて発生すると言える。すなわち、経営成果は資本と労働と管理の結合物で

あることから、経営成果の問題はその獲得とその分配の問題ということになる。現代的企

業はその存続と成長という基本的経営目的の実現のためには、そうした経営成果の適切な

獲得と公正な分配を考慮した上で、資本家、経営者、労働者間の利害関係の調整を計るこ

とが求められるのである。従来の経営成果の概念が資本家のための利潤や専門経営者の業

績向上のための売上額という概念から、これら 3 者の共有的満足を指向する概念へと発展

するとすれば、企業の主体、経営の主体の質的変化は、必然的に今日的な企業環境論を台

頭させる契機となる 11）。まさに、企業環境論が台頭する契機は「企業の社会的作用力の巨

大化」が「企業の社会性への自覚」をもたらし、さらにこの「企業の社会性への自覚」が

「経営目的達成の可能性」へ展開されるとする一連の考え方に存在しているのである。 

  3．企業環境論の現代的意味と経営理念との関係 

 企業環境論は、社会経済的ならびに企業経営的な背景の下、いかなる企業経営も、空間

的、場所的、および時間的機会をもつと同時にその制約を持つとするところにその存在意

義があると言える。とくに、社会経済的立場における空間的制約が場所的、時間的機会を

制約し、そこに新しい環境の問題を発生させることになる。具体的には、技術革新の進展



 104

と市場構造の変化、および要請せられる社会的責任の問題等の一連の社会経済的事象 7）が

経済の自由化、高度成長、国際化を基盤に企業経営に大きな影響を与え、さらには経営理

念の変化を求めることになるなど、今日問題となる経営理念の問題とも関連することにな

るのである。まさに企業環境論は、そうした社会経済的背景の存在と影響力に焦点をあて

ることから現代的意味を持って台頭してきたと言えるのである。12) 

 その社会経済的背景は企業の主体さらには経営の主体に対して新しい問題として経営理

念、経営目標、社会的責任、および従業員関係などの多岐にわたる経営問題を提起するこ

とになる。このうち、とくに、社会的責任と呼ばれるものは株主、従業員、労働組合、消

費者、地域社会、政府等に対する経営者の社会経済的な新しい関係を要請する問題であっ

た。また従業員関係は従業員が経営理念や経営目標を企業環境に結びつける媒体となると

ともに、内部的環境を形成する企業経営的な新しい関係の問題として主張されることにな

るのである。 

 以上のような 2 つの背景の中で、企業は環境に適応した新しい経営戦略を考え、もって

環境適応的企業を検討せざるを得ないという問題に直面することになる。 

 このように企業環境論を環境適応理論として考えるとすれば、その理論的基礎として生

態学的接近が主張されることになる 13）。特に、1970 年代以降に著しい発展を示している生

物科学の成果によって組織理論の統合を意図する理論的再生運動が提唱されている。それ

は生物が環境から影響を受け、これに順応して成長するとする理論の企業経営への適用で

ある。しかし生物と企業が相違することは言うまでもない。生物の環境適応理論における

環境は所与のものとして理解され、そこには環境を変革させようとする努力はなく、単に

環境への順応が存在するにすぎないとされる。これに対し企業の環境適応論においては必

然的に経営主体による企業環境に対する積極的変革の努力が順応とともに実行される点で

ある。そのゆえ、企業環境の問題に関しては、生物界に見られる環境適応理論の応用だけ

では不十分であり、環境順応と環境適応の区別をよく理解することが不可欠と言える。 

 一般に、企業に関わる企業環境としては社会的、文化的、制度的、法制的関係等が指摘

される。こうした企業環境が企業経営にとって直接的に解決せざるを得ない問題となるの

は、とくに外部的環境である社会や経済の変化と進展、政府の役割や一般企業ならびに産

業の影響力が企業に対して外部的圧力を形づくり、経営理念や経営手法に変化を要求する

ことから、従来とは大きく相違した経営政策を要請し、長期経営計画の変更を不可欠とす

るときである。このように企業経営が社会や経済から新たな問題を要請され、これを自ら

の課題として認識するとき、企業にとって真の環境問題が存在することになるのである。

その意味において歴史的な視点から見れば、環境が社会経済的、ないし企業経営的背景を

基盤としてまず問題となったのは、技術革新と市場構造の変化であったと言える。 
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 技術革新の高度化は企業自体の規模の拡大化をもたらし、同時に大規模企業間の関係を

密接化させ強化させることになった。それは技術提携、協業化、コンビナート、共同出資、

合併・合同等による企業集中、さらには、系列企業の選別化とその系列化の強化等に見る

ことができる。そうした状況の中で、各企業はさらなる技術開発、研究開発の競争を行な

い、その結果、技術革新の高度化は、やがて購買力の増大と市場構造の変化をもたらす重

要な要因となっていったのである。 

 特に、市場構造の変化は、先進国と後進国との関係を通じて経済機構や企業間関係にお

ける新しい国際化時代をもたらせている。それは国内企業の海外進出、資本の自由化や経

営の自由化の展開等に見ることができる。そして市場構造の変化にともなう競争の激化は

経営理念の変化、経営技術の開発、マーケティングの研究などを必然的に発生させること

になる。 

 こうした技術革新と市場構造の変化という 2 つの環境要因に注目するとき、特に、次の

ような点に着目しなければならない。 

 第 1 は、そうした環境要因の変化が従来全くといっていいほど考慮外とされ、かつ無関

係とされていた異業種企業との間に新しい経営関係が急速に重要になってきたことである。

具体的には、取引機関、取引経路、取引方法等の変化を契機とした想定外の状況変動をす

ることである。想定外の環境は、想定外の関係を生み出すことから、企業間関係は多種多

様となり、経営の複雑化とその対象範囲の拡大化を不可欠とし、さらに企業間競争の激化

をまねくことになる。 

 第 2 は、環境要因の変化は、一方で産業資本と同時に社会資本の充実を必要とすること

から、そこに政府、自治体の役割の増大、政府と企業との相互関係の増大とその複雑化を

もたらせ、他方では企業活動の意欲的拡大とその成長に伴い経済主義、いわゆる生産第一

主義を指導原理とすることから一般社会、地域社会の生活に大きな影響を与えることであ

る。例えば都市化の問題、人口過密・過疎の問題、土地利用の問題、交通の問題、消費者

保護の問題、産業公害の問題、環境破壊の問題、および老人問題等の発生を指摘すること

ができる。こうした一連の問題は結果として企業に社会的問題を認識させ、これが新しい

経営理念や政策への変更を要請することになるのである。加えて、企業の環境要因の変化

は次のような新たな対内的問題を提起することになると言える。 

① 企業の社会的問題の拡大が社会的費用の増大問題をもたらし、これが企業の経営理念、

経営政策の問題を不安定にする。 

② 企業の意識的発展が国民経済に大きな貢献を果たすことになるが、社会資本の増大を

企業が補完することは、企業の費用負担を増大させ、国民生活の観点から別の新たな

問題を出現させ、これがさらなる社会問題となる。それゆえ、企業の社会的問題は経
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営の理念とそれに基づいた戦略的経営の確立を基礎とすることによって将来の経営

革新とその経営的成果を生み出すという意味において意義を持つことになる。 

③ 企業環境の問題は社会、経済、企業に関連することからも、その作用力や影響力には

大きいものがある。言い換えれば、企業環境論は“国家や公共活動からの規制と助成”

と“企業自体の自生と協力”に関する調和と統合の問題と言うことができる。それゆ

え企業環境論の直接的主体を経営者に求めるとき、経営者は従来とは相違した環境へ

の多面的認識と体系的理解を基礎とした環境適応のための意思決定を必要とするこ

とになる。 

 このように企業環境論は経営の主体である経営者による意思決定と価値概念、さらには

利潤性と社会性の相関関係の究明をその本質的課題としていると言うことができる。 

 第 3 章の経営理念論の学説概観で指摘したように、これまでの経営学、ないし管理学は、

主として企業の内部環境に軸足を置いて、企業の体質改善と強化を問題とし解決すること

をその目的にしてきた。それは、アメリカ経営学の主要な特質であり、発展の過程そのも

のであったと言える。ところが、環境適応を問う企業環境論は、そうした経営学の発展に

立ったうえで、経営の軸足を一方で、企業の外部的環境変化の現実と動向に、他方で経営

の内部的環境の変化と発展を把握するという 2 つの領域に軸足を置くことから、その結果

として経営理念の変化とその発展を図るものであった。まさに企業環境論は「現在どのよ

うな状況」にあるから「どのようにすればよいのか」を追究する実践的機能主義の立場に

立って環境要因、経営理念、改善活動の一体化をはかり、それをもって企業の存在と方向

性を確立させることを目的としていると言える。ただ、ここで注意すべきことは、経営の

主体たる経営者が経営の方向性や戦略を決定する際に拠り所としてきた経営理念や哲学は、

企業環境論の主張と台頭とともに、その本質的役割とは大きく相違する単なる 1 つの要因

にすぎなくなっていることである。ここに企業環境論と経営理念論との関係理解が経営学

の分野においても根本的に重要な問題となることは避けられないことになる。 

 

 

[注] 

1)  K. Davis and R.L. Blomstrom, Business and Its Environment, 1966, p.5. 

2)  P. Drucker, The Concept of the Corporation, 1964, p.117. 

   P.ドラッカー著、『会社という概念、ドラッカー全集１』ダイヤモンド社、1972、pp.642-643. 

3）P. Drucker, The concept of the Corporation, p. xii. 

  P. ドラッカー著、『会社という概念、ドラッカー全集』序文. 

4)  B. M. Richman: ‘‘A Model for Research in Comparative Management’’, A Reprint from 
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California Management Review, 1964.  

西尾一郎著、「企業環境論」pp.3-4. 

5）占部都美著、『経営戦略の展開：経営学の発展課題と隣接諸科学』日本経営学会編、pp.166-167. 

   占部教授は経営学においても、今までの伝統的経営学が一般的に言って内部志向型経営

学であり、近代的理論が初めて経営学を外部志向的経営学に方向付けるものとしている。

そして内部志向的経営学というのはテイラーにおける科学的管理法のように作業研究を主

体にしたものであり、労働者の作業能率をいかに上げるかということに関心を集中したも

のであり、外部環境の変化にいかに企業を適応させるかといった外部環境適応の理論を書

いているとしている。 

6）吉原 秀樹稿、「企業の環境適応のライフ・サイクル」組織科学, Vol.7, No.1, 1973.から作成。 

7）高田 馨監修、『アメリカの経営理念』日本生産性本部、1969、pp.300-329. 

8）A. A. Berle & G. C. Means, The Modern Corporation and Private Property, 1932. 

（北島忠雄訳、『近代株式会社と私有財産』文雅堂銀行研究社、1958.）を参照。 

9）J. Burnham, The Managerial Revolution, 1941. 

   （武山泰雄訳、『経営者革命論』東洋経済新報社、1972.）を参照。 

10) クリス・アージリス著・三隅二不二・黒川正流共訳、『新しい管理社会の探求』pp.17-18. 

西尾一郎著、『企業環境論』p.10 

11）こうした経営の主体を資本家、経営者、労働者の３者に求める考え方の原型は、すでに F. A. 

ハルセーの「割増賃金制度」に見ることができる。 

  ハルセーの「割増賃金制度」は、Henry R. Towne の「分配金制度」の欠点を修正するとと

もに、賃率の切り下げを排除し、さらに賃率の切下げから生ずる対立を阻止し、労働の生

産性を上げることを目的としていた。この制度は、一定の仕事をするのに要する時間＝標

準時間を職工の過去の実績と経験を基礎に決定する。職工は日給ないしは時間給を与えら

れたうえで、この標準時間を短縮した場合、その短縮時間に対して日給・時間給の金額の

二分の一あるいは三分の一を割増として支払うものであった。 

  標準時間を超えた割増金額の全てを労働者に支払うのではなくその三分の一であり、残り

の三分の一は資本家に、さらに三分の一は経営者を含む管理者に配分するという考え方が

取られていた。（三戸 公・鈴木 辰治・上田 鷲訳、『タウン、ハルセー、ローワン 賃

金論集―分益制・割増賃金制』未来社、1967、pp.118-119.） 

高田 馨著、『経営成果の原理』千倉書房、1969、p.12. 

12）米花 稔著、『経営環境論』丸善、1970、pp.7-12. 

13）経営学史学会編、『経営史辞典』文眞堂、2002、p.233. 

田杉 競編、『経営管理総論』p.65 以下参照。 
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組織に対する生態学的接近の代表者としては、M. T. Hannan と J. H. Freeman があげら

れる。彼らは、組織理論における適応的視座または現実の組織にみるエコロジー要素の重

要性を積極的に承認し、人間社会組織の研究に生態学モデルを適用した。組織の内的要求

や組織行動に対する外的要求に起因する構造的慣性圧力に注目して、「組織―環境関係」の

過程を同型性原理に基づき、生態学的な競争理論と適応理論によって論理的かつ実証的に

説明している。 

 

 

 

Ⅳ 経営戦略としての環境適応理論の出現 

 

  １．ローレンス・ローシュの「条件適合理論」 

 企業環境論の台頭を象徴するものとして、第一に何を置いてもローレンス・ローシュ

（Paul R.Lawrence and Jay W.Lorsch）に代表される環境適応理論あるいは条件適応理論

（コンティンジェンシー・セオリー）を指摘せざるを得ない。1960 年代、これまでの伝統

的組織論に対して、環境と組織を統合することができれば業績はおのずと成果をもたらす

と主張する研究が出現することになった。こうした研究手法や動向を総称して、ローレン

ス・ローシュは、「条件適応理論」と呼んだのである。その代表的著作が、「Organization and 

Environment Managing Differentiation and Integration, 1967」（吉田 博訳、『組織の条

件適応理論 コンティンジェンシー・セオリー』産業能率短期大学出版部、1977.）である。

1)この書物の序言の中で「今日、組織理論ならびに組織の構造や慣行に関する文献は実に多

種多様なものが紹介されているが、複合組織の構造的特性とその対処する環境条件との関

係については、体系的な研究が欠落している」、「本書の研究の目的は、企業が様々な環境

変化、とりわけ技術や市場の変化の種類やスピードの違いに効果的に対処するために必要

な組織特性を解明することである」と述べている。2）まさにこれまでの組織論が、直接に

組織そのものを対象にして環境の問題と切り離して考察されがちであったが、今日のよう

な環境の変化の激しくかつ多様化する時代の転換期にあっては、環境の問題を抜きにして

組織問題を考えることが不可能になってきたことを主張するのである。そして、組織はも

ともと環境の中に存在しているものであるという事実と理解があらためて認識され、組織

が本質的に環境に開かれたオープン・システムであることを強調することから、組織と環

境との関係を論理的に究明し、かつ実証的研究から具体的なフレームワーク、言い換えれ

ば、環境に適合する組織デザインの在り方を提示しているのである。3） 

 どこのいかなる組織にもあてはまるようなマネジメントの唯一最善の方法（One・Best・
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Way）というものは存在しないことから、組織の形態も、用いる技術や文化的背景に適合

するものを選ばなければならないことになる。4）ここで言う環境が、「組織内の諸個人が意

思決定を行う際、直接考慮に入れるべき物的・社会的要因の総体」を意味しているとすれ

ば、その環境定義の内容として、次のような特徴を指摘することができる。 

 ①環境とは、組織が何らかの問題に直面して、決定を行う際に生じるものである。 

 ②環境とは、組織にとって間接的なものではなく、直接的に考慮に入れざるを得ない諸

要因であるという点。 

こうした条件適合理論での環境は、第 1 に内部環境、第 2 に特定の外部環境、第 3 に全 

体環境に分類され、そうした環境の不確実性に問題の焦点があてられることから、不確実

性が高ければそれに対処する組織も複雑になることが主張されるのである。5）それゆえ、

ローレンス・ローシュの条件適合理論では、情報の不明確さ、結果のフィードバックの期

間の長さ、因果関係の不明確さによってもたらされる課業の不確実性が、特に組織の分化

と統合に次のような影響を与え、この分化と統合の両者が課業環境の不確実性に見合って

適合した時により高い業績が得られることを指摘している。6) 

 （1）課業環境は、科学、市場、経済の３つの下位環境に分割され、それぞれに研究開発

部門、販売部門、生産部門への分化によって対処される。 

 （2）課業環境の不確実性が高ければ、分化（目標、時間、対人関係、構造度）の程度が

高くなる。不確実性が高くなれば、時間志向は長くなり、対人関係志向は課業志向

→社会志向→課業志向となる。 

 （3）分化が高くなるほど統合が困難になるので、複雑な統合メカニズムとコンフリクト

処理が必要になる。 

 一般的に、環境の不確実性と組織の構造過程が適合することによって高い業績をえるこ

とができると結論づける、こうした理論行動をローレンス・ローシュは「条件適合理論」

と名づけたのであるが、一方で環境から組織への影響をもっぱら扱ったものであり、静態

的で、環境決定論的であるとの批判が存在していることも事実である。具体的には、環境

の不確実性に着目し、それへの対処システムとしての組織に焦点をあてることから、環境

条件が組織の在り方に与えるインパクトを明らかにした特色に対して、人間が組織を作る

という側面ではなく、組織構造が人間の行動や活動を規制するという側面が強調されるこ

とになる。また、オープン・システム・アプローチを基礎概念として、組織と環境の相互

作用を問題にすることによって、環境に適合した組織デザインの在り方を明らかにするこ

とから「条件適応理論」をはじめて定式化したのに対して、環境から組織への影響が中心

の議論となることから、環境→組織→人間というマクロ的な因果関係を問う一方で、人間

→組織→環境というミクロ的な因果関係は無視されている点が指摘されるのである。7) 
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 とはいえ、企業環境の理論は、ローレンス・ローシュに代表される条件適応・環境適応

の理論であることは否定できない。すなわち、環境適応理論は企業組織と、それに影響を

与える条件変数（環境条件や組織成員の行動特性）との対応関係を説明する理論であり、

その目的は、それらの間に最適の適合関係を見つけ出すことから、企業組織の適応力を高

めることに求められる。加えて、環境適応理論は、クーンツ・オドンネル（H.D.Koontz 

&C.J.O’Donnell）が「マネジメント・セオリー・ジャングル」と名付けたごとくジャング

ルのように乱立するとされるさまざまな経営理論を整理し、それぞれの経営理論や経営技

法が企業組織の中で適用できる範囲を限定し、条件づける役割をもっているとしている。

ネブラスカ大学の F.ルーサンズ (Fred Luthans) 教授によるこれからのマネジメント理論

の方向性を指摘した図は、まさにそのことを示すものであると言える。8) 

 

 

 (Fred Luthans; The Contingency Theory of Management : A Path Out of the Jungle,in 

Readings in Organizational Behavior,2nd ed.,1977,McGraw-Hill,Inc.ただしこの論文そ
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のものは、1973 年に発表されたもの。) 

  

 極論すれば、企業環境論の典型的理論をなす環境適応理論は、従来のマネジメントの理

論研究面に画期的な影響を与え続けるだけでなく、マネジメント理論の方向性を示すもの、

すなわち経営理念、経営管理、および経営組織などに影響を与える統合的経営戦略として

の役割と展開を果たすものであると位置づけているとも言える。 

  2．環境適応の法則 

 環境適応理論は、先に指摘したように生物と企業は相違するものであることを認識した

上で、生物社会における生物ではなく、企業社会における企業を一種の生き物と見て生物

におきかえることから生態学的思考を展開しようとするものである。 

 J.ストアラー（John. H. Storer）によれば、生態学とは、生物と環境との関係、生物相互

の関係、さらには自然界のすべての事物の間における複雑で微妙にして、また緊密な相互

依存関係というものを研究する学問であるとしているが、「複雑微妙かつ緊密な相互依存関

係」という表現にその本質的性格が内在化しているように思われる 9）。個々の生物、個体群、

コミュニティ、縄張りの場等の諸概念を基礎とする相互依存関係は、一般には、喰うか喰

われるかの弱肉強食の姿が想定されるのに対して、生態学はその背後に一種の秩序

（order,Ordnung）が潜在化していることを強調するのである。それは自然界ないし生物社

会におけるいわば「法則」（生活の法則）が存在していることを示している。したがって、

もしこのような法則ないし秩序が、人為的にせよ、自然的にせよ、破壊される場合、予想

外の反作用が起きることになる。そうした現象の中で自然界ないし生物社会の法則を理解

することによって、企業の事業活動を維持・存続させるために不可欠な前提条件を見出す

糸口が見出されることになるのである。 

 そこで適応（adaptation）とは、その生物の構造や生活態様がどのように環境条件に適

応しているかに関する法則を意味している。その適応の基礎は、利用できる食物（food）や

隠れ場所（shelter）をめぐる争いにおいて、競争相手を打ち負かすことのできる体の構造

および生活態様に依存している。こうした適応の法則を企業社会で考察するとすれば、適

応の法則は、現代企業がその特定環境に適応できる統合体としての企業組織体を環境適応

的に整えているかどうかの問題ということになる。生物界では、受動的な環境適応的行動

に制約されるが、企業社会においては、たとえ厳しい環境変化が起こった場合でも、思い

切った経営構造の改革（資本構造・労働構造両面におよぶ）すなわち大幅な体質改善を意

識的かつ積極的に実行することが可能である。ここに、自然界における環境変化に対する

受動的適応と企業社会における能動的かつ意識的な適応との相違の存在を明確に認識して

おく必要がある。 
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  3．環境適応の必然性とその方法 

 環境適応理論においては、企業は動・植物と等しく存続と成長のために、絶えず環境適

応のための経営努力を行なうことになる。環境に適合した企業のみが存続と成長を可能と

するのであり、企業はあらゆる環境に対して適応してゆかねばならない。そうした環境は

企業にしてみれば、直接的にも、また間接的にも、市場的意味をもつことから、市場にお

ける競争の度合が環境適合の度合を決めるとも言われる。そこで企業は環境適応のための

基本的目的や方針を決定し、実行することから、企業自体が環境適応を追求する環境と目

的との複合的結合物であるとも言われることになる 10）。 

 しかしながら、企業が環境に適応し、自らの目的や方針等を効率的に機能するとはいえ、

いかなる環境の変化も自然界の基本的法則を基礎に理解すれば、あらゆる局面に適合しう

る不変的な企業経営が存在しないということは容易に理解することができる。 

 これまで組織の内部機能を効果的かつ能率的に組織化することによって、いかなる組織

にも通用する最善の方法が存在するとして、それを追求する傾向があったことも事実であ

る。そこでの効果的な組織と言われるものは、外部環境の変化や相違に応じて、内部の組

織特性や行動パターンも違ったものを必要とするという問題を軽視したところに、その原

因が置かれるのである。それゆえ、環境適応理論と対比される従来型の経営学研究には、

次のような問題点が存在することが指摘されるのである 11）。 

① それぞれの組織が直面している環境の諸要求の相違性、また、環境からの諸要求が、効

率的組織の内部機能といかに関連しているかという認識の問題。 

② 環境が確実ないしは安定している組織は、公式の管理階層を活用して統合を達成すると

いう理解、もしそうであるとすれば、それはなぜかという疑問。すなわち、確実で安定

した環境条件のもとでは、高度の組織的統合を必要としないのであろうか、それとも、

環境が確実であれば、相対的に公式な組織構造によって効果的に意思決定できるからで

あろうかという疑問。 

③ 異なる企業環境に対処するそれぞれの組織間で、経営者や管理者の考え方や部門の構造

が同じように、かつ同じ程度に構造化・機能化していることは非現実的であるという問

題。 

④ いろいろな業種のなかで、とくに職能部門間に高度な分化が必要な業種があるとすれば、

そのこと自体が、各職能部門の統合という問題に影響を与えるのではないか、また、そ

うした高度な職能的分化が統合を達成するための組織化の手段に影響するではないか

という疑問。 

 こうした問題を指摘することによって、企業環境論、特に環境適応理論では企業組織に
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関するこれまでの多くの理論家や研究者たちの問題提起が間違っていたことを示すことに

よって、組織化の最善の方法と成果は存在しないことを主張するのである。それゆえ、企

業は環境条件の変化と相違に応じて、組織を設計し、構築し、また運営することは必然の

結果であるとする企業環境論の台頭、特に環境適応理論の必然性が強調されることになる

のである。 

 さて環境適応理論の必然性を認識し、環境適応的管理の導入を目指す時、環境に適応し

ていくための方法が指摘されることになる。具体的な方法論の内容としては、生態学的接

近（Ecological approach）、行動科学的接近（Behavioral approach）、システム的接近

（Systematic approach）をあげることができる。そこでは、企業環境論をシステム思考か

らシステム理論を基礎としたシステム的管理の体系的展開を追求するために、その環境適

応の過程においてまず生態学的視野と接近を根底として、同時にこの生態学的接近をベー

スに行動科学的研究を採用する方法論が主張されている。12） 

 こうした企業環境論に特有の方法論を基礎に、企業の環境適応を考察するとき、企業と

環境との間に存在するジレンマ、すなわち F.サットンが指摘したような緊張の認識と展開

が新しい問題提起を生み出し、結果として現代的経営としての未来論的構想の展開へとつ

ながることが強調されるのである。その場合、環境適応理論の形成と発展について 2 つの

基本的前提が指摘されている。1 つは経営活動を形成する基盤としての経営組織の確立、2

つは、経営活動の統合と発展の基盤としてのシステム管理である。このシステムとは組織

の確立を前提として諸活動の個々の発展とその有機的関係の発展を志向し、さらに全体経

営の積極的統轄と発展を意図する努力を意味するのであり、まさに環境適応理論による経

営は経営内部的理解（組織論）と経営外部的理解（システム論）の結合物という 2 つの土

台を持っているとされることになる。その意味では、環境適応理論とはいえ、これまでの

経営理論を基礎として展開されるものであり、環境適応理論が単独で存在できるものでは

ないことは明らかなのである。 

  4．環境適応理論と経営理念の関係 

 以上のような環境適応理論の立場に立てば、企業は変化する環境のなかで生存しており、

それゆえにこそ、企業は経営理念を設定し、経営活動を実践する前に、企業環境への配慮

と分析が必要であり、環境に適応しながら経営活動を展開しなければならない。言い換え

れば、環境適応が経営の主体としての役割を持つとともに、経営理念の基本的前提になる

ということができる。 

 経営理念は経営主体としての経営者による目的達成のための経営活動を決定する拠り所

であり、指針である。経営理念が特に注目されるのは、目的活動の拠り所となる「考え方」

を示すことによって経営活動に妥当性を与え、企業の存続と発展を図ることにあった。経
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営理念の安定性の側面が重視されるゆえんである。しかしながら、激動の社会の変わりゆ

く現実は、つねに経営理念の変化に影響力を与えることになるのであるが、その根拠は企

業環境に対する新しい価値観の発生であったと言える。それゆえに経営理念は企業環境と

の関連においてその変化と未来的展望を併せもつことを不可避的に求められることになる。

言い換えれば、環境適応のために、環境変化の現実を理解し、それに基づいて従来の経営

理念の吟味とその変更を検討することから、環境適応への対応行動を正しく把握すること

が要求されることになる。ただ、経営理念の「安定と変化」が問われることになるとはい

え、経営理念の本質的役割や意義にかわりがないことには注意しなければならない。 

 このような環境適応理論に従って、新たな経営理念を確立する場合、現代的企業のもつ 2

重性格的な理解が問題となる。企業は①利潤性の追求を第一に考え、同時に②人間性の尊

重、すなわち社会性をも併せ考える必要がある。企業環境論においてはこの両者は相互矛

盾するものではなく、相互に同時存在するものであると理解していると言える。それは利

潤性増大が社会性充実につながり、社会性の強調が利潤性の増大をもたらすとする相互関

係において理解されるのである。現代的企業はこうした矛盾の同時存在と、その調和のも

とでのみ企業の存続と発展を確実なものにすることになる。まさに企業は共同体社会の一

環としての存在と同時に有機的存在としての位置と意義を持っていると理解されることに

なる。そこで環境適応理論における企業性と社会性の関係については次のように整理する

ことができる 13）。 

 第１に、本来的に企業は利潤の追求を目的とした企業性をもっている。その企業性は「有

機体性」において把握することが不可欠である。ここでいう有機体とは、企業が企業目的

を持ち、その目的の達成のために個々の部分活動を機能させることから、結果として目的

と部分の有機的統一を図ることを意味している。こうした有機体性を統一させる媒体とし

ての役割を果たすのが利潤であり、その限りにおいて利潤は有機体を貫く基本的原理であ

るということになる。 

 第 2 に、企業は社会性をもつ。この社会性は企業が共同体社会としての経済の一構成要

素として存在することにある。それゆえ企業は「個は全体のために」という考え方のもと

で、共同体的経済の全体に関与せざるを得ないのであり、さらには、企業は共同体的経済

の全体を企業経営の内部に内在させることになる。ここに企業の社会性、さらには社会的

責任の主張がなされる根拠があると言える。具体的には、企業は社会に存在する一構成要

素として、他の構成要素である各種の利害者集団との持続的調和を計り、その納得と協力

によって存続発展することになるという主張が展開されることになるのである。 

 第 3 に、環境適応理論のもとでの企業のもつ企業性と社会性は異質的同時存在のものと

して理解される。ここで求められる経営理念はそうした両者の理解に関連したものとなる
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ことからも、必然的に目的、目標、社会的責任等に及び、それらを総合した広範囲の内容

を含むことになる。その意味では、従来の経営主体としての経営者による経営理念の視点

や内容とは大きく相違し、変化していることは明らかであると言えるのである。 

  5．環境適応と経営目的 

 企業が環境適応を第 1 に考え、これを経営活動の行動基準に導入するとき、そこから発

生する経営内部の変化とその発展が新しい経営理念を構築する基になる。しかも構築され

る経営理念は環境適応を第 1 に考えることから、経営目的や目標の設定において、今日言

われるところの社会的責任をも内包させなければならないことになる。企業環境論の台頭、

特に環境適応理論の主張は、これまでの経営理念と経営目的との関係を改めて検討しなお

すことを余儀なくさせることになる。その場合、次のような視点から経営理念と経営目的

の関係を理解することが重要となると言える。 

 環境適応理論のもとで構築される経営理念は、経営目的と経営者目的との関係は明確に

区別されることになる。言い換えれば、この両者は異質、別個の存在となる。経営目的は

経営の利害関係者に関連した目的の結合による存続と発展を求めるものである。これに対

して経営者目的は個人的目的であって経済的、非経済的目的の提供を求めるものである。

それゆえ、経営目的と経営者目的は本質的に異質的であると言えるのである。ところが企

業の環境適応を基礎とするとき、経営は利害関係者集団のもつ目的を統合し、結果として

経営の存続と発展を実現することになるのであるが、そのため経営者は自己の目的を経営

目的に統合させなければならないこととなる。そこで異質の目的が同質の目的となるので

ある。このことは環境適応では経営目的と経営者目的との同一化を志向することによって、

経営と経営者をともに経営の主体とすると説明されている。そこではじめて経営者は経営

の主体となり、経営の 1 機関として認められ、経営の最高代表機関として認識されること

を主張している。そうした環境適応を中核に意思決定を行なう環境適応理論における経営

者は、第 2 章で検討してきたこれまでの経営理論において経営の主体として認識されてき

た経営者とは相違する概念を内包するところに大きな特徴が見られるのである。 

 そして、環境適応理論に従えば、当然に、経営目的は単一ではなく複数となる。この複

数目的の根拠は環境適応が従来の経営目的である利潤の極大化から、多数の環境要因に対

する満足基準への移行を不可欠とするところに存在している。環境適応を基礎にすれば利

潤極大化という単一目的の追求は不可能であり、多数目的への満足を充足することが企業

の存続と発展にとってより現実的であると考えるところにある。 

 要するに、複数目的の主たる根拠として、①環境変化、とくに、経営の利害関係者集団

の多様化による経営者責任の領域拡大化とそれに基づく新しい経営責任の発生、②「人間

の原則」に基づく従業員や利害関係者に対する全人性の考慮の必要などが指摘される。そ
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れは人間を単なる経済人として理解することから、自己実現を介して企業への貢献を行な

う社会人として理解する認識への移行が、より企業の合理化の原則に応え、経営の存続と

発展に不可欠であるとの考え方によっている。 

 複数目的説は、経営の利潤目的を肯定しながらも従来の利潤極大化目的を否定し、これ

に代わって多目的間の調和と適応の実現を目指すものであると言える。このことから利潤

概念の内容的拡大は、企業の責任ある経営活動という意味において価値創造や付加価値と

いった概念を展開させ、さらには社会的責任の遂行において公正な分配が不可欠であると

する公益性概念をも出現させることになるのである。こうした複数目的性は経営の主体と

して認識されてきた経営者が経営の拠り所とする経営理念の意義と役割に大きな変化を与

え、経営者の果たす役割と機能をも変化させることになるのである。まさに、経営主体と

しての経営者がその拠り所とする経営理念の本質的役割は希薄化し、結果として経営者の

果たす役割は環境適応という考え方の下で、複数目的の達成に関係する人々、ないし利害

者集団との協調と調和のための調整という従来とは異質の位置と役割になるのである。 

 以上の様に、経営の環境適応理論は企業が社会経済的環境の変化に適応していくために

も、各種利害関係者集団との関係を再検討し、より適応的な関係をいかに形成してゆくか

が主張されていた。現代企業が直面する環境適応問題としては、地域関係、消費者関係、

経営参加をめぐる労使関係、株主関係など、企業と利害者集団との関係の再検討を求める

問題が多く指摘され、しかもそうした問題の解決過程が、企業における内部的な経営革新

をもたらす機会と領域を提供するものであると考えている。 

 ところが、そうした企業と地域関係、消費者関係、労使関係、株主関係に加えて、自然

環境関係、国際関係、社会関係などの問題が追加されてきた。多種多様な領域にわたる広

義の利害者集団への環境適応概念の拡散は、企業の新しい社会関係の確立をさらに模索す

ることを不可欠とするのである。この結果が企業環境論の台頭を構成する中核的内容の一

方に位置づけられる社会的責任論の主張であったと言える。 

 

 

[注] 

1） Paul R. Lawrence and Jay W. Lorsch, Organization and Environment Managing 

Differentiation and Integration, 1967. （高宮 晋解説・吉田 博訳、『組織の条件適応理

論：コンティンジェンシー・セオリー』産業能率短期大学出版部、1977） 

2） 吉田 博訳、『組織の条件適応理論』p.15. 

3） 吉田 博訳、『組織の条件適応理論』pp.1-5. pp.8-9. 

高宮 晋による「本書について」の中で次のような解説をしている。 
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 「本書は組織と環境との関係を具体的に実証的に研究し、組織が環境によって現実にど

のような影響を受け、どのように適応しているか、組織そのものの中に環境の要因が決定

的に内在して、組織の構造と過程の形成と運行をどのように統合しているのかを具体的に

明らかにしている。」 

 「実証的研究を行うにあたって組織をシステムとして捉えている。組織はオープン・シ

ステムであって、その中のメンバー行動は相互に関連しあっている。それは公式組織、遂

行するタスク、他の人々のパーソナリテイ、組織の一員として期待される行動の不文律な

どの諸要因と相互に依存している。本書は組織をこのようなシステムとしてとらえ、二つ

の重要な側面から分析をしている。その第一の側面は、システムが大きくなると、それは

幾つかの部分に分化し、同時にシステムが全体として生き続けるために、個々の部分機能

を統合する必要があるという側面である。第二の側面は、あらゆるシステムは外界の動き

に適応してゆくという側面である。組織は分化と統合において、いかに環境に適応してゆ

くか。また環境は組織の分化と統合に対していかに影響を及ぼしていくかが中心問題とな

る。本書はこのようにして、環境と組織の関係を、組織における分化と統合に焦点をあて

て具体的に究明するのである。」 

4）吉田 博訳、『組織の条件適応理論』pp.2-5. 

5) 経営学史学会編、『経営学史辞典』pp.105-106. 

   環境の不確実性と組織デザインに関して、初めて体系的にコンテインジェンシー理論を構

築したとされる J. D. トンプソン（James D. Thompson）は、不確実性をもたらす源泉とし

て技術と課業環境の 2 つを上げている。そして次のように指摘している。第 1 に、環境が安

定的である時には中核技術を最大限に活用する職能部門制組織が適している。第 2 に、環境

が変動的であれば、独自の活動領域をまとめて事業部制組織へと展開することが適切である。

第 3 に、技術変化が速く、環境が複雑で動態的であれば、職能部門制によって通常業務を遂

行しながら、特定のプロジェクトや製品のためにタスクフォースへと展開することが必要で

ある。 

  また、J. R. ガルブレイスも情報処理という視点から不確実性が低い場合には、組織は階層、

ルール、目標設定によって対処するが、不確実性が増大すると、情報処理の必要性を減らす

方法、あるいは情報処理の必要性を増大させる方法が採用されること。そして、不確実性が

極めて高い場合には、技術的な問題に対処するための職能部門制組織の上に、環境変化への

柔軟な対応を行うための水平的関係を重ねあわせるマトリックス組織が適切であるとしてい

る。 

6) 経営学史学会編、『経営学史辞典』pp.106-107. 

  吉田 博訳、『組織の条件適応理論』pp.6-22. 
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7）高田 馨編著、『実証分析 企業の環境適応』中央経済社、1975、pp.3-5. 

   経営学史学会編、『経営学史辞典』pp.107-108. 

   組織（Organization）は、Organizing と Organized から成り立っているが、条件適応理

論は組織の環境適応の 1 側面、すなわち環境に適合する組織デザインを明らかにすること

によって、後者の Organized の側面を分析し、環境→組織→人間というマクロの因果関係

を明らかにした理論であり、もっぱら環境から組織への影響を扱う特徴を持っている。 

   経営学の視点から環境をいかに把握すればいいのかに関しては、“環境無視の経営学”と

“経営無視の環境論”として問題提起がなされている。 

8) 吉田 博訳、『組織の条件適応理論』p.11. 

  R. ルーサンズのマネジメントの方向性を示した図は、「訳者まえがき」の中で紹介されて

いる。なお、出典文献は、「The Contingency Theory of Management : A Path Out the 

Jungle, in Readings in Organizational Behavior, 2ed. , 1977.」である。 

9）環境適応に関する法則とその方法に関しては、高田 馨編著、『実証分析 企業の環境適応』

の第 4 章：経営学におけるエコロジー概念の応用(pp.56-69)を参考にしている。なお、John. 

H. Storer に関しては The Web of Life, 1953. （浦本昌紀訳、『自然と生命のパレード』、

1961.）を参照。 

10）メイソン・ヘアー編・今坂朔久、井上省吾、今井敬二共訳、『現代の企業組織アクションと

実際』1963、pp.107-109. 

11) 吉田 博訳、『組織の条件適応理論』pp.19−20. 

12）西尾一郎著、『企業環境論』pp.367-381. 

   本書の第 6 章：結論において、企業環境論の影響として、その方法論であるシステム思

考のもたらす意義、役割、問題点が整理・指摘されている。 

13）山城 章編、『現代の経営理念』（理論編）、1969、pp.5-7. 

 

 

 

 

Ⅴ 社会的責任論の主張と外延的内容の展開 

 

 社会の急激な変化は、社会制度全般に影響を与える各種の新しい社会勢力を生み出して

いる。この結果、社会の変化によって新たに作り出される環境により良く適応するために

は、新しい意識と新しい社会構造に対する認識を必要とすることになる。こうした社会の

変化が企業経営に関連した典型的な現象としての言葉と形態が社会的責任の出現とその展
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開であると言える。 

1．社会的責任の必然性 

 企業は、いま国内外の厳しい競争のなかで、その存続と成長のためには、多種多様化し

た利害者集団に対して、「多面的適応」をあらかじめ経営計画の中に包含しなければならな

いという難しい環境条件におかれている。 

 すなわち、一方では技術革新の短サイクル化、それと相互関連をもつ国内外の市場構造

の量的・質的変化といった経営環境の変質が、経営計画の実現に不可欠な変化への対応を

必要とするとともに、他方では、不可避的に政府や地方との関係を拡大させ、その影響と

役割を増大させてきている。また企業活動の影響が地域社会、一般社会との関係を直接・

間接に密接化させ、かつ複雑にし、多種・多面的な経営政策の展開を経営に強く要請して

きている。前者の問題は、長期的視点からの利潤意識の認識に関係するものであるが、後

者のそれは、いわゆる企業の社会的責任と言われるものに関係をもった内容として認識さ

れることになるのである。 

 まさに今日の企業経営は、いわば経営責任、業界責任、社会的責任といった重層的な経

営問題に直面し、解決せざるを得ない環境条件におかれているということができる。そこ

で主張される環境条件の幾つかを指摘しておくことにしたい。 

 1）技術革新の進展と市場構造の変化 

 技術革新の進展は、大企業に対して、経営のスケールメリット（規模の経済・範囲の経

済）を拡大するだけでなく 1）、大企業と関連中小企業との関係を、リスク回避のための緩衝

的な関係から、選別化を含む系列的な関係として相互に責任を求めることから、さらに中

堅企業を含んだ系列化の形成へと展開してきた。しかも、技術革新の担い手としての自ら

の技術開発、研究開発においてもきびしい国際競争に直面している。 

 このような技術の進展と、それに対応した市場構造の変化が、先進国と後進国の関係、

言い換えれば、南北問題などの新しい国際関係を構成することから、経済や産業の国際化

時代をもたらしてきたことはよく知られている。このような「国際経営問題」を含む新し

い企業競争が、海外においては企業進出として、国内においては資本の自由化として展開

され、経営者にこれまでとは相違する新しい視点からの技術開発やマーケティングにかか

わる経営的認識を強く要請していると言える。 

 さらに国内環境においても、技術革新が、いつの間にか生産分野において異業種間の結

合を促進させることから、取引機関、取引系統、取引方法を予想以上に変化させ、展開さ

せている。こうした環境変化が改めて利潤意識の再認識をはじめとして、企業経営そのも

のに対する再検討を必要とすることになってきたのであるが、その中核となるのが環境概

念の内容的変化との関係においてであった。 
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 2）社会的責任の要請 

 以上のような技術革新や市場構造を中心とする環境変化は、企業活動にとって、社会資

本の必要性と充実をこれまで以上に必要とさせることになる。このことは必然的に、政府

と企業、公的活動と私的活動との調整の必要性を拡大し、その調整内容はますます複雑化

することになる。技術開発自体においても、その大型化にともなって、社会との関連や政

府の役割に対する再認識が求められることにもなる。 

 このような企業の成長過程において、規模の拡大と成長スピードの速さが、一般社会や

地域社会の生活に無視できない大きな影響をもたらせてきた。具体的には、都市化の問題、

人口集中の問題、過疎化の問題、土地利用の問題、交通の問題、消費者保護の問題、さら

には典型的なものとして指摘される産業の公害問題などが、いわゆる企業の社会的責任を

重視する契機となるのである。 

 こうした企業活動と一般社会や地域社会との関係は、企業の経営活動がもたらす社会的

費用の問題として、企業の経営理念や経営政策の課題として取り上げざるを得なくなって

きた。それゆえに、企業の行動に関連するとされる社会的諸問題を、経営計画の策定と実

践のなかに取り入れ、かつ解決できるような経営理念の確立と、それに基づく実行的な経

営政策が問題とされ、要請されるのである。まさに、社会的責任とは、このような意味を

持つものとして理解されている。言い換えれば、社会的責任としての問題意識のなかに、

経営者が経営活動の拠り所とするべき経営理念が内包されるとともに経営革新の源泉が存

在するとされることになるのである。 

 さらにはこうした社会的責任の問題は、単に経営の環境問題のレベルを越えて拡散する

ことから、企業経営の問題にとどまらず、企業経営の社会的位置づけや社会的評価に関連

した重要な社会問題を、企業経営に直面させ、要求することになるのである。 

 このように見れば、今日の経営問題は、激動する環境条件と経営との相互依存関係を中

心として展開しているということができる。したがって、経済と経営、社会と企業の関連

から発生する問題を通じて、企業経営は社会的責任の問題を考察することが必要不可欠と

なるのである。 

 さらに言えば、こうした企業の社会的責任は、国やその他の公的活動との規制と助成と

いう関連的手段をもつことからも、必然的に自制と協力という手段をもって相互的接近を

はからざるを得ないというのが今日の実情であるとも言える。しかしながら、このような

企業の社会的責任には、法律的にも財政的にも制約と限度があり、企業としての私的活動

においても社会的責任に対する積極的姿勢が求められるとは言え、おのずと限界があるこ

とは言うまでもないことである。A.ミラー（Arjay Miller）は、「企業と社会的責任(The Social 
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Responsibility of Business)」の中で、「企業は企業でないふりをすべきではない。企業は企

業であって慈善団体ではない。企業の行動は、本来、ビジネスの面、つまり利潤追求の面

から評価すべきであって、抽象的な道徳や倫理の面から評価すべきではない。企業が企業

でないふりをすることは、かえって企業に対する不信感を助長させるだけである。したが

って企業のリーダーは、あれもこれもと公約すべきではない」、「もし、一般の大衆があま

りにも非現実的な期待を企業に対して持ち、他方、企業が自ら成しうることの限界を見失

うようなことにでもなれば、結局、企業に対する期待は失望と変わり、その結果、企業に

固有の役割すら損なわれることになるだろう」と明確に忠告をしている。2） 

3）アメリカにおける社会的責任の概念 

 企業の社会的責任という概念については、いまだ厳密な意味で定義されているものはな

いとも言われる。しかしながら、この不明確な概念の底流となっている考え方やその必然

性は、根強く存在し続けているという意味において、特異な意味と役割を持っていること

も事実である。3）それでは企業の社会的責任という概念は、なぜこうも強く主張されるの

であろうか。 

 「企業は、市場概念を越えた経営外部における問題についても、市民一人一人に対し責

任をもっている」という言い方がされる。こうした言い方は、企業が直面する複雑な市場

システムをほとんど理解できない人々にさえ、何がしかの説得力や納得力を感じさせると

ともに、一種の満足感をもたらすことになる。また、政治的権力を獲得しようとしている

人たちにとっても、経済上の費用とか市場競争とかいった退屈極まりない概念を、アメリ

カの一般国民に説明するよりも、企業の社会的責任といった抽象的な概念を説明し、主張

するほうが、政府の役人にとっても、極めて好ましい効果があると言える。それゆえ、企

業が大衆に対して果たすべき社会的責任を主張するとともに、企業の本質的目的である利

潤の追求を抑制する新しい法律が多数提案され、成立することになるのである。 

 企業が社会的責任を果たさなければならないという考え方は、政府や一般市民の立場に

立って見るとき、公共の利益を追求し、その重要性を主張するだけで、それに伴うコスト

の増大や、長期的視点から見た反社会的影響については特段の責任をとらないですむとい

う点でしごく好都合なものであったとさえ主張されるのである。4） 

 こうした政府や一般市民に加えて、企業の社会的責任を強調する人々として経済人、特

に大企業のトップを指摘することができる。一見矛盾しているように見えるその背景には

次のような幾つかの理由をあげることができる。5) 

① 彼らは一般大衆に比べれば経済理論に通じているといえるが、ただ流行のイデオロギ

ーとして社会的責任を支持しているにすぎないのであり、自分たち自身にとって、企

業の社会的責任が何を意味するかということをほとんど何も知らないのに等しい。 
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② 企業の社会的責任という概念が、実業家は神の選民であるというアンドリュー・カー

ネギー的な考え方から、彼らを喜ばせ、満足させていることにある。すなわち、実業

家は、赤ん坊のおしめのホックや波形の金属板や、岩砕機をつくることのみに責任が

あるのではなく、彼らより弱く貧乏な人たちの面倒もみなければならないという考え

方である。それゆえ、もし実業家たちが経営活動に努力せず、企業の経営倫理にも従

わず、他人のために尽くそうともしないならば、大学は崩壊し、空気は呼吸できない

ほど汚れ、文明は失われると、信じて疑わないことになる。 

 とはいえ、このように企業が果たすべき社会的責任を大企業の経営者達が支持するのは、

イデオロギー的あるいは心理哲学的な理由のためだけではなく、むしろ経済的・経営的理

由によるものと考えるほうが妥当である。言い換えれば、企業の社会的責任は、会社の PR

や企業イメージの高揚になるという意味において、また、より大きな企業ほど社会的責任

に支出する負担は、その全体としての平均費用にわずかな影響しか及ぼさず、かつその費

用を吸収できることから得をすることになる。まさに、大規模企業にとっては費用と収益

のバランスという資本の論理に照らしても企業の社会的責任の支持は、良いビジネスであ

るということができるのである。6) 

  2．企業の社会的責任の出現契機 

1） 社会的責任の契機の理論的源泉 

 企業の社会的責任は社会の発展との関連において経営活動の実践的必然性から出現して

きたと考えられてきた。 

 一方で、社会的責任の出現契機は、理論的には、すでに第 3 章で取り上げたのであるが、

O.シェルドンが『経営管理の哲学』において指摘したように、社会経済の発展に伴う資本

と労働の分化、資本と管理の分化、経営者社会の出現、そこにみられる利害者集団の形成

とその機能の中で、企業の主体、さらには経営の主体としての経営者が社会に貢献するあ

るいは貢献できる労働者の育成と輩出という経営理念の中に見ることができる。このこと

は、端的には、経営主体と環境要因との社会的関係の形成を経営者が経営活動の拠り所と

する経営理念の視点から捉えたところに、その契機をみることができる。さらにいえば現

代社会の特質をなす技術革新の高度化や国際的距離の短縮化を背景として、企業が社会に

おける中心的役割をもち企業活動が時間的、空間的、地理的に拡大されることから、ます

ます企業の社会に及ぼす影響力の大きさが改めて経済と社会との関係を再検討することに

つながるものであった。社会的責任の出現契機は、企業環境の複雑化と企業活動の社会性

の拡充を経営主体である経営者がいかなる経営理念を持ってその影響力と重大性を認識す

るかに依存していると言えるのである。 
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 2）社会的責任の出現に対する否定論と賛成論 

 このように経営理念を中核として社会的責任の出現契機を考えるとき、次のような社会

的責任自体に対する否定論と賛成論が存在することになる。それぞれの立場から見た主張

の相違をもたらす原因を指摘しておこう。7) 

①社会的責任論に対する否定論の理由 

i. 一般的には、否定論は古典派経済学の理論を背景としていると言われる。人間は本能の 1

つとして自由なる利己心をもち、この自由な利己心が自由競争心を生み、それが人間の

利潤動機の追求と発展を促進させるとする。そして、この人間の利潤動機が企業にもち

込まれることから、企業の利潤動機が確定され、追求されることから社会経済の発展が

可能となるとするのである。言うまでもなく人間は社会の対人関係において自己の利潤

の追求とともに他人の利潤をも考え、これに貢献することが求められる。とはいえ、こ

の利潤動機にかわる考え方は現在のところ見出すことはできないことから、いまだ社会

的責任そのものが主体的に存在するとは言えない。 

ii. 自由な利己心に基づく利潤動機を基盤とする制度が私有財産制度である。バーリ・ミー

ンズが指摘したごとく私有財産制度は自由社会の基盤であり、社会的価値を示すものと

して認識されることになる。ここに私企業の経営的存在理由があることを強調するとす

れば、いわゆる社会的責任は私有財産制度という論理内容からは乖離するものであり、

主体的存在を否定することになる。 

iii. 経営者は経営の主体として専門的機能を発揮することが職務である。その本来的機能は、

主に、資本の保全と拡大を実践することであり、いわば資本の所有者である株主等の期

待する利益を追求することにある。ところが、そこでの経営者の専門的能力もその意思

決定も必然的に限界が存在している。それゆえ、社会的責任への配慮は経営者にとって

さらなる限界を持った問題をもたらすことになる。 

iv. 社会の諸制度は多くの機能的要素の均衡の上に成り立っている。それゆえ、仮に特定の

機能的要素の力のみが強大となれば他の機能的要素が抑止力として台頭し、それを規制

することになる。企業のもつ影響力の増大に対する政府の規制措置などはそうした典型

的事例である。また経営者の経営の主体として果たす経営機能の影響力の拡大と拡充に

対する社会的反発の出現も同様の現象ということができる。言い換えれば、企業のもつ

機能的役割のうち社会性に関する機能が過度に増大、強化すれば、社会制度の機能的均

衡が崩れ、そのために経営者は、その行動の自由を失い本来の経営的機能さえも発揮す

ることが困難となる。こうした視点に立てば、企業の社会的責任を安易に、また過度に

強調することは社会制度上の不均衡を生じさせることになる。 
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 ②社会的責任論に対する賛成論の理由 

i. 否定論は古典派経済学の理論を前提に人間の利己心→利潤動機→私有財産制度へとつな

がる一連の関連性を根底に置いている。そして結果として、人間の利潤動機が他人の利

潤動機に結びつくと考えることから、社会的責任の位置や役割の不必要性を主張するこ

とになるとしてきた。ところが、現代の社会制度では、人間は自己の利潤動機を満足さ

せるためには、はじめから他人の利潤動機の満足をも考慮に入れなければならず、それ

ゆえに、経営活動においても経営者の意思決定にははじめから社会的責任を考慮せざる

を得ず、この観点から企業そのものが評価されることを強調することになる。 

ii. 否定論では私有財産制度が社会制度の根底に置かれることから、そこでは企業の資本所

有者への忠誠と、これに対する経営者の貢献性の関係が形成されることになる。この両

者の関係は、バーリ・ミーンズによって指摘されるごとく、株式の高度な分散化が「所

有と経営」の分離をもたらせ、企業活動の権限は主として専門経営者に委譲され、資本

の所有者たる株主は単に一定の配当を受け、また株式価値の高騰のみを考え、自己の利

己的判断に基づいて、いつでも所有株式を自由に売買し交換することになる。こうした

所有者支配にかわる経営者支配の出現はおのずと企業の社会的責任を対象とする環境条

件を整えることになるのである。 

iii. 否定論では経営者は自己の専門的機能を資本の保全と拡大のために発揮し、結果として

株主への貢献をはかるとしているが、いまや経営者の専門的機能は単なる株主への貢献

に限定されるものではなく、多くの利害関係集団への配慮を必要としてきている。経営

者機能の拡大、拡充そのものが、おのずと社会的責任を肯定する必然性を高めることに

なる。 

iv. 否定論では社会的制度の均衡が成り立っている状況では、極端な経営者による影響力の

増大、強化がその均衡を破壊すると考えていたが、今日の企業は社会における経済的・

社会的・政治的・文化的意義と機能の多くの側面をすでに包含している。このような傾

向のなかでは経営者の果たす機能の拡大、強化を社会制度上の機能的な不均衡要因とし

てみるよりも、経営者機能の重要性と影響力を認識することからこの現実を容認し、そ

の経営者機能をより良い社会制度の形成のために発揮させることが必要となる。その方

向性の 1 つとして社会的責任が位置づけられる。 

 以上のように、否定論は資本主義経済社会における企業活動の維持と発展に中心を置い

た視点が強調されていると言える。その意味においては、社会的責任そのものの主張が企

業の成長と発展に満足な解答を与えるものではないことから否定論が展開されている。こ

うした否定論の典型的な主張を M.フリードマン(Milton Friedman)に見ることができる。

M.フリードマンは、「もし経営者の中に“企業の関心は単に利潤の追求だけではない。望ま
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しい社会的目標を追求することも等しく重大な関心事であると発言することによって、は

じめて自由企業体制を擁護することになる”と信じているものがいるとすれば、そのよう

な経営者は、まさに、純粋で正真正銘の社会主義を口うつしに言っているにすぎないこと

になる」として、経営者は株主の代理人であり、経営者は法律や社会規範を守ったうえで、

株主のために効率よく事業活動を行うことが唯一の社会的責任であると結論付けている。

これに対し賛成論は逆に現代社会における機能の流動的結合性を強調し、資本主義体制自

体のもつ大きな変化を経営の外部要因として重視し、その上に立って企業と社会の関係を

理解することから社会的責任の必要性を強調するものであった。企業の社会的責任論の基

本原理として慈善原理と受託原理を上げ、企業が自発的に貧困な人々への援助を行い、公

共の受託者としての役割を担うことを指摘する W.C.フレデリック(W. C. Fredrick) は、そ

の代表と言える。8)社会的責任の否定論、賛成論のどちらを取るにしても、また、社会的責

任そのものの賛否よりも、社会的責任を企業の主体あるいは経営の主体の概念との関連に

おいていかに考え、かつ実践的な社会的責任の主体とこれまでの経営理念論との考え方と

の相違と展開をいかに理解し、認識するのかが今後の企業経営にとってより重要な問題で

あると言える。 

  3．社会的責任の定義と意味内容の拡散 

 1）社会的責任の定義 

 企業の社会的責任に対する否定論と賛成論が存在している事実を理解するにしても、企

業の社会的責任論が現象的には一般化され、言葉として頻繁に使用されていることは事実

である。その事実は無視できない所であり、そこで主張される内容と意義を検討すること

がまずは必要であることからも改めて企業の社会的責任の定義を整理することにしたい。 

 まず、権力—責任—均衡の法則を提唱する K.デイビスと R.L.ブロムストロームによる社会

的責任の定義を指摘することができる。そこでは「社会的責任とは自分の意思決定と行動

が社会体制全体に及ぼす影響を考慮する義務である」（Social responsibility refers to a 

person’s obligation to consider the effects of his decisions and actions on the whole social 

system.）9)「社会的責任の本質は、その行為の結果が他人の利益にどのように影響するか

を配慮することから生ずる」（The substance of social responsibility arises from concern 

for the consequences of one’s acts as they might affect the interests of others.）10)と定義

している。 

 このような K.デイビスと R.L.ブロムストロームの社会的責任の定義を言い換えれば、「経

営者の社会的責任とは、経営者による意思決定と行動が公共の利益に及ぼす影響を配慮す

る責任である」ということになる。「公共の利益」に及ぼす影響というのを言い換えれば、

「他人の利益」（interests of others）への影響であり、これは「社会体制」への影響という



 126

ことになる。 

 この「他人の利益」「公共の利益」の意味内容に関連して、K.デイビスと R.L.ブロムスト

ロームは次のことを指摘している。すなわち、「他人の利益」というとき、個人と個人の関

係に限定する傾向が一般にあるがそれは誤りであり、また、個人と所属集団との関係に限

定するのも誤りであり、個人と集団と社会全体との関係において、個人が社会全体に及ぼ

す影響を考えなければならないとしている。これを経営の主体たる経営者に適用していえ

ば、経営者は自分の意思決定と行動が企業そのものの意思決定と行動を通じて企業を含む

環境である社会全体に及ぼす影響を考慮すべきであるということになる。まさに、「社会的

責任という考え方は、自分の行動が社会全体に及ぼす影響のどんなことにでも配慮するこ

とを要求する」「ある組織のための行動であっても、それを全社会体制と関わらせて考慮す

るときには、社会的価値を彼の行動に内在化することになる。これが社会的責任の本質で

ある」11)と定義されることになる。 

 2）社会的責任の意味内容の拡散 

 現代企業における社会的責任は、経営の主体である経営者が拠り所とする経営理念に基

づく活動の中で、特に、利害関係者集団との間に発生してきた問題ということができる。

ここでいう社会的責任の「社会的」という意味は、経営の主体である経営者の持つ経営理

念に基づく活動の中で直接的あるいは間接的に関係をもつ利害関係者集団の主体性を尊重

することであると言える。すなわち人間を尊重するという意味である。この尊重に対して

企業の責任が問われることになるのである。それゆえ、社会的責任を考慮するということ

は、企業の経営理念を拠り所とした経営活動とその中核的な環境を形成する利害関係者集

団との関係をこの尊重という意味を介して結合することが求められることなのである。こ

のことは、R.アマロ(Roy Amara)が、「企業の社会的責任について(An Overview on the 

Social Responsibility of Business)」の中で、「企業の社会的責任とは、企業とその主要な

利害関係者――株主、債券保持者、従業員、消費者、政府、大衆、原料供給者，競争相手

――とが接触する場において、企業に期待される責任の事である」と定義していることか

らも理解できるのである。12) 

 このように社会的責任の中核概念として利害者集団への尊重を主張することは、必然的

に、社会的責任が経済的責任のみならず広く環境主体のもつすべての欲求を満足させるべ

きであるとした全人的責任の尊重という広義の社会的責任として拡大、理解され、展開さ

れることになる。今日、社会的責任というとき、この包括的意味内容の理解、すなわち、

環境責任＝包括的責任こそ社会的責任の本質であるとされるゆえんでもある。それゆえ、

社会的責任は、つねに、経営に対して全般的意味内容を持つことになり、決して部分的、

限定的性質を意味するものではないということになる。それゆえに、企業にとって社会的
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責任は重要な経営的課題として強調されることになるのである。具体的には企業は地域社

会に対する会社市民的責任、公害に対する責任、政府に協力する責任、労働組合の主体性

を認める責任、労使の対等関係を認める責任、顧客や消費者の主権を認めこれを尊重し、

奉仕する責任等多くのものが課題として含まれるのである。 

 このように企業の社会的責任が包括的意味内容をもつことによってのみ、自由社会の存

続、さらには資本主義体制の存続という責任を果たせることになる。まさに、現代企業は

その経済的影響力を基盤に固有の経済的問題と同時に派生的な非経済的問題、例えば政治、

文化、教育等にも影響を及ぼすことから資本主義体制自体にも関係せざるを得ないことか

ら、この体制責任を果たす過程において経営の内外における非合理性や権力等の問題領域

の解決に社会的責任が関与することになる。このことに関して、K.デイビスが、「社会的権

力は社会的責任を伴う。このことは社会的責任が社会的権力に伴うことであり、また社会

的責任を回避すれば社会的権力を失い、逆に社会的責任を有すれば社会的権力をうる」13)

と指摘しているように、企業が持つ社会的権力と企業の社会的責任の均衡の問題がさらに

問われることになる。 

 言うまでもなく近年の社会的責任を論じる場合、特徴的なこととして指摘できることは、

企業環境論が経営外部の環境主体の視点から主張されてきたのと同様に、企業の社会的責

任も経営外部の社会的視点から理解され主張されているということである。 

 言い換えれば、社会全体は異なる部分の総合体として形成される 1 つの全体であり、そ

の異なる部分には異なる役割、ないし責任が存在している。しかもそうした異なる位置、

役割、責任はそれぞれになんらかの行動を行なう方向性をもっているのであるが、この行

動の方向性が社会によって納得され認識されている規範と乖離するとき、そこに社会的責

任が生ずることになる。このことは経営の主体である経営者の役割と責任についても同様

のことが言える。すなわち、経営者は企業の代表責任者として認められ、社会の規範の中

で位置、役割、責任をもって行動するとき社会的責任が発生するということになる。ただ、

企業活動と社会の規範との乖離から社会的責任が発生するとすれば、また社会の変化に限

界がないとすれば、社会的責任の意味内容は拡散を続けなければならないという宿命をも

つことになる。このような環境条件の中で、はたして今後もこれまでの様なやり方や考え

方で企業の社会的責任は続けられ、成果を生み出せるのかという疑問が当然指摘されるこ

とになる。それゆえ新しいルールの下で企業が取るべき社会的責任の一つの考え方として、

A.ミラーは次のような考え方を示しているのである。14)「社会全体のためには、社会の主要

機関が、自ら最も得意とするところに努力を集中し、不得意とする分野での時間や資源を

浪費しないことが必要である。たとえば企業は、少数民族の雇用と訓練、新技術の導入や

技術水準の向上、製品の品質や能力の改良、企業の操業から生じる有害な空気や水の汚染
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の速やかな除去などに努めるべきであって、その他の活動は、政府との協力によってのみ

処理するか、いっさい手を付けるべきではない。」 

 

  4．社会的責任の主体と経営の主体の矛盾 

 以上のように企業の社会的責任が拡大・拡散されることによって包括的意味内容をもつ

新しい社会の機能になるとすれば、誰が社会的責任を負うのか。これについては、社会的

責任の「三重性」、すなわち、企業と経営者と従業員の三重主体の考え方が指摘されている。 

 一般的には、社会的責任の主体として通常は企業と経営者の 2 者が問題となる。これに

ついて企業の主体と経営の主体の相違を考えれば、「企業の社会的責任」と「経営者の社会

的責任」とは異なるものであることは容易に理解することができるのである。しかし、「企

業行動」を具体化する「経営活動」の責任者は経営者である以上、「企業の社会的責任」は

「経営者の社会的責任」とならざるを得ないことから、両者は実質的には一体化すること

になる。世論による企業への批判が高まり、企業の社会的責任への要請が高まり、それを

企業が受けとめるということは、現実的には経営者がそれを受けとめることを意味してい

る。また、企業が社会的責任を認識し実行するということも、経営者が認識し、意思決定

し、実行することなのである。このように見れば、「企業の社会的責任」と「経営者の社会

的責任」は基本的には相違する個別のものであるとしながらも、現実的には一体化の関係

にあるということができるのである。 

 さらに、経営者と従業員との関係に注目する必要が存在している。というのも経営者が

従業員に対して経営上の実質的権限委譲を行なうとすれば、権限―責任―均衡の法則によ

って従業員も社会的責任を負わなければならないということである 5)。経営上の権限委譲や

経営参加が議論され、重要視されてきているとはいえ、経営者の社会的責任の第 1 歩は従

業員への責任であったし、現在の経営者の社会的責任のなかには従業員への責任も含まれ

ているのであるが、その関係に加えて、従業員は経営者の社会的責任の客体であると同時

に、経営者が従業員以外の社会的責任の客体に対して負う社会的責任の共同主体になると

いうことである。従業員との関係が経営者にとって特に重要な意義をもつのはこの社会的

責任の共同主体としての関係ということができる。すなわち、従業員は経営者の内部環境

主体のひとつとして、経営者の社会的責任の客体であるとともに、経営における分権・参

加を基礎とするとき、同時に、経営者の外部環境に対する共同責任主体となる。こうして、

経営者の社会的責任と従業員の社会的責任とは経営における分権・参加の過程で一体化す

ることになる。 

 このような考え方を基礎とすれば、結果的には、社会的責任の主体は、企業、経営者、

従業員の三重主体によって構成されることになる。しかしながら、現実的には、経営の主
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体である経営者に社会的責任の主体が存在し、依存していると言って過言ではないことを

考えれば、社会的責任を果たす主体に関する三重主体説には論理的矛盾が存在しているこ

とは否定できないことになる。 

  5．社会的責任の類型 

 企業の存立基盤である資本主義体制を存続させ、企業の地位を維持するためには、企業

経営の経済的目標に統合される社会的責任を不可欠とするとすれば、当然のことながら、

社会的責任にも類型が存在することになる。この類型を指摘する場合に、有効なモデルが

第 3 章でも取り上げた R.イールズの 3 つの会社モデル、言い換えれば、社会的責任の 3 モ

デルである。すなわち、伝統的会社における社会的責任、中道的会社における社会的責任、

母体的会社における社会的責任の 3 類型である。15)この 3 類型を基盤とするとき、常に問

題として取り上げられるのが、伝統的会社における社会的責任と中道的会社における社会

的責任との関係である。 

 さて、R.イールズの会社モデルに従ったこの 3 類型の社会的責任の特徴は次のように指

摘することができる。 

①伝統的会社における社会的責任は利潤の手段としての社会的責任である。 

②中道的会社における社会的責任は利潤と同格の社会的責任である。 

③母体的会社における社会的責任は利潤を手段とする社会的責任である。 

 ①では社会的責任は利潤に対して第 2 次的な位置にあり、利潤の追求に対してプラス効

果に加えて、マイナス効果をもたらす可能性を前提としている。この点は社会的責任が第 1

次的な位置にある③と同じである。しかし、②では社会的責任は利潤を相互補完的に促進

する可能性に注目しているのである。社会的責任を負うことによって利潤が増大する。ま

た利潤を増大するためには社会的責任を負わなければならない。このように、①は利潤に

貢献する限りにおいて社会的責任を問題とするのに対し、②は社会的責任を最初から問題

としなければならないのであり、社会的責任は常に利潤を相互補完するものと理解するこ

とができる。そして①と③とは、利潤と社会的責任が相互背反関係にあることを前提とし

ているが、②は相互補完関係を前提としているのである。①と②の差が、ここに求められ

ることになる。中道的会社のもつ特徴を理想的な会社モデルとして考察する R.イールズの

主張を基礎とするならば、理想的な社会的責任とは、利潤と統合された社会的責任を主張

することは容易に理解できるところである。すなわち、中道的会社の社会的責任は利潤と

統合された相互補完的な社会的責任であり、利潤と統合された社会的責任をとることが中

道的会社の特質であるということができる。 

 社会的責任の類型を考える時、R.イールズに対比される T.レビット（Theodore Levitt）

の社会的責任反対論の存在が無視できない。T.レビットによれば、R.イールズの指摘する③
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の社会的責任は企業経営そのものに危険な結果をもたらすことを指摘したのであるが、社

会的責任を負う必要はないことを主張したのではなかった。「利潤に匹敵する社会的責任だ

けは負担せよ」というのであるから、結局は①の社会的責任類型を主張したことになる。

このような T.レビットの社会的責任反対論を否定論（no-responsibility）として一般的には

分類されるが、T.レビットは社会的責任そのものを否定しているのではなく、社会的責任の

性格と負担の仕方を問題とすることから、全面的かつ包括的社会的責任に反対していると

理解することができるのである。 

 社会的責任の類型を考察する中で、R.イールズが指摘する①の社会的責任はもはや現実

的妥当性を持たないとされ、③の社会的責任は結果として企業の自己否定に陥ることにな

る。そこで、②の社会的責任こそ経営者が負うべき、そして、負わざるを得ない社会的責

任であるという結論にいたるのである。こうして、企業環境論の台頭、中でも環境適応理

論に続く社会的責任論に注目が集められ、経営環境主導型経営とも呼ぶべき経営と社会的

責任との相互補完関係を超えた、また経営の主体である経営者の拠り所とされた経営理念

とも切り離されたところの社会環境を主体とした社会的責任論として拡充されていくので

ある。 

 

 

 

[注] 

1）経営のスケールメリットとしての「規模の経済・範囲の経済」と「管理・組織・戦略」との

関係に焦点をあてた、Alfred D. Chandler, Jr., Scale and Scope: The Dynamics of Industrial 

Capitalism, 1990.を参照。 

2）ホワイトハウス産業社会会議編（経団連事務局訳）、『企業の責任と限界』ダイヤモンド社、

1974、pp.6-7. 

 R.ミラーは、企業に過大な期待を抱いているとする代表的な言葉を幾つか紹介している。 

  「企業と産業こそ、我々に残された最後の希望である。それは、我々の社会における最も

現実的な存在である。たとえば、政府・学校・教会・労働組合など、いずれも黒人問題を

処理できないできた。今やこの問題の解決も、企業の手にかかっている。」 

  「もしあなた方、企業ができないのであれば、この問題は決して解決されることはないだ

ろう。」 

3）経営学史学会編、『経営学史辞典』p.82. 

  アメリカでは H.R.ボーエンが、1953 年にキリスト教倫理を背景に社会的責任論を展開した

『ビジネスマンの社会的責任』を出版している。そして、1960 年代における社会運動を背
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景にして企業の社会的責任に対する関心が高まり、1971 年、アメリカ経済開発委員会が経

済的機能を能率的に遂行する責任、社会的価値観の変化などに敏感に業務を遂行する責任、

社会的環境の改善に積極的に取り組みを行う責任を内容とする『企業の社会的責任』を公

表した。「企業の社会的責任」に関する肯定と批判の双方が存在したが、企業と社会との相

互作用に関するアメリカ社会の認識は、「企業と社会」の理論、「経営における社会的課題

事項」の研究として定着してきたとされる。 

4）ホワイトハウス産業社会会議編、『企業の責任と限界』pp58-59. 

5）ホワイトハウス産業社会会議編、『企業の責任と限界』pp.60-61、p.68. 

  ヘンリー G. マン(Henry G. Manne)は、「企業のパラドックス」として次のように述べてい

る。「企業の社会的責任なる問題の周辺にはいくつかの特異な現象が見られる。一つは、こ

の問題について、極めて多くの対話・討論がなされてきているという事実である。もう一

つは、経営者自身が、この考え方を支持しているということである。経営者の中には、資

本主義の競争の原理とは全く相いれない政府の介入を認めるものさえいる。さらにもう一

つは、それにもかかわらず、真の意味で慈善的な行為と言えるものを、企業の世界で目撃

することがほとんどないという事実である。ここに企業責任という概念のパラドックスが

ある。」 

6）ホワイトハウス産業社会会議編、『企業の責任と限界』pp.61-63. 

7）西尾一郎著、『企業環境論』pp.174-176. 

8）経営学史学会編、『経営学史辞典』p.82. 

  ホワイトハウス産業社会会議編、『企業の責任と限界』p.8. 

   否定論者：M.フリードマン、R. W.アッカーマン・A. A. バウアー。 

   肯定論者：W. C. フレデリック、G. A. スタイナー、E.M. エプスタイン、A.B. キャロル。 

9）Keith Davis and Robert L. Blomstrom, Business and its Environment, 1966, p.167. 

10) K. Davis and R. L. Blomstrom, Business and its Environment, p.168. 

11) K. Davis and R. L. Blomstrom, Business and its Environment, p.168. 

  高田 馨著、『経営の目的と責任』pp.178-179. 

12）ホワイトハウス産業社会会議編、『企業の責任と限界』p.34. 

13) 高田 馨著、『経営の目的と責任』p.203. 

14）ホワイトハウス産業社会会議編、『企業の責任と限界』p.11. 

15) R.イールズの社会的責任論と T.レビットの社会的責任反対論に関しては、高田 馨著、『経

営の目的と責任』の第 8 章、第 9 章を参照。 
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Ⅵ 重層的環境概念と社会的責任の限界 

 

 企業の社会的存在としての環境的概念が問題とされるとき、先に検討したように、環境

の性格変化とともに経営の環境課題として環境適応理論や社会的責任論が浮上してきた。

そして、そうした現象は従来の経営者が意思決定の拠り所としてきた経営理念に対する本

質的役割と意義に大きく影響を与える要因となるのである。 

 企業環境が単純かつ静態的であれば経営において環境はほとんど問題とならず、経営学

においても所与の要因と考えることができるとする企業環境論では、逆に、環境が複雑か

つ動態的になればなるほど、環境は所与の要因ではすまされなくなる。積極的で適切な経

営活動の決定は、その企業の環境に関連した機会と危険を認識し、検討することから始め

なければならない。1)例えば、経済成長の高度化に対応した急速な経営成長や技術革新によ

って、企業環境は変化の時代、革新の時代、激動の時代、断絶の時代などと呼ばれるよう

に、技術的、経済的さらには社会的に見て経営構造や経営環境の変化には著しいものがあ

り、その変化を見定めることが不可欠となっている。経営成長のための経営構造の変化は

経営計画の結果であるとも言われる。それゆえに経営成長のためには、正確で動態的は経

営計画が要求され、しかも長期的な計画を可能とするような戦略的要素を探求することが

必要とされる。このような環境との相互関連性を増大させる経営にとって、環境変化の現

実的事実を無視できないだけではなく、環境を適切に分析かつ理解することから、成長を

もたらす経営要因を利用した経営政策を設定することが企業経営にとって不可欠となって

きていると言える。環境を経営の戦略的要素と考えることから、環境が経営を変化させる

（経営が環境に適応する）だけでなく、経営が環境を変化させる（環境を経営に結合させ

る）政策対象とする考え方が指摘されることにもなるのである。 

 そうした意味において、現代企業を取り巻く企業環境の中身は内包的充実と外延的発展

という 2 つの側面において複雑に、かつ拡充してきている。ここで言う内包的充実という

のは、企業本来に存在する環境要素、例えば資本、株主、労働者等の数が拡大することに

よって起きる量的・質的変化を示している。企業は最初、ごく小規模な店舗として、所有

経営者が一人で店の仕事や運営に従事するとき、企業環境は極めて単純であるが、企業規

模の拡大にしたがって、出資者である株主や経営者、従業員、取引会社、競争相手などの

利害関係者の数は多くなってゆくとともに、その関係は複雑化することになる。こうした

状況の量的・質的変化を企業環境の内包的充実ということができるのである。一方、外延

的発展というのは、それまでにはない新しい環境要素を取り入れてゆくことによって起き

る環境の拡大のことである。近年における企業国際化の進展によって、経営活動は国境を

こえて活動領域を拡大している。このため、企業が配慮しなければならない環境要素は本
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国のみならず、海外進出をした国々の経営環境要素、さらには全世界の経営環境をも考え

る必要がある。また、自然環境破壊、公害問題などはすでに国際的問題となっており、ど

の国でも、どの企業でも、地球の一公民として重視しなければならないことは言うまでも

ないことである。 

 それゆえ、企業を取り巻く環境は時代の変遷と社会の進展に伴って変化し、複雑に絡み

合ってきている。特に 21 世紀の初頭に入った現代において、環境要素は企業経営に大きな

影響を与えていることは否定できない事実である。企業を取り巻く環境を理解せずに意思

決定や経営活動を行なうことは経営者にとって許されないことでもある。したがって、変

わりゆく企業環境を明確に把握することが重要であるとともに、経営者の責任でもあるこ

とは否定できないことは言うまでもないことなのである。 

  1．重層的環境概念とその問題点 

 近年、人類環境という広範な観点から環境問題が国際的に提起され、新しい視点からの

環境問題への挑戦が始まっている。そこには、この問題を考えるうえで、企業に最も関係

の深い社会的変化として、R.アロマは「企業の社会的責任について」の中で、次のような 4

つの基本的な環境変化を指摘している。2) 

① 経済重視から社会重視への変化 

② 工業化指向から脱工業化指向への変化 

③ 技術指向から脱技術（知識）指向への変化 

④ 国家中心から国際化への変化 

 これらの社会的変化における傾向は、相互に補完あるいは相互に対立しながら企業経営

に影響を与えることになる。例えば技術を取ってみても、社会の関心を経済中心から社会

的なものに向けさせるような環境を作り出したと言える。しかし一方、社会的関心を満足

させるような技術進歩の方向と、増大する国際競争市場に対処するのに必要な技術進歩の

方向とが、まったく相反する場合もありうるのである。とは言え、これら 4 つの基本的な

社会的変化の動向は、重なり合い相互に関連しあう、まさに重層化した環境条件を形成す

ることによって今日の社会が新たな段階的変化を起こしている証拠を示すものであるとし

ている。そうした意味において、企業環境論の中核を形成してきた環境適応理論や社会的

責任論に対しても、こうした重層的環境概念を基礎に再検討の必要性を不可欠とすること

になるのである。 

1） 経済重視から社会重視への変化 

 社会的変化の現象自体は認識しているとはしても、社会で起こっている価値観や期待の

変化を一言で適切に表現することは困難である。それらの特徴は、若者の文化、新しい意

識、機会均等、生活の質などさまざまな言葉で語られており、それを単体的に示す事例は
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無数と言えるほど数限りない。例えば、物質的な成功指向の減少、成長重視から人間重視

への移行、自然環境の質に対する関心、人間の精神的豊かさの強調、労働に対する対価と

しての利潤を労力と忍耐によって追求するピューリタン的倫理観の敬遠、レジャーや娯楽

に対する人間の権利、価値観の多様化など、さまざまなものを指摘することができる。 

 このような変化が起こる背景には、現在の経済的繁栄が、今後も継続するという期待が

前提として存在しており、それが大きな役割と影響を与えていると言われる。 

 しかも、こうした価値観や期待に見られる変化の傾向はますます強まると思われる。な

ぜならば、これらの変化は、社会の大多数の人々の行動に深く根ざしている価値観として

基本的かつ根本的な変化をもたらせているからである。したがって、このような基本的な

社会的変化は、これまでの経済的な価値観や個人的な価値観に関心を強く持ってきたのと

は対照的に、ますます社会的・公共的なことへの関心に興味と意識を持つという傾向を示

すことになるのである。 

 こうした経済重視から社会重視への転換を論理的に説明した学者としては J.K.ガルブレ

イス( John K. Galbraith )を上げることができる。J.K.ガルブレイスは、『ゆたかな社会 第

二版』で次のように指摘している。3) 

 「誰もが貧しい社会では、貧困について特に注目すべきことはない。それが注目すべき

ものとなり、また許しがたいものとなるのは、大多数の人々が裕福である社会においてで

ある。そして裕福な社会における貧困の説明は、その問題の特殊な面ではなくて一般的な

面に求められねばならない。すなわち、貧しい人たちの社会の性格にではなく、一部の人

を貧しいままにし、またそうさせておくところの、ゆたかな人々の社会の性格に求めなけ

ればならない。こう考えてくると、われわれが生産に夢中になっていることや、貧しい人々

（ないしその子供たち）が現状から抜け出すべきよすがともなりうる政府のサービス―教

育、保健、福祉、都会生活一般など―が軽視されていることに思い至ったのである。」 

 さらには、経済の中心的要素が疑いもなく生産であり、この生産が依然として文明の進

歩と質の尺度であるという歴史的・心理的な強い観念が定着していること、そして、その

強い観念から逃れるには、さらに強い意志が必要であることを強調している。生産は、確

かに経済思想・社会思想・経営思想の中で非常に大きな地位を占めてきたのであるが、J.K.

ガルブレイスは、生産に対する我々の態度がいかに因襲的かつ伝統的で非合理的なもので

あるかを示すことから、物質的生産による経済成長、すなわち私的財生産優先の豊かさに

疑問を投げかけたと言える。4) J.K.ガルブレイスが描いた「豊かな社会」とは、悪趣味や不

道徳のための私的財生産が抑制されることから、質の高い公共サービスが提供され、貧困

が都市や発展途上国からも追放され、自然の景観が美しく、人々の暮らしに安全網が完備

した社会であり、まさに経済重視から社会重視への社会的変化という民主主義の基本にか
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かわる問題を提起しているのである。5) 

 2）工業化指向から脱工業化指向への変化 

 経済活動を歴史的な発展過程として見る場合、農業時代、工業時代、および脱工業化時

代の 3 つの時期に区分することができる。農業時代は、経済活動の中で農業活動が圧倒的

に高い比重を占めており、かつ一人当たりの所得が低水準であったという特徴をもってい

る。工業時代は、古くはイギリス産業革命に始まり、アメリカではアメリカ的生産方式と

呼ばれる生産の機械化が完成する南北戦争の時期にアメリカ産業革命として確立され発展

することになった。この時期は、農業従事者に対して製造業労働者の数の優勢と、生活水

準の上昇ということによって特徴づけられる。そして現在指摘される脱工業化時代の特徴

としては、①生活水準の向上と製造業の重要性の低下、②サービス産業や知識産業の台頭

と発達、③富の生産源泉としての教育的役割の強調と、その重要性、④情報への接近とそ

の伝達に関する個人的責任、⑤社会全般においる情報伝達技術の重要な役割。⑥政治活動

への市民の参加能力の増大、⑦政治への市民の意見反映の機会増加などが挙げられる。6) 

 以上のような特徴を持つ脱工業化時代においては、技術の応用や情報のネットワーク化

が進展する結果として知識社会が形成されることから、社会的・政治的勢力が根本的に再

編成されることになる。特に、情報を適切に収集・分析する市民グループ、消費者グルー

プ、学生などがより社会体制に対して影響力を発揮し、究極的には、社会形態を基本的に

変化させてしまうことになることが指摘されるのである。 

 ところで、脱工業化という言葉は、否応なくダニエル・ベル（Daniel Bell）の『脱工業

化社会の到来』を思い起こさせることになる。7)脱工業化社会という言葉は、1962 年ごろ、

ダニエル・ベルによって定式化されたと言われる。ダニエル・ベルは従来の伝統的社会と

産業社会という社会学的歴史区分である 2 分法では、当時の社会変化を説明できないとし

て第 3 の区分である脱産業社会を指摘したとされる。そして、ダニエル・ベルは、アメリ

カの社会が 1960 年代末から 1970 年代初頭にかけて、情報、知識、サービスを扱う産業が

それまでの工業に代わって社会での重要な役割を担うことから社会の支配構造に変容が見

られることを理由に「脱工業化社会」に移行したことを指摘している。8)すなわち、脱工業

化社会とは、財の生産からサービス（情報サービスを含む）に経済活動の重心が移行し、

論理的知識が社会の中軸原則となって、改革や政策の策定源泉となる社会を意味している。

それゆえ、脱工業化社会では、社会計画を策定する場合、必ずしも合理性の原理で遂行で

きるとは限らず、最終的には効率性を追求するテクノクラート集団、特にその代表である

政治との調整を不可欠としている。こうしたダニエル・ベルの「脱工業化社会」の特徴は、

①工業からサービス産業、特に教育・保険部門への主要産業の転換、②専門技術との関係

で権力を行使する専門職の増大、③それに伴う非官僚制的組織の登場、④「所有と経営の
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分離」の拡散、⑤大学・大学院への進学率の上昇として整理することができる。 

 こうした工業化社会から脱工業化社会への変化と特徴が、特に政治、経済、教育に与え

る影響として今日の社会において完全に浸透しているとはいえないまでも、①市民の自覚

が高揚してきたこと、②社会の重要問題を決定するうえで市民参加の機会が増大している

こと、さらに③国家目標の再評価に対する大衆の主張が強くなっていることなど、変化の

存在を感じることができる。そして、いかなる社会の構成部分も、こうした影響を受けざ

るを得ないことは言うまでもない。そして、その結果として実現する社会は、「論理的知識

の体系化」と「科学とテクノロジーとの新たな関係」を基盤とした参加型の市民によって

構成され、教育水準も高く、サービス指向型で、情報も十分行き渡った知識社会としての

特質を持つことになると言える。 

 3）技術指向から脱技術（知識）指向への変化 

 技術はこれまで以上に慎重に開発され、使用されるべきであるとの認識が、高まってき

ている。なぜならば、技術は、社会や企業に利益をもたらす反面、直接的にも間接的にも

リスクを及ぼす潜在性を持っているからである。 

 というのも、新技術が開発された場合、その新技術を長期的に利用することによって、

どのような影響を社会に及ぼすかという観点についてはほとんど検討されてこなかった。

すなわち、技術のもたらす未来的不利益や危険性に関してはほとんど顧慮されず、技術を

使うという短期的な収益性と利便性が先行していたのである。一般的に、新技術を採用す

るか否かという個々の決定は、短期的な経済的利益によって判断されてきたのである。し

かし、最近では、問題は技術そのものの高度化ではなく、社会に広範な影響をもたらす要

因として、むしろそれをいかに評価して使うか使わないかの判断をする知識こそが重要で

あると、理解されるようになってきた。 

 脱工業化時代の特徴でも指摘されたバランスのとれた、かつ選別された技術の適用を行

なうためには、技術の二次的、三次的な波及効果と、その未来をも含めた社会的コストの

評価が必要不可欠であった。このことは、技術の複雑性が急速に増大し、技術の複雑性や

問題性を新たな技術によって解決し、統制することがさらなる技術の複雑性と問題性を増

大させることから、技術が社会制度上の諸関係を極度に不安定にする原因となってきてい

るからである。こうした考え方は、企業における経営活動にも通じるものがあると言える。

P.ドラッカーは、『断絶の時代』の第 4 章：知識社会において、経済・社会・産業における

知識の果たす役割と意義を次のように指摘している。9)「財やサービスではなく、創意と情

報を作り出し、流通させるのが“知識産業”であるが、この知識産業の生産額は、1955 年

にはアメリカの国民総生産額の四分の一を数えた。・・・70 年代の終わりにはそれは国内総

生産の二分の一を数えることになろう。アメリカ経済の収入と支出の二ドルに一ドルは、
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創意や情報を作り出し流通させることから生じ、創意や情報を得るのに費やされることに

なる。アメリカ経済はつい最近の第二次大戦までは財中心の経済であったが、今や“知識

経済”へと変身した。」 

 こうした P.ドラッカーの主張は、生産性、競争力、経済発展の中心的課題はもはや工業

産業の生産力ではなく、知識産業の生産力にあり、知識がいまや先進的かつ発展した経済

における中心的生産要素となったことを示している。そして、現代の経済の基礎は、“科学”

ではなく“知識”であり、とにかく今日、財界、産業界、政府、軍事、国際関係の場で重

要な役割を果たしていない知識分野があるとすれば、それは例外に属するものであるとさ

え強調している。10)まさに情報の体系的でかつ目的的な学習と、情報の体系的な応用力とが

結合した知識が、これまでの科学や技術に取って変わって職務、生産性、労働などの新し

い基礎となる社会的需要は世界的な現象ということができる。 

 このように技術や科学に全面的に依存してきた技術志向の社会から脱皮して、その潜在

的危険性を避ける脱技術志向の社会へと変化するためには、技術のもつプラス効果だけで

なく、マイナス効果の分析を意思決定過程に組み込むことが不可欠となる。このことは、

技術が、短期的にはきわめて利便性の高い、非常に価値のあるものであったとしても、長

期的には社会的に、また経済的にも高いコストを支払うことになるかもしれないという潜

在的なリスクを常に意識することのできる創意と情報を作り出せる知識が必要であること

を示しているのである。それが知識社会ということになる。 

 4）国家中心から国際化への変化 

 企業環境の変化の中でも最も顕著なことは、経済的かつ、社会的な交流が国境を越え、

世界的な広がりをもつようになってきたことである。 

 通信、交通、生産、流通システムは、国と国との距離を時間的にも、空間的にも、地理

的にも短縮してきた。伝統的な政治、経済、あるいはイデオロギーなどによって設定され

てきた国境は、人口増加、輸送、情報コストの低下、さらには経済交流の新しい形態の出

現と発展によって、いまや形式的な意味しか持たないものになってきている。 

 このような世界の水平化現象によって平坦な相互関係が促進する結果、各国の経済、技

術開発、社会的進歩は、ますます相互に分業化・分担化を基盤としながらも全体として絡

み合うようになってきている。11) 

 こうした国際的分業と分担化の増大に伴って生じる重要な問題として、先進国と後進国

の間に顕在化する格差、繊維・皮製品・衣服といった低技術水準の産業における競争力の

低下、原材料および燃料についての海外依存度の増大と安定的な供給と購入などが指摘さ

れる。いわゆるサプライ・チェーン・マネジメントの問題である。こうした国際化に関連

する環境変化は、これまでの企業環境論の領域を超えた内容を当然ながら含むことになる。
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それゆえ、企業経営においても新たな国際化に対応した経営理念や経営哲学を再検討する

とともに構築する必要に迫られることになると言える。 

  2．社会的責任の積極的主張と限界 

 企業の発展に伴う利害関係者の増加と社会体制の変化に従って、経営者の視点は企業の

内部環境にとどまらず、企業の外部環境にも拡大されていった。特に所有と経営の分離に

よって、従来の単一または少数の資本所有者による経営支配から、経営職能を専門にする

経営者に経営が委ねられてきた。加えて、企業を取り巻く環境はますます多岐にわたり複

雑になってきた。とくに近年、事件・事故・不祥事などが起こるたびに企業の危機管理に

対する対応が問われ、消費者、投資家、従業員など企業を取り巻く利害関係者の経営者に

対する評価に大きな影響をもたらしている。そこには企業も社会の一員として、社会に対

して適切な責任を果たすべきであるとした考え方が一般的になってきたことが指摘される。

ところが、企業が長期的かつ継続的に発展するためには利潤を追究しなければならないこ

とと、社会の一員として社会から求められる社会的責任を果たすこととは、一見矛盾する

ことになる。すなわち、過度に社会的責任を重視すれば、企業自体が財務上存続できない

ことになるからである。逆にあまりも利潤の追求を重視し、公共の利益を無視すれば、社

会に理解も納得もされないし、受容されないことになる。このように企業の経済的責任と

社会的責任の遂行には、相方に限界が存在することになることから、経営者にとってはそ

うした限界をどのように把握するべきかという困難な意思決定が求められることになる。

そこで、そうした相方の限界と均衡をいかに考えるかの糸口となる幾つかの視点を提供し

てくれるのが、先に指摘した急速な社会変化をもたらす 4 つの基本的な環境変化要因を基

礎とする重層的環境概念ということになる。 

1） 企業は社会的存在としての役割 

 企業が存続していくためには、明確な存在意義を提示し、社会に対する責任を遂行しな

ければならないと言われる。すなわち、企業は、社会や消費者には製品やサービスを提供

し、従業員には労働力を提供してもらう代わりに、生活の糧を得るための経済的手段とし

ての存在でなければならない。まさしく企業は、社会において人間が生活していくために

必要不可欠な存在であると言える。 

 また企業は、外部環境の変化に適応しつつ、その存続と発展を実現するためには、外部

環境にすばやく適応し、変革していく必要がある。ところが、企業が社会に及ぼす影響力

は、無視できないほど大きくなっていることを考えれば、企業が外部環境を無視し、利己

的な経営活動に走れば、社会に弊害を及ぼすとともに、外部環境である社会から孤立し、

反発を招くことになる。そこで、短期的には利益を得ることができても、長期的には社会

に受け入れられなくなり、社会での存在意義を失うことから存続できなくなることは言う
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までもないことである。 

 このように考えれば、企業が大規模化するにつれて社会での存在意義を高めることは、

権力と責任の均衡からも、従来の経済重視から社会重視の価値観への変化が強く期待され

ることになる。言い換えれば、求められる社会的責任の領域は増大し、さらなる積極的な

社会貢献が求められることになる。そして、企業は、存続するかぎり社会から期待され、

要請される多くの願望に答える責任を負っているとも言える。それゆえ、企業は社会の構

成員として、社会とともに共存していかなければならない。つまり、企業の責任は、財や

サービスを提供し、単に業績をあげるといった経済的なものだけにとどまらず、その経営

行動をより社会のルールや規範に適合させ、積極的に社会に貢献をするという倫理的なも

のを含むことになるのである。12) 

 それも企業の規模が大きければ大きいほど、その影響力は大きいことから、その経営行

動には確固たる倫理観や行動規範が必要となると言える。まさに、社会における「個」と

して良き企業市民（Corporate Citizenship）であることが求められることになる。 

 企業が経済的な利益を私的な目的のためにのみ追求することで、資源の浪費、環境破壊

や地球温暖化、エネルギー問題、産業廃棄物によるゴミ問題、不正取引などの不祥事とい

ったさまざまな弊害をもたらすとすれば、企業は人間に必要な製品やサービスを生み出し、

提供するといった経済的・社会的機能を果たしながらも、さまざまな弊害による逆経済的・

社会的機能を生み出してきたということになる。 

 そうした背景が、企業の社会的責任を問う中心的な原因でもあった。それゆえ、企業の

社会的責任には、概略 2 つの主張が存在することになる。第 1 は、企業は顧客のニーズに

あった製品やサービスを開発・生産・販売することが基本的な社会的責任であり、これと

かけ離れた付属的な社会貢献をする必要はないというものである。第 2 は、企業は短期的

な利益を犠牲にしても、社会の良き企業市民として公正・公平な行動をとり、積極的に社

会貢献をすることで、長期的な観点からみると、社会に支持され、存続可能な利潤を得る

ことができるという主張である。 

 現在では、人が社会の中で社会人として責任を負うように、企業も社会の中で社会的責

任を負う存在であるという主張が大勢を占めていると言える。そして、企業のもつ影響力

の大きさからも、積極的に社会的責任を果たすことが望まれていることは否定できないと

ころである。さらに、環境汚染やエネルギー源が問題視されるにしたがって、地球環境問

題に対する企業の社会的責任も問われるようになっている。それは、かつては公害を出さ

ない、言葉を変えれば、社会的に最低限、迷惑をかけないという消極的な意味でのもので

あった。しかし、現在では、さらに一歩進んで、企業として社会的環境問題に取り組むと

か、具体的に何かを行なっていくべきであるという積極的な意味のものに変わっているこ
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とも事実である。こうした企業の社会的責任に対する思考の変革は、M.ポーター（Michael 

E. Porter）と M.クラマー(Mark R. Kramer)による「競争優位の CSR 戦略」と題した論文

の中で、「受動的 CSR」を超えて「戦略的 CSR」を推し進めるという内容が指摘されてい

る。13) 

そこでは、これまでの企業の社会的責任論を支えてきた理由は、「道徳的義務」「持続的

可能性」「事業継続の資格」「企業の評判」であったが、この 4 つの理由には①企業と社会

の相互依存関係ではなく、対立関係に注目している、②全般的な理由を指摘しているだけ

で、その企業の戦略や業務プロセス、事業展開している地域に関しては脇においている、

といった共通の弱点があるとしている。14)そのうえで企業の社会的責任活動は、社会的価値

と経済的価値の実現において、地域社会の期待を上回るものでなければならないとして、

「周囲への迷惑を減らす」というレベルにとどまることなく、「社会をよくすることで戦略

を強化する」というレベルを目指すべきであると主張している。そこに受動的社会的責任

に代わる戦略的社会的責任を推進する原因を強調しているのである。15)企業と社会の接点を

受動的ではなく、積極的・戦略的にとらえる企業の社会的責任の考え方は、独創的で新し

い視点を指摘したものと言える。ただこの論文の中には、「如何なる企業であれ、全ての社

会問題を解決したり、そのコストを引き受けたりはできない。それゆえ、自社事業との関

連性が高い社会問題だけを選択せざるを得ない。そのほかの社会問題は、体制が整ってい

る他の産業、NGO, 政府機関に任せることにしよう」という記述がある。16)この内容は、

先に引用した 1972 年の A.ミラーの「企業の社会的責任」の中にも同様の内容のものを見

ることができるのである。17)こうした社会における企業の存続と経営行動を認識することか

ら積極的で、戦略的な社会的責任を果たす重要性を強く指摘することが企業の存続と発展

にとって不可欠であるとしても、企業の本質的な経済的目的との均衡あるいは結合を誰が

主体となり、どの範囲まで、いかに対処すべきかの問題解決には依然としていたっていな

いという事実も見逃せないところである。 

 2）A. B. キャロルの“企業の社会的責任モデル” 

 重層的環境変化を基礎とする社会的変化を考える時、企業の社会的責任の重要性は否定

できないとしても、いまだに企業の社会的責任の内容自体は言葉の使用ほどには整理かつ

理解されているとは言えないのである。そこで、M.ポーターが指摘するような企業の社会

的責任のあるべき姿、さらにはその限界や問題点を探るためにも、ここで A.B.キャロル（A.B. 

Carroll）の主張する企業の社会的責任モデルとして指摘される「社会的責任のピラミッド」

を参考にその内容を検討してみることにしたい。18) 

 

 



 141

 

図 1 企業の社会的責任のピラミッド 

 

出所：A. B. Carroll, “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders”, Business Horizons, July-August, 1991, p.42. 

 

 A.B.キャロルの「社会的責任のピラミッド」によれば、企業は、基本的に「経済的単位」

であり、社会の欲求する製品やサービスを開発・生産し、利益を得るために販売するとい

う「経済的責任」を第１の基本として有しているとしている。そして企業は、社会の構成

員に対して、製品やサービスを生産し、提供することで利益を得ることから、従業員や株

主にその利益を還元し、国には税金を払うのである。このように見れば、企業は社会的責

任のピラミッドの基礎となる底辺（土台）に、この経済的責任を負っていることになる。 

 この経済的責任のうえに「法的責任」が位置づけられている。この位置づけの説明とし
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て、社会は、企業の「経済的責任」を果たす具体的な経営活動を遂行する上で、法的責任

を遂行することが要請されていることが指摘される。企業は社会の構成員として法律を遵

守し、法律に基づいた行動をしなければならない。社会における人々と同じように、社会

の構成要素である企業もその行動において、法律を守り、ルールをおかさないことが求め

られるのであるが、「法的責任」は企業が「経済的責任」を果たす上で、果たさなければな

らない義務的な社会的責任なのである。 

 さらにこの「法的責任」の上部に位置づけられる「倫理的責任」は、社会の構成員が企

業に対して期待する付加的な行為や役割を基礎に生ずる責任として指摘される。社会は経

済的責任や法的責任をこえた期待と要求を企業に対してもつことになる。特に企業の活動

がボーダレス化・グローバル化していくなかでは、お互いに相違する経済的・社会的・文

化的環境に直面することから、これまで以上に企業倫理が問われるという状況に直面する

ことになる。「法的責任」を果たしながら利潤の追求という「経済的責任」を追求する経営

活動をすれば何の問題もないはずであるが、「法的責任」を超えた企業行動に対する企業倫

理という付加的な責任が主張されることになるのである。実際に法律的には問題にならな

い企業行動でありながら、企業の倫理的責任が問われる事例を多数見ることができるので

ある。「倫理的責任」は企業が必ず果たさなければならない責任ではないけれども、社会に

おいて果たしたほうが良い社会的責任と言うことができる。 

 さらに、最上位に位置づけられる「社会貢献的責任」とは、企業が社会からの要請に応

えた形で社会的責任を果たすとしても、それはあくまでも企業自体の自由裁量や自発的行

為に基づく意思決定の結果であり、企業の自主的で・主体的な社会的責任を示している。

すなわち、企業が経営者の主体的な意思決定を介して積極的に社会貢献しようとする姿勢

を示したものと言える。19) 

 以上のように、企業が社会の要求する製品やサービスを提供し、利益を獲得し、「経済的

責任」を果たすことは、企業の成長と存続の基盤であり、ゴーイング・コンサーン（継続

企業）であるためには必要最低限の条件である。しかしながら、企業が「経済的責任」を

遂行し、その責任を果たしたとしても、さらに要請される「法的責任」や「倫理的責任」、

「社会貢献的責任」を果たしているとは必ずしもいえないのである。中でも、「法的責任」

は企業が「経済的責任」を果たす上で、その前提として果たさなければならない必要不可

欠な社会的責任であり、残りの 2 つの社会的責任とは性格を異にするものである。その上

で、社会からは公正で公平な企業行動が求められており、とくにグローバル時代の国際社

会ではその傾向が顕著となっている。このような状況において、法律の枠を超えた社会的

責任として「倫理的責任」や「社会貢献的責任」の主張がなされ、いわゆる企業の社会的

責任の重要性が指摘されているのである。企業は、さまざまな意味での社会的責任を望ま
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れ、そして担っているのであるが、A.B.キャロルの「社会的責任のピラミッド」を検討す

ることから、社会が要請するもの、あるいは要請しているとされるもの、要請はしていな

いが必要なものを区分し、判断することから企業が果たすべき、果たさなければならない

社会的責任を意思決定する経営者の役割の重要性を再認識することになる。社会の要請と

いう抽象的で流行的な言葉に流されず、企業の社会的責任を的確に判断するためには企業

すなわち経営者の経営理念や経営哲学に再び焦点が集められることになる。 

 3）社会的責任が直面する課題 

 企業の社会的責任が強調されるに従って、行政、社会活動家、マスメディア、および市

民活動団体など多くの利害関係者集団が企業に対して積極的かつ広範囲にわたる影響力や

圧力をかけてくることになった。これらの影響力や圧力は、多岐にわたる社会問題に関す

る責任を企業活動に関連づけて、その責任を企業に負わせようとする傾向を強く示してい

るとも言える。 

 こうした、企業の複雑で多様な環境状況に対して、利害関係集団の要求を無視すること

はできないが、逆に利害関係集団が社会的責任と称して要求する内容を吟味する時、その

企業の経営能力、市場でのポジショニング、生産性と収益性の状況などについて十分に理

解しているのかという疑問が存在することになる。実際、利害関係集団からの要求や圧力

が激しいからといって、その問題が企業にとっても社会にとっても、必ずしも重要とは限

らないことが存在している。社会的責任を圧力団体に対抗する手段とする企業は、場当た

り的な自己防衛を繰り返すことになり、結果的には大きな費用と損失を発生させることに

なる。結論的には、社会的責任は労働問題に対して導入された福利厚生制度に類似すると

ころが多分にあると言える。社会的責任そのものが重要であるのではなく、社会が要請す

るとされる社会的責任をいかに理解し、評価することによって、それをどのように基本的

な経営活動に取り入れるかといった経営の主体である経営者の経営理念や経営哲学がより

重要であることを再認識することが課題となるのである。 

 M.ポーターと M.クラマーが「競争優位の CRS 戦略」のなかで指摘しているように、企

業と社会環境は対立関係でもなく支配関係でもなく、相互依存関係であることが理想であ

る。それゆえ企業がさまざまな社会問題に責任を負わざるを得ないとしても、その企業の

経営活動とはまったく無関係な社会的責任領域の活動や慈善活動が強調されるとすれば、

そこからは企業にとって社会的意義のある成果や結果は得られないばかりか、長期的に見

ても企業競争力の強化に貢献しないことになる。  

 ましてや社会的責任に関する業務や各プロジェクトの多くが通常の経営活動とは組織的

に分離されており、また慈善活動とも切り離されている場合が多いのである。そうした課

題に個別に対応する分散的な社会的責任の取り組みは、企業の経営能力に限らず社会的影
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響力をも分散してしまうことになると言える。 

 このような経営組織や経営資源の分散化は「経済的責任」を果たすうえで機会の損失を

もたらすことになる。このような観点からも企業における社会的責任には限界が存在して

いることを理解せざるを得ないのである。ここにも社会的責任といわれるものに対して、

いかにその限界を理解し、効果的に経営活動に導入するかを決定するかが、ひとつの重要

な課題として検討せざるを得ないことを示している。すなわち経営活動の方向性や戦略を

決定する際の拠り所となる経営者の経営理念や哲学との関連において検討することが課題

となるのである。こうした点において、A.ミラーの新しいルールの中の企業における社会

的責任に関する次のような経営者への提案は、非常に興味深いものがある。20) 

 ①企業の経営者は、社会的目標を会社の基本組織に組み込み、通常の企業活動を行う場

合と同じように、これを取り扱っていくべきである。 

 ②企業の社会的目標を設定する際には、散弾銃ではなく、ライフルを用いて目標に接近

することである。 

 ③企業の経営者が個人として、地域、州および国家レベルでの各種の公的組織に積極的

に参加することを提唱したい。 

 ④企業人・経営者は、世間の問題についてもっと発言すべきである。 

 ⑤企業が、自分だけでは立派なプログラムに取り組むことができないと思われる場合は、

その目的達成のために、業界団体をはじめとする各種の団体を大いに利用すべきであ

る。 

 ⑥企業は積極性に重点を置くべきである。 

 そして、A.ミラーは、外からの圧力・要求に反応することのみをもって満足してはなら

ないと言っている。今後の産業世界は、この国の企業人（経営者）が、新しい環境にどの

ように答えていくかによって、大きく左右される。しかし産業界のリーダーは、自分たち

の役割の重要性を認識し、その役割を大胆かつ建設的な方法で遂行していくであろうと結

論づけているのである。 

 4）利潤の追求と社会的責任の両立論————関西経済同友会の提言をめぐって———— 

 企業が利潤の獲得なしに存立し得ないものである以上、負わざるを得ない社会的責任の

遂行と利潤追求との両立を図ることは、企業にとって欠くことのできない条件となる。こ

の考え方を端的に関西経済同友会は次のように述べている。21) 

 「自由経済体制下での公正な競争と企業の利潤追求の姿勢なくして、企業の活力の発揮

は期待できず、企業の社会への貢献の可能性もまた消滅する。企業の存続発展と、豊かな

福祉社会を実現するために、企業は社会的責任を自主的に負担したうえで利潤の確保に努

力すべきである。」 
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 この提言を基礎として、利潤の追求と社会的責任の両立に関して指摘される幾つかの項

目を検討してみたい。 

  （1）企業行動の自主規制 

 企業行動に対して外部からの規制が加えられる前に、企業が自主的に行動をコントロー

ルすることによって、社会との摩擦を避けると同時に、企業自体の自主性を確保しようと

する考え方が指摘される。例えば経済同友会の提言では、「社会から速やかな解決を迫られ

ている問題、たとえば公害防止、資源の有効利用などについては、企業が主体的立場に立

って、法規制が課せられる以前に積極的に処理する。そのためには、必要に応じて各業界

で企業行動基準を作成し、それを実行する」と、かなり明確に企業による自主規制の主張

を掲げている。22)企業が公的介入をできうる限り避けたいという考えがあり、自主規制によ

って企業に有利な行動支配を維持しておきたいとする意思が存在している。多くの大規模

企業が自主的な行動基準を設定している状況は、利潤の追求と社会的責任の両立を追求す

るという視点の評価から見れば重要な意味をもっているように思われる。 

  （2）対話の重要性 

 これまで企業は、マス・コミュニケーションを利用して、ほとんど一方的に情報を提供

してきたのであるが、相次ぐ事故や不祥事による企業批判に直面することから、ようやく

対話を通じての社会との意思疎通の重要性を認識しはじめたことは極めて重要な変化と言

える。この点について、関西経済同友会は、次のように述べている。23) 

 「告発は企業の反社会的行為の歯止めとして、有効に働いたことも事実であるが、一部

においては、問題を一面的・感情的に導き、ともすると企業と社会との間の不信感を増幅

する結果にもなっている。（中略）このような相次ぐ告発による企業不信ムードを吹払うと

ともに、企業への正しい理解をうるためにも、企業は、いままでの企業をとりまく社会に

対する閉鎖的な姿勢をあらため、日常的な意思疎通への意欲的な行動により、社会との相

互理解・相互信頼を回復しなければならない」 

 こうした主張は、従来、企業と社会との間のコミュニケーションを「知らしめる」とい

った一方通行であったものを「共有する」という相互通行にしなければ、今後の企業と社

会の相互依存関係を両立することはできないとする企業側の社会に対する認識姿勢の変化

とみることができる。 

  （3）企業活動の開示 

 本来、私企業の経営活動には企業秘密がつきまとってきた。また他企業との競争関係を

前提とするかぎり、企業活動の全貌を開示することは不可能に近いと言われる。ところが、

こうした企業活動の社会に対するブラック・ボックス化が、事故や不祥事を起こすたびに、

一般大衆の企業不信を促進させてきたことから、企業は経営内容を可能なかぎり開示する
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ことによって不信感を排除しようと努めている。 

 言うまでもなく、株式上場企業は、投資家保護のため財務諸表等の開示を義務づけられ

ているが、それさえもしばしば疑惑の対象とされることが少なくなかった。ましてや企業

の経営活動の意思決定過程を含んだ詳細について、企業外部の人間が十分な情報を知るこ

とができないのが現実である。 

 経済同友会が「営業報告書の刷新」を唱え、「従来の売上高や利益率などの経済的指標と

ともに、環境・公害問題、地域社会との調和の問題、消費者や従業員の問題などに対する

取り組み方、実績、将来の行動目標等を、できれば指標化などを図りつつ社会に提示して

いきたい」24)と述べているのは、企業が社会の中に存在する組織体であり、社会との両立を

不可欠としているという現実に関して理解と認識を持ちはじめた証拠でもあると言える。 

  （4）企業内組織の対応 

 企業が社会的責任を遂行する目的から、新たな企業内組織を形成してきていることも無

視することのできない新しい変化である。例えば、ある企業では消費者や地域住民を対象

にした特定の部門、また他の企業では環境対策を対象とした部門などが設置されたりして

いる。しかし、こうした組織づくりにもかかわらず、それらがいまだ十分に機能していな

いということも事実である。既存の組織構造に追加された新たな組織が構造的に見て十分

機能しない原因としては次のことを指摘することができる。 

 第 1 は、これらの部門が組織構造上追加的に位置づけられたとはいえ、消費者と企業と

の間のコミュニケーションをその組織部門がいかに適切に行なうかに努力を傾けていると

しても、その方法が必ずしも組織全体としては充分に理解されておらず、かつ完全に整備

されているとは言えないという点である。 

 第 2 は、重要な問題が、企業の内部に存在していることである。多年にわたる生産主導

型の企業組織の中に消費者部門や環境対策部門というこれまでにない異質な部門が位置づ

けられ、それらの部門が機能的に活動できるためには、当然のことながら、企業の既存部

門との調和と協力態勢の確立が組織論の視点からも重要な課題になると言える。 

 すなわち、経営者が真に社会とのかかわり合いを深め、いわゆる社会的責任を達成しよ

うとするならば、単に組織構造的な視点から新しい担当部門を追加するだけでなく、むし

ろ明確な経営理念を提起し、既存の職能部門との間に共有する価値観を創造することによ

って、そうした新たな部門が機能できるような体制作りが不可欠な段階にきていると言え

る。 

  （5）利潤の社会還元 

 最近の企業の社会的責任論のなかでとくに注目されるものが、いわゆる利潤の還元とい

う言葉である。企業が利潤を社会に還元するという一見もっともらしい表現の裏に幾つか
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の問題が指摘されることになる。福祉関係への寄付や財団の設立などが盛んに行なわれて

いるのであるが、そうした現象が果たして企業の得た利潤を社会に還元し、社会的責任を

果たしたことになるのであろうか。利潤を寄付することが真の社会的責任であるとすれば、

利潤を寄付できないその他の多くの企業は、社会的責任を果たしていないことになる。 

 個々の企業が利潤を福祉関係等に寄付する行為を否定するものではないにしても、こう

した寄付行為自体が、本来の意味での企業の社会的責任を果たすことになるとは言えない。 

 確かにアメリカの企業では、盛んにこうした企業利潤の社会的還元が行なわれ、またそ

のことが社会的責任を果たす企業の重要な役割であるという考え方が存在していることも

事実である。例えばアメリカの経済開発委員会（CED）は、企業の社会的活動の広がりを

積極化させることを主張した提言のなかで、次のように述べている。25) 

 「社会環境改善を目指す企業の自発的活動は個別のもの、共同のものを問わず、依然と

してわが国の社会問題の大きさと、それに振り向けることのできる産業界の持つ資力から

見れば、散発的なもので内容も貧弱である。これらの自発的な努力は今後いっそう拡大、

強化されなければならない。自発性こそがわれわれの多元的・民主的社会の改善と運営に

対し、常に大きく貢献してきた原動力である。産業界は社会に対する責任を果たす上で、

この自発性を最大限に活用すべきである。より大きなイニシアティブとリーダーシップを

発揮することによって、企業はその社会環境の未来を望ましい方向でより効果的に形づく

ることができる。かくして企業は、現状維持に䬦々とする防衛の役割に閉じこもることな

く、むしろ変化を先導し、企業の活動範囲を拡げ、柔軟な適応能力を高めることができる

のである。」 

 このようなアメリカ経済開発委員会の提言に従えば、企業はより積極的に利益を社会的

開発のために投入することによって、社会的責任を果たすべきであるという考え方が、積

極的に主張されることになる。ところが、より厳密により包括的に社会制度を考える時、

例えば福祉関係に対して、それぞれの企業の個別的な判断に基づいて多額の寄付が行なわ

れるとすれば、そのことは企業利潤の社会的還元として評価できるものであるとしても、

一国の福祉資源を合理的に配分するという観点からすれば、必ずしも最適とは言えないの

である。とくに福祉資源の配分は、通常、市場メカニズムにだけ委ねていたのでは合理的

な配分、適正な配分がそこなわれるという性格があるとされる。それゆえ福祉資源の配分

は、国家のレベル、または地域社会のレベルで計画的に配分されることが望ましいのであ

る。 

 以上のように、経営の目的と社会的責任の両立に関連して指摘される項目それ自体にも、

解決しなければならない問題、困難な矛盾が多く存在していることが理解できるのである。 

 そこから導き出される結論としては、企業の社会的責任は良質で安価な財およびサービ
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スを社会に提供するという原則に基づいて遂行されるべきものであり、そのことによって

外部に損害や悪影響を与えないということが基本的な原則でなければならないということ

である。いずれにせよ、今日言われるところの社会的責任論は、その言葉の普及に比較し

て、その意味内容には極めて多岐にわたる対象物が含まれ、かつその対応策に混乱が見ら

れることからも抽象的であるとともに、不明確な点を数多く持っていることを理解してお

く必要があると言える。 

5） 利潤追求と社会的責任の将来像 

 経済同友会の提言「社会と企業の相互信頼の確立を求めて」の中に、次のような言葉が

見られる。26) 

 「企業の社会的責任とは、理念においてはわれわれ経営者の社会的責任と同義と自負し

なければならない。したがって、経営者は単なる利潤追求を越えて、積極的に社会的目標

との調和を実現する方向で意思決定を行なうことが必要である。」 

 この提言の中で注意を引くのが、「単なる利潤追求を越えて」という言葉である。なぜな

ら、最近の社会的責任論には、先に述べてきたように、企業の利潤追求と社会的責任との

関連について、矛盾や混乱が存在しているからである。例えば、企業の利潤追求は本質的

に反社会的な行為であって、社会的責任の遂行とはもともと両立しないものである、とい

った矛盾的論議も存在している。また、企業活動の非市場的な分野を社会的分野として特

定し、その分野での企業行動を社会的責任だと主張する人もいる。 

 しかし、もし企業の利潤追求が本質的に反社会的行為であるとすれば、社会的責任論に

関する論議はいっそう混乱を深めることになる。なぜならば、企業は本質的に利潤を追求

する合目的的な組織体であるという認識を前提として考えれば、企業の存在そのものが反

社会的な存在であるということになるからである。そして、企業は本来的に社会的責任を

果たしうる存在ではなく、そもそも企業の社会的責任を論議すること自体が無意味なこと

になるのである。 

 こうした利潤の追求と社会的責任の矛盾を解消するためには、現実に存在する企業の持

つ反社会的側面をいかにして排除し、企業が本来の意味で社会の構成要素として、また、

社会の一員として容認された存在となりうるのかという問題意識に基づく経営活動が実践

されないかぎり、企業の社会的責任を論ずる大前提が崩れてしまうことになると言える。

ここに改めて、企業の目的・経営の目的に対する経営の主体たる経営者の経営理念の果た

す重要な役割関連に気づかざるを得ないのである。 

 また、企業の社会的責任にある範囲を定めようという考え方にも、再検討の必要が存在

している。例えば、企業の経済的責任と社会的責任を分離する考え方は、企業行動を評価

する 1 つの有効な方法であるとされる。しかし、企業の経済的責任の追求活動には、同時
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に人間と人間の関係を規定し、また地域社会と企業との関係を規定するなどの社会的関連

性の性格をもっているにもかかわらず、社会的責任と言えば、むしろ経営活動の外部的な

側面のみを重視する可能性があることも否定できないのである。 

 極端な言い方をすれば、資本主義経済社会における企業は利潤追求という企業活動その

ものに専念すればよいのであって、そこから分離された外部的存在である社会的責任を果

たすという論議自体が意味を持たないとする見解も指摘されることになる。アダム・スミ

ス流の考え方によれば、市場メカニズムという「見えざる手」に導かれた経済の法則によ

って調和と統合が達成されることになる。アダム・スミスが言うように、ビジネスマンは

「自分自身の利得のため」に企業を運営するのであるが、にもかかわらず「彼らは・・見

えざる手に導かれて、自分では意図してもいなかった目的を促進することになる」。さらに

アダム・スミスはこれに続けて、「社会の利益を増進しようと思い込んでいる場合よりも、

自分自身の利益を追求する方が、はるかに有効に社会の利益を増進させることがしばしば

ある」と述べているのである。27)こうした考え方に立てば、企業の利潤追求活動自体が企業

の全般的責任であるとして、企業の責任範囲を経済的責任に厳密に限定することができる

ことになる。 

 こうした考え方にもある種の説得力が存在している。しかしながら、アダム・スミスが

「見えざる手」という経済法則を主張した時代の資本主義経済社会と今日にいたる資本主

義経済社会とではその内容に大きな相違が見られるのである。例えば、A.D.チャンドラー

（Alfred D. Chandler Jr.）は『経営者の時代』の中で、「経済活動の調整と資源の配分にあ

たって、近代企業が市場メカニズムにとってかわったという点にある。経済の多くの部門

において、マネジメントという“目に見える手”が、かつてアダム・スミスが市場を支配

する諸力の“見えざる手”と呼んだものにとってかわった。市場は依然として、財貨とサ

ービスに対する需要の発生源であるが、しかし、今や近代企業は、生産と流通の既存の過

程を通ずる財貨の流れを調整したり、また、将来の生産と流通のための資源と人員を配分

したりするという機能を、市場に代わって引き継ぐに至った」と指摘している。28)すなわち、

企業経営を導くものは「見える手」（The Visible Hand）であり、この「見える手」を実践

するのが専門経営者による意思決定であるとして、現代を経営者資本主義と呼んでいる。

まさに経営活動は「見えざる手」において経済的に調整されるのではなく、「見える手」に

よって特定の目的に向かって組織され、管理されるのである。企業の主体である株主から

経営の権限を委譲された経営の主体である経営者は、自己の経営理念や経営哲学を拠り所

に経営活動に対する意思決定を行なうとすれば、A.D.チャンドラーの指摘する「見える手」

も経営者の経営理念や哲学に大きく依存し、影響を受けることになると言える。 

 このように資本主義の変遷、経営者による「見える手」の存在を認識する時、利潤の追
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求と社会的責任の未来像は、相互に分離した要因として、一方を極端に主張するものでも

なく、両者の融合を漠然と主張するものでもないと言える。新しい資本主義への移行、新

しい社会構造への変遷、そして、経営活動の拠り所となる経営理念や哲学の再構築を基礎

に歴史的かつ論理的な視点から再検討することが必要とされているのである。 
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Ⅶ おわりに 

 

 現代企業が直面している環境問題は歴史的な発展と時間の流れの中で拡充・拡散される

ことによって多種多様となってきた。企業が社会の一構成要素として認識されればされる

ほど、社会に要請され、配慮した経営が、企業本来の目的とする利潤の追求に結びつくた

めには、戦略的な経営活動の遂行を必要とするのである。それゆえ、一般に戦略とは,企業

の経営判断を環境に適応させることを意味してきた。また、激しい変化に直面する社会で

は、企業の真の社会的責任、社会貢献を見直し、再検討することも必要とされることにな

った。その顕著は現象が、企業環境論の台頭であり、特に環境適応理論や社会的責任論の

主張であったと言える。企業環境論の台頭と強調は、その議論の中味を企業経営そのもの

から分離させ、手段の目的化の様相を呈するほどになってきた。このような状況をもたら

せる歴史的な背景と原因を十分に理解した上で、企業とは何か、経営とは何かを改めて考

察する時に来ていると思われる。 

 その意味において、21 世紀における企業が社会の構成要素として存続発展するためには、

「共生」という言葉がキーワードである。「共生」という言葉は、共に生きることによって、

「自分も相手も、皆が Happy で利益のある『Win-Win』の関係」という意味でもある。新し

い資本主義の到来を基礎とした利益体社会から共生体社会への移行を根底として、経営者

の拠り所である経営理念や経営哲学を基礎とした企業行動を模索することができれば、企

業環境論の台頭による矛盾やデメリットを解消できる可能性が存在することになる。 

 その上で、企業が有効な社会的責任を果たし、社会貢献を継続していくことは、従業員

にとっても仕事に誇りを持ち、モラールが高まり、新しい企業文化や社風づくりにつなが

ることになる。そして、株主や取引先、債権者などとともに共生し、地域社会と調和し、

消費者に支持される「共生型企業」の創造が可能となると言える。それを実現する前提条

件として、企業環境論を超えた「企業と社会」の関係についてさらなる詳細な検討を試み

る必要がある。 
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第 5 章 「企業と社会」論の展開と経営理念の再構築 

 

Ⅰ はじめに 

 

 企業環境論が強調するまでもなく、企業と社会が密接不可分の関係にあるということは

否定できない。企業は社会から資本や労働力等の経営資源を調達し、生産活動と販売活動

を通して社会に対してその必要とする財貨・用役を提供することを本質的な役割としてい

る。これを社会の側からいえば、社会は企業から資本の対価として配当や利子を、また労

働力の対価として賃金・給料を受け取り、これらの収入を支出することによって企業の提

供する財貨・用役・サービスを購入することになる。まさに、企業と社会はこうした経済

活動を媒介として密接不可分の関係を持っているのである。そして、企業が大規模化し、

経済が高度に発達した現代社会においては、企業と社会との関係はますます緊密となり、

両者は極めて複雑な形で絡み合い、結合されているということができる。 

 企業と社会がこのような緊密な関係を持っていることを前提とすれば、両者が相互に大

きな影響を及ぼし合うことは極めて当然のことと言える。例えば、そうした相互作用は、

企業の必要とする資本や資金を社会が直接的に供給するか、それとも金融機関を通じて間

接的に供給するかによって、企業の受ける影響は大きくかわることになる。また、労働力

について言えば、企業によって労働力がどのように利用されるか、言い換えれば企業が人

材をいかに雇用し、配置するかによっても、社会は影響を受けざるをえないのである。し

かしながら、企業は一方的な合理性を追求することを目的としてのみ労働力の利用の仕方

を決めるのではなく、その利用の仕方には社会からの影響を強く反映していると言うこと

もできる。同様に、社会は企業による資金の調達・運用・配分のあり方を規制する反面、

企業による資金の調達・運用・配分の方法と結果によっては社会に大きな影響を与えるこ

とも事実である。まさに企業と社会は、大きな意味での経済社会という一つの領域に存在

する相互依存の関係にあると言える。 

 ところで、これまでにも指摘してきたように、近年、環境や自然環境と企業のかかわり

への関心が高まってきている。企業行動の決定にそうした環境からの要請が大きな影響を

与えてきているのである。今日にいたっては、環境変化への対応に過大な注目が寄せられ

ている。その極端な結果として、残念なことではあるが、経営理念が果たすべき企業経営

の拠り所という意義や役割が衰退するだけでなく、ついには機能していないのである。 

 言い換えれば、経営者は企業本来の目的である利益を追求するための拠り所としての経

営理念を持って経営活動を遂行してきたのであるが、環境概念がますます拡大化し、複雑

化することから、経営者はいつの間にか変化する環境に素早く適応することにのみ夢中に
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なり、本来あるべき経営理念に沿った企業活動を行っているとは言えない状況なのである。

経営の拠り所は経営理念にあるのではなく、「環境」そのものに移っている傾向があると言

える。こうした環境主導型経営に限界が存在することは明らかなのである。とはいえ企業

が環境を無視して、これまでのような経営主導型経営を押し進めることも不可能である。

ここに企業と環境さらには企業と社会の関係を再検討し、新たな企業と社会との相互依存

を探ることが不可欠となってきた。このような状況をもたらせる根本原因を指摘するとす

れば、社会の基盤である社会構造の変化、さらには経済の基盤である資本主義の内容的変

化をあげることができる。21 世紀における新しい資本主義社会において、社会構造や経営

構造が変化しているということである。すなわち、従来の資本主義社会では経営利益体と

しての企業を前提として、企業の目的、経営理念、経営環境を考察してきた。企業環境論

の台頭以来、環境自体に焦点が移動することによって、経営利益体としての企業経営に矛

盾が発生することになったと言える。それゆえ、新しい資本主義と社会構造を基盤に、企

業活動における経営理念の意義と役割を再認識し、考え直すことが不可欠であると言える。

本章では、資本主義と社会構造の変化を基礎に経営構造の類型を考察することによって、

企業価値の創造と共有、さらには経営倫理論や経営共生体理論の視点から新たな経営理念

の再構築の必要性について検討することにしたい。 

 

Ⅱ 企業環境論と経営学的環境論の関係 

 

   1．経営学における環境の位置付け  

 ———「環境無視の経営学」と「経営無視の経営学」 ——— 

  （1）「環境無視の経営学」 

 周知のように、経営活動は真空の中で行われるのではなく、必然的に一定の環境の中で、

その影響の下で行われることになる。その一定の環境というのは、一定の国土（場所的領

域）、一定の時代（時間的領域）を基盤として、それに特有な自然的、社会的、経済的、政

治的、文化的な環境要素が含まれているのである。それゆえ、企業環境論の台頭時に使用

された環境無視の経営学という表現は奇異に感じる言葉であるとも言える。 

 一般的に指摘される経営の環境である 4つの領域、すなわち購買、販売、金融、労働に

関する研究は相当に進歩しており、それらの領域研究を環境論そのものということもでき

る。また近年における技術革新との関連から環境変化の質的問題や環境適応戦略が問題と

されてきたことも事実である。しかしそうした環境概念は経済的環境に限定したものであ

るとしても、その軸足は経営の内部に置いたものであり、広く解釈したとしても経営構造

や経営過程の変化を問題としたものであった。要するに、それらは今日問題とされている



 155

意味での環境論とは全く異質のものと言うことができるのである。言い換えれば、これま

での経営学は環境を前提として考えてきたとされる。それは環境を所与の要因として静態

的に取扱い、環境を動態的な意味を持つ重要な環境概念として正面から取り扱ってこなか

ったとされる意味では環境無視の経営学であったと言える。それゆえ、高田馨教授も「環

境無視の経営学」と「経営無視の経営学」という言葉を指摘することから、今後の経営学

はまさにこの点を反省することから、前進の契機とする必要があると言われる。1）それでは、

「環境無視の経営学」を反省する場合、当然として環境はなぜ今日改めて経営の問題とさ

れなければならないのか。経営学において、環境論とはどのような位置と意味を持つので

あろうか。そもそも経営学的環境論とは何かといった疑問を改めて解決することが要求さ

れることになる。 

 （2）「経営無視の経営学」 

 1960 年代が成長と革新の 10 年と言われるのに対して、1970 年代はその成長と革新の副

作用である公害対策と、環境の 10 年とさえいわれる。自然環境の汚染や破壊、公害の拡大

は人類の危機をもたらす大問題となってきた。経営にとっても今や環境は単なる所与の静

態的な要素ではなく、むしろ動態的で重要な経営問題であるという認識が次第に普及し、

特に企業や経営における構造変動論、あるいは企業成長論の視点から経営環境問題が経営

の社会的責任の問題として強く理解されることから、環境論が急速な進展をしてきたこと

はすでに指摘したところである。しかもその環境論は経営の経済的環境論を構成する市場

論や景気論といった限定的なものではなく、企業の社会的評価と関連した社会環境概念を

含んだ広い意味での環境論となってきた。2） 

 その意味では、環境論ほどインタディシプリナリー・アプローチに適した研究領域は少

ないと言える。第 4章で指摘したように、それは生態学の問題であり、また社会学の問題

であり、さらには政治学や政策学、とくに都市政策学の問題でもあった。加えて、経済学

の問題であるばかりでなく自然科学や工学の問題でさえあると言える。このように、環境

論が学際的な特質を持てば持つほど多くの場合、経営と環境との関係は、主として経営そ

のものではなく環境の側に重点がおかれ、専門的になればなるほど経営とは分離された純

粋に環境論として議論されることになる。経営と環境、組織と環境をテーマとする場合に

おいてさえ、経営や組織が忘れられ、環境そのものが主題となって、一般の環境論と大差

ない議論と内容になってしまうことが多く存在している。そこには経営無視の環境論が出

現することとなり、高田馨教授の言う「経営無視の経営学」という言葉が生まれることに

もなっている。環境論が本質的にかつ必然的に経営を無視するものであるとすれば、「環境

無視の経営学」と「経営無視の経営学」の矛盾や問題を解決する経営学的環境論の構築は

無理な要求なのかと言った疑問に答えることが経営学の研究に求められていることにもな
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るのである。 

  2．経営学的環境論の主張と内容  

  （1）経営学的環境論の必然性 

 第 4 章において、J.エメリー（J.A.Emery）が指摘したように環境が単純で静態的であれ

ば、企業環境論では、経営において環境はほとんど問題とならず、経営学においても所与

の要因と考えることができ、環境無視の経営学であっても、経営学として存立を許された

とする。ところが、環境が複雑で動態的なものに変化することから、もはや環境は所与の

要因ではすまされないことから、「企業に適切な戦略の決定は、その企業の環境における

opportunities and risks を確認することから始めなければならなくなる」3）として環境の

重要性が主張されることになる。しかも 1960 年代以後の経済成長の高度化とともに、経営

の成長は特に急速となり、技術革新が相次いだことからも、変化の時代、革新の時代、激

動の時代、断絶の時代などと言われ、技術的、経済的にはもとより社会的に見ても経営構

造や経営環境の変化は著しく、厳しくなったことは周知のところである。 

 経営成長（経営構造の変化）は経営計画の結果であり、経営成長はさらに正確でダイナ

ミックな経営計画を要求し、しかも、長期計画を要求することから、その戦略的要素が求

められることになった。環境に対応するということは、環境を危険とのみ認識するのでは

なく、逆に機会をもたらすものとして認識することなくしては経営政策を策定し、実行す

ることが難しくなったと言える。まさに、環境が経営を変化させる（経営が環境に適応す

る）だけでなく、経営が環境を変化させる（環境を経営に適応させる）政策対象として認

識するのである。1970 年代顕著に表面化した環境問題、例えば、汚染、公害、自然破壊、

資源涸渇などの経営環境の問題は、環境の性格の変化、言い換えれば、環境を単なる消極

的な対象的存在から積極的な主体的存在へと変化させ、いわば環境の主体化現象ともいう

べき傾向をもたらすことになった。4）経営の社会的責任や経営に対する新しい理念の要求な

どの問題もそうした環境構造変動の結果として企業が「社会の公器」と言われることと密

接な関連をもっているのである。経営の社会的責任は経営の環境責任と言われるのもそう

した背景からである。5） 

 以上のように見れば、「経営革命」ともいうべき構造変動を経験してきた経営は、環境変

動を基盤とした経営環境にいや応なしに直面し、対応せざるを得ないのである。その意味

では経営学が経営環境を経営問題とするのは歴史的必然といわなければならないのである

が、環境問題の中心はあくまで経営にあるのであり、環境そのものにあるのではないこと

を理解する必要がある。そのためにも「環境無視の経営学」と「経営無視の経営学」を超

えた経営学的環境論が求められることになる。 
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  （2）経営学的環境論の可能性 

 経営学的環境論の歴史的必然性を主張すればするほど、経営学研究としての領域におけ

る固有の問題として取り扱うことが可能かどうかという疑問が出てくる。この問題を解決

するためには、問題となる環境の性質や経営学そのものが持ってきた視点や理解の仕方、

さらには環境問題に対する特殊なアプローチの仕方など多くの根本問題についての理解が

まず必要とされることになる。例えば、第 2 章でも取り上げたように経営経済学や企業経

済学、経営管理学などの学問領域においてさえ、経営学の研究対象や経営の主体論に対す

る可能性の程度は異なり、否定説さえも考えられることになる。 

 そこで、経営学的環境論の可能性を考える時、経営学を文字通り「経営の学」と把える

ことから、経営を主体的構造と客体的構造との主体的統一と考え、環境の問題も経営本来

の問題として、また経営本来の問題との関連においてある程度まで考慮されるものである

ことから、経営学的環境論の可能性を見出すことができるのではないかと主張されている。

6）これまでの伝統的な経営学において積極的には取り扱かってことなかったとされる環境

論も、今日の経営学では、むしろ新しい経営問題として取り上げざるを得ないし、また取

り上げなければならないことは言うまでもない。しかしその場合においてさえ、経営学は

環境論の展開と導入によって主体的な経営学の新展開を目指すのであり、環境論に主導さ

れた経営学に陥るものではないことを忘れてはならないということである。「環境無視の経

営学」と「経営無視の経営学」という矛盾を超えた経営学の学問性を追求するという意味

において、経営学的環境論の可能性をもたらす環境問題は経営学理論に対し 1 つの根本問

題を提起していると言える。 

  （3）経営学的環境論の課題 

 以上のように、経営学的環境論が歴史的に必然であり、理論的に可能であるとすれば、

経営学に主体を置いた固有の環境論とはいかなる課題を対象とするものであろうかという

問題に直面することになる。経営学的環境論の課題に関連して次のような 3 つの指摘がさ

れている。7) 

 第 1 は、これまで種々の視点と視角から考慮されてきた環境論を参考に、経営学的環境論

の問題領域を明確にすること。 

 第 2 は、経営環境の構造と特質を解明すること。 

 第 3は、それぞれの経営環境の機能ないし作用がどのようなものであるかを分析すること。 

 こうした指摘を基礎に経営学的環境論の意義とその存在理由を説明することがまずは必

要であると思うのである。まさに、経営学的環境論を問題とすることは、既存の経営学を

基盤として、その歴史的・理論的展開との関連において、新しい時代における経営とは何

か、構造変動を遂げた現代の経営はどのようなものかを問題とすることであり、それはま
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た経営学そのものの主体的学問性の新展開にほかならないということができるのである。 

  3．経営学的環境論に対する分析視角  

  （1）経営史的環境論の視角 

 経営学的環境論の根本課題を考察する方法としては、2つの視角からの分析が考えられる。

1つは経営史的な考察、他の 1つは国際的比較経営的な考察である。環境論を議論する場合

に、経営史的な考察が指摘されることは奇異に感じるかもしれない。なぜならば、環境は

空間性の問題、歴史は時間性の問題であるから、歴史は一般的には非環境的と考えられや

すいからである。しかし現実には時間は空間化され、空間は時間化されて、両者が同時に

問題とせられざるを得ないと指摘されるように、歴史も時間的空間的であり、時代時代の

環境を問題とし、環境と関連しているのである。まさに歴史と理論の融合と言われるとこ

ろである。一方の国際的比較経営の考察が環境的であることについては特に異論はないと

言える。 

 そこで、経営史的な考察の有効性を考えてみよう。経営史学とは何かについてはハーバ

ード大学を中心として議論されてきた。一般的には、広く経営の歴史的変化の過程を取扱

い、歴史的時代の経営の特色とともに、その歴史的社会的変化の中心に立つ企業者や経営

者の役割の歴史的意義を解明しようとするものとされる。8）もちろん経営史の研究者によっ

ても見方により重点のおきどころが相違することになるが、企業や経営の歴史的発展と発

展の諸要因ないし原動力に対する研究が中心となることは共通したところである。その際、

そうした原動力を外的・環境的要因に求めるものと内的・主体的要因に見るものとの 2 方

向がある。後者が企業者史、経営者史的経営の研究視角であり、前者は事業史、産業史、

経済史の研究視角とされる。 

 このように、経営史的な考察は内的・主体的であるとともに、外的・環境的見方も無視

していないと言える。言い換えれば、反対に産業史的考察をする場合にも内的・主体的な

要素を無視しては一方的となってしまうことになる。このような特性を持つ経営史的な考

察は、経営学的環境論を課題とする場合にも、時代の環境を歴史的な視点から説明するこ

とによって、環境論の必要性と可能性を提示するという意味において有益な手法であり方

法と言えるのである。 

  （2）国際経営論的環境論の視角 

 環境論はある意味では国際的比較経営研究の産物であると言われる。すなわち、直接的

には現代的な経営比較、例えば、先進国と発展途上国との比較、発展途上国間の比較など

の成果と言える。風土という環境がそれぞれの諸国民の経済、社会、文化などの制度の確

立に影響を及ぼすことは否定できない。風土を出発点として、環境の問題は国際的比較を

通して最もよく把握され、理解されることになる。国際的比較研究には種々のものが指摘



 159

されるが、ここでは R.N.ファーマー＆B.M.リッチマン（R.N.Farmer＆B.M.Richman）が

指摘したファーマー＆リッチマンモデルの特色に焦点を当てて、国際的比較経営論の環境

的見方の特質を指摘することにしたい。9） 

 ファーマー＆リッチマンモデルでは、第 1 に行動科学的見地から経営構造論を考え行動

変数を規定している。第 2 に経営環境論を展開する際に、経営の構造的、過程的行動変数

と環境的変数または制約的要因の関数として見ている。第 3 に、行動変数と環境変数との

マトリックスから、環境と経営者能力との関係、また経営者能力と経営構造や過程との関

係を決定し、経営能率や国民所得の計測を可能とする一般的国際比較経営学の理論化を試

みている。 

 こうしたモデルの最大の特徴は、①企業経営は環境的制約の関数であるという仮説、②

環境的解決策は計量化できるという仮説、③環境的制約の影響力は分析できるという仮定

に立っていることである。そして、これらの仮説自体が問題となるのであるが、このモデ

ルの特色、すなわち結論は、ある国の経営や経営者はその環境的制約の所産であると見る

点にある。その意味では、伝統的な経営学とは対照的に環境の影響力を一方的に強調する

点にあると言えるのであるが、経営学的環境論に接近する一つの視角を提示するものであ

ることは否定できない。 

  （3）経営学的環境論の特徴 

 以上、経営史的環境論と国際比較経営的環境論における環境の見方の特色を指摘した。

環境論の本来の立場は人間生活の立場から環境を問題とするものであると思われるが、本

論文で対象とする環境論は、主に経営の立場から環境問題を考えるまさに経営学的環境論

である。それゆえ経営史的視点と比較経営学的視点との統合としての経営と環境、環境と

経営との相互作用を問題とする立場、いわゆるこれまでの企業環境論や組織環境論を考察

の基礎とすることになる。具体的には、C.バーナードの組織理論に見られる「意思決定の

環境」や「機会主義の理論」、さらには、これと対比する C.ライス（C.Rice）の環境論の理

論的枠組などが、経営学的環境論の特色を理解するのに参考になるということができる。10） 

 それでは、経営学的環境論の具体的内容と考えられる環境問題とは何であろうか。定説

があるわけではないが、ここでは 1つの参考として K.デイビスと R.L.プロムストロムによ

る『Business and Society:Environment and Responsibility』新 11）旧 12）の著書内容を比

較して見ることにしたい。1966 年に出版された旧著は第 1 編で「アメリカのビジネス・シ

ステム」の起源と発展を取扱い、第 2編では「経営における現下の諸問題」を分析し、第 3

編は「経営とその公共関係」を問題とし、これを「経営と政府関係」「所有権の要求」「経

営と消費者」「経営と地域社会」として説明している。第 4編では「国際的世界における経

営」を問題とし、これを「国際的経営」「文化的変化と生産性」「将来の展望」として説明
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している。ところが 5年後の 1971 年に出版された新著においては対象とする問題点がより

体系的に整備され、編別も改良されている。まず旧著第 1編は削除され、その第 2編が第 1

編となって「経営と社会との接点」13）を取り上げ、第 2編で「経営理念」を、第 3 編で「経

営とその公共関係」を取扱い、これを「経営と国民的利害」「政府規制と支配の問題」「所

有権の要求」「経営とその顧客」「経営と労働」に整理分説され、旧著の「経営と地域社会」

は第 4編として独立させている。そこでは「地域社会活動への経営の関与」「都市と日蔭の

市民問題」「経営と高等教育との関連」「文化問題やコミュニケーション・メディアへの経

営の関与」「エコロジーと環境汚染」が取り扱われ、ここで初めて新しい環境問題に着目し

ているのである。第 5編は旧著とほぼ同じである。 

 この K.デイビスと R.L.プロムストロムによる新旧著書に見られる内容比較から言えるこ

とは、真に経営学的環境論の内容にふさわしいものとはどのようなものであり、どうすれ

ばその課題に答えることができるかを真剣に考えることが経営学の発展にとって不可欠で

あるということである。それは今後の研究に大きく依存することになるが、その前提とし

ての段階ではあれ経営環境の分析を試み、その構造と機能を詳細に検討することから経営

環境の意義を一層具体的に考えることが不可欠であることは言うまでもないことである。

そのためにも、一般常識化されている資本主義体制や経営構造の類型化を再検討し、再認

識するためにも歴史的、かつ理論的に顧みることから、経営学的環境論の内容理解への接

近を可能にする糸口をさらに探っていくことにしたい。 

 

 

 

[注] 

1） 高田 馨著、『実証分析 企業の環境適応』中央経済社、1975、pp.12—16 参照。 

2） 高田 馨著、「経営学的成長・発展の理論序説」田杉編『転換期の企業成長』経営出版、1973、

pp.5—19 参照。 

3） Andrews.K.R.,The Concept of Corporate Strategy,1971,p.59. 

4） 環境問題の新しい意味は、コンシューマリズムや市民運動や地域社会運動などのごときに

見られる環境の主体化現象にあり、経営の対応とか適応も、技術や経済ばかりではなく、

むしろこのような social assessment を中心とするといわなければならないのである。(高

田馨著、『実証分析 企業の環境適応』中央経済社、1975、p.12 参照。) 

5） 経営は economic institution として経済的責任を負うだけではなく、social institution と

して社会的責任を要求され、social audit さえ問題となっているのは、環境の主体化現象

による圧力である。(高田馨著、『実証分析 企業の環境適応』中央経済社、1975、p.13 参
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照。) 

6） 高田 馨著、『経営学の基礎理論』ミネルヴァ書房、1970、p.141. 

7） 栗田真造著、『経営史学』丸善株式会社、1971、p.97． 

8） 高田 馨著、「経営の理論と歴史———経営理論学と経営史学」『経済論義』第 99 巻第 1 号

（1967.1）参照。 

9） Farmer,R.N. and Richman,B.M.,Comparative Management and Economic 

Progress,1965; Farme, International Management,1968. p.62 以下参照。 

10） Barnard,C.I.,The Functions of the Executive,1938.山本・田杉・飯野『新訳経営者の役割』

ダイヤモンド社、山本・田杉編『バーナードの経営理論』ダイヤモンド社など参照。 

11） Davis,K. and Blomstrom,R.L., Business and Its Environment,1966,p.72 以下参照。 

12） Davis,K. and Blomstrom,R.L., Business,Society,and Environment, Social Power and 

Social Response,1971.これについては、米花稔稿、「経営環境論の変容」『経済経営研究年

報』第 22 号、1972、参照。 

13） これは、①動態的社会における企業経営、②多元社会、③ソーシャル・ビジネスにおける

企業経営、④技術と社会的変化、⑤経営者の役割、⑥社会的権力と社会的責任の諸問題を

含んでいる。経営問題を広い社会的環境の中で考えていることは明らかである。 

 

 

 

Ⅲ 資本主義体制の変化と経営者の役割 

 

  1．伝統的資本主義の崩壊と体制理念の変化 

  （1）伝統的資本主義の崩壊 

 第 2 章ですでに取り上げ議論してきたように、企業の主体（支配者）が資本家であるか

経営者であるかは、経営にとっても、社会にとっても、重要な問題である。これまで長い

間、企業を支配するものは資本家であると思ってきたのであるが、いつの間にか、それが

労働者でもある専門経営者に変わってきたのである。これはある意味において資本主義社

会の変革を意味するとともに、経営者資本主義とも言われる一種の官僚主義ないし管理主

義の社会が成立しつつあることを意味している。経営者支配による管理主義社会は、これ

までの資本主義社会にもみられなかったような新しい内容と矛盾を含んでいるということ

ができる。すなわち、資本家階級と労働者階級といった古典的な階級制度が崩壊しても、

労働者階級の中に支配的労働者である経営者と中間管理者層およびブルーカラーの出現、

大企業の組織労働者と中小企業の未組織労働者の分離、みずからも肉体労働者である末端
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の下請中小企業主など、労働者の中にも新しい階層が発生することになる。資本の論理に

よる支配が崩壊したとしても、それに代る新たな問題や矛盾が起ってくるである。世界の

資本主義国と社会主義国の両方ともに、官僚主義社会あるいは管理主義社会の方向へと進

みつつあるとされる今日、資本主義体制の変革と矛盾は企業環境として大きな問題となら

ざるを得ないと言える。 

 ところで資本主義体制の変革を象徴するものとしては、経営者の企業支配力としての人

事権が挙げられる。ここでいう人事権は、部長、課長、支店長、工場長などの中間管理者

に対する人事権のことではなく、最高経営責任者である経営者そのものの人事権について

である。言い換えれば、だれが次期社長を決めるかということである。たとえ所有と経営

が分離している場合であっても、経営者そのものの人事権を実質的に大株主である所有者

が握っている場合には、経営者支配ということはできない。経営者が企業と経営を支配し

ているということは、何よりも、経営者自身が経営者自身の人事権を握っているというこ

とを意味するのである。ここにこそ、今日言われるところの経営者資本主義という新しい

資本主義体制を表す言葉の意義が存在しているとも言えるのである。 

  （2）体制理念の変化 

 近年、世界の経済体制や企業経営において見られる顕著な変化は、単に経済領域のみな

らず、政治、社会、宗教等…の多くの領域と密接に関連してきている。この変化が、資本

主義体制に変革をもたらせ、ひいては企業の「経営者の役割と意識」を問題としているの

である。 

 このような状況に直面することから、新しい「企業概念」や「経営構造」への対応を企

業、特に経営者に要求することになったと言える。 

 そうした変化や課題に答える特効薬を提示することは難しいのであるが、いくつかの問

題提起は行われている。例えば、経営者の意識として、①今日の「多極的かつ流動的な現

状」を身をもって認識する必要があり、②そのためには従来からの“古い衣（意識）”を捨

てる意識が不可欠であり、③それによって、新しい「経営資源の組み合わせ」による新し

い構造を見出すこと、などである。1）こうした新しい問題に対して確固たる「理念や哲学」

を持って行動する経営者が今求められているのである。 

 さらには資本主義体制の変革をもたらす「新しい資本主義」の基本的特徴として、いく

つかのキーワードも指摘されている。2） 

①「東西・南北という軸の崩壊」 

②「リーマンショックと先進諸国の不安定化」 

③「“BRICs 型”の資本主義」 

④「自律的発展」 
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⑤「スピードの経済」 

⑥「多極・流動化の進展」 

 これらのキーワードから言えることは従来からの意識にあった経済問題は経済の視点か

ら、政治問題は政治の視点から、社会問題は社会の視点からといった領域別の思考が通用

しなくなってきたことである。すなわち、経済や企業経営の諸問題は、いまや政治や個々

の国の社会の有り方と密接に絡み合って発生し、影響しあっていることを基礎としなけれ

ばならないことから、企業の主体であり、経営の主体でもある経営者の役割に改めて焦点

が置かれることになる。その意味において資本主義体制の変革は、経営者が経営の拠り所

とすべき経営理念の果たす役割を再認識するとともに、その再構築を要請する大きな原因

ということができるのである。 

  2．経営者資本主義の主張と経営者の役割  

  （1）経営者資本主義の主張 

 ロビン・マリス（Robin Maris）が『経営者資本主義の経済理論』で述べているように、

経営者資本主義とは、20 世紀中期におけるアメリカやヨーロッパにおける先進諸国に見ら

れる経済体系の名称であり、経済の生産活動が巨大な株式会社に集中されている特徴を持

つ経済体系を示している。3)そこでは、経済活動の多くの分野から、古典的とも言えるそれ

までの所有を根底としたいわゆる企業家は実質的に消滅し、近代的な法人企業における企

業家の地位は、かつての資本に支配された「単なる管理者」とは機能を異にする、優れた

経営階層にとってかわられることになる。これらの経営者階層は、すでにバーリ・ミーン

ズが『経営者革命』で指摘したように必ずしも株式を所有せず、また利益の分配を得るこ

とも、危険を負担することもなしに強力な権限と権力を揮うことができる人々なのである。 

 とは言え、「資本家に対する経営者による経済的革命があったわけではない。いわゆる伝

統的資本主義から経営者資本主義への発展は緩やかに経済組織が置き換えられた過程の結

果を示しており、その過程は現在も続いている」4)と言えるのである。伝統的な資本主義に

おいては、所有者たる企業家は私有財産権を手段として持つことから、独占的な経営権の

行使および享有権をもち、常に、経済的にも道徳的にも利潤を追求するよう行動をしてき

たのである。 

 A.D.チャンドラーも歴史的な視点から経営者資本主義に関して次のように述べている。 

 「20 世紀の初頭においては、アメリカの経済制度は、まだ金融資本主義と家族資本主義

の要素を残していた。そして、経営者資本主義はまだ十分に支配的となるには至っていな

かった。」5)「1950 年代までに、アメリカ経済の主要部門においては経営者が管理する企業

が、近代企業の標準的な形態となった。かくして、近代的な複雑単位制の企業が支配的と

なった経済部門においては、経営者資本主義が家族資本主義あるいは金融資本主義に対す
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る優位性を確保するに至った。」6)「これらの産業においては新しい経営者階層が、現行の

財貨とサービスの流れを調整し、将来の生産と流通のための資源を割り当てるという任務

を担当するようになった。」7) 

 こうした、経営者資本主義における経営者階層は、法律上の最高意思決定機関である株

主に対して依然として義務を負うのであるが、その程度についてはこれまでの企業家に比

較して明確ではないと言える。例えば、企業の経済的利益の追求だけでなく、社会的利益

をも重視することから、それを理由に利潤の極大化を拒否する経営者がいるとしても、法

律上罰せられることはなく、むしろ社会的評価を得ることが多いのである。こうした状況

を、経営者的社会主義と言い換えることもある。ただ、経営者資本主義と経営者的社会主

義の大きな相違は、誰が決定のためのルールを設定するかにある。社会主義においては、

ルールは政策当局によって設定されるのに対して、資本主義においては、あくまでも私有

財産という概念に基礎をおき、徐々に発達し変化する法律や習慣全体の中から秩序ある連

続と非連続を経過しながらルールが作られることに注意しなければならない。 

 まさに伝統的経済組織体の本質は、危険の負担、報酬の獲得、意思決定等の諸機能が所

有者である個人に統合されていることにある。所有と経営が結合することから、多くの危

険を負担する者が、その危険の程度をきめる決定を下すことになる。その結果から所有者

として、成功の報酬を受け取ることになるので、意思決定の手腕と決断力を基礎とした大

胆さと細心さのバランスを最適にするよう必然的に動機づけられることになると言える。

そして、自ら危険を負担する個々の企業家は、主観的に、さまざまな不確実性を減少させ

る能力を直観的に持っていると信じており、最善で継続的な経験の価値を重要なものとす

ることになる。それゆえ、危険負担と意思決定を結びつけることにより、伝統的な資本主

義は危険負担のコストを引き下げ、意思決定の効率を引き上げることになるとされている。

これらの特質が、伝統的資本主義の多くのものを今日においてさえ残存させている理由で

ある。 

 しかし、一方で不利な点も存在している。すなわち、所有者による経営には規模に関す

るきびしい制約が課せられていることである。権限の委譲が難しいことに加えて、自己資

金に頼りすぎるため、企業の成長にはおのずと限界がある。結果として、重要な経済的効

果や機会に迅速に対応しないまま放置することになる。このような不利益を克服するため

に 19 世紀においては、公開された株式有限責任会社を作り、近代的資本主義を展開したの

である。こうした規模に関する経営的制約は、集団的な所有権と権限の委譲によって克服

され、資金的な制約は、金融市場で売買される制度の確立からその所有者は有限の責任を

もつにすぎない株式の発行によって解決されたことは周知のところである。 

 こうした資本主義体制の変化に適応してきた現代企業における組織のとる行動は、つね
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にその重要な構成メンバーである経営者の合理的な判断と行動によって起こされるもので

あると考えられることになる。そして、経営者の効用は、その社会的地位の結果であり、

経営者を取り巻く社会と、その社会が経営者の精神を形成する仕方を反映した結果である

とされる。経営者資本主義の本質が法人資本の存在、言い換えれば株式資本の高度な分散

化にあるとすれば、その経済的・制度的な本質は、管理と所有の分離というよりはむしろ

組織と資本の分離にあるということになる。経営者資本主義の出現と発展につれて、社会

全体としては組織を担うべき知識と能力の必要性が増加することから、専門経営者として

の「経営者の役割」はますます重要性を増し、焦点があてられざるを得ないのである。 

  （2）経営者資本主義と「経営者の役割」 

経営者資本主義における企業経営者は、これまで以上に経営理念を持って、企業の将来

を洞察し、経営戦略を策定し、日常の業務を執行することが求められる。その意味では、

21 世紀における企業経営者には、C.バーナードの『経営者の役割』で指摘される以上の新

たな役割が付加されることになると言っても過言ではないのである。8) 

例えば、企業価値を創造する源泉は、人的資源、物的資源、財務的資源、情報的資源か

らなる経営資源であるが、これらの諸資源は、グローバル化の進展と情報技術の発達に伴

い、そうした諸資源が相互にスピーディに作用し合い、影響することから経営活動を一層

複雑かつ不透明にしている。このような経営環境の下で、企業の経営者は明確な理念と哲

学を拠り所として、いかに経営活動を方向づけるのか、さらには、社会経済システムをど

の方向に導いているかを認識していくことが、重要な問題となるのである。 

経営者資本主義における企業経営者は、従業員を日常的に管理し、企業経営を維持・発

展させることだけではなく、経営に関する専門的な知識を身に付け、他の人間の持つ固有

の強みを理解することが不可欠となる。そして専門的知識と異分野の知識との結合とバラ

ンスを単に生産的に認識するだけでなく、それを実行に移さなければならないことになる。

9）こうしたことから、経営者資本主義における経営者の役割を果たす条件としては、明確な

経営理念と哲学を基礎とした高い倫理観、洞察力、情報分析力、論理的思考、戦略的思考、

起業家精神、品性などが指摘されることになる。 

 ①高い倫理観 

 個人であれ組織であれ、価値の創造および増大が重要な課題である。価値には倫理的価

値と非倫理的価値があり、すべての価値に倫理的部分が包含されているわけではないとさ

れる。例えば、個人ないし組織の欲求には、金銭、名声、地位、幸福、自由が含まれるの

であるが、これらの欲求は倫理的行為に結びつくとは限らず、逆に非倫理的行為を促進さ

せることもある。とはいえ、一般的に、倫理的価値の中味としては、正直、尊敬心、信頼

性、公正性、他者への思いやり、正しい行為、良き市民などが指摘される。10）今日、企業
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が社会的存在として認知されている以上、倫理的価値を追求する企業倫理が、企業活動に

欠かせない要素になってきていることは否定できない。 

 この場合にも、どのような企業倫理の必要性をどのように理解するかは、経営者の経営

理念と哲学に大きく依存することは言うまでもないことである。 

 ②洞察力 

 大きな決定権を持つ経営者資本主義における経営者には、将来を見通す洞察力が要求さ

れる。洞察力は、ものごとの流れや構造の変化と現状の中から本質を見出す力である。11）

ものごとの本質は、単なるデータの分析よりも人間の知恵と経験の集大成としての「直感」

から見出されるとも言われる。12） 

 ところが、直感力を養うマニュアルは存在しないとすれば、直感力の優れたリーダーと

は、本人が直感力そのものを意識しているかいないかは別にして、他の人以上に豊かな経

験と知識を積み重ねてきた人であり、個人としての信念や考え方、言い換えれば、経営者

としての経営理念と哲学を持った人であると言える。 

 そして、経営者のそうした洞察力の対象は、価値ないし富を創造する事業に向けられ、

経営者が、限定された人的資源、物的資源、財務的資源、情報的資源に代表される経営資

源を経営理念や哲学を拠り所に有効に活用することによってよりよい価値や富の創造がも

たらされることになるのである。 

 ③情報分析力 

 急速な情報技術の発達が企業経営に大きな影響を与えてきたことは周知のところである。

それゆえ企業が情報技術を如何に活用するかが大きな問題となっている。グローバルで正

確な情報を迅速に活用することができれば、経営者は迅速に経営活動の実態を把握できる

ばかりか、競争企業の経営活動を含めた経営環境に関する多様な最新の情報を入手するこ

とが可能になるだけでなく、競争優位の位置を得ることにもなる。 

 そうした情報技術を活用することによって、従業員が情報的資源を同時にしかも多重に

利用できることから、さらなる新たな情報が生み出されることになる。反面、多量の情報

を分類し、整理し、処理する能力とともに、それらを判断する、まさに直観力が不可欠と

なる。ここにも経営者が経営活動を意思決定する拠り所とするべき経営理念と哲学が必要

とされることは否定できないことになる。 

 ④論理的思考 

 組織を有効に機能するためには、目的や目標について従業員や利害関係者に対して説得

力を持って説明することが必要である。ある意味で、企業経営は論理の積み重ねであると

言われる。13）不確実な経営環境の下でも、単なる現象に流されることなく、論理的思考を

積み重ねることによって、結果的に企業の内部および外部からの信頼を獲得し、リーダー
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としての役割をはたすことが求められている。 

 そのためには、経営者は日頃から組織の情報を丹念に収集し、情報を整理分類し、論理

的に分析することから必要不可欠な情報を取り出すとともに、その価値を判断しなければ

ならない。人々を納得させる説明や情報を適格に分析し、判断する論理的思考は、考え方

や見方にぶれが生じない確固とした経営理念と哲学に基づくものであることは言うまでも

ないことである。 

 ⑤戦略的思考 

 経営者は、自らの経営理念に基づき目標を定め、その目標を実現するために戦略的計画

を策定しなければならない。戦術的計画は中間管理層および現場管理者が日常的な特定の

経営活動を効率よく進めるための基本となる方策であるが、それに対して戦略的計画は企

業の追求べき方向性と長期目標を決める一連の手続きであり、判断である。 

 それゆえ、戦略的計画は、単に策定されるだけでは十分な役割を果たすことにはならな

いのである。経営者は、経営理念に基づく洞察力を持って、戦略的計画を策定し、それに

沿って方針を設定し、目標を作成しなければならない。同時に、経営者は、謙虚に結果と

しての業績の評価や反省点を受け入れて、次の戦略的計画の策定に生かす発展的能力が要

求されるのである。14） 

 ⑥起業家精神 

 企業の将来を決定する重要問題に関する決定は経営者の判断に依存することになる。な

ぜならば、企業の将来の全体像を洞察できる立場にある者は、経営者を除いて存在しない

からである。もし多数決に従ったり、確実な結果が予測できる方策であれば経営者以外の

誰にでも判断が可能であり、そうした確実な結果が予測できる方策の判断と実行のみでは

企業間競争を勝ち抜くことも企業価値を創造することもできないと言える。15）その意味で

は、経営者には絶えず独自の経営理念に基づく起業家精神が要求されることになる。 

 特に、経営者資本主義に求められる起業家精神の必要条件は、独自に新たに事業を創造

し企業価値を高め、社会との共有価値を創造する精神である。当然ながら、そこでは失敗

を恐れず新たな事業に自ら挑戦し、自らリスクと責任を負うとともに、社会に対して奉仕

する精神を持たなければならない。そのためにも、経営者はこれまでの資本主義社会にお

ける経営者以上に、また相違した確固たる経営理念や哲学を持つことが不可欠であるとい

うことになる。 

 ⑦品性 

 経営者が社会における重要な意思決定の中心的役割を果たす経営者資本主義においては、

経営者には、先に指摘したような高い倫理観、洞察力、情報分析力、論理的思考、戦略的

思考、起業家精神などが要求されることになるのであるが、それに加えて品性が備わって
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いなければならないとされる。優れた経営者は、個人的な謙虚さとプロフェッショナルな

強い意志とが相矛盾して混ざり合い、16）その品性は、法律や規則を遵守することのみでな

く、日頃の経営行動によって示される人間としての資質が要求されるのである。 

 そして、以前にもまして経営者は多くの利害関係者との間で良好な人間関係を確立し、

自らも人間として正しい生き方を学ばなければならない状況におかれているとされる。京

セラの名誉会長・稲盛和夫氏は、リーダーに求められる条件として、第一に「立派な人格

を備えていること」であり、「頭がよくて才能があり、弁舌が立つこと」はむしろ第三の条

件であるとする指摘はこのことを端的に示したものと言える。17）  

以上のように、経営者資本主義における企業経営者の役割は、企業利益の追求だけでな

く、顧客に対して優れた製品・サービスを提供し、従業員に対して質の高い仕事を提供し、

その過程で全ての人々の生活がより豊かになるための優れた組織を構築しなければならな

い。したがって、経営者は、大きな権限を持って自ら帰属する社会経済システムに対する

責任を絶えず認識するとともに、企業の従業員をはじめとする利害関係者に対して明確な

経営理念を提示し、共有するとともに、高いビジョンを示し、経営者に対して人間的な魅

力を感じることのできる、また感じながら仕事に従事できる環境づくりに努めるべきであ

るということになる。 

  3．経営者意識の変遷と経営理念への課題 

 資本主義体制は一般的には「資本の論理」によって物事が判断され、決定されることに

なることから資本の所有者あるいは資本の所有者の代理者が「企業の主体」あるいは「経

営の主体」として大きな権限を持って意思決定をしてきた。今日までに資本主義そのもの

自体は、小資本主義、商業資本主義、産業資本主義、金融資本主義、そして経営者資本主

義へと資本主義体制が変化してきたとは言え、「資本の論理」は依然として維持され続けて

きたと言える。ところが、いま問題とする経営者資本主義への移行によって、これまでの

「資本の論理」の中で求められたものとは相違した経営者の役割や企業経営の意義が問わ

れることになったと言える。そうした資本主義の変遷を基盤に、経営者意識の変化と経営

理念の役割を整理すれば次のように指摘することができる。18） 

  （1）これまでの経営者の意識 

①「縦割・自社完結の意識」 

②「目的単一主義」 

③「横並び意識」 

④「伝統と習慣の意識」 

⑤「キャッチアップ思考」 

⑥「生産主導型の意識」 



 169

⑦「安定的環境調和の意識」 

⑧「産業構造の意識」 

⑨「経営理念と経営哲学の希薄化」 

  （2）これからの経営者意識と経営理念への課題 

①「多極・無極的流動化の意識と方向性の確定」 

②「経営資源・成果を結合する能力」 

③「創造・シナジー能力」 

④「素早い意思決定の意識」 

⑤「新しい産業構造と企業価値の創出と共有」 

⑥「哲学（夢）や理念を語ることのできる経営者の育成」 
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Ⅳ 経営構造の類型化とその歴史的発展 

 

 資本主義の変遷が経営者の役割を変化させ経営理念や哲学に再度その焦点をあてること

になったのに加えて、社会構造や経営構造にも重要な変化をもたらせたことに注目しなけ

ればならない。資本主義の発展は「資本の論理」を基礎に共同体社会から利益体社会を形

成してきた。経営者の役割がこれまでも強調されてきたのであるが、そこには利益体概念

が依然として前提となっていたと言える。経営者資本主義への変遷は、この利益体概念の

前提を問題視するものであると言える。そこで、経営者資本主義における企業と社会との

関係を理解するため、また新たな経営者の役割とそれを導き出す経営理念の再構築のため

に、経営構造の類型化とその特徴を社会構造概念の視点から検討することにしたい。 

 栗田真造著『経営構造の類型的研究』には、そうした経営構造の変化を社会的構造概念

の視点から検討するのに重要な内容が多く指摘されている。そこでは、経営の社会的構造

が経営共同体から経営利益体へ、経営利益体から経営協成体へさらには、将来的には経営

共生体へと移りゆく過程を理想型的発展の形として描き出しているのである。 

 以下、栗田真造著『経営構造の類型的研究』に従って、それぞれの経営構造を取り上げ、

その特徴を整理してみよう。1） 

  1．共同体的経営構造の特徴とその変質  

  （1）共同体的経営構造の特徴 

 経営共同体理論といえば、まずは H.ニックリッシュ（H.Nicklisch）があげられる。H.

ニックリッシュは、『組織———向上への道』の中で議論しているように、経営を構成する基

本的要素である労働と資本それぞれの担い手はひとしく人間であることに着目し、この人

間の結合体が経営であるとすることから、そこに H.ニックリッシュ独自の経営共同体

（Betriebsgemeinschaft）理論成立の根拠が置かれているとされる。すなわち、経営が共

同体として特徴づけられることによって、その目的は欲求充足（Bedarfsdeckung）であり、

人間は組織体（Organismus）である経営を媒介としてその欲求を充足することになるとす

るのである。2) 

 こうした経営共同体論には、資本要素の優位性すなわち資本家の経営上に占める支配的

地位の絶対性は、経済社会の発展にともなって次第にその客観性を失うことになったとす

る考え方が背景に存在している。それゆえ、H.ニックリッシュは、資本家による経営での

独裁主義を乗り越えるためにも、経営内部における社会関係を指導者（Fuhrer）と協働者

（Mitarbeiter）の関係として認識する指導者原理を主張しようとしたと言える。しかも、

指導者である経営者が多数の労働者を協働者として一定の方向に導く指導力の根源を先の

経営者資本主義における経営者意識でも指摘した要素に求めているのである。まさに、経
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営者の持つ良識とか人格においているのである。こうした指導者原理を基礎とした経営共

同体においてこそ、労働者は協働者として労働給付に対応する公正な成果の配分にあずか

ることができることを強調するのである。 

 ただ、労働者にも経営者とともに経営上の主体的地位を認めることから、経営それ自体

を有機的な組織体であるとする認識は、現実の経済社会の発展という歴史的現実に適合し

ているか否かという疑問がなげかけられることになる。この点について、H.ニックリッシ

ュの経営共同体理論は、その経営共同体論の主張に主な焦点を置くことから、その前段階

に位置する現実社会での経営利益体（Betriebsgesellschaft）そのものの分析と批判を軽

視することから、労資の階級対立という現実の認識を超越した観念論であり、規範的経営

学の一典型であるとの痛烈な批判が存在することは周知のところである。このように経営

構造発展の論理を展開する理論的基礎を H.ニックリッシュの経営哲学のなかから学びとる

とともに、資本の支配を根拠とする資本家独裁を中核とする経営利益体の存在という現実

問題が存在していることを理解することが不可欠なのである。 

 H.ニックリッシュとともに経営共同体理論の主張者としては、R.ハルトマン（Robert 

S.Hartman）の「資本と労働のパートナーシャフト」（Die Partnerschaft von Kapital und 

Arbeit.1958. ）があげられている。R.ハルトマンのパートナーシャフトとは、資本と労働

のジンテーゼ（Synthese）を意味している。それは労働を人間的に度外視する資本の制度

でもなければ、また、これとは逆に、資本を排除する労働の制度でもない新しい制度とし

てのジンテーゼとして指摘されるのである。したがって、それは資本家を否定する社会主

義でもなく、また、労働者を道具視して資本のパートナーとしては見ない従来の資本主義

とも異なるものと言える。つまり、パートナーシャフトとは、資本所有（Kapitalbesitz）

を労働者を含めた全協働者に広げることによって、資本主義を社会主義化し（den 

Kapitalismus sozialisiert）、また、社会主義を資本主義化する（den Sozialismus 

kapitalisiert）ものであり、この二つの制度のジンテーゼとして定義しているということ

ができるのである。 

 こうしたパートナーシャフトの主張は資本主義制度を基礎として築かれる新しい制度で

あるとともに、社会主義制度とは全く異なる新しい制度であるとしている。そこには資本

主義制度を所与の前提として、その中での労資の協力態勢を樹立することを意図しようと

した意味を含んだ新しい表現ということができる。 

 また、藻利重隆教授は「経営共同体」（Betriebsgemeinschaft）ないし「職場共同体」

（Werksgemeinschaft）の成立とは、まさに経営社会的構造の共同体化のことであり、これ

を実現することによってはじめて、従業者は経営人として全体的に主体性を確立し、その

ことから非人間化を克服して、みずから人間化することが可能となると述べている。この
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場合の経営社会的構造の形成原理が、「共同体化の原理」（ das Prinzip der 

Vergemeinschaftlichung）にほかならないとしている。3） 

 すなわち、藻利教授によれば、経営の一つの部分構造として存立する経営技術的構造の

形成原理が機械化原理であり、他の一つの部分構造として存立する経営社会的構造の形成

原理が共同体化原理であるとしている。それゆえ、経営共同体とは、経営の社会的構造に

関しての表現であるとすれば、技術的構造と社会的構造とを総合的に統一化した全体的な

経営構造は、どのようなもので、どのように表現することになるのかといった点が指摘さ

れることになる。 

 以上、栗田真造著『経営構造の類型的研究』をもとに、H.ニックリッシュをはじめとす

る経営共同体学説の若干を概観してみた。それぞれの主張の根拠には相違が存在している

のではあるが、その中に相通じるものを見出す糸口になりえるものとして、F.パッペンハ

イム（F.Pappenheim）の『近代人の疎外』4）という書物が指摘されるのである。 

 『近代人の疎外』は、歴史的過程としての社会に焦点をあわせている F.テンニース

（Ferdinand Tonnies）の『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』から多くの示唆を得るこ

とから、歴史的現実のなかに包まれている社会構造を、その現実から切り離さずに、分析

できるようにしてくれるものであり、近代社会の動いてゆく方向について重大な洞察を試

みているものとして有名な著物として知られている。 

 F.パッペンハイムの『近代人の疎外』に多くの示唆を与えた、F.テンニースの主張は、

歴史的発展という観点からすれば、社会はゲマインシャフトが支配的であった時代から、

ゲゼルシャフトが優勢を占める時代へ向かって動いてきていることを指摘したことである。

5）F.テンニースは、私的所有制度が一つの歴史的な制度であることを明確に認め、私的所有

を基礎とした法的および社会的秩序が、数世紀にわたる技術的進歩と経済的な富とその成

長に大きく寄与したことを否定することはできないとして、近代世界では意味を失ってし

まったゲマインシャフトの形態を再度復活させようとする試みには大きな危険があること

を指摘している。それゆえ終局的には社会の新しい段階、すなわちゲゼルシャフトやゲマ

インシャフトよりもより高度な形態が展開され、両者が相互に結合されうるような段階へ

移行してゆくことを期待することになるのである。言い換えれば、F.テンニースにとって

近い将来に出現する社会では、ゲマインシャフトとゲゼルシャフトとの特質が統合される

だろうということだけが、かすかな希望の光であったと言われている。 

 経営共同体学説を吟味する上で有力な示唆は、H.ニックリッシュにしろ、R.ハルトマン

にしろ、既存の経営学の枠内において表現としての客観性をえているのは経営共同体

（Betriebsgemeinschaft）のみであったと言われる。しかも、経営共同体を主張する学説

のほとんどが観念論であり、規範的であると言われる原因が、主として経営共同体に対応
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する経営利益体（Betriebsgesellschaft）そのものの内容分析を軽視している点にあった。

それゆえ、経営利益体という歴史的現実の観察と分析が不可欠とならざるを得ないのであ

る。このことを基盤としながら、かつ、共同体的思考を取り入れたものとして、新たに構

築される新しい経営構造が、復古的・前近代的な性格をおびたこれまでの経営共同体では

なく、前進的であり、将来への発展を内包した意味での現時代的な性格を織り込んだ経営

構造ということになる。 

  （2）共同体的経営構造の変質 

 以上のような経営共同体は全体としての経営の実在性を中心に構成され、その個別であ

る構成員は明確な自我意識をもたず、全体に対する部分として経営の背後に存在する形態

を示してきた。そこでの各成員は単一の人格者としては理解されないのである。このよう

な経営共同体はいわゆる血縁団体あるいは地縁団体としての性格を強く持ち、その成立は

自然発生的であることが通例であった。 

それゆえ経営共同体のなかに部分たる個人が帰属するのは絶対的な事柄であり、この帰

属関係は全人格をあげて、生涯を通して維持される。言い換えれば、人々は何の打算も計

画もともなわない非合理的必然性をもって全体の部分となり、その権威に服従し、全体と

融合し、これと一体化することになる。加えて、全体の内部における各構成員の相互関係

は人間に本来的な性格の一つである親和性によってむすばれ、そこにはいまだ明確な自我

意識は芽生えず、ともに苦楽をともにしつつ日常生活を営み、深い共同意識を持って仕事

に携わることになることから、経営共同体はそれ自体が生活共同体（Lebensgemeinschaft）

であると同時に労働共同体（Arbeitsgemeinschaft）となるのである。6） 

 このように経営共同体は生活共同体であると同時に労働共同体であるとすれば、その所

有形態も総有（Gesamteigentum）の概念が基本となり、経営共同体は人々の帰属する唯一

の団体であり、人間生活上に一切の機能を発揮する主体であり、経済活動はもちろんすべ

ての人間活動はこの単一の集団である経営共同体によって営まれることになる。言い換え

れば、生活場所と目的場所とが完全に融合された未分離の状態の社会構造であり、経営構

造の特徴を持っているのである。 

 このような経営共同体が原始的な家族経済にはそのまま妥当するとしても、それ以後の

社会経済、さらには都市経済に妥当性を持ち続けることができたのかどうかは、歴史が明

確に示していることは周知のところである。企業の経営構造においても同様ということが

できる。 

 原始的な家族経済を代表する共同社会的経営構造の崩壊ないしその変質について、淡野

教授は次のように指摘している。 

 「総有団体はその根本精神あるいは出発点においては、確かにうるわしい人間社会を具
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現するものであろう。すなわち、成員は自己のためのみならず、団体のために存在し、団

体もまた自己のためのみならず成員のために存在する。それはまことにユートピアである

とさえ思われるであろう。しかし、それが外に対して城壁を高くして自らを閉鎖し、内に

対しては運命づけられた身分関係を土地の関係のなかへ固定して頑強に保持しようとする

とき、本来主体性を生命とする人間は窒息への一途をたどるほかはないであろう。この身

分の桎梏を破壊して公私未分のなかから新たにうまれでた独立自由なる私が、それぞれ自

己の意志にもとづく契約によって自由なる活動の天地を実現しようとするとき、そこにい

わゆる身分より契約への推移が行われ、総有に対して私有がその絶対性をふりかざして登

場することになる。しかして、それとともに公私未分の世界から公私分離の世界への一大

性格転換が遂行されることになるのである。」7） 

 淡野教授が指摘するように共同社会的経営構造が崩壊するということは、従来の生活場

所であると同時に目的場所であったものが、その生活場所としての性格を分離させること

から、目的場所化していく過程を意味することになる。経営が純粋に目的場所としての性

格を持つ時、そこに現代の資本主義社会を典型的に特徴づけることになる経営利益体の構

造を見ることになると言える。従って、経営利益体はそれ自体のうちに何ら生活場所とし

ての性格を備えていないのが前提なのである。言い換えれば、経営共同体とは異質の経営

構造である経営利益体が作り出され、かつ、個人的活動の範囲が広まるにつれて、既存の

経営共同体は社会的構造体としての中心的な存在意義を失い、それはただ生活場所にのみ

妥当性を残す一方で、異質の経営構造である経営利益体は次第にそれ独自の活動領域を拡

大することから、資本主義経済社会の中心的構造体として発展し、進化することになるの

である。 

  2．利益体的経営構造の特徴とその課題 

  （1）利益体的経営構造の特徴 

 経営内部の社会的構造を考察する時、歴史的には、人間に本来的な性格の一つである親

和性によって結ばれたもの、そうした自他の共同に基づいて自然的に成立する経営形態が

共同体的経営構造であった。これに対して、近代的な経営は、形式的には表面上親和関係

を維持しているように見えるとしても、その内実は各自の利益を追求することを目的に人

為的に作り出されたものであり、このような経営形態を利益体的経営構造と呼んでいる。 

 このように経営構造が二つに区分されるのは、前者の共同社会的経営構造は全体として

の経営が部分たる個人に優先するのに対して、後者の利益社会的経営構造は個人によって

始めて全体が形成される経営であるという性格上の相違からである。すなわち、先にも指

摘したように、共同体社会を「持続的かつ真正な集合生活であり、一つの生命を備えた有

機体」として、また、利益体社会を「一時的かつ外見的な一つの機械的合成物」として理
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解する F.テンニースの分別法を基礎とすれば、共同体的経営構造を経営共同体

（Betriebsgemeinschaft）、利益体的経営構造を経営利益体（Betriebsgesellschaft）と呼

ぶことによって、それぞれの持つ社会的性格の特性を理解することができるのである。 

 このような経営共同体から経営利益体への歴史的な移行は、現実的な経済的かつ社会的

進化の発展過程である反面、人類的かつ文化的発展といった精神的側面にそくして理解す

れば、それは悲観的な一つの兆候であるとも言われている。このような意味では、先に指

摘した H.ニックリッシュの規範的経営学の流れをくむ経営共同体観が現代社会において主

張され、経営活動にそうした倫理的価値を加味しようとする考え方が存在することも納得

せざるを得ないところである。 

 しかしながら、文化が高度に発達し、経済生活が豊かになり、かつ複雑となるにつれて、

真の親和関係は次第に背後におしやられ、これにかわって個人と個人とによる合理的な契

約に基づいて行動する利益体的社会関係が前面に出てくることになった。 

 そして、経営利益体に関与する人々は、相互に個人として契約を基礎に対立関係にあり、

かつ個々人は平等の関係におかれるのがその前提なのである。ただ共通的な目的である利

益を追求する基になるものが資本であり、その資本の所有者が特定の個人や集団に集中す

る場合、そこには資本に支配される社会構造が確立されることになり、利益体社会的な特

性が展開される原因となるのである。すなわち、自己の所有する資本力を基礎に労働者を

雇用する資本家と、資本をもたずに自己の労働力によって生計の資を得なければならない

労働者とに分離されることになる。まさに、個別的人間という意味では両者はともに平等

であり自由であるとはいえ、労働者は唯一の資源である労働力を資本家に商品として売却

するほかはなく、結果として労働力の所有者である労働者は経営利益体においては被傭者

として雇主である資本家の支配のもとで行動するように仕向けられるのである。 

 このように、経営共同体における支配は全体による個の支配であったことから、多数人

による内面的服従に支持されて強力な実効性を発揮することができることになる。他方、

経営利益体においては各人は根本的には平等の立場にあることから、個人に対する個人の

支配は原則としては認めず全体は個のために存在することになる。ところが、資本主義経

済の発展と私有財産の正当性が追求されるにつれ、全体を構成する中核となるものが資本

そのものであることから、実質的には資本による支配が明確となり、かつ、その資本の所

有量が決定的に支配力に影響を及ぼすという特徴をもつことになるのである。 

  （2）利益体的経営構造の課題 

 このように経営利益体は個人の利益を目的とする経営構造であるとすれば、それが私的

資本を中核として形成される経営である以上、これを構成する各個人に対立する全体とし

て個人を支配する位置にたち、個人に優越して存在することになる。言い換えれば、経営
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共同体が親和性に基づく実在的存在であったのに対して、経営利益体は目的追求のための

「資本の論理」に基づく形式的存在ということができるのである。 

 まさに、経営共同体が自然発生的であったのに対して、経営利益体は人為的計画的に作

り出されたものである。この点に関して、左右田喜一郎博士は利益体社会を定義して「あ

る一個特定の目的のために人格の核心にふれることなしに多数決の容認されるべきようの

社会なり」、また「多数決を内容を充分にふくましめた意味における便宜問題、技術問題と

して解釈を許すべきようの個人の集成、個人活動の集りを指す」と述べている。8） 

 このように経営利益体における個人の帰属関係は個人の目的に応じて便宜的に変更され

る可能性があり、かつ、その目的に役立ちうる限りにおいて個人はそれに帰属するにすぎ

ない存在となる。加えて、個人は経営利益体以外にも種々の生活領域をもち、そこでは経

営利益体の拘束をはなれて独立した自由人として活動するのである。この点においても経

営共同体が唯一かつ単一の生活体であったのとは事情は大きく相違していると言える。 

 そして、経営利益体の概念は、経済的には近代資本主義の発達と密接に結びついた経営

構造ということができる。すなわち、近代資本主義の発達にともなってそれまでの経営共

同体としての経営構造は根本的に変革されることになるのであるが、その端緒は経営共同

体のもつ封鎖的性格を打破した商業活動によってもたらされたとされる。そこでは、本来

交換手段であった貨幣が経営利益体内において生産活動のために蓄積されて資本に転化さ

れることから、経営利益体は資本構成体としての性格をますます明確にすることになる。

それゆえ株式会社は、経済上の利益を目的として純粋かつ人為的に構成された利益体社会

の典型的な姿なのである。こうした過程こそが、小資本主義→商業資本主義→産業資本主

義へと資本主義が量的にも質的にも変化する姿そのものを示しているのである。 

 以上のような、経営利益体のもつ普遍性の特性（Form der Allgemeinheit）はその内部

組織においても、事情はなんら変わらないのである。『近代人の疎外』の中で、F.パッペン

ハイムは次のように指摘している。「機械が道具に代位しうるところでは機械は手工業を解

体させ、古い拘束された職業身分は廃滅し、それによって形づくられた社会は資本主義的

カテゴリーである資本と労働でもって変形させられた。増加する不変資本部分と減少する

可変資本部分をもつ技術的に進んだ経営は中小経営を解体させ、同時に中小経営に残存す

る労働関係の家長的温情的様式を破壊した。機械の専門化ならびにその集成は熟練した手

工業者に不熟練労働者を代位させた」と。9）この F.パッペンハイムの指摘は、経営共同体

と経営利益体との間に存在する歴史的社会的相違を端的に表現しており、その結果が近代

的な大規模企業を支える経営組織であるとしている。そして、そこでは、「理想的極限にお

いては生活場所としての性格を失い、全く作業場所（Werksraum）となっている」10）とする

のである。 
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 このように純粋に目的場所化された経営利益体の本質的特徴について赤松要博士は次の

ように述べている。「生産単位が所有単位と生産活動単位、形式的生産単位と実質的生産活

動、換言すれば、所有または貨幣資本と労働とに分裂し、生産成果の一切が前者に帰属す

る。この場合上層の形式的生産単位にとって実質的生産活動はただ生産活動としてのみ意

味をもち、その背後にある消費活動自体としては何らの意義ももたない。生産単位の内部

においてその生産獲得の配分にあずかるものは所有と労働であり、所有は生産のアプリオ

リとして労働の上層に立っている。また、労働も感性的直観的労働より上層の概念的労働

に向って段階を形づくり、この感性的直観的労働が消費単位の個別的概念として経済単位

を構成するとき、社会の最下階の生活階級として現われる。所有と上層の概念的労働とが

消費単位と結合するところに、上層の生活階級が現われるのである」。11） 

 このように、経営利益体が利潤を追求し、その目的を実現するためには多数個人の協力

を必要とし、近代的大規模経営になればなるほど「単に多くの労働力を量的に結合して行

う同質労働の域を越えて、全く異質の労働を相互補足的に組織して行う異質労働を必要と

する。しかも、この異質労働は特殊化された作業に従事すべき個性の発揮をうながし、す

でに個人のそれぞれ分離分岐しつつ共働することによって企業の生産能率を増進する」12）

ことになる。しかしながら、そうした生産の成果が経営全体に帰属するのではなく、結果

的には個人の手に帰し、個人によって消費にあてられ、または、個人によって蓄積される

ものであることが重要なところである。すなわち、経営共同体にあっては所有の基本形態

は総有であったが、経営利益体では個人所有（Privateigentum）が絶対性をもつことにな

る。さらに、こうした経営利益体が進めば、私的所有の絶対性を保証する新たな機構、す

なわち、金権支配の社会を出現させることになる。こうして、物にかわって貨幣が物と同

等の取扱い、あるいは、それ以上の働きを発揮する点にこそ経営利益体を中核とした資本

主義的精神の真髄が存在していると言える。まさに金融資本主義と呼ばれるものである。 

 貨幣は経営において生産的に蓄積されることによって資本となり、これを中心として経

営の秩序が維持されることになる。ただ、資本を中心として構成される経営の秩序ならび

に階層関係は非人間的（unperson-lich）である点に留意する必要がある。このことは「商

人または資本家は利益社会の自然の支配者であり命令者である。利益社会は彼らのために

存在する、彼らの道具である」13）との栗田真造教授による記述が経営利益体が金権支配の

社会であることを端的に物語っている。 

 こうした経営利益体の特性が資本主義経済社会の発展と変質に大きな影響を与えてきた

ことは否定できない事実である。その背景には経営利益体のもつさらに別の一面が存在し

ていたのである。すなわち、経営利益体では、「単におのずからなる事実のままに身をゆだ

ねるのではなく、人間が自己の意志によって単なる事実を超越して相互の権利確保の秩序
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をつくりあげたところに契約のもつ積極的な創造的機能を認めるものである」14）という側

面であった。まさにアダム・スミスの“見えざる手”から A.D.チャンドラーの“見える手”

への移行である。とはいえ、同時に、身分より契約への移行が促進されるにともなって、

人々はその独立性と自由とを維持できたのかと言えば、逆に人間社会にとって重大な危機

をもたらせる事実を認識せざるを得ないのである。 

 経営共同体から経営利益体への発展はそれ自体が理想構造体への発展とは言えない所が

存在している。なぜならば、人々がその個性を充分に発揮することができず、ただ資本の

支配に従って平均化された行動を余儀なくされる社会は理想的社会とは言えないからであ

る。経営利益体に内在する危機の根本原因は「おのずからなる事実の世界から人間を抽象

的にひきはなして純粋につくられた機構的関連のみによって人間社会を結成せんとした点

にあり」15）と言われるように、実は人々が個性を独自に発揮した姿ではなく、それはただ

資本の権力と威力にほかならないとも主張されるのである。このように、人間本来の存在

価値を無視して、その絶対性を行使する資本支配の社会は、本来主体性をその本質とする

人間の手によって、その内部から変革されるべき歴史的運命を担っているものとも言われ

るゆえんである。その歴史的経済の帰結が資本主義社会の変化と変質、特に経営者資本主

義の到来であり、経営利益体を超えた新たな社会構造を形成する模索であると言える。こ

うした変化や変質が当然のことながら、企業の主体、経営の主体さらには企業と環境の関

係に重大な影響を与えることになる。ここにも希薄化されてきた企業経営に対する経営者

の拠り所とすべき経営理念や哲学の重要性に焦点があてられるべき原因が存在していると

言えるのである。 

  3．協成体的経営構造の指摘と事例 

  （1）経営構造の歴史的発展————協成体的経営構造の出現 

 経営学の研究対象である経営の概念規定は第 2 章ですでに取り上げたように、これまで

にも経営、企業、経営経済など種々さまざまの表現や分別法がなされてきたが、それぞれ

の拠ってたつ歴史的社会的な基盤を考慮しないでいては、その概念規定を理解することは

不可能であり、そのなかに実質的な内容を盛ることはさらに不可能であったと言える。こ

の点に着目する時、経営概念の歴史的、社会的な認識態度を重視することから、経営共同

体と経営利益体とを比較対照すれば、それぞれが経営の前資本主義的な在り方と現資本主

義的な在り方の相違点を指摘することができるとともに、経営利益体に内在する歴史的社

会的な制約と矛盾を認識する時、経営の将来につながる発展の方向を模索するためにはさ

らに相違した経営構造の構築を求めざるを得ないことになる。 

 このような経営構造発展の論理に関して、左右田博士は次のような指摘をしている。 

 「当初は大家族経済のもとに広義の家族に加うるに奴隷の力をもって自足経済をいとな
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み、さらに都市経済にいたるも一のツンフト、座のごとき制約によって相互に牽制して都

市以外の村落と区別してのほとんど独立せる経済組織を形づくっていたが、近世の経済組

織はこれらの制限をことごとく撤廃して、営業の自由、契約の自由によって分業はいかん

なく行われるにいたって個人的企業は極端まで押し進められんとしたときに、これらの個

人的企業の全部をあげて合同することはその経営を昔時にかえさんとするものなるをおも

って、その企業の一方面すなわち主として投資の形において一の合同がおこなわれ、現今

の経済組織の主潮を指して株式会社時代とするも過言ではない時代を現出しつつある。個

人はこの場合なんらの独立的存在を失うものではない。この個人主義時代の徹底した合理

主義の最後は資本労働の衝突をひきおこし、これを解決せんとするものが社会主義となり

社会政策となる。この経路を考えるときは、初期の学問的社会主義者が主張したごとき単

純に協同体（Gemeinschaft）をもって個人主義を超越した後にきたるべき理想の境地なり

としたり、または、労資協調の理想によってわが国の淳風美俗たる家族制度をもってこの

解決に資せんとしたりするもののごときは、ことごとくこの歴史を知らざる、この論理を

解せざる実際家の、事実はすこしも実際を知らざる䭞論にすぎない」。16） 

 こうした主張を言い換えれば、「協同体や社会の総合概念（Synthese）としての協同体社

会は、人格と人格とが相対立して各個人の持つ意義を発揮しながら、その行為が昔の協同

体の場合のように単純に自己を犠牲にして協同体のためにのみ奉仕するのではなく、各個

人それぞれの人格の表現として見られると同時に、それが同時にかつ同じ意味において全

体そのものの行為として見られものとして考えることができれば、昔の協同体の思想や概

念ならびに近世の個人主義の確立によって特定の意味を持つことになる資本主義社会を確

立しえた利益体の思想と概念の両者をともにその構成要素とする特定の意義を持った社会

構造を考察する必要がある」17）ということになる。 

 以上のような経営構造に関連する歴史的発展のあとづけを概観する中から一つの推論と

して理想型的発展（idealtypische Entwicklung）の姿が指摘されている。 

 栗田真造著『経営構造の類型的発展』では、経営共同体、経営利益体、経営協成体とい

う一連の経営構造発展の理想型的発展の姿とそれぞれの持つ特異性が論じられている。 

 そこでは、これらの理想型的発展の姿は、経営を形づくる社会的構造を歴史的発展の各

段階において把えることから経営共同体、経営利益体、経営協成体というそれぞれの表現

が用いられているのである。そして、このことは「理想型的発展は自己みずからの非現実

性を表明することによって自己の論理的目的を果たすものである」18）と M.ウェーバー

（M.Weber）が言うように、現代の社会生活において現存する各個別の経営のもつ特殊性を

見定める際にも有力な拠り所となる概念を提供してくれているのである。 
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 （2）協成体的経営構造の指摘と特徴 

 経営利益体のもつ歴史的性格は近代資本主義の発達そのものでもあり、特に近代を代表

する企業形態である株式会社は利益体社会の典型であると言える。こうした歴史的経過を

認識しながら、将来につながる糸口として、個人の自覚を前提とし、しかも、そこに多数

個人の共同社会関係が維持されるような新しい経営構造を歴史的な視点にたって構築する

必要に迫られている。言い換えれば、個人は経営を構成する一員であることによって自己

の存在を自覚し、経営は個人の参画をえて始めてその存立を可能とするとの経営と個人と

の相互補完関係に立った社会的構造を、経営の歴史的発展の過程においてとらえようとす

るものであると言える。 

 それゆえ、経営共同体は個人に先行して存在し、個人を部分として規定するのに対して、

経営利益体は独立自存する個人が特定の目的のために作り出した経営構造と規定されるこ

とから、経営共同体では個人の存在価値が軽視され、経営利益体では全体としての経営が

個々人によって手段視されることになる。このような両者の極端な偏向を是正し、全体と

しての経営自体の存在価値を認識し、これを構成する個々人の存在価値を重視する新たな

経営構造として経営協成体（Betriebskorperschaft）の概念が指摘されることになる。 

 ところで、経営共同体が直接的自然的に備えている精神は生活性原理であった。一方で、

経営利益体にあっては生活性原理は単に仮象であり、営利性原理がその指導精神として登

場することになる。すなわち、経営利益体の営みを統制する価値尺度となるものが営利性

原理であるが、今日のような社会的価値尺度の変化は、いわば生活場所としての性格を称

賛する傾向から、目的場所化した経営利益体の存在に限界や矛盾を表面化させれば、させ

るほど経営共同体や経営利益体の概念を超えた新たな指導原理をもった経営構造の構築が

不可欠となる。とは言え単純に従来の経営共同体への回帰を意味するのではなく、営利性

原理に立脚して発展してきた経営利益体のなかに社会性原理を導入することによって、経

営における新たな社会的構造を導び出そうとするのが経営協成体の概念であったと言える。

すなわち、経営協成体においては構成員である各個人は明確な自覚と自己の判断と意志に

よって経営に参加し、経営そのものを自己の目的として経営のために活動するのである。

そして、そこでは全体としての経営も部分としての各構成員も単独には実在せず、経営は

個人を通じて、個人は経営に参加することによって始めてそれぞれの存在の意義をもつこ

とになるとするのである。“個は全体のために”という経営共同体、“全体は個のために”

という経営利益体に対して、“個と全体は協成のために”とするのが経営協成体ということ

になる。 

 それゆえ、生活性原理に代って台頭した営利性原理が経営利益体の指導原理であったが、

さらに、その中に社会性原理が導入されることによって、経営は経営協成体の構造領域に
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まで理想型として高められることになる。そして、その根拠とする社会性原理は、経営共

同体における生活性原理に見られた経営内部の人々の生計維持を目途とする閉鎖的な内容

ではなく、経営を取り巻く一般社会への積極的な役立てを目的とする開放的な意味内容を

もつことになるのである。まさに、経営共同体と経営協成体との間には歴史的かつ、概念

的内容に大きな相違が存在しているのである。言い換えれば、経営利益体の段階から前段

階である経営共同体に回帰するといった時代逆行的な経過をたどるものではなく、現実の

経営利益体を基礎に、その上に新たな指導原則を加えて構築され、かつ将来につながる新

しい経営構造として強調されるものが経営協成体であると言うことができる。 

  （3）協成体的経営構造への展開 

 経営共同体ならびに経営利益体では、実在の中心は全体としての経営または部分として

の各個人のいずれか一方に傾けることから、経営共同体では部分たる各個人の盲目的無自

覚な服従の上に全体が存在していたのに対して、経営利益体では部分たる個人が絶対の実

在者として経営を手段視していた。 

 これに対して全体たる経営も部分たる多数の個人も共に実在的であり、経営は自覚した

個人の相互依存関係によってその実在性を発揮し、個人はまた絶対の個人としてではなく、

全体たる経営に内在する部分たる地位に立つことによって、本来の経営における実在性を

維持できるような経営の社会的構造が経営協成体と呼ばれるものであった。まさに、経営

なくして個人なく、個人の力に依存せずして経営の活動もありえないところに経営協成体

における全体と部分との協成的相互関連が維持されることになるのである。 

 その意味において、経営協成体の根本原理は経営における個人の自覚にあり、この自覚

を通して経営の自己実現をはかることになる。そして、経営協成体を構成する各個人は、

経営共同体に見られた無自覚に経営に内包された部分ではなく、特殊な個性と自己自律の

意思をもって行動する個別の人格者と見なされることになる。それゆえ、経営利益体での

ように、自己の個人的存在に最終の目的と意義をおくのではなく、経営協成体の一員とし

て経営に参加することから自己を越えてさらに自己を実現することが求められることにな

る。このような人的特性にこそ、将来にわたる経営協成体の実在性を基礎づけることがで

きる本質的意味と役割が存在しているとされるのである。 

 これまでに指摘してきたように、経営共同体は前資本主義時代における典型的な経営構

造であり、経営利益体は近代以後の資本主義を発展・成長させた中心的な経営構造であっ

た。これに対して、経営協成体は今日形成されつつある新しい経営構造と言える。その成

立過程には二つの経路を指摘することができる。第 1 は、経営共同体がその自己発展と自

己拡大によって合理性原理を自らのうちに取り入れながら経営協成体の構造に接近する経

路である。第 2 は、経営利益体の利益的社会化がその極限に達し、結果として経営協成体
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の構造に転移する場合である。 

 どちらの経路をとるにしても、経営協成体内部における各個人の相互関係は、全体とし

ての経営の実在性を構成する点においては経営共同体に相通じるものがあり、個人の自覚

に重点をおく意味においては経営利益体の場合に類似している。それゆえに、このような

経営協成体内部の各個人の相互関係は、共同社会的関係と利益社会的関係が交替する中で、

次第に相違した独自の概念を形成することによって、経営協成体としての完全な姿に接近

していくことになると言える。 

 その背景には資本主義の発展が「資本の論理」を強化させることから、本来的には自由

と平等とを主張する市民社会も現実の経済生活の面においては資本家のための経済的手段

の道具となり、無条件に服従を強要する社会的現実を直視しなければならない。ところが、

これまでの「所有権は絶対にして侵すべからず」との私的所有の絶対性が、いまや歴史的

時代の要求として資本主義の変化、特に経営者資本主義の出現と変質によって、「所有権は

義務を負う（Eigentum verpflichtet）、所有権の行使は同時に公共の福祉のためにするこ

とを要する」19）との革新的な考え方をもたらせる事実に着目しなければならないところに

原因が存在している。 

 それでは、そうした経営協成体の目指す目標は何であろうか。左右田教授は、G.ラード

ブルッフ（G.Radbruch）の指摘が非常に参考になるとしている。そこでは、G.ラードブル

ッフは個人と社会との関係を個人的、超個人的ならびに超人格的の三つに区分し、およそ

人類の考えうる最高の価値は各個々人、人間全体、人間労作の三つに基礎をおく個人的人

格価値、超個人的全体価値、超人格的労作価値の三つに整理している。その上で、「個人と

社会」が追求すべき次のような三つの目標を指摘している。20） 

① 個人の倫理的人格完成にあり、国家の重大な任務は個人の自由を基礎とした倫理的人

格の形成にあるとしている。 

② 超個人的思想にしたがえば、人生の最高の課題は国民の栄誉であり、国家の最高の任

務はこの国民的栄誉を保持することにある。 

③ 超人格的価値にしたがえば、人生の最高の課題は人生の内になく、すなわち、一個人

のまたは全体のうちにあるのではなく、彼らの造出する理念の中にある。言い換えれ

ば、文化の中にあるゆえに、国家の最高の職責は文化に対する構築の確保にある。 

 こうした、G.ラードブルッフの 3 つの目標とすべき見解にしたがえば、最高の目標、第

一は自由、第二は権力、第三は文化となるのである。21） 

 このような G.ラードブルッフに代表される社会と個人との関係を経営協成体という概念

に置き換えて理解するとすれば、次のように言い換えることができる。まず、個人の倫理

的人格の完成によって個性の発揮がなされることになるのであるが、それは各個人が自由
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に自己の利益を追求すれば、そこに“見えざる手”が作用して、おのずから社会全体の繁

栄がもたらされるとしたアダム・スミスの自由主義思想がそのままの形で現代に復活する

ことを意味することではないということである。“見えざる手”が主張された初期資本主義

時代と現代の資本主義の変革期、特に、経営者資本主義が指摘される今日との間には無視

できない大きな歴史的時間の経過と社会的環境の相違が存在しているのである。「必ずしも

現物のうらづけを必要としないことをむしろ特質とする貨幣は無限にその所有欲を駆りた

てることができ、いわゆる無制限な利潤の追求は資本主義の発生とともに現われた著しい

現象であり、従って、それは決して人間の免れることのできない宿命なのではなく、資本

主義の弊害の超克とともにまた克服されうるものなのである」22）と指摘されるように、社

会的環境は“見えざる手”の支配に任せて一切を資本の論理に依存するというよりは、現

実の社会はあまりにも冷酷かつ、貪欲になりすぎてきたと言える。それゆえ、その限界と

矛盾を認識することから新たなる体制のもとにすべての人々が協力できる機構や経営構造

が強く要求されることになるのである。 

 その意味においても、経営協成体では、人間の主体的な働きを発揮させ、各個人がそれ

ぞれおかれた位置や立場でおもう存分に創意工夫をめぐらし、各個人の職分を十分に果た

すことを追求するのである。まさに、経営協成体の指導理念は職分原理であり、経営共同

体での自然的かつ有機的関連を基礎とした営利追求とも異なっているということができる

のである。 

 以上のように、自然的存在であった経営共同体から資本主義の中核としての経営利益体

を経て、将来的な形成体としての経営協成体へと経営構造の理想型的な発展過程を概観し

てきた。全体としての経営と部分たる個人とが調和して実在できる経営協成体は、その純

粋な形においてはいまだ一つの指標であり、現実の経営形態の何にこれを明確には見るこ

とができないとも言われる。とはいえ、純粋な経営共同体さらには経営利益体もすべて非

現実的であり、理念型的存在であるとも言える。とはいえ人間の主体的な働きを強調し、

これを発揮させる場こそ経営協成体であるとすれば、この意味において経営協成体という

経営構造はこれまでの経営共同体ではなく、言うまでもなく経営利益体とは大きく相違し

た自由で意欲的な人々の共同集団としての性格を端的に示すことのできる新しい構成体で

あることは否定できない。 

 本章では、資本主義の発展による経営者資本主義への変質を前提にして経営構造の理想

型的発展の過程として経営共同体、経営利益体、経営協成体という三つの構造体を指摘・

分析することに焦点を置いてきた。歴史的発展の視点から見る時、そこには実在型と理想

型との相違や混乱が出現するとはいえ、理念型が現実態と一定の対比関係におかれること

になったときにこそ、始めてその理論認識のための機能が有効に発揮することになると言
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われる。そうであるとすれば、経営共同体や経営利益体に対して、同じく経営協成体とい

う理念型は非現実的であるが、この非現実性のなかに現実態との近似性を見出すことがで

きれば、この理念性と現実性との相関関係から実在認識を確認することができることにな

る。そうした実在認識の過程においても、本論文の中心テーマである経営者資本主義にお

ける「企業の主体・経営の主体」としての経営者が経営の意思決定に際して、拠り所とす

べき経営理念や経営哲学に関する再認識と再構築が不可欠であり、かつ大いに役立つこと

になると言える。 

  4．共生体的経営構造への新展開と経営理念の役割  

 社会は本来助け合い、相互依存する人々から成り立っているとされる。しかし、資本主

義経済社会の発展に従って、「資本の論理」のもとで個人がそれぞれに成長発達するととも

に、自立・自己実現することが強く求められてきた。 

 その結果として、現代社会において、企業はグローバルな市場経済競争に打ち勝つ効率

的で、経済合理的なシステムづくりを目指し、その激しい競争に対応できる人間の強さを

求めてきたと言える。それゆえ、企業の経営は、何よりも、市場経済中心の自由主義的な

考え方に基づく経済効率的システムづくりを優先し、利潤の追求を実現化する利益体社会

を形成し、発展させてきたことは先に指摘したところである。 

 ところが、資本主義の変遷や社会構造の変化が現実のものになるに従って、企業は市場

経済的競争社会で営利性や効率性の原則に従いながらも、新たな役割が求められることに

なってきた。企業がグローバルな経済活動を展開し、多元的な価値観や文化の中で存続し

ていくためには、企業環境論や企業の社会的責任論といった企業が社会を管理する、ある

いは社会に貢献するという位置関係ではなく社会とともに生きる共生の理念が必要性され

てきたのである。先に述べた経営協成体の概念はこの前兆としての理想型であったが、経

営者資本主義や企業統治、さらには社会的責任論をはじめ企業環境論に限界や矛盾が表面

化してきた現実が新たな原則や理念を企業に求め、経営者の役割を再認識させてきている

のである。 

 それゆえ、近年では協成の概念とともに、“共生”という言葉が多くの分野で頻繁に使用

されてきている。共生という言葉は、もともとは生物学の用語の symbiosis の訳であり、

相利共生、片利共生として用いられてきたと言われる。そして、共生の概念は、一般には、

二者以上のものが共に生成発展し、共に生きるために、大きな多元的な秩序の中で協調す

ることと定義されている。23）このように別々の主体にとって共に利益があるという意味で

共生が捉えられるとすれば、共生は誰にとっても望ましいものということができる。しか

し、人間は現実には共生できずに、個々の利益を追求するためには、相手と対立し、排除

することによってそうした問題を解決してきたと言える。それが資本主義社会の本質的な
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一面でもあった、しかしながら、共生は異質の人々がどのようにして共に生きることで、

相互に利益があるようにするかという営みを基本としている概念であるところに、これま

でとは相違した意義が存在しているということができるのである。  

 経営協成体の概念以上に理想的な意義と役割を持っているのが経営共生体の概念である

と言えるが、この共生という言葉には、さらに 2つの種類の意味が存在しているとされる。

すなわち、人々の水平的な差異の異質性と、差別し差別される垂直的な差異の関係の調和

あるいは一体化の意味である。このことに関して次のような指摘がされている。 

 「共生は、異質なものに開かれた社会的結合様式である。それは、内輪で仲良く共存共

栄することではなく、生の形式を異にする人々が、自由な活動と参加の機会を相互に承認

し、相互の関係を積極的に築き上げてゆけるような社会的結合である。異質の人々が関係

の結合を求め、共に利益が生じる共生こそ、今日的な共生の課題である。これは水平的差

異としての異質性をもった人々の共生の問題なのである。しかし共生は垂直的差異として

の差別する人と差別される人との共生の問題がある。そして共生の問題はこれらが複合し

ているところに、その解決が困難なのである。」24） 

 さらに、狩俣正雄教授も『支援組織のマネジメント』の中で、共生を「水平的共生」と

「垂直的共生」の 2種類に分けている。水平的共生というのは、「異質の人々が関係の結合

を求め、共に利益を求めることである」、垂直的共生とは、「差別する者と差別される者、

弱者と強者、多数者と少数者の対立を解決することで共に利益を得ることである」。そして、

共生の利点として、「水平的共生は異質の人々の相互作用によって創造性やイノベーション

を生み出すことである」、「垂直的共生の利点としては、差別、抑圧、排除などを解決しよ

うと努力する過程で新たな社会の仕組みやシステムを創造できることである」と指摘して

いる。25)言い換えれば、真の共生は、異質のものが同質のものになって融合するわけではな

く、異質のものを混在させながら共に生きるという意味で、水平的共生と垂直的共生の統

合を図ることが、狩俣教授の主張ということができる。 

 まさに素材そのものの形を壊して融合させるミックスジュースというよりは、素材その

ものの形や特性をそのまま生かしながらその調和をはかるサラダボールの中のサラダにた

とえることができる。 

 資本主義の発展が「資本の論理」を基礎に進展すればするほど資本家と労働者という人

間間の水平的差異、さらには、富の蓄積による格差の拡大と貧困による垂直的差異の問題

は共生の概念が対象とすべき本質的な問題であると言えるのである。経営者資本主義への

移行や経営利益体での限界と矛盾の表面化は避けられない現実の中で、理想型ではあれ経

営協成体の概念が指摘されていることはすでに述べてきた。しかしながら、経営協成体が

対象とする領域は社会性の原理を導入するものの、ある組織内あるいは集団内での全体と
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個の協同を追求するものであったとすれば、共生体の概念は、さらにその対象領域を拡大

させたものであり、全体と個の一体化と共生を追求する意味において、より理想型ではあ

れ、経営協成体とともに経営利益体の限界と矛盾という問題に現実的な問題解決をもたら

す糸口となる社会構造であり、経営構造の概念として注目すべき指摘であると言える。 

 そして、資本主義の質的変遷や経営構造の変化を歴史的な視点からたどる時、そこには

「資本の論理」が根底に存在し続けていたとはいえ、またアダム・スミスのいう“見えざ

る手”に導かれてきたとはいえ、現実的な経営活動の意思決定を行ったのは経営者であっ

た。その場合に経営者の意思決定の拠り所となるものが経営理念や経営哲学なのであるが、

歴史的時代背景の中でその果たす役割とその評価は強く表面化したり衰退したりしてきた

と言える。とはいえ、経営者が拠り所とする経営理念や哲学の果たす役割とその重要性は、

歴史的時代背景の中で連続と不連続を繰り返しながら、その役割を継続してきたことは否

定できない。 

 現代における経営者は新たに共生的な経営理念を持ち、企業内部においては労働者との

協成を確立し、企業外部においては他の利害者集団との共生に努めることが不可欠とされ、

期待もされている。経営共生体という新しい経営構造が企業経営の主流となるとすれば、

それに適合した経営者の役割、さらにはそれを根底で支える新たな経営理念と哲学を再構

築することが求められることにならざるを得ないことになる。 
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Ⅴ おわりに 

  

 時代の変遷や社会の進展にともなって資本主義体制が変化してきた。これまでの伝統的

資本主義から現代における経営者資本主義と呼ばれるものに変化してきたということは、

同時に、経営者の役割や経営理念もこれまでのような状態では存続できず変化せざるを得

ないことを意味している。加えて、資本主義の発展は「資本の論理」を基礎に共同体社会

から利益体社会を形成してきた。しかしながら、それぞれの構成体のもつ貢献と限界が歴

史的時代背景のもとで、経営構造は共同体的経営構造から利益体的経営構造へ、利益体的
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経営構造から協成体的経営構造へ、さらに共生体的経営構造へと新たな展開を見せてきた

のである。このような状況を認識するとき新しい資本主義と社会構造の出現基盤に、企業

活動における経営者が拠り所とするべき経営理念の意義と役割を改めて考えて、再構築す

ることは非常に重要である。そこでは、これまでの「企業と環境」といった問題意識を超

えて、「企業と社会」論への展開が求められることになる。そして、内容的には、企業価値

の創造と共有、さらには経営倫理と経営道徳、経営哲学を基礎とした経営協成体理論や、

経営共生体理論の視点から経営理念の再構築の必要性についてさらに検討することが必要

不可欠とされるのである。 
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第 6 章 結語にかえて 

 

 近年、企業の内部的課題よりは外部的課題、いわゆる環境に注目がそそがれてきた。特

に、企業環境や企業の社会的責任に関して活発化な指摘がなされてきた。しかし、経営利

益体を基礎とするかぎり、企業の社会的責任は企業が社会に対して行う提供であり、寄付

であることから、依然として企業に中心をおいた経営行動の一部である。とすれば、企業

の社会的責任は費用を構成する要因であることから、その量・質の拡大とともに限界と矛

盾が生まれることは否定できないものであると言える。それゆえ、今や資本主義体制や経

営構造の変化とともに、社会的責任の要求者であり、享受者でもある社会は、企業に対し

て単なる「支援」を超えた「変革」を求めることになってきた。M.ポーターが使用する言

葉である「企業の社会的責任の呪縛」から脱却し、「変革」への転換を基礎づけることがで

きる新しい経営理念や経営哲学が構築できるかどうかが、今後の企業の競争力を左右する

ことになるのである。 

 「企業の社会的責任の呪縛」とは、日経ビジネス社が M.ポーターに行ったインタビュー

記事のタイトルに使用されているフレーズである。この中で M.ポーターは、「CSR（Corporate 

Social Responsibility）（企業の社会的責任）」に替えて「CSV（Creating Shared Value）

（企業の価値創造）」という言葉を使う必要性を主張している。 

 M.ポーターが、2006 年に出版した『Strategy and Society』（邦訳『競争優位の CSR 戦略』）

において、これまでのような企業の社会的責任の限界や矛盾を指摘するまでもなく、企業

活動を通じた価値創造や社会変革こそが企業の本質的な役割となるべきことは、第 5 章で

議論した諸要因が明確に示しているのである。 

 環境に対応した企業の社会的責任という受動的な企業活動ではなく、経営者の新たな経

営理念や経営哲学を拠り所とした本来の企業活動を通じて新たな経済的・社会的価値を生

み出し、価値を共有することによって社会の発展に貢献できることこそが、企業活動の本

質であり、新しい時代を切り拓くことができることになると言える。ここに企業価値の「創

造と共有」という概念が再び注目されることになるのである。 

 企業の価値創造という言葉を持ち出すとき、過去数十年にわたり使用されてきた時代遅

れの概念であると言われるかもしれない。すなわち企業の財務業績を短期的に最適化ある

いは最大化するための狭い意味で理解されることが多いのである。 

 しかしながら、資本主義の変遷や経営構造の変化を要請する背景には、これまでとは大

きく価値を相違させる背景、例えば、顧客の幸福、社会の豊かさ、事業に不可欠な天然資

源の枯渇と不安定化、主要サプライヤーの存続と消滅、あるいは生産や販売を行う地域社

会の経済的・構造的な変化が存在している。 
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 企業の「価値創造」を単に企業間競争に打ち勝つ戦略的手法としてのみ考えることは不

可能な状況となってきた。「所有の権利」を中心とした「資本の論理」に基づく資本主義の

発達が企業を成長させ、経済を発展させてきたことは事実であるが、そこでの行動はあく

までも経営利益体として利潤の追求を達成させるための企業環境論であり、社会的責任論

であることは否定できないところであった。費用と収益のバランスが崩れ、限界と矛盾が

明確に表面化すればするほど、企業にとっての中心的課題は、経営問題であり、社会問題

は経営問題の一部、あるいは、その他の課題とならざるを得ない。こうした新たな局面に

直面しているところにこそ、企業の「価値創造」の概念が再び問われることになると言え

るのである。 

 新たな企業の「価値創造」の概念は、「共通価値」の原則にあるとされる。これは、社会

のニーズや問題に取り組むことで社会的価値を創造し、その結果として、経済的価値が創

造されるという考え方である。企業の成功と社会の進歩は、経営活動によって再び結合さ

れるべきものである。それゆえ、共通価値の原則は、企業の社会的責任でもなければ、フ

ィランソロピー（社会貢献活動）でも持続可能性でもなく、経営活動が経済的に成功する

ための新しい方法そのものであるとしている。それは、企業活動の周辺的活動ではなく、

まさに、本質的な企業の役割として中心に位置づけられるものなのである。 

 そうした認識を持つことによって、社会と企業の経済的業績が関係し合う部分をあらた

めて認識することから、共通の価値を創造する取り組みを押し進めることになる。 

 「資本主義は、人間の欲求を満たし、効率を高め、雇用を創出し、富を築き上げるため

の唯一無二の手段である。しかし、資本主義を偏狭に考えてきたせいで、社会のさまざま

な課題の解決において、企業の潜在能力を十分引き出せずにきた。そのチャンスはずっと

目の前にあったにもかかわらず、だれも気づかなかった。そして、現在直面している喫緊

の社会問題に対して、慈善活動ではなく、あくまで事業として取り組むことが何より効果

的である。」1）と指摘されるように、資本主義や社会構造に関する理解と認識を新たに考え

るとき、それを誰がどのように判断するかが企業と社会の行方を大きく左右することを考

えれば、経営者の果たす役割は大きくそのよって立つ理念や哲学は言うまでもなく不可欠

なものとして再認識せざるを得ないことになる。 

 こうして、企業本来の目的は、単なる資本の論理に基づく経営利益体における利益の追

求ではなく、経営者資本主義に対応できる経営協成体と経営共同体における共通価値の創

出にあるということになる。こうした動向の背景には、急速なネットワーク化・グローバ

ル化が進展する現代社会における、「企業と社会」の関係性にも当然のこととして変化をも

たらすことは言うまでもない。 

 企業とは、本来的に社会・環境からもたらされる人的資源や物的資源を活用し、価値を
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再生産する行為を意味する。特に、産業革命以降、人々に富と繁栄をもたらしてきた企業

は、現在に至るまでその規模をますます拡大してきた。その規模の拡大過程における経営

活動と経営資源の関係性は、企業が経済的価値を生み出すために、地域の社会的・環境的

価値を犠牲にしてもある程度は黙認することができた。まさに、二律背反の関係であった

と言える。 

 経済的に発展をしていない社会においては、そのトレードオフにおいても、まず優先を

されるのは当然ながら経済的価値となる。近年、インドやベトナムといった「高度経済成

長の真っ只中」にある経済新興国が、先進国の要求する環境規制に対し難色を示すのも、

環境価値を優先する結果、経済成長が阻害されることを懸念しているからにほかならない。 

 しかしながら、成熟した経済社会へと発展することから、この二律背反の関係のもと、

社会的・環境的価値が常に劣位におかれ続けているかと言えば、必ずしもそうとは言えな

い状況になってきたことは明白である。 

 「企業と社会」の関係は、「企業が生み出す経済的価値と地域における社会的・環境的価

値との間における二律背反性」と「社会・環境価値とも言うべき共有価値の外部不経済性」

という一見矛盾する価値の認識と調和が前提に存在することになるのである。 

 このことは、経営利益体において、社会からの要請とされる企業の社会的責任を利潤の

追求を実行する一つの手段として、企業の立場から環境に対応して決定するといった単な

るコストとしての企業の社会的責任ではなく、企業の経済的価値と地域の社会・環境価値

が共存しうる「企業と社会」の構造と概念を構築することが、これからの企業が進むべき

経営活動の方向性であると主張しているのである。M.ポーターは、このような主張に関連

して「単なるフェアトレードの推進という CSR 活動ではなく、サプライヤーへの技術革新

支援、品質向上への共同プロジェクトの推進といった共有価値を創造することで、企業側

への経済的メリットが確保される」2)ことを強調している。 

 「企業の社会的責任へのコスト」という言葉に対して、「経済的価値との共存への投資」

という言葉の響きは心地よいものということができる反面、歴史的視点から考察する時、

企業経営の現実は、必ずしもすべての時代と領域において企業と社会の共有価値を創出し

てきたとはとうてい言うことができない。 

 しかしながら、経営者資本主義や経営共同体の主張は、今まだ現実的というよりは理想

型ではあれ、これまでの企業の社会的責任論の限界と矛盾を超えた新たな概念を求めるこ

とは必然的であり、今後の「企業と社会」が向かうべき方向性や関連性を考える上で重要

な転機であることに間違いはないと言える。しかし、それにはあくまで企業の経済的価値

の向上、すなわち利潤の獲得が不可欠であり、「経済的価値の向上に資することのない」社

会的・環境的価値が存在する場合、企業はどう反応し、対応するのであろうかという疑問
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は依然として残ってはいるのである。その時にこそ、新たな「企業と社会」のあり方をい

かに考え、いかに見ることによって、企業経営の進むべき方向性と実践性を意思決定する

かに関して経営者が拠り所とする確固たる経営理念や哲学がますます不可欠となる。「企業

と利害関係者」、「企業と環境」さらには「企業と社会的責任」といった言葉の組み合わせ

は、資本主義社会それも金融資本主義までの時代における経営利益体において使用され、

意義をもってきたと言える。常に企業が中心におかれ、経営活動の意思決定権をもつ経営

の主体は経営者ではあったが、その時代背景を強く形づくる要因によって、経営者の経営

理念が相違した形で概念化された結果でもあった。企業であれ、経営であれ、組織であれ、

制度としていかに完璧に整備されたとしても、それを実際にいかに動かし、目的を達成さ

せることができるかは、人間そのものであることは言うまでもないことである。 

 特に、企業の最高責任者である経営者は、経営の進むべき方向性やあり方といった重大

な判断をすることから、この判断が企業経営の将来を決定することになる。その時代その

時代の特別な背景を条件としながら理論的に説明される経営学説の歴史的な視点から見た

時、企業の主体・経営の主体と経営目的は「所有と経営の分離」を基礎に「資本の論理」

を無視することなく経営者の経営理念や哲学に変更を余儀なくしてきたと言える。そこに、

経営理念が経営活動の決定に果たす役割の度合から見た連続と非連続あるいは継続と断絶

が存在したと言える。 

 そして、企業に中心を置いた企業からの論理、すなわち企業と社会の関係は依然として

企業に重点が置かれてきた経営利益体社会に矛盾と限界が表面化する時、その解決策とし

て学説的にも経営者資本主義の到来、企業環境論の台頭、企業の社会的責任論の強調など

が浮上したと言える。経営利益体のままで、企業に対する社会からの強い要請がなされ、

その内容が企業の存続と発展を決定づける要因であるとの認識は、当然ながら利益体概念

の内容とは矛盾することから限界に直面することは必然的であった。資本の論理に基づく

費用と収益のバランス概念から見れば、社会からの要請に答えることは多分に費用にあた

るものであった。経営者資本主義の到来とともに経営構造や社会構造の変革がともなって

いないのである。企業と社会の関係は、ドイツの共同決定法でも問題視されるように、損

失や利潤が思うように実現できない場合に企業と社会の間に亀裂や争いが起きることにな

る。人間が構成する経営構造や社会構造、さらには契約であり約束ごとである制度や規則

は、それ自体が意思を持って目的を達成するように主体的な判断をすることはありえない。

そこにはかならずと言っていいほど、人間が介在しなければならない。資本主義経済の質

的変遷や社会構造、経営構造の変化が利害関係者集団、企業環境、社会的責任といった概

念を生み出してきたとはいえ、そうした要因をいかに認識し、理解し、判断することから、

企業経営にどのように取り入れるかを意思決定するのは、経営者であり人間である。とす
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れば経営者はどのようにしてそうした決断をするのであろうか、社会が求めているから、

社会が求めていると言われているから、それに従って経営活動を適合させてゆくのであろ

うか。そうした企業が継続的企業として存在・発展できないことは明白である。経営者資

本主義や協成体・共生体社会が指摘されるこれからの時代、“見えざる手”ではなく“見え

る手”を「企業と社会」のために駆使するには、経営者は経営活動の拠り所とするべき自

己の経営理念や哲学をこれまで以上に必要とすることになる。 

 

 

[注] 

1） Michael E.Porter 著、「共通価値の戦略」日経ビジネス社、Diamond Harvard Business 

Review,2011.6,p.11. 

2） Porter M.E.,and Mark R.K.稿、「競争優位の CSR 戦略」ダイヤモンド・ハーバード・ビジ

ネス・レビュー、2008.1, pp.47-48. 日本総研編、「CSR を巡る動き：CSV は CSR を過去の

ものとするのか」ESG リサーチセンター、2011.10.1. 
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